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【緒言】 

 

この報告書は、日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金・挑戦的研

究［萌芽］）「専門士業の「専門性」形成のモデル構築：社会保険労務士を手がかりとして」

（課題番号 17K18540・研究代表者 福井 康太）の研究成果をまとめたものです。2017 年

度に実施したアンケート調査の結果と、2018 年度に東京都、愛知県、大阪府、福岡県の社

会保険労務士会で実施した「社会保険労務士の将来に関する検討会」での議論をまとめて紹

介しています。 

私たちの研究グループは、これまで本格的な学術研究が行われてこなかった、弁護士以外

専門士業の「専門性」とはどのようなものかについて、社会保険労務士（以下「社労士」と

する。）を主対象として明らかにしたいと考え、この研究を企画しました。この研究では、

社労士が新たに開拓してきている業務領域について、まず基礎的データを収集し、さらにそ

の検討結果に基づいて、社労士の「専門性」とは何であるのか、主要地域の社労士会に所属

する社労士と議論して参りました。その成果がこの報告書です。 

この報告書は、私たちの研究グループが進めてきた共同研究の成果を整理して紹介する

だけでなく、これからこの研究成果を大学の専門教育に、そして、社労士をはじめとする専

門士業の業務展開に還元していくことも目的としています。本研究の企画趣旨に賛同し、

様々な形でご支援・ご協力を賜りました、全国社会保険労務士会連合会および社会保険労務

士総合研究機構には心から感謝いたします。皆様におかれましては、本報告書をご一読いた

だき、忌憚のないコメントなどいただければ幸いです。 

 

2019年 3月 

                           研究代表者 福井 康太 

                           共同研究者 三柴 丈典 

                           共同研究者 西本 実苗 

                           共同研究者 水野 勝康 
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【科研費の概要】 

 

研究種目名： 挑戦的研究（萌芽） 

課 題 番 号： 17K18540 

研究代表者： 福井 康太 

補助事業期間： 平成 29年度（2017年度）～平成 30年度（2018年度） 

 

 

研究組織 

 

研究代表者 福井 康太（大阪大学大学院法学研究科教授） 

共同研究者 三柴 丈典（近畿大学法学部教授） 

共同研究者 西本 実苗（大阪大学大学院法学研究科特任研究員・関西学院大学非常勤講師） 

共同研究者 水野 勝康（社会保険労務士［愛知県社会保険労務士会］） 

 

 

交付額 

 

交付総額：6500千円 

2017年度：3640千円 （直接経費：2800千円、間接経費：840千円） 

2018年度：2860千円 （直接経費：2200千円、間接経費：660千円） 

 



第１部 

研究活動の概要 
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1. 研究活動の概要 
 
1.1. 研究目的 
 
本研究は、これまで本格的な学術研究が行われてこなかった、弁護士以外の専門士業の

「専門性」について、社労士を主対象として明らかにするものである。本研究では、社労士

が新たに開拓してきた、人事労務コンサルティング、メンタルヘルス対策等の産業保健関連

業務、労働条件審査業務といった新しい業務展開について基礎的データを収集し、その分析

に基づいて社労士の「専門性」形成の現状と課題を明らかにする。また、これに対応して変

わりつつある社労士の職業倫理についても検討し、社労士の「専門性」の意義について考察

する。 
 
1.2. 本研究の問題関心 
 
これまでわが国では、弁護士に関する実態調査研究は数多く行われてきており、そのよう

な研究は実際に弁護士の「専門性」形成に影響を与えてきた。他方、弁護士以外の専門士業

については、司法書士についての学術的研究がいくつか見られるものの、社労士、行政書士、

税理士、弁理士などの専門士業について本格的な学術研究はない。だが、弁護士以外の専門

士業は、目下その業務領域を急速に拡張してきており、それぞれ独自の「専門性」を形成し

つつある。弁護士以外の専門士業は、弁護士の「専門性」の裾野を形成し、また潜在的な競

争者として位置づけられる。それ故、弁護士以外の専門士業について学術研究を行うことは、

わが国の弁護士研究の射程を拡げるうえでも必須の課題である。 
この点、福井と三柴は、2013 年以来、社会保険労務士総合研究機構「社会保険労務士の

業務が中小企業のコンプライアンス・業績・産業保健に及ぼす効果に関する調査研究」（研

究代表者 三柴、主任研究員 福井他 2 名・2013 年 7 月から翌 6 月まで第 1 期、2015 年 1
月から同年 12 月まで第 2 期）に携わり、社労士業務の特徴や職務上期待される能力・特性

について調査研究を行う機会を得た。その際に、社労士の業務領域が、従来型のいわゆる手

続業務（社労士法 1 号・2 号業務）よりも、人事労務コンサルティングやメンタルヘルス対

策支援、労働条件審査業務（同 3 号業務＋α）など新しい業務領域が急拡大している様を目

の当たりにした。そこで、社労士業務領域の新展開を直接対象とする調査研究を、科研費を

得て行うことを思い立った。 
社労士の業務展開に関する当初仮説は以下のようなものであった。これまで、社労士法 1

号・2 号業務が中心だった社労士業務領域は、近時の企業コンプライアンスへの関心の高ま

りから、次第に人事労務上のトラブル予防策構築の比重が増え、またうつ病などメンタルヘ

ルス疾患が急増していることから、産業保健関連業務も急速に拡大し、さらに公共事業を行

う企業への管理監督の社会的要請から労働条件審査業務といった新しい業務が拡大してい
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るというものである。この結果、社労士業務領域はもはや「代書業」とは言えない独自の「専

門性」を備えるに至り、さらに、そのような「専門性」の高度化に伴い、職業倫理や職務の

独立性への注目度が上がり、職業倫理面の対応強化要求が草の根から起こり始めていると

いうものである。本研究では、この作業仮説を検証し、社労士の「専門性」形成の現状と課

題について明らかにすることを目指し、以下のような研究活動を行ってきた。 
 
1.3. 各年度の研究活動 
 
2017 年度 

 
2017 年度には、アンケート調査を中心として研究活動を行った。採択・交付決定を得た

7 月からアンケート調査の準備を始め、8 月 28 日（月）に研究グループのメンバーによる

会合をもち、9 月 15 日（金）に東京都社会保険労務士会を訪問、10 月 24 日（火）に全国

社会保険労務士会連合会を訪問して準備のための意見交換を行った。これらの意見交換を

通じて、アンケート調査の方針を確定するとともに、全国社会保険労務士会連合会等との

Win-Win な協力関係を構築することができた。 
 社労士を対象とするアンケート調査は、全国社会保険労務士会連合会および社会保険労

務士総合研究機構の協力をえて、3000 通の郵送法調査と、ウェブアンケートを併用する形

で実施した。調査期間は 2 月 10 日（土）から 3 月 31 日（土）までの約 1 ヶ月半である。

アンケートでは、全国の社労士に対して、社労士を志した経緯、これまで行ってきた業務と

これから行いたい業務、新しい業務領域への関心、職業倫理、自身の性格傾向などについて

質問した。郵送法で 608 件の有効回答（有効回答率 20.3%）、ウェブアンケートで 331 件の

回答を得ることができた。さらに、自由記述から、こちらが想定していた以外の新しい業務

についてのデータを得ることもできた。 
 
2018 年度 

 
2018 年度には、アンケート調査結果の分析を行うとともに、その分析結果を携えて、「社

労士の将来に関する検討会」（以下、「検討会」とする）を主要地域の社労士会で実施し、調

査結果についての社労士の様々な意見を聴取した。5 月 19 日（土）にキックオフミーティ

ングを行い、年度のスケジュール等を確定した。「検討会」は全国社会保険労務士会連合会

および社会保険労務士総合研究機構の支援を受けて行われた。「検討会」では、現状どのよ

うな業務が増えているか、外国人労働者の急増やテレワーク対応など新しい労務課題と社

労士の役割はどうなっているのか、そして、これからの社労士の進むべき方向性（より高い

「法的専門性」を目指すべきか、「高度ジェネラリスト」を目指すべきか）といった論題に

ついて、かなり踏み込んだ意見交換を行った。 
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「検討会」では、社労士の多くが、社労士法 1 号・2 号業務（社会保険や労災保険等の書

類作成代行・提出といった手続業務）になお収入の多くを依存しつつも、労務に関わる経営

課題にますます大きく関わるようになってきており、特に、就業規則の整備やアップデート

作業を行うことを通じて、社労士法 3 号業務の比重を増やしてきていることは、どの地域

でも見られる一般的傾向であることが窺われた。また、技能実習生をはじめとする外国人労

働の問題、メンタルヘルス疾患の問題や職場のハラスメント問題、労働条件審査の課題、ジ

ェンダー・LGBT 問題、職場の AI 化による勤務形態の多様化、病後の職場復帰の問題など

に積極的に関わっていることが理解された（この点は、あくまで業務委員会等に関わってい

る先端的な社労士に留まるかもしれない）。「検討会」を実施した東京都、愛知県、大阪府、

福岡県での地域特性もそれぞれ異なっていたが、これについては、各「検討会」の会議記録

をお読みいただきたい。 
 
 以上の研究成果はまだ粗削りの状態であり、これから弁護士を含む他の士業との議論な

どを行って、より議論を深め、研究論文の執筆に務めたい。さらに、国際学会での研究報告

にも努めていきたい。 
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【研究成果】 
 
論文 
・西本実苗、三柴丈典、水野勝康、福井康太「社労士の業務展開についてのアンケート調査

結果報告（後編）」月刊社労士 2019 年 2 月号、全国社会保険労務士会連合会 6-11 頁

（2019.2）。 
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2. 「社会保険労務士の業務展開についてのアンケート調査」集計結果 

 

2.1. 調査の目的 

本アンケート調査は、社労士の業務展開に関する基礎的データを収集し、集計とその分析

に基づいて社会保険労務士の職域の今後ありえる展開や今後の課題を明らかにすることを

目的として行われた。 

 

2.2. 調査の概要 

本アンケート調査は、2018年 2月 10日から 3月 31日までの 2カ月弱の期間実施した。

調査は郵送法とウェブアンケートを併用する形で行った。郵送アンケートについては、47

都道府県の社労士会ホームページ掲載の会員名簿から無作為抽出された 3000 件を対象に

調査票を送付し、有効回答数 608件（有効回答率 20.3％）を得た。ウェブアンケートの回

答は 331件であった。郵送およびウェブを合わせた有効回答数は 939件となった。 

 

2.3. 回答者のプロフィール 

2.3.1. 開業か勤務か 

開業社労士の今回の調査回答者に占める割合は、66.9％と約 7割であった。副業ありの開

業社労士を含めると、開業社労士は 85.2％となった。社労士事務所および社労士法人に勤

務する社労士は 5.2％、企業や官公庁等に勤務する社労士は 9.6％であった。 

 

図 1 開業・勤務等の割合 

開業社労士

66.9%

開業社労士・副業あり

18.3%

企業官公庁等勤務社労士

9.6%

社労士事務所・社労士法人勤務社労士

5.2%
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以下、本稿では「開業社労士」、「開業社労士・副業あり」および「社労士事務所・社労士

法人勤務社労士」をまとめて「開業社労士」とし、「企業官公庁等勤務社労士」を「勤務社

労士」と記述する。 

 

2.3.2. 性別 

調査回答者の性別割合について、開業社労士では、男性が 76.7％、女性が 23.4％であっ

た。勤務社労士では、男性が 71.1％、女性が 28.9％であった。 

 

 

図 2 性別割合（開業社労士・勤務社労士） 

 

2.3.3. 年齢 

年齢については、開業社労士の平均値は 55.7歳、勤務社労士の平均値は 49.1歳と、勤務

社労士の方が平均的に年齢が低く、年齢分布の幅も小さい傾向が見られた。 

 

表 1 年齢についての記述統計（開業社労士・勤務社労士） 

 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 

開業社労士 849 27 98 55.7 12.3 

勤務社労士 90 26 70 49.1 9.7 
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図 3 年齢分布（開業社労士・勤務社労士） 

 

2.3.4. 婚姻状況 

婚姻の状況（現在配偶者がいる／離別／死別／未婚）については、開業社労士および、勤

務社労士のどちらとも、「現在配偶者がいる」率は 7割前後であった（前者は 76.2％、後者

は 68.9％）。なお、勤務社労士においては「死別」という回答は 0件であった。 
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図 4 婚姻状況（開業社労士・勤務社労士） 

 

2.3.5. 事務所（勤務先）の所在地（都道府県） 

調査回答者の事務所もしくは勤務先の所在地を都道府県レベルで答えてもらった結果を

表 2に示す。開業社労士を基準に、回答が多かった順に示している。 

開業社労士および勤務社労士のどちらとも、「東京都」との回答が最も多く、前者につい

ては全体の 24.1％、後者については 45.6％であった。開業社労士について二番目以降を見

ると、二番目に多かったのは「神奈川県」の 6.0％、三番目は「埼玉県」の 5.7％、四番目

は「兵庫県」の 4.6％、五番目は「千葉県」の 4.4％であった。一方、勤務社労士では、二番

目に多かったのは「大阪府」で 11.1％、三番目は「神奈川県」の 7.8％、四番目は「兵庫県」

および「愛知県」の 4.4％であった。なお、勤務社労士では二番目に多かった「大阪府」は、

開業社労士では十三番目で 2.2％であった。 
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表 2 事務所（勤務先）の所在地（開業社労士・勤務社労士） 

 開業社労士 勤務社労士  開業社労士 勤務社労士 

 度数 ％ 度数 ％  度数 ％ 度数 ％ 

東京都 205 24.1 41 45.6 石川県 9 1.1 0 0.0 

神奈川県 51 6.0 7 7.8 栃木県 9 1.1 1 1.1 

埼玉県 48 5.7 1 1.1 福島県 9 1.1 0 0.0 

兵庫県 39 4.6 4 4.4 岩手県 8 0.9 1 1.1 

千葉県 37 4.4 3 3.3 京都府 8 0.9 1 1.1 

福岡県 34 4.0 1 1.1 愛媛県 7 0.8 0 0.0 

静岡県 31 3.7 3 3.3 群馬県 7 0.8 1 1.1 

愛知県 29 3.4 4 4.4 山口県 7 0.8 0 0.0 

広島県 27 3.2 0 0.0 滋賀県 7 0.8 0 0.0 

新潟県 23 2.7 0 0.0 三重県 6 0.7 1 1.1 

岐阜県 20 2.4 0 0.0 徳島県 6 0.7 0 0.0 

茨城県 19 2.2 0 0.0 秋田県 5 0.6 0 0.0 

大阪府 19 2.2 10 11.1 長崎県 5 0.6 0 0.0 

岡山県 16 1.9 0 0.0 奈良県 5 0.6 0 0.0 

大分県 16 1.9 1 1.1 青森県 4 0.5 0 0.0 

長野県 16 1.9 1 1.1 和歌山県 4 0.5 1 1.1 

宮城県 15 1.8 2 2.2 宮崎県 3 0.4 0 0.0 

山形県 14 1.6 2 2.2 高知県 3 0.4 0 0.0 

北海道 14 1.6 0 0.0 山梨県 3 0.4 0 0.0 

鹿児島県 12 1.4 2 2.2 鳥取県 3 0.4 0 0.0 

沖縄県 11 1.3 0 0.0 佐賀県 2 0.2 1 1.1 

富山県 11 1.3 1 1.1 島根県 2 0.2 0 0.0 

福井県 11 1.3 0 0.0 香川県 0 0.0 0 0.0 

熊本県 9 1.1 0 0.0      
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2.3.6. 特定社会保険労務士か 

特定社会保険労務士かどうか尋ねたところ、開業社労士では、特定社会保険労務士である

との回答が 51.6％と半数を超えていたのに対し、勤務社労士では、32.2％と 3 割あまりで

あった。 

 

図 5 特定社会保険労務士の割合（開業社労士・勤務社労士） 

 

2.3.7. 業務年数 

社労士としての業務年数を、年単位で尋ねたところ、開業社労士の平均値は 13.9年、勤

務社労士では 6.4年と、平均値でみたところ 2倍程度の違いがみられた。なお、業務年数が

1年に満たない場合、0年とカウントして集計した。 

 

表 3 業務年数（開業社労士・勤務社労士） 

 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 

開業社労士 849 0 60 13.9 11.2 

勤務社労士 90 0 45 6.4 7.3 
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図 6 業務年数分布（開業社労士・勤務社労士） 
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であった。次に多かったのは「10．社会保険労務士の取扱う分野に興味・関心があったから」
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だと思ったから」の 35.9％であった。 

勤務社労士において最も多かった回答は「２．（受験を決めた当時の）仕事の専門性を深

めたいから」の 58.9％、次に多かったのは「10．社会保険労務士の取扱う分野に興味・関

心があったから」の 55.6％、三番目に多かったのは「１．（受験を決めた当時の）仕事の幅

を広げたいから」の 44.4％であった。 

 

 

図 7 社労士を目指そうとした動機・背景等（複数回答） 
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表 4 社労士を目指そうとした動機・背景等「その他」の内容 

開業社労士 

たまたま転職先が社会保険労務士事務所だったから 

社労士事務所に就職したから。 

転職先がたまたまこの業界だったため 

父からの継承 

家業を継ぐため（回答数 2） 

ボケ対策 

会社６０歳定年後、会社時代の人事労務の経験を活かしたかったから。引続き社会との接点を

持ちたかった。 

老後になっても収入が得られると考えたから 

ユニオン運動に生かすため。 

自分の働いている会社の劣悪な労働環境を変えたいと思ったから。 

発言の説得力を高めたいと思ったので 

既存顧問先のヒトに関するニーズが多かったため 

時間があったから。 

時間に余裕があったから 

社会貢献ができるから 

社会正義の為に尽くしたいから 

受験当時、女性は 30 歳ぐらいまでしか就職した会社で勤務できなかった。補助業務しか与えら

れないといわれた。 

当時２０代で男性中心の会社で女性が長く勤めるために必要と感じたから 

周囲の勧め 

税理士が本業なのですが付随業務として社会保険手続きをしたかった 

早く取れる資格だったから 

FP の勉強の一環として。資格コレクターだったから。 

大学が法学部で労働法を専攻していたから。 

大学院を修了しても行く所がなく、社労士制度ができた為。 

当時(ｓ56 年)近辺に年金の専門家がいない 

年金の仕組みを知りたかったため 

離職したことにより、収入を得るため 

勤務社労士 

公務員として労働省に入ったときに知っていて将来取ろうと思ったから 

合格率が一桁台で資格取得自体に価値のある資格であると思ったから。 

受験以前に社内的な労務不公平感があり、資格を得て法的に客観的に取り組みたかったか

ら。 

特定社労士を目指したいため 

労働法について知りたかったから 
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2.4. 2016 年度の業務等について 

2.4.1. 2016 年度業務割合（開業社労士） 

開業社労士に、2016年度に担当した業務の種類別の割合について答えてもらったところ、

1・2号業務の割合の平均値は 56.0％と最も高く、次に 3号業務の 26.3％、3番目がその他

の業務の 15.4％であった。紛争解決手続代理業務の割合の平均値は 0.9％であった。 

なお、開業してから日が浅く、2016年度に社労士業務をしていないケースについては、

すべての業務割合を「0％」としてカウントしている。 

 

表 5 2016 年度業務割合（開業社労士） 

 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 

2016 年度 1・2 号業務割合 849 0 100 56.0 31.6 

2016 年度 3号業務割合 849 0 100 26.3 24.8 

2016 年度紛争解決手続代理業務割合 849 0 60 0.9 4.2 

2016 年度その他の業務割合 849 0 100 15.4 27.2 

 

2.4.2. 2016 年度末時点の顧問契約先件数（開業社労士） 

開業社労士の、2016年度末時点での顧問契約先件数の回答で最も多かったのは、「顧問な

し」の 13.3％、次に多かったのは「顧問 30社以上～50社未満」の 13.1％、三番目に多か

ったのは「顧問 10 社以上～20 社未満」の 13.0％であった。累積％を見ると、顧問なし～

顧問 10社未満が全体の約 4割を占め、累積％が 50％を超えるのは「顧問 10社以上～20社

未満」であり、顧問先が 10社～20社の間が中央値と見られる。 

 

図 8 2016 年度末時点の顧問契約先件数（開業社労士） 
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2.4.3. 2016 年度顧問契約以外の業務（手続き業務等）契約件数（開業社労士） 

開業社労士の、2016 年度の顧問契約以外の業務の契約数の回答で最も多かったのは「2

件以上～5件未満」の 20.4％、次に多かったのは「5件以上～10件未満」の 18.0％、三番

目に多かったのは「契約なし」の 17.2％であった。累積％を見ると、なし～5件未満で全体

の約 4割を占める一方、「5件以上～10件未満」で約 6割に達しており、「5件以上～10件

未満」の範囲に中央値があると見られる。 

 

 

図 9 2016 年度末時点の顧問契約以外の業務契約件数（開業社労士） 

 

2.4.4. 2016 年度に担当した研修講師の回数（開業社労士） 

開業社労士の、2016年度に担当した研修講師の回数で最も多かったのは、「研修は行って

いない」で 43.3％と、全体の約 4割を占めていた。次に多かったのは、「2回以上～5回未

満」の 25.8％、三番目に多かったのは「1回」の 10.0％であった。累積％を見ると、「2回

以上～5 回未満」で 79.2％と約 8 割に達しており、開業社労士が業務として研修講師を担

当する機会は基本的にはないか、あっても年に数回程度が平均的なようである。 
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図 10 2016 年度に担当した研修講師の回数（開業社労士） 
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図 11 2016 年度事務所売上高（経費控除前、開業社労士） 

 

2.4.6. 2016 年度業務割合（勤務社労士） 

勤務社労士が 2016 年度に担当した業務の種類別の割合について答えてもらったところ、

社労士業務以外の勤務先の業務の割合の平均値が最も高く、61.0％と 6割を超えていた。次

いで 3号相当の業務の割合が 19.0％、1・2号相当の業務の割合は 17.4％であった。紛争解

決手続代理業務の割合の平均値は 1.5％と、先に示した開業社労士の 0.9％よりも若干高か

った。 

 

表 6 2016 年度業務割合（勤務社労士） 

 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 

2016 年度 1・2 号相当業務割合 90 0 100 17.4 24.7 

2016 年度 3号相当業務割合 90 0 100 19.0 25.3 

2016 年度紛争解決手続代理業務割合 90 0 30 1.5 5.0 

2016 年度社労士業務以外勤務先業務割合 90 0 100 61.0 34.1 

 

2.4.7. 2016 年度における個人の収入額（課税前） 

まず、開業社労士の 2016年度の個人収入は、「300万円未満」が最も多く 26.3％であっ

た。次に多かったのは「300 万円以上～400 万円未満」で 15.3％、三番目に多かったのは

「1000万円以上～3000万円未満」の 12.6％であった。累積％を見ると「400万円～500万

円未満」で 53.8％と半数を超えており、個人収入の中央値は 400万円から 500万円の間と

見られる。 
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図 12 2016 年度個人収入額（課税前、開業社労士） 

 

一方、勤務社労士の 2016年度の個人収入は、「500万円以上～600万円未満」が最も多く

16.7％であった。次に多かったのは「700万円以上～800万円未満」の 15.6％、三番目に多

かったのは「400万円以上～500万円未満」の 14.4％であった。累積％を見ると、「600万

円以上～700 万円未満」で 55.6％と半数を超えており、企業や官公庁等に勤務する社労士

の方が、開業社労士よりも平均的にみて個人収入が高い傾向が見られた。 
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図 13 2016 年度個人収入額（課税前、勤務社労士） 

 

2.4.8. 社労士としての個人収入について 

社労士としての個人収入についての認識を、「少ない」から「多い」までの 5段階の選択

肢で尋ねたところ、「少ない」および「どちらかというと少ない」が開業社労士においても、

また勤務社労士においてもそれぞれ 30％程度で、開業・勤務ともに社労士としての個人収

入は「少ない」と考える割合が 6割を超えていた。一方「ちょうどいい」とする割合は開業

社労士（30.7％）の方が勤務社労士（25.6％）よりも若干高い傾向が見られた。 

 

 

図 14 社労士としての個人収入について（開業社労士・勤務社労士） 
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2.4.9. 社労士としての仕事満足度 

社労士としての仕事に満足している程度を「不満である」から「満足している」までの 5

段階の選択肢で尋ねたところ、開業社労士において「どちらかというと満足している」

（43.1％）および「満足している」（16.1％）が合わせて約 6割であった。一方、勤務社労

士では「どちらかというと満足している」（33.3％）と「満足している」（4.4％）が合わせ

て 37.7％と 4 割に満たず、勤務社労士よりも、開業社労士の方が社労士としての仕事の満

足度が高い傾向が見られた。 

先に示したように、開業社労士の方が、勤務社労士よりも平均的には個人収入が低い傾向

があるにもかかわらず、「社労士としての個人収入について」の設問では開業社労士、勤務

社労士のどちらも 6割程度が「（個人収入が）少ない」と答えており差が見られなかったが、

この「社労士としての仕事満足度」の結果も合わせて見ると、開業社労士では仕事満足度の

高さが収入に対する“不満”をある程度緩和している可能性も考えられる。 

 

図 15 社労士としての仕事満足度（開業社労士・勤務社労士） 

 

2.5. 社労士としての業務について 

2.5.1. 社労士として取り扱っている業務（開業社労士） 

社労士業務 22 項目について、それぞれ自分が取り扱っている程度について「（今のとこ

ろ）行っていない」から「日常業務である」の 6段階で回答してもらった。開業社労士にお

ける結果を、「日常業務である」と答えた割合が多かった順に表 7に示す。 

「日常業務である」割合が最も高かったのは「２．健康保険・厚生年金保険等の加入・給

付の手続き」の 54.8％、二番目に高かったのは「１．雇用保険・労災保険の加入・給付の手

続き」の 53.6％、三番目は「５．給与計算業務」の 33.1％、四番目は「６．労働時間・休

憩・休日などの就業に関する法定のことがらについての相談・手続き」の 29.0％、五番目は

「４．就業規則の作成・変更・届出」の 21.2％であった。 

この中で「５．給与計算業務」については、「（今のところ）行っていない」も 30.9％であ

り、二極化している傾向が見られる。  
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表 7 社労士として取り扱っている業務（開業社労士、数値は回答％） 

 

(

今
の
と
こ
ろ)

行
っ
て

い
な
い 

少
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

少
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

多
い 

多
い 

日
常
業
務
で
あ
る 

２．健康保険・厚生年金保険等の加入・給付の手続き 12.5 9.4 8.2 9.2 5.9 54.8 

１．雇用保険・労災保険の加入・給付の手続き 13.4 9.5 9.5 8.8 5.1 53.6 

５．給与計算業務 30.9 13.3 10.4 8.4 4.0 33.1 

６．労働時間・休憩・休日などの就業に関する法定の

ことがらについての相談・手続き 
9.0 11.9 13.8 24.7 11.7 29.0 

４．就業規則の作成・変更・届出 12.4 13.7 21.3 21.1 10.4 21.2 

10．従業員の募集、採用、退職など雇用に関する相

談・アドバイス 
13.1 17.7 19.3 20.6 10.4 19.0 

21．年金事務所による調査への事前ないし適時の対

応 
21.9 19.6 21.3 15.9 5.3 16.0 

３．各種助成金の支給申請の手続き 25.8 25.8 19.2 9.4 5.2 14.6 

７．作業の体制や方法など、就業に関わる経営課題

（法令で直接的には定められていない人事労務課題）

についての相談 

17.9 23.3 18.8 17.4 9.1 13.4 

20．労働基準監督署による臨検や行政指導等への事

前ないし適時の対応 
25.0 21.9 19.9 14.4 5.5 13.3 

８．年金に関する相談・アドバイス 22.3 35.2 19.7 8.1 4.0 10.7 

13．賃金制度の設計の相談・アドバイス 27.3 28.9 20.8 10.8 5.4 6.7 

９．労働安全・衛生についての相談・アドバイス 25.9 38.2 22.3 6.1 1.5 6.0 

12．人事制度の設計の相談・アドバイス 30.4 29.2 20.4 9.8 4.2 6.0 

14．メンタルヘルスについての個別的な相談・アドバイ

ス 
36.3 30.4 18.3 8.6 2.1 4.4 

11．福利厚生制度の設計の相談・アドバイス 36.9 37.5 18.0 4.1 1.2 2.4 

15．一般社員（新人社員含む）向け教育・研修講師 53.6 23.1 12.1 5.9 2.9 2.4 

16．管理者層向け教育・研修講師 56.7 19.4 11.9 6.4 3.5 2.1 

18．年金についての教育・研修講師 65.7 18.4 8.6 3.1 2.2 2.0 

17．メンタルヘルス教育・研修講師 66.5 18.0 9.4 3.5 0.8 1.6 

19．紛争解決手続代理業務 75.0 16.8 4.7 1.5 0.5 1.4 

22．裁判所における補佐人業務 93.6 4.4 1.2 0.4 0.2 0.2 
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2.5.2. 社労士として取り扱っているその他の業務（開業社労士） 

アンケートで挙げた社労士業務 22項目（表 7参照）のもの以外で、社労士としてよく行

う業務があれば簡単に説明してもらった内容について、表 8に示す。 

 

表 8 社労士として取り扱っているその他の業務（開業社労士） 

がん患者の就労支援、成年後見業務、 

成年後見、ＡＤＲあっせん委員、民事調停委員 

成年後見人としての業務（回答数 2） 

キャリアコンサルタントと社労士の両方を業務としているため従業員との面談がある。 

従業員面談 

コミニュケーション技法の研修 

セミナー講師 

外部セミナー開催団体主催セミナーの講師 

特定の業界団体からの依頼によるセミナー講師 

人材育成に関する講師 

学校での労働法や年金の教育 

ハラスメント関連 

マイナンバー等法改正などへの対応などの相談が多い。 

育児休業給付金の計算や労働条件の変更 

何らかの理由で働きづらさを抱えている方からの相談 

介護事業、労働者派遣事業の許可申請 

介護保険関係の指定申請業務や変更届等 

解雇予防相談 

開業相談 

技能実習法等外国人に関すること、中小企業等協同組合等に関すること、ビルの経営管理に

関すること 

給与計算業務に付随して、年末調整計算、派遣事業許可申請・更新手続き 

業界紙への執筆 

業務といえるかどうかはわかりませんが、開業してから永くお付き合いいただいている経営者も

高齢者が増えてきており、廃業や後継者、健康についてのアドバイス？的なお話をすることが

増えました。経営者は孤独な立場の方が多いのでこれらに要する時間も大事であると考えてお

ります。 

経営相談 

事業展開に伴う人とお金の相談。 

事業計画の作成と組織戦略の構築および効果検証 

健康保険・厚生年金保険等の加入手続きはゼロ。障害年金請求（不服申立て）が 99％。 

健康保険の給付、労災認定に関すること（最近は過労やうつなど）、育休についての相談など

があります。実際の手続きよりも事前相談が多いです。 

国民年金の得喪 

社会保険給付関係の審査請求 再審査請求の代理 

県社労士会の募集した業務 

社労士会支部活動関連（自治体の委託業務） 

労務士会が開催する電話相談  労務士会が主体のあっせん委員  労働局が主体のあっせ

ん委員 

個別労働関係紛争解決相談、年金相談、人事・労務管理関係コンサル 

行政協力 



25 

 

行政協力 100%です。 

採用分析、組織診断 

財務表の作成、申告は有資格者に依頼（身内は税理士、公認会計士有り）。簿記 1 級有り、他

多数有資格を保持。社労士は開業のメインです。 

三六協定、変形労働時間制作成及び届出。一般事業主行動計画作成援助及び届出。 

社内書式、説明資料等、就業規則に付帯して発生する運用支援ツールの作成 各種相談業務

の延長線上には、運用ツール提案が欠かせない 

従業員の処遇についての個別具体的な相談が多いです。 

障害者の就労支援 

障害者雇用納付金、障害者・高齢者雇用状況報告 

障害年金受給の為のボランティア的支援。 

障害年金請求 

相続 

他士業からの問い合わせに対するアドバイス 

大企業の人事課員欠員の代替要員 

中途入社、退職等に伴う住民税の特別徴収、普通徴収の切替手続き、年末調整業務 

調停委員、司法委員。 

電子申請（e-Gov）の利用推進 

都道府県会の行っている業務 

人材派遣業の許可手続き 

派遣業務許可申請、他。 

派遣事業許可申請 

労働派遣業許可申請 

派遣法が絡む相談、届出。障害者雇用、高齢者雇用に関する届出、申請。 

労働者派遣事業に関する手続き・相談・コンサルティング 

評価制度のアドバイス、高齢者雇用制度のアドバイス 

法制面の意見具申 

某相談機関の相談員と相談を媒介にした個別労働紛争解決手続きの代理など 

社会保険労務士資格があり労務管理や組合関係に強いことから、ユニオンが入ってきた会社

で、役員として契約し、団体交渉の主交渉相手になっている。 

団体交渉、労働トラブル発生前の対応、労働者と会社との紛争にかかる相談、和解書等の作

成、経営層に対する残業や労働時間について裁判例を基にした解説等委員会への参加 

労使間の紛争に関する相談助言 

労働者側からの労働相談 

労働組合との団体交渉への参与 

労働保険・社会保険手続、給与計算業務 

労働問題相談業務、年金相談業務 

とにかく労務関係、年金関係について相談だけはうける 

労務監査 

労務管理（就業・労働時間等）のコンサルティング及びアドバイス、就業規則の作成運用のコン

サルティングなど。 

市、県から依頼の監査業務 

Ｍ＆Ａのための労務デューデリ報告、ＩＰＯのための労働条件審査報告、就業規則の運用相

談・指導 

社労士がどういう仕事をしているかの説明。知名度が低い？関心がない？ 

Web による人事担当者や社会保険労務士向けの情報提供。 
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2.5.3. 社労士として取り扱っている業務（勤務社労士） 

勤務社労士についても、社労士業務 22項目について、それぞれ自分が取り扱っている程

度について「（今のところ）行っていない」から「日常業務である」の 6段階で回答しても

らった結果を、「日常業務である」と答えた割合が多かった順に表 9に示す。 

全体的に開業社労士よりも「日常業務である」と回答する割合が低かった。最も「日常業

務である」割合が高かったのは、「５．給与計算業務」の 21.1％、二番目に高かったのは、

「６．労働時間・休憩・休日などの就業に関する法定のことがらについての相談・手続き」

の 16.7％、三番目は「４．就業規則の作成・変更・届出」の 15.6％、四番目は「10．従業

員の募集、採用、退職など雇用に関する相談・アドバイス」の 14.4％、五番目は「２．健康

保険・厚生年金保険等の加入・給付の手続き」の 12.2％であった。 
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表 9 社労士として取り扱っている業務（勤務社労士、数値は回答％） 

 

(

今
の
と
こ
ろ)

行
っ
て

い
な
い 

少
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

少
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

多
い 

多
い 

日
常
業
務
で
あ
る 

５．給与計算業務 55.6 8.9 5.6 2.2 6.7 21.1 

６．労働時間・休憩・休日などの就業に関する法定の

ことがらについての相談・手続き 

26.7 16.7 14.4 17.8 7.8 16.7 

４．就業規則の作成・変更・届出 48.9 14.4 7.8 5.6 7.8 15.6 

10．従業員の募集、採用、退職など雇用に関する相

談・アドバイス 

34.4 16.7 15.6 13.3 5.6 14.4 

２．健康保険・厚生年金保険等の加入・給付の手続き 57.8 14.4 10.0 3.3 2.2 12.2 

７．作業の体制や方法など、就業に関わる経営課題

（法令で直接的には定められていない人事労務課題）

についての相談 

33.3 13.3 12.2 16.7 12.2 12.2 

21．年金事務所による調査への事前ないし適時の対

応 

64.4 17.8 0.0 1.1 4.4 12.2 

14．メンタルヘルスについての個別的な相談・アドバイ

ス 

42.2 24.4 7.8 7.8 7.8 10.0 

15．一般社員（新人社員含む）向け教育・研修講師 46.7 15.6 15.6 6.7 5.6 10.0 

１．雇用保険・労災保険の加入・給付の手続き 56.7 16.7 8.9 5.6 3.3 8.9 

12．人事制度の設計の相談・アドバイス 43.3 18.9 14.4 10.0 4.4 8.9 

11．福利厚生制度の設計の相談・アドバイス 50.0 16.7 15.6 6.7 3.3 7.8 

13．賃金制度の設計の相談・アドバイス 44.4 21.1 14.4 6.7 5.6 7.8 

20．労働基準監督署による臨検や行政指導等への事

前ないし適時の対応 

56.7 16.7 5.6 6.7 7.8 6.7 

８．年金に関する相談・アドバイス 48.9 22.2 14.4 6.7 2.2 5.6 

９．労働安全・衛生についての相談・アドバイス 34.4 30.0 15.6 10.0 4.4 5.6 

16．管理者層向け教育・研修講師 61.1 13.3 11.1 4.4 4.4 5.6 

３．各種助成金の支給申請の手続き 72.2 17.8 4.4 1.1 0.0 4.4 

17．メンタルヘルス教育・研修講師 68.9 13.3 6.7 6.7 2.2 2.2 

18．年金についての教育・研修講師 74.4 14.4 5.6 1.1 2.2 2.2 

19．紛争解決手続代理業務 87.8 6.7 1.1 3.3 0.0 1.1 

22．裁判所における補佐人業務 97.8 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 
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2.5.4. 社労士として取り扱っているその他の業務（勤務社労士） 

アンケートで挙げた社労士業務 22項目（表 9参照）のもの以外で、社労士としてよく行

う業務があれば簡単に説明してもらった内容について、表 10に示す。 

 

表 10 社労士として取り扱っているその他の業務（開業社労士） 

安全・衛生関係（パトロール等） 

外国人雇用管理、障害者雇用の促進、ワークライフバランスの推進(職場環境改善) 

外国人労働者雇用に関する手続きやアドバイス等 採用面接時における注意点や採用時のポ

イント 質問の意図などを面接者に教える。適正検査の見方など。 

確定拠出年金の制度設計、給与規定・退職金規定等の改定コンサル、厚生局申請・届出、投

資教育セミナー講師 

確定拠出年金関係、（マッチング、教育、取喪等） 

個人型確定拠出年金（iDeCo）やＮＩＳＡの教養講演 

健康保険の給付 

研究。労務管理分野、建設労働者の待遇改善、社会保険未加入問題に対する執筆業務等。

労務監査。 

雇い止め・解雇・ハラスメントに対する相談業務 

従業員の相談（ハラスメント、メンタルヘルスなど健康管理、労務トラブル、労働行政対応 

人事施策全般に関するアドバイス 

人事制度（評価や労務管理関連）設計 

行政機関に勤めているため、各種申請の受付審査業務が 100％である。 

社労士としての業務ではないが、顧客管理に役立っている 

就業規則等の作成 

人事・給与システムの選定・導入 

労働者向けの情報セキュリティ教育 

年金記録調査のために又老齢年金・障害年金の裁定請求代理のために毎日予約を取って年

金事務所へ行っている。 

労基署への健康診断報告書の届 

 

2.5.5. 社労士業務が顧問先などの支援先に役立っている面 

社労士業務が顧問先などの支援先に役立っている面（13項目）について、「全くそう思わ

ない」から「強くそう思う」までの 5段階で回答してもらった結果を、開業社労士について

は図 16 に、勤務社労士については図 17 に示す。なお、開業社労士については「顧問先が

ないため答えられない」旨質問票に書いた上で回答されていなかったケースもあったため、

無回答などの欠損値を除く開業社労士回答 825件を分母とした割合（％）を求めた。 

開業社労士において、「強くそう思う」の割合が最も高かったのは「11．労働に関するト

ラブルの回避や解消」の 35.8％で、2番目に高かったのは「１．労働・社会保険に関する企

業のコンプライアンス」の 33.9％、3番目は「13．人事労務に関する事務的な業務の代替」

の 32.7％、4番目は「７．経営者の安心」の 27.5％、5番目は「12．労使間の信頼関係づく

り」の 17.5％であった。 

一方、勤務社労士において「強くそう思う」の割合が最も高かったのは「１．労働・社会

保険に関する企業のコンプライアンス」で 26.7％、2番目は「11．労働に関するトラブルの
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回避や解消」の 22.2％、3番目は「12．労使間の信頼関係づくり」と「13．人事労務に関す

る事務的な業務の代替」の 13.3％、5番目は「２．法定外の労働条件の改善」の 11.1％であ

った。 

 

 

図 16 社労士業務が顧問先などの支援先に役立っている面（開業社労士） 
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１．労働・社会保険に関する企業のコンプラ

イアンス

２．法定外の労働条件の改善

３．労働生産性の向上

４．労働者の職務満足感

５．企業の業績

６．従業員の健康の保持増進

７．経営者の安心

８．人事労務に関する経営方針の決定

９．管理者の安心

10．管理者による部下の使い方の向上

11．労働に関するトラブルの回避や解消

12．労使間の信頼関係づくり

13．人事労務に関する事務的な業務の代替

全くそう思わない あまりそう思わない どちらともいえない そう思う 強くそう思う
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図 17 社労士業務が顧問先などの支援先に役立っている面（勤務社労士） 

 

 

2.5.6. 社労士業務が顧問先などの支援先に役立っている面・その他 

アンケートで挙げた「社労士業務が顧問先などの支援先に役立っている面」13 項目以外

に、役立っていると思うものがあれば簡単に説明してもらった。それらの内容について表 11

に示す。 
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１．労働・社会保険に関する企業のコンプラ

イアンス

２．法定外の労働条件の改善

３．労働生産性の向上

４．労働者の職務満足感

５．企業の業績

６．従業員の健康の保持増進

７．経営者の安心

８．人事労務に関する経営方針の決定

９．管理者の安心

10．管理者による部下の使い方の向上

11．労働に関するトラブルの回避や解消

12．労使間の信頼関係づくり

13．人事労務に関する事務的な業務の代替

全くそう思わない あまりそう思わない どちらともいえない そう思う 強くそう思う
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表 11 社労士業務が顧問先などの支援先に役立っている面「その他」の内容 

開業社労士 

活性化 

従業員モラルアップ。 

アドラー心理学を応用したより良い人間関係の構築 

テレビ、インターネット、ＳＮＳ等に惑わされず、自社の実態と現在の法令及び社会情勢を客観

的に把握し、将来の法改正動向を踏まえた経営方針策定に役立っている。 

法令のアドバイス 

行政の動向 

人事担当者向けの情報提供サイト 

政府の労働行政の今後の見通しを説明することにより、企業の中長期の課題設定に役立つ。 

基本的な労働法規の理解、考え方等をわかっていない経営者が多いので、労務管理全般につ

いて支援できていると思う。 

憲法および民主主義に於いての社会正義に関する知識 

海外のお客様なので日本の社会保険制度をかみ砕いて紹介している 

法改正の見通しを先にお伝えできる、年金事務所での相談では満足がいかない場合に丁寧な

説明ができる、小中高生へのワークルール教育・年金教育・社会保障教育、他社の取り組み例

などをヒントとしてお伝えできる 

経営に関する相談 

幹部登用 役員登用 後継者養成等の相談に応じること 

事業主、雇用者それぞれの相談役（業務に全く関係のないものも含む） 

担当者や社長の他には話せない愚痴等を聞くこと 

社会保険労務士の業務でないことも、わからないことは先ずは聞いてみれば、何かしらヒントを

もらえるという便利さ（気軽に相談・問い合わせできること） 

社労士が入っている会社だという評価 

公契約などにおける社会保険労務士の関与、または官公庁に対する社会保険労務士の関与 

取引先にコンプライアンスを要求されることが最近増えているらしく、自社が大丈夫なのかどう

か確認するのに役に立っているようである 

使用者の偏った判断や間違った対応に対し労使公平な立場での助言により労使の信頼関係

の構築や紛争の未然防止に役立っている。 

管理者のパワハラ的行為が少なくなった 

各種助成金の申請及び、助成金申請に伴う就業規則等の整備 

雇用助成制度などの活用 

助成金に伴う就業規則等の変更、保育士の処遇改善加算のためのキャリアパス及び人事評

価制度構築 

助成金活用 

助成金受給及び手続き。 

企業に代わって手続きや給与計算をすることによる、企業の時間の短縮や正確性で役立って

いると思う。更に法改正の情報提供の速さ。また、調査に立ち会うことでの不安の解消。 

給与計算業務 

企業の財務表のきわめ（解読）方法。 

許認可関係書類の事務負担の軽減、情報提供 

時間外労働や有給休暇、雇用契約書の管理とクラウドシステムを利用した給与明細の発行等 

就業規則、規定、36 協定、労働時間(時間外)、賃金、IT です。 

某保育園は保育士さんの離職と入園の多くの手続き、某工務店は元請け先からの労働関係登

録番号確認への紹介など 

無期雇用等の問題に対する事業主に対するアドバイス 
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労働関連法規則のスペシャリストとして。 

労働分配率を考慮した人事考課制度の構築 

人材育成・職場環境改善・組織風土づくり 

労務管理に関する悩みの共有 支援先の労働時間の節約・抑制 

生活設計 

他の専門家など人脈紹介 

労働社会保険関係書類の電子化 

電子申請（e-Gov）の利用促進 

勤務社労士 

勤務している企業では、社会保険労務士というより弁護士やコンサルタント会社に外部委託を

しているので社会保険労務士の姿が見えない。会計事務所などに勤務している社会保険労務

士や社会保険労務士事務所の方々は、それなりに存在感があると想像しています。 

経営者の意識改革 

顧問社労士ではなく、社員として専門家を雇用しているので迅速かつ的確な対応が可能 

情報管理の適正化 

人事制度構築にかかる専門的知識、助成金の活用等 

専門知識がないと行えない年金相談や年金記録調査で役立ち、年金請求によって年間 3 億円

以上のメリットを事業主に与えている。 

退職金制度等福利厚生制度の構築、改訂 

法的な面でのコンプライアンスの提言 

 

2.5.7. 社労士の職域で今後さらに拡大していくと思われる分野 

15 の分野について、社労士の職域で今後さらに拡大していくと思われる程度を「拡大す

るとは全く思わない」から「拡大するととても思う」までの 5段階で回答してもらった結果

（回答％）を、開業社労士については図 18に、勤務社労士については図 19に示す。 

開業社労士において「拡大するととても思う」割合が最も高かったのは、「10．働き方の

多様化支援（就労支援、労働条件整備、社会保険対応）」の 36.7％、2番目は「２．高齢社

会への対応（高齢者の就労支援のための労働条件整備、社会保険手続等）」の 36.4％、3番

目は「３．医療、介護分野における就労支援、労働条件整備」の 29.1％、4番目は「１．海

外労働者の受け入れの支援（留学生、移民などへの就労支援、労働条件整備）」の 25.6％、

5番目は「12．労務監査・労働条件審査」の 25.1％であった。 

一方、勤務社労士において「拡大するととても思う」割合が最も高かったのは、「10．働

き方の多様化支援（就労支援、労働条件整備、社会保険対応）」の 44.4％で、2番目は「12．

労務監査・労働条件審査」の 35.6％、3番目は「２．高齢社会への対応（高齢者の就労支援

のための労働条件整備、社会保険手続等）」の 32.2％。4番目は「８．職場でのワークライ

フバランスの実現サポート」の 27.8％、5番目は「６．傷病後の従業員の職場復帰支援、就

労支援などの産業保健関係業務」の 26.7％であった。 
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図 18 社労士の職域で今後さらに拡大していくと思われる分野（開業社労士） 
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１．海外労働者の受け入れの支援（留学

生、移民などへの就労支援、労働条件整…

２．高齢社会への対応（高齢者の就労支援

のための労働条件整備、社会保険手続等）

３．医療、介護分野における就労支援、労働

条件整備

４．AIやロボット導入による労働のあり方の

変容に対応する業務

５．LGBTなど性的マイノリティーの就労支

援、労働条件整備

６．傷病後の従業員の職場復帰支援、就労

支援などの産業保健関係業務

７．健康経営の支援

８．職場でのワークライフバランスの実現サ

ポート

９．女性の活躍推進支援

10．働き方の多様化支援（就労支援、労働

条件整備、社会保険対応）

11．人事労務人材育成

12．労務監査・労働条件審査

13．アジアで事業を営む企業の社会保険、

人事・労務管理の支援

14．欧米で事業を営む企業の社会保険、人

事・労務管理の支援

15．日本で事業を営む外国企業の社会保

険、人事・労務管理の支援

拡大するとは全く思わない どちらかというと思わない どちらともいえない

どちらかというと思う 拡大するととても思う
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図 19 社労士の職域で今後さらに拡大していくと思われる分野（勤務社労士） 
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１．海外労働者の受け入れの支援（留学

生、移民などへの就労支援、労働条件整…

２．高齢社会への対応（高齢者の就労支援

のための労働条件整備、社会保険手続等）

３．医療、介護分野における就労支援、労働

条件整備

４．AIやロボット導入による労働のあり方の

変容に対応する業務

５．LGBTなど性的マイノリティーの就労支

援、労働条件整備

６．傷病後の従業員の職場復帰支援、就労

支援などの産業保健関係業務

７．健康経営の支援

８．職場でのワークライフバランスの実現サ

ポート

９．女性の活躍推進支援

10．働き方の多様化支援（就労支援、労働

条件整備、社会保険対応）

11．人事労務人材育成

12．労務監査・労働条件審査

13．アジアで事業を営む企業の社会保険、

人事・労務管理の支援

14．欧米で事業を営む企業の社会保険、人

事・労務管理の支援

15．日本で事業を営む外国企業の社会保

険、人事・労務管理の支援

拡大するとは全く思わない どちらかというと思わない どちらともいえない

どちらかというと思う 拡大するととても思う
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2.5.8. 社労士の職域で今後さらに拡大していくと思われる分野・その他 

アンケートで挙げた 15分野以外に、社労士の職域でさらに拡大していくと思われる分野

があれば簡単に説明してもらった。それらの内容について表 12に示す。 

 

表 12 社労士の職域で今後さらに拡大していくと思われる分野「その他」の内容 

開業社労士 

外国人技能実習に関わる外国人技能実習生に対する労務管理 

外国人材と我が国の労使との調和 

外国人労働者と国内企業の労務管理上のトラブルの仲裁 

技能実習生の就労と企業の監査 

在留外国人の社会保険手続きに関するアドバイス、提出代行など 

学校教育（回答数 2） 

成年後見制度（回答数 3） 

成年後見等への関わり。 

キャリア形成 

多様な働き方に対する相談 

例えば、がん治療しながら就業を続ける方などのサポート。理想としては、治療する病院なや

産院などにそういった相談を受けることができるようになるサポート制度など 

就労支援 

長時間労働の是正 

AI 化、働き方改革の進展による法規制の対応等へのアドバイス、監修業務など。 

働き方改革、または年金機構のゴタゴタ 

介護保険や派遣、紹介等許認可関連業務サポート 

派遣労働者、個人請負事業主等と派遣先事業主・委託元事業主の労働問題に関する相談・指

導 

会計監査（有資格）、ファイナンシャルプランナー。社労士はバブル時代の資格であり冷めてま

す。 

公的年金と私的年金のつながり拡大 

国民健康保険 介護保険 高齢者医療 は地方自治体と業者任せでは不透明。これかは社会

保険労務士が専門家として係ることが必要 

採用及び人事評価に関する相談業務、障害年金申請業務 

上記を含むコンサルティング業務 

総合経営コンサルティング業務。 

求人、採用に関するコンサルティング 

人事・賃金制度の構築。採用コンサル。 

非常勤人事労務担当取締役 

法改正にリアルタイムで対応する就業規則整備。助成金の選別と事務対応。 

人事担当者や会社経営者向けの情報提供サイト 

電子申請（e-Gov）の利用促進 

複式簿記、ソフトの導入と扱い全て。 

ADR 

労働関係紛争 

労働審判の代理ができるようになれば、個別労働紛争分野の依頼は拡大していくであろう。 

労働組合の組織化に関する問題 

労務管理（労働条件審査を含む）、職場復帰支援等のアドバイス 
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勤務社労士 

コンサルティング、企業顧問。 

社労士という枠にとらわれずに顧問先等からの要請に法規制の範囲内で積極的に応えるこ

と。 

職域に留まらない企業内部課題に対する人事的支援 

建設業の社会保険未加入問題等への相談 

特定個人情報、要配慮情報などの個人情報や営業秘密などの重要情報の適正保護について

の支援企業 

労務コストと経営分析支援、年金と成年被後見人制度への関り 

AI 活用（データ構築・使い方指南・仕方の構築） 

 

2.5.9. 社労士は職域拡大すべきか 

社労士は職域を拡大すべきかについて、「その他」を含む 5つの選択肢から 1つを選んで

答えてもらった結果（回答％）を、開業社労士と勤務社労士に分けて図 20 に示す。また、

「その他」の自由記述内容については表 13に示す。 

「現状を少しずつ変えていくのがよい」が開業社労士 43.2％、勤務社労士 42.2％と最も

多く、次に多かったのは「現状を大きく変えないと社会保険労務士の将来は危うい」であり、

開業社労士 27.3％、勤務社労士 33.3％の回答率であった。 

 

 

図 20 社労士は職域拡大すべきか（開業社労士・勤務社労士） 
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開業社労士

勤務社労士

現状のまま他の士業と棲み分けできることが望ましい

現状を少しずつ変えていくのがよい

現状を大きく変えないと社会保険労務士の将来は危うい

今よりも職域を絞り込み、社会保険労務士の特性を発揮しやすくしたほうがよい

その他
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表 13 社労士は職域拡大すべきか「その他」の内容 

開業社労士 

1 号業務と呼ばれる所謂手続き業務は、IT や AI の進展によって確実に減少する。社労士に限

らず司法書士、税理士などルーチン処理可能な業務は IT や AI で代替した方が効率がよく、そ

うなるのは時間の問題である。職域を拡大するといっても、このご時世に国民生活や市場原理

に便益をもたらさない既得権益的な独占業務など認められる筈もなければ、認めるべきでもな

い。ゆえに、社労士等の士業の職域拡大＝独占業務の拡大という発想は捨てるべき。職域と

いう言葉自体を再定義する必要がある。 

マーケティング戦略の視点で顧客のニーズと期待を捉えたとき、社労士の職域拡大にどれだけ

顧客が反応するのか現状で想像できません。 

現状のままでは衰退しかないと思う。我々の活躍するメインステージは、訴訟提起前に如何に

解決することができるかにあると考える。しかし、現実、第三者への解決する場での対応は必

須であり、あっせんは参加自体に拘束力かないので権利関係の紛争、労働審判迄の職域の拡

大は目指したいと思う。 

社会保険の根幹である年金制度の改悪に対してあるべき（食べていける年金）制度の構築が

求められている。それに応えることなしに、社労士の存在意義はなくなっていくと思う。 

社会保険労務士がするべき業務は今後ますます多くなると思いますが、それを他に理解してい

ただくには、社会保険労務士の仕事やその特性についての理解が深まるよう常に活動していく

必要があると思います。 

社会保険労務士だけでは、社会に受け入れられないようになる。多様多彩な能力が必要。一

人で数役をこなす必要がある。 

職域拡大の前に、コンピュータで業務が処理できるようになったために、社会保険・労働保険の

本質を理解していない社会保険労務士が増えてきてしまったことに危機感を覚える。 

訴訟までとは言わないが、労働審判の代理権まで職域を拡大することが望ましい。（平時から

有事までの労務を一貫して受けられるため社会一般からみた社労士の位置づけが分かり安く

なるため） 

他士業が参入できない独自分野の確立を目指す。 

ＯＦＦＪＴでも個人の実務経験をつむ機会を増やさないと、社会保険労務士全体の専門性は高

まらない 

「これは法的にウチの職分だ」と議論する事がナンセンスと考えていますので、特に必要とは思

いません。 

勤務社労士 

社労士各人の人格・品位向上 

他の士業の仕事を取るような拡大は宜しくない。自身がその資格を取得するか、その士業に任

せれば良い。現状社労士業務に付加価値が加わった職域を目指すべき 

知名度の向上、職域の拡大が必要 

法規制の範囲内で積極的に職域開拓を進める。 

個々の社会保険労務士によるため、一概に選択するのはどうかと思う。 
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2.5.10. 社労士の職域拡大を妨げると思われる要因 

社労士の職域拡大を妨げると思われる要因について 5つを提示し、「妨げる要因になると

は全く思わない」から「妨げる要因になるととても思う」までの 5段階で回答してもらった

結果（回答％）を、開業社労士については図 21に、勤務社労士については図 22に示す。 

開業社労士において「妨げる要因になるととても思う」割合が最も高かったのは、「５．

社会保険労務士自身の意識や能力」の 31.8％、次に多かったのは「１．他士業との関係」の

19.0％、3番目は「２．社会保険労務士業務に対する認知度」の 18.1％であった。 

一方、勤務社労士で最も多かったのは、開業社労士と同じく「５．社会保険労務士自身の

意識や能力」の 32.2％であったが、2番目は「２．社会保険労務士業務に対する認知度」の

21.1％、3番目は「１．他士業との関係」の 17.8％であった。 

 

 

図 21 社労士の職域拡大を妨げると思われる要因（開業社労士） 
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３．社会保険労務士業務に対する報酬

４．法的規制

５．社会保険労務士自身の意識や能力

妨げる要因になるとは全く思わない どちらかというと思わない

どちらともいえない どちらかというと思う

妨げる要因になるととても思う
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図 22 社労士の職域拡大を妨げると思われる要因（勤務社労士） 

 

2.5.11. 社労士の職域拡大を妨げると思われる要因・その他 

アンケートで挙げた 5 項目以外に、社労士の職域拡大を妨げると思われる要因があれば

簡単に説明してもらった。それらの内容について表 14に示す。 

 

表 14 社労士の職域拡大を妨げると思われる要因「その他」の内容 

開業社労士 

「勤務社会保険労務士」という、他の士業にはない登録制度。 

「職域」の定義が個々により異なると思います。社労士業務の範囲を固定的に考えることが妨

げる要因になると考えます。 

「職域拡大＝独占業務の拡大」という発想。社労士はじめ、士業はこのように考えている者が多

い。今更独占業務の拡大などナンセンスであり、極力市場メカニズムに任せるべきである。顧

客に価値を提供できない、既得権益としての独占業務に固執する旧態然とした発想は国民か

らの支持を得られない。 このような独占業務の拡大と職域拡大を同一視している社労士が多

いことが、職域拡大を阻害する要因になっていると思う。 

１号・２号の独占業務にあぐらをかいてしまう慢心。 

お客様が部品加工の製造業としてほとんどの社労士が工場の内を巡回し指導業ができませ

ん。社長も期待していないと思います。その顧客の現場を理解できない士業が会社の役に立つ

支援ができると思いません。社労士の業務はなくても会社はこまらない世界にならないと日本

は発展しないと思います。2020年から一括管理で税から年金・保険まで手続きができるように

なります。社労士は方で守られているとすれば、法で守られたマーケットで発展した業界がない

ことを感じて、自由に活動するしかないと思います 

そもそも職域拡大と言っている時点で、社労士という資格に頼って生きようとしている証拠。資

格ではなく、自分で稼げるようにならないといけない。そういう意味で、むしろ資格を廃止した方

がいい。社労士の資格がなければ食べられない人があまりにも多すぎる。 
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妨げる要因になるとは全く思わない どちらかというと思わない

どちらともいえない どちらかというと思う

妨げる要因になるととても思う
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アウトソーシング系企業及び AI による手続き業務の簡素化（企業内での社労士業務の内製化

を含む） 

ＡＩ クラウドによる手続き業務の社内処理 

ＡＩ化 

シェアード会社の動向。シェアード会社における社労士法違反行為が黙認されてしまった場

合。 

ベンチャー企業の労務システムや税理士の名ばかり社労士法人 

マスコミ、SNS 

宣伝物にみられる極端な宣伝とそれに対する世間・世相の批判 

心無い一部の社労士のマイナスイメージ。 かかる社労士には、社労士会内部での厳正な対処

をする必要がある。 

委託事業に社労士がかかわること（自身でコントロールできない仕事に時間や労力が奪われる

ため）社労士会が受託した事業は問題ないと考えます。 

一般の民間企業との競合の激化 

引き受けた業務は、必ず完璧に完結させる能力。 士業にふさわしい、品格、業務態度。 

簡略化など、社会保険労務士に対する行政の更なる柔軟性が必要 

企業に在籍する事務員。現在でも、事業所の事務職員が居ればなんとかやれているとか、事

務員でもできる仕事で事務員に任せているという企業が多いので、1 号・2号業務は、今後衰

退すると思う（社労士の独占業務であるが、別に社労士を雇う必要もなく。）そうすると、独占業

務については雲行きが非常に怪しい。3 号業務だけであれば、中小企業診断士・税理士・弁護

士とのすみ分けも良く分からないと言われる。 

行政サービスの充実 

行政との関係。独自色が出しにくくなってきているように感じる。 

行政への不信感 

産業医のように各事業所で社労士の選任が義務付けられていないこと 税とことなり、社会保

険関係は違反に対する規制が甘いこと 

税務調査ほど社会保険等の調査が徹底されていないため、企業側の危機感が薄いこと 

私的には、一般会社の総務の人の方が、知識あり、経験も多い。全般的にみて、プライドが高

すぎて、知識（本で）、経験なし、サービス業であると思う。人との接触を多くとり学習すべし。 

社会保険労務士自身の意識や知識の底の浅さが自分たちの地位の向上を妨げていると考え

る。 

社労士の倫理観、依頼者との距離の取り方 

自身の事務所の売上拡大を目的にした助成金活用提案や経営課題の本質的な解消につなが

らない、表面的なアドバイスは即刻辞めるべき。本当に企業で働く経営者や従業員の方の支援

を行いたいのであれば、知識、経験および品格を高め、社会の為になる職務を行うべきである 

全体的に倫理的なレベルが低い先生が多い。たいした仕事をしていないのにキャリアが長いだ

けで偉そうにしている先生が多い。社労士法人で儲かっていてもたかだか１億円程度であり、

中小企業のほうがずっと優位であることを忘れている。 

社会保険労務士として報酬や業務に関する倫理が欠けた者が行った行為が、国民に対し不平

感等を与える要因となる。 

社労士自身のマインドの問題 

社労士自身の熱意と努力 

他士業との連携部分の知識レベルが低い 

業界の職域や社労士の職務レベルの低下が危惧される。 

弁護士との職域の問題と社労士の意識・能力の向上。労働問題の専門家になるには労働法だ

けでなく、憲法・民法・民事訴訟法等の知識が不可欠であり、もっと積極的に斡旋代理に取組

むべき。更にその先には労働審判の代理権の獲得を射程とすべき。 

弁護士会の理解 社会保険労務士試験科目（民法、民事訴訟法がない） 
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法令と実務に精通しようという意欲と機会の欠如 

民法、刑法などの知識が少ない（試験科目になっていない）。 

法律の体系的知識の欠如 

労務管理分野の実務経験が少ない人の能力向上 

社労士自身の知識 幅が広すぎる職域分野の中での特化した専門性がなかなか見つからない

こと 

多様多面的な要求に対する対応能力 

実際人と接するとやはり社会保険労務士の知名度は低いのかなと思うことが多々ある 

社会保険労務士は事業主サイドに立つ人と思われていること 

社労士自身が、社労士としてできる業務範囲を再確認し、できることに進んで取り組り、実績を

情報発信することと、地方ではまだ労働法整備が進んでいない企業が多いので、企業として最

低限すべき法整備を根付かせる地道な活動も必要だと思う。 

士業間で役割分担が明確になっているようで、現実的には給与計算における所得税の計算、

年金事務所への届け出業務等をお互いに行っている・・税理士事務所で社会保険労務士が社

員の場合において第１．２業務を行えない等という壁を取り払い相互に生き残りを図るべきでは

ないか 

社会保険労務士以外（例えば税理士）が会社の社会保険等の手続を行える現状 

税理士が給与業務を行うなど業際の侵害が一部にある。 

税理士が社労士業の分野を有料で実施していること。（間違って指導しているケースも多いの

で、困ることもある） 

税理士や公認会計士。行政書士が行う１号業務に対して厚生労働省が黙認している実態 

種々のコンサルタント業に職域を随分取られていると思う 

他士業とのちっさいくだらない職域の争い（特に年末調整） 

弁護士法第 72 条。 

社会保険労務士会がつまらないことで「業務侵害」だと騒ぎすぎたり、 年末調整についての税

理士会との協議内容について、わざと誤った表現で会報に載せて問題になったりしている。 そ

れにより、能力で勝負できないイメージがついているのではないかと懸念される。 

昔よりも親切な行政窓口、簡素化された届出（IT 化）。しかし、これは時流であって、職域拡大

を妨げる要因ではないと思っている。 

電子申請、手続き業務のＡＩ化 

法改正後の法律の煩雑さ 

ＴＰＰなどのような国際的な取り決めによる規制緩和 

勤務社労士 

関係行政機関からの信頼度 

勤務社会保険労務士が、自社の業務のみしかできないこと 

社会保険労務士の「労務」に対するイメージ 

社会保険労務士の倫理を向上させなければ信頼を得られない。「ブラック社労士」といわれるよ

うな人たちが一部にいることも事実で、こうした人たちをなくさない限り、企業側に立って物事を

考えているだけと思われてしまう。これからは労働者個人に対するサポートが必要と考える。 

他士業に比べ、社会保険労務士自身、法律を扱う士業であるという意識が低いことが何よりも

問題であると思います。 

開業経験もある勤務社労士ですが、勤務になってみて外からでは把握できない課題が沢山あ

り、企業はそうした専門的見地からのサポートを求めていると感じている。 1、2 号業務などの

パイがある程度決まったものを皆で分けるよりも、勤務社労士がもっと増えれば、活躍の場も

広がり、社労士の認知度も高まると想定する。 

人口知能の普及などの技術革新 

弁護士法や他士業の法が、妨げ要因になる 

無償独占業務の規定の不存在、一定規模企業の社労士必置規定の不存在 
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2.5.12. 社労士業にとっての今後の課題と考えられるもの 

社労士業にとって今後の課題と考えられるものについて、6 つの項目を提示し、「今後の

課題であるとは全く思わない」から「今後の課題であるととても思う」までの 5段階で回答

してもらった（回答％）を、開業社労士については図 23に、勤務社労士については図 24に

示す。 

開業社労士において「今後の課題であるととても思う」割合が最も高かったのは、「１．

各業務分野の専門性の向上」の 48.3％で半数近く、次に多かったのは「４．社会保険労務士

の社会的認知の向上」で 42.6％、3番目は「５．業務に対する個人的な魅力の向上」で 32.7％

であった。 

一方、勤務社労士でも「１．各業務分野の専門性の向上」が最も多く、51.1％で半数を超

えていた。2番目に多かったのは「４．社会保険労務士の社会的認知の向上」で 48.9％と、

半数近かった。3番目に多かったのは「２．社会保険労務士の倫理性・品位の向上」と「５．

業務に対する個人的な魅力の向上」でどちらも 38.9％であった。 

 

 

図 23 社労士業にとっての今後の課題と考えられるもの（開業社労士） 
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３．社会保険労務士の自治の強化

４．社会保険労務士の社会的認知の向上

５．業務に対する個人的な魅力の向上

６．社会保険労務士業務内外の職務経験

今後の課題であるとは全く思わない どちらかというと思わない

どちらともいえない どちらかというと思う

今後の課題であるととても思う



43 

 

 

図 24 社労士業にとっての今後の課題と考えられるもの（勤務社労士） 

 

2.5.13. 社労士業にとっての今後の課題と考えられるもの・その他 

アンケートで挙げた 6 項目以外に、社労士業にとっての今後の課題と考えられるものが

あれば簡単に説明してもらった。それらの内容について表 15に示す。 

 

表 15 社労士業にとっての今後の課題と考えられるもの「その他」の内容 

開業社労士 

やはり認知度は大事（回答数 2） 

社労士の専門性の向上による社会的認知度の向上 公契約による労働条件審査の導入の推

進 

一般教養的知識 

業務知識以外の知識や経験の取得 

語学力 

営業の方法 

個人事業から組織的サービスの提供のできる経営体制 

事務所の組織化 

会社総務がイヤになって資格をとった人が多い。正直労働指導→ムリ。事務処理も企業の方

が場数をふんでいる。 

企業にいる既存の信頼関係のある事務員を超える存在や必要な人材になる必要がある。事務

員で足りているのに、わざわざ別途に社労士を雇う必要がないと言われることもしばしば（給与

計算や手続であれば）。 また、3 号も労働分野に特化と言っても、会社としては、ワンストップで

聞ける中小企業診断士や税理士などに劣るという事業主の方もいるので、難しい。つまり、世
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６．社会保険労務士業務内外の職務経験

今後の課題であるとは全く思わない どちらかというと思わない

どちらともいえない どちらかというと思う

今後の課題であるととても思う
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の中には、税務は別として、経営等の事業に口出しして欲しくない事業主も多数いるということ

である。参謀として参入できればいいが、そのような会社も少ない気がする。 

経営者が必要とする人材のレベル 

社労士は世間を知らないバカばかりです。現象と課題と問題点のちがいもわからない人がいる

と思います。今回の設問とその回答の分析でどうしたら生き残れるのか、どんな分析と提言と

なるのか、期待していません。 

社会保険労務士試験に合格したときには社会保険労務士の仕事をしてもいいよという玄関を

開けてもらっただけで、そこから長い長い修業が始まると考える。社会での実務も経験もないよ

うな人が、社会保険労務士の衣だけ着て一人前になったような錯覚で支援先のアドバイスをし

ている現状をなんとか改善していかないと将来はないように思える。 

ＡＩやＲＰＡの先進的活用と、電子申請（e-Gov）の積極的取組。 

ＡＩ化への対応能力 

手続き業務の電子申請対応の原則化（AI 活用を含む） 

社会保険労務士内部の課題でないため恐縮だが、行政（労働基準監督署、年金事務所、公共

職業安定所）による監督、調査の機能が弱いことが社会保険労務士制度の課題となっていると

思われる。 税務署と税理士の関係同様、行政のチェック機能が強く働くほど、専門士業のニー

ズは高くなり、法令指導が行き渡り易くなる。現状では例えば監督官の人数が限定されている

など、行政の指導とその後の社会保険労務士によるケアという行政と専門士業の二人三脚が

十分に機能していない状態であると思う。 

社労士ではない者のコンサル業務が増えすぎたと思う。社労士としての有意性を持たせなけれ

ば、どんどん淘汰されるだけだと思う。 

社労士は「ヒトの専門家」を自負しているが、実際は正しい表現とは言えない。 なぜなら、社労

士は「労務」の専門家とは言えるかもしれないが、「人事」の専門家とは到底言えないからであ

る。試験制度自体、人的資源管理に関する知識を問う問題は僅かであり、実務でも当該知識・

能力が醸成される状況にもない。 １、２号業務は遠からずほぼ 100％IT・AI 等の技術で代替さ

れる。 3号業務に活路を見出すべく「ヒトの専門家」と胸を張って言えるような知識・能力を如何

に身に着けるかが課題である。 

使用者の意向に偏らない労使公平な立場で対応、解決する能力 

品位の保持が課題 

倫理観の向上。業務スキルの向上。離職票が書けないとは言語道断。社労士も資格更新が必

要なのでは。 

社労士自身の生活のために、少ない労力で多くの稼ぎを得ようとする一部の先生方が社労士

の評判を落としたり、悪いイメージを作っているように感じる。労使双方にとって、また、社会に

とって必要なものは何かをよく考えて、得られる対価は少なくても、社労士にしかできない業務

を責任をもって行う心構え、社労士自身の倫理観の醸成が必要と思う。 

主婦層のパート代わりに業務を行っている層と、年金をもらいながらボランティアのように業務

を行っている層の一掃。真剣にビジネスをしている人が少なすぎる。下手なパートアルバイトよ

り中途半端に稼げてしまうので、意識レベルの低い層も多い。 

法律家としての見識を上げること 

法令遵守は当然として、そこを基盤として関与先や顧問先だけでなく、社会に対していかに貢

献できるか？貢献する能力があると認知頂くこと。そして、自己研鑽 

他業種との連携 

他士業やデータセンター等企業との連携 

他士業等との関係性。自己の職域に踏み込ませない「縄張り意識」は重要だが、「共存共栄の

実現」との両立をもう少し考えるべきとも感じる。社労士の非専門分野、たとえば、税務や役員

に関するディープな事がら、専門分野の延長線上にそうしたコンサルはつきまとう。そうした際

に、他の専門家へスムーズにつなぐのも開業者のウデの見せ所とは承知しているが、これとい

った相談先をもたない場合は苦労する。日常の相談業務における「非専門だが、他士業の縄
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張りには必ずしも踏み込まない」ケースというのはどの士業にも存するわけで、うまい仕組み・

お膳立てを期待する、とまでは言わないが、対人工知能という側面からも、検討すべき課題と

考える。 

提供できる業務分野の代表的なものを手続き以外に創ること 

労働審判や労働裁判での補佐人から代理人への格上げが、自分の経験からのぞまれる 

報酬(給与)の安さ。膨大な仕事量。 

勤務社労士 

・経営数値に弱い傾向があること ・開業者を守り、他士業に対して自らの領域を守るということ

も重要だと思うが、顧客側からするとワンストップサービスを受けづらくなるというデメリットが大

きいこと 

各社会保険労務士が、法律を扱う者として、更に法律等学ぶ必要が有ると思います。 

法律の知識。特定社会保険労務士制度の在り方。年金に特化していて、個別労働関係紛争処

理業務はもとより労働関係分野に全く関心を持っていない社会保険労務士が「箔付け」のため

だけに受験して、特定社会保険労務士となっている面が大いにある。 

民法、憲法、民事訴訟法など、民事に関する法律を学ばなくてはならない。試験制度にも導入

すべき 

試験に合格して事務講習を修了しただけで開業できるため、玉石混淆状態であり専門分野ごと

の 経験・技量が何らかの形で可視化できるようにしないと依頼側のリスクが大きい。 

社労士の育成制度 

法改正や技術革新などの諸々の変化に適切且つ迅速に対応していく能力 

簡裁代理権 

 

2.5.14. 社労士の職域拡大に関する認識ならびに今後の課題について（まとめ） 

「社労士は職域拡大すべきか」「社労士の職域拡大を妨げると思われる要因」「社労士業に

とっての今後の課題と考えられるもの」の 3つの設問について大まかにまとめると、「現状

を少しずつでも変え」るべき、あるいは「現状を大きく変え」るべき、程度の差はあるが現

状を変えるべきであると考える割合は開業・勤務ともに 7 割を超え、現状維持をよしとし

ない認識がうかがえる。また、職域拡大を妨げる要因として「社労士自身の意識や能力」を

挙げた割合は開業・勤務ともに最も多く、社労士自身の自覚と一層の研鑽が必要との認識も

かなり共有されているようである。一層の研鑽という点では、社労士業の今後の課題として

「各業務分野の専門性の向上」が、開業・勤務ともに最も多く挙げられていたことと一致す

るだろう。次いで「社労士の社会的認知の向上」も多く回答されていたのは開業・勤務とも

に共通しているが、興味深いのは「社労士の倫理性・品位の向上」についての結果である。

開業社労士では 29.9％、勤務社労士では 38.9％と、勤務社労士の方が 9ポイント高く、開

業社労士と勤務社労士では専門職としての倫理・品位についての考え方に違いがあるのか、

今後検討すべき点であると思われる。 

 

2.6. 5 因子性格特性得点について 

本アンケート調査では、今まで示してきたような社労士業務に関する内容の他、5因子の

性格特性（外向性、協調性、勤勉性、神経症傾向、開放性）について、短縮尺度での測定を

試みた。性格特性 5因子についての記述統計結果を表 16（開業社労士）と表 17（勤務社労
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士）に示す。なお、性格特性の質問項目には無回答などの欠損値が多かったため、それらの

欠損値を除くケースで採点と集計を行った。 

 

表 16 5 因子性格特性得点（開業社労士、欠損値除く N=818 で計算） 

 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 

外向性 818 2 14 8.9 2.7 

協調性 818 2 14 10.6 2.1 

勤勉性 818 2 14 9.4 2.5 

神経症傾向 818 2 14 7.1 2.3 

開放性 818 2 14 9.1 2.6 

 

表 17 5 因子性格特性得点（勤務社労士） 

 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 

外向性 90 3 14 8.6 2.6 

協調性 90 4 14 10.0 2.1 

勤勉性 90 2 14 9.4 2.6 

神経症傾向 90 2 13 7.3 2.5 

開放性 90 2 14 9.1 2.3 

 

さらに、開業社労士と勤務社労士それぞれの 5 因子性格特性得点について差があるか検

討するために、対応のないｔ検定を行ったところ、「協調性」について 1％水準で有意な差

があり（t＝2.644、df＝907）、開業社労士の方が「協調性」得点が高い傾向が認められた。 
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2.7. アンケート結果の詳細分析 

2.7.1. 社労士としての個人収入と社労士としての仕事満足度の相関 

社労士としての個人収入に関する認識（1：少ない～5：多い）と社労士としての仕事の満

足度（1：不満である～5：満足している）について、開業社労士と勤務社労士に差があるか、

対応のないｔ検定を行った。その結果、社労士としての仕事の満足度について 0.1％水準で

有意な差があり（t＝4.763、df＝937）、開業社労士の方が仕事の満足度が高い傾向にあった

（表 18参照）。 

 

表 18 開業・勤務別にみた社労士としての個人収入および社労士としての仕事満足度 

  度数 平均値 標準偏差 

現在の社労士としての個人収入 
開業社労士 849 2.14 0.962 

勤務社労士 90 2.06 0.964 

現在の社労士としての仕事満足度 
開業社労士 849 3.5 1.104 

勤務社労士 90 2.91 1.138 

 

続いて、個人収入に関する認識と仕事の満足度に相関がみられるかどうか検討したとこ

ろ、開業社労士については相関係数（Pearson）0.469と中程度の正の相関があり、個人収

入が高いと認識していれば仕事に対する満足度も高いという結果であった。他方、勤務社労

士においては相関係数 0.179と、ほとんど相関がなく、個人収入に関する認識と社労士とし

ての仕事満足度の関係はほとんどみられないという結果であった。 

 

2.7.2. 開業社労士事務所売上高および個人収入と顧問契約先数、手続業務等の契約件数、

講師担当回数との関係 

開業社労士の 2016年度の事務所売上高および個人収入と、顧問契約先数、手続業務等の

契約件数、講師担当回数との関係を検討するため、コレスポンデンス分析を行った。図 25

にコレスポンデンス分析の結果である 2次元プロット図を示す。2次元プロット図上で近く

にあるほど関係が強い、あるいは互いの類似度が高いと解釈できる。 
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図 25 事務所売上高および個人収入と顧問契約先数、手続業務等の契約件数、講師担当回数

のコレスポンデンス分析結果 

 

図 25 を見ると、第 2象限には事務所売上高 300 万円未満と個人収入 300 万円未満が位

置しており、第 2象限から逆時計回りに第 3象限、第 4象限、第 1象限と進むごとに事務

所売上高および個人収入が増加していくように見える。 

図 25では x 軸をはさんで第 3象限に事務所売上高 500万～700万円と個人収入 400万

～500万円と、第 4象限に事務所売上高 700万～1000万円と個人収入 500万～600万円が

向かい合うように位置しており、社労士事務所として継続的にひとり立ちして活動できる

レベルの分岐点がこの辺りにあると思われる。 

自分以外の有資格者を

雇用するレベル 

アルバイト・副業が必要な

レベル 

社労士事務所としてひとり立ち

できる限界レベル 

社労士事務所として継続的に

ひとり立ちできるレベル 
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第 3象限には、事務所売上高が 700万～1000万円および 1000万～5000万円と、顧問契

約先数 20～30件および 30～50件が存在するが、顧問契約数 50件～100件は第 1象限に

あり個人収入 900万～1000万円に近い。これらのことから、顧問契約数が 30件を超える

と、事務所売上高も 1000万円を超え、社労士ひとりでは業務をこなせなくなり事務アルバ

イト等を雇用するレベルとなり、さらに顧問契約数が 50件を超えると個人収入も 1000万

円近くとなり、自分以外の有資格者の雇用を検討するレベルになってくるのかもしれない。 

 

2.7.3. 有配偶に関する要因の検討 

婚姻状況について「現在配偶者がいる」率が、開業社労士は 76.2％であったのに対し、勤

務社労士は 68.9％と、やや開業社労士の方が多かったため、現在配偶者がいる（以下、有配

偶とする）を目的変数とした二項ロジスティック分析を行い、有配偶に関係のある事柄（説

明変数）を検討した。説明変数として、2016 年度個人収入、年齢、性格 5 因子（外向性、

協調性、勤勉性、神経症傾向、開放性）、性別：男性の 9個を投入したところ、開業社労士

については、2016年度個人収入と年齢、外向性、性別：男性の 4つが有意（5％未満）な説

明変数であった（表 19参照）。勤務社労士については、2016年度個人収入と性別：男性の

2つが有意（5％未満）な説明変数であった（表 20参照）。 

 

表 19 開業社労士の二項ロジスティック分析に関する説明変数結果 

説明変数 B 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 Exp(B) 

2016 年度個人収入 0.107 0.034 10.103 1 0.001 1.113 

年齢 0.029 0.007 16.074 1 0.000 1.030 

外向性 0.077 0.032 6.002 1 0.014 1.081 

性別：男性 0.404 0.192 4.428 1 0.035 1.498 

定数 -1.786 0.489 13.364 1 0.000 0.168 

 

表 20 勤務社労士の二項ロジスティック分析に関する説明変数結果 

説明変数 B 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 Exp(B) 

2016 年度個人収入 0.199 0.109 3.323 1 0.068 1.220 

性別：男性 1.556 0.516 9.107 1 0.003 4.739 

定数 -1.182 0.633 3.489 1 0.062 0.307 

 

オッズ比（表 19および表 20の「Exp(B)」）からみたところ、開業社労士については、有

配偶であることに最もプラスの影響をもつのは性別が男性であること、2番目にプラスの影

響をもつのは 2016年度個人収入が高いこと、次いで外向性得点が高いこと、年齢が高いこ

との順であった。勤務社労士については、有配偶であることに最もプラスの影響をもつのは

性別が男性であること、次に 2016年度個人収入が高いことであった。 
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以上の二項ロジスティック回帰分析の結果をさらに検討するため、男女別に婚姻状況1を

クロス集計したところ、開業社労士と勤務社労士ともに女性の方が「離別」が多い傾向が見

られた（図 26および図 27）。さらに、勤務社労士の女性は有配偶率が 42.3％と半数に満た

ず、また未婚率が 42.3％と 4 割を超えており、未婚率が高い傾向が見られた。ただし、今

回のアンケート調査の対象となった勤務社労士は 90 名で女性はそのうちの 26 名と人数が

少ないことから、今回の結果を過度に一般化することは避けるべきだろう。 

 

図 26 男女別にみた婚姻状況（開業社労士） 

 

図 27 男女別にみた婚姻状況（勤務社労士） 

  

                                                   
1 参考：国勢調査（2015年）によると、有配偶率は男性 60.9％、女性 56.3％、離別率は

男性 4.1％、女性 6.3％、死別率は男性 3.2％、女性 14.2％、未婚率は男性 31.8％、女性

23.2％である。 
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2.7.4. 開業社労士のタイプ分類 

2015 年に実施した社労士アンケート2にて、2014 年度個人収入（社労士業務関連）と社

労士としての業務年数、および年齢・性別を基準として、開業社労士をクラスター分析にて

分類した結果、8クラスター（発展中/兼業、セミリタイア、中堅、ボス、スタートアップ、

イケイケ、セカンドライフ、ベテラン）に分類可能であるとしたが、その結果に再現性があ

るものか、今回のアンケート調査回答者（開業社労士のうち、社労士事務所・社労士法人勤

務者を除く）を対象に、2015 年調査と同様にクラスター分析（Ward 法、ユークリッド平

方距離、標準化なし）を用いて分類を試みた。なお、今回クラスター分類の基準としたのは

2016年度事務所売上高、2016年度個人収入、年齢、社労士としての業務年数、副業の有無、

女性比率の 6 変数であった。クラスター分析の結果、前回と同様に 8 クラスターに分類で

きた。それらのクラスター別にみた 2016年度事務所売上高等の集計結果を表 21に、クラ

スター別の割合を図 28に示す。 

 

表 21 開業社労士クラスター別にみた各項目の集計結果 

（事務所売上高、個人収入、年齢、業務年数は中央値） 

クラスター名 
度

数 

2016 年度事務所

売上高 

2016 年度個人収

入 

年

齢 

業務

年数 

副業

あり 

女性

比率 

発展中 187 300 万～500万 300 万～400万 42 5 33.2% 31.0% 

中堅 147 1000 万～5000 万 600 万～700万 60 20 13.6% 21.1% 

兼業 126 300 万～500万 400 万～500万 54 9 22.2% 35.7% 

セカンドライフ 121 300 万未満 300 万～400万 65 5 24.0% 9.9% 

イケイケ 80 1000 万～5000 万 800 万～900万 45 15 17.5% 18.8% 

ボス 70 1000 万～5000 万 700 万 68 35 11.4% 12.9% 

セミリタイア 39 300 万未満 300 万～400万 76 17 10.3% 7.7% 

ベテラン 30 700 万 400 万 78.5 42.5 23.3% 10.0% 

合計 800 500 万～700万 400 万～500万 55.5 12 21.5% 22.0% 

 

表 21の「2016年度事務所売上高」「2016年度個人収入」「年齢」「業務年数」「副業あり」

「女性比率」といった項目の内容より、各クラスターに所属するケースの特徴を推測し、8

つのクラスターそれぞれの命名を試みたものが表 21の「クラスター名」である。なお、2015

年の調査結果から得られた各クラスターに所属するケースの特徴とは若干違いが認められ

                                                   
2 「社労士総研 研究プロジェクト報告書（平成 29年）社会保険労務士の業務が中小企業

のコンプライアンス・業績・産業保健に及ぼす効果に関する調査研究」

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/souken/2017/%E6%9C%80%E7

%B5%82%E6%A0%A1_%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E8%AA%BF%E6%9

F%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf（閲覧

2019年 2月 7日） 
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たため、2015年調査とはクラスターの命名を一部変更したものがある。2015年調査ではあ

った「スタートアップ」は廃止、「発展中/兼業」をそれぞれ「発展中」「兼業」とした。 

 

 

図 28 開業社労士クラスター別割合 

 

今回の調査結果から得られた 8 つのクラスターの命名とそれぞれの特徴についてまとめ

たものが表 22 である。まず最もケースが多い「発展中」は年齢の中央値が 42 歳と最も若

く、また社労士としての業務年数も最も短い（中央値が 5年）ため、社労士として働き始め

てまだ間もない“発展中”のグループであると推測した。二番目にケースが多い「中堅」は

年齢が 60歳とやや高く、業務年数も 20年と比較的長い。事務所売上高は 1000万円超で個

人収入は 600 万円から 700 万円と、「社労士事務所として継続的にひとり立ちできるレベ

ル」（前出の図 25のコレスポンデンス分析結果参照）であり、手堅く個人事務所をそれなり

の期間続けているグループであると判断した。三番目にケースが多い「兼業」は、年齢は 54

歳と平均的で、業務年数は 9 年とやや短い。副業比率は 22.2％と平均的だが女性比率が

35.7％と最も高く、家庭とのバランスを考慮しつつ働いているケースも多く含まれるとみて

「兼業」と命名した。四番目にケースが多い「セカンドライフ」は年齢が 65歳と比較的高

いのに対し、業務年数の中央値は 5 年と短い。また、事務所売上高が 300 万円未満と最も

低いレベルであり、会社等を退職した後“第二の人生”として開業社労士として働いている

層と推測した。五番目のケースである「イケイケ」は、年齢の中央値は 45 歳と「発展中」

の次に若いが業務年数の中央値は 15年とやや長く、事務所売上は 1000万円超で個人収入

は 800万円から 900万円と、“若い”割にはそれなりに業務経験もあり個人収入も比較的高

いグループであるといえる。六番目のケースである「ボス」は、年齢も 68歳と比較的高く、

業務年数は 35年と二番目に長い。事務所売上高は 1000万円超で、個人収入の中央値も 700

万円と比較的高いため、「社労士事務所として継続的にひとり立ちできるレベル」から「自

発展中

23.4%

中堅

18.4%

兼業

15.8%

セカンドライフ

15.1%

イケイケ

10.0%

ボス

8.8%

セミリタイア

4.9%
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分以外の有資格者を雇用するレベル」にあるグループと考えられる。七番目の「セミリタイ

ア」と八番目の「ベテラン」はともに年齢の中央値が 75歳を超えており年齢層が最も高く、

個人収入は平均的かやや低い程度という点は共通しているものの、「ベテラン」は事務所売

上高が 700万円と平均的なのに対し、「セミリタイア」は 300万円未満と低いことから、「ベ

テラン」は高齢でも“現役”並みに活動しているのに対し、「セミリタイア」は年金等の収

入を背景に社労士としての活動は“そこそこ”であることがうかがえ、それぞれ特徴が違う

群であると判断した。 

 

表 22 開業社労士 8 クラスターの命名と特徴 

クラスター名 特徴 

発展中 

年齢が最も若く（中央値 42 歳）、業務年数も最も短い（中央値 5年）。事務所

売上高および個人収入も低く、副業比率が最も高い（33.2％）ことから、社労

士試験に合格し業務を始めて日が浅く、開業社労士として“発展中”のグル

ープであると推測した。 

中堅 

年齢はやや高く業務年数も比較的長い。事務所売上高および個人収入はと

もにやや高いレベルであり、社労士事務所をそれなりの期間手堅く続けてい

るグループであると判断した。 

兼業 

年齢は平均的で業務年数はやや短い。副業比率は平均的だが女性比率が

最も高く（35.7％）、家庭とのバランスを考慮しつつ働いているケースも多く含

まれるとみて「兼業」とした。 

セカンドライフ 

年齢の中央値は比較的高い（65 歳）のに対し、業務年数が短く（中央値 5

年）、事務所売上高が 300 万円未満と最も低いレベルであり、企業等を退職

した後、今までの経験と社労士資格を活用して業務を行っているグループと

思われる。 

イケイケ 

年齢は若いが（中央値 45歳）、業務年数はやや長く、事務所売上高・個人収

入ともに比較的高いことから、“若さ”を背景に（？）積極的に活動し業績を伸

ばしているグループと推測した。 

ボス 

年齢は比較的高く、業務年数も二番目に長いレベル（中央値35年）。事務所

売上高・個人収入もともに比較的高く、ベテランかつ比較的大規模に業務を

行っているグループと推測した。 

セミリタイア 

年齢はかなり高く（中央値 76 歳）、業務年数もやや長いが、事務所売上高が

最も低いレベルであることから、年金等の収入を背景に（ただし副業率は低

い）、社労士としての活動は“セミリタイア”状態のグループと推測した。 

ベテラン 

年齢が最も高く（中央値 78.5 歳）、かつ業務年数も最も長い（中央値 42.5

年）。個人収入・事務所売上高ともに平均的なレベルであり、“現役”並みに

活動している“ベテラン”のグループであると判断した。 
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2.7.5. 主成分分析による社労士としての業務 22 項目の分類 

社労士業務 22項目について、アンケート回答者が社労士として行っている程度について

「（今のところ）行っていない」から「日常業務である」まで 6段階で回答してもらったデ

ータを、主成分分析を利用して項目の分類を試みた。主成分分析とは、各項目に共通する「成

分」を合成変数として抽出することで、項目の分類や項目どうしの類似度をみることができ

る手法である。今回は、社労士業務 22項目について 1・2号業務的成分と 3号業務的成分

を抽出し、各項目がどの程度それぞれの成分をもっているのか、またその成分を含む程度に

より各項目間の類似度やその内容について検討することをねらいとした。 

主成分分析により 2つの成分（成分 1、成分 2）を抽出し、社労士業務 22項目の成分 1

と成分 2それぞれの負荷量を 2次元プロット図に表したものを示す（図 29）。なお、各項目

の成分への「負荷量」とは、いわば各項目が成分 1と成分 2それぞれの成分を含む程度、あ

るいは関係のある程度と解釈でき、－1から 1の間の値をとる。 

図 29 を見ると、x 軸の「成分 1」については、マイナスの負荷量をもつ項目は認められ

ず、22 項目すべてがプラスの負荷量をもつことがわかった。成分 1 について負荷量が 0.5

よりも小さいものは、「19．紛争解決手続代理業務」「18．年金についての教育・研修講師」

「８．年金に関する相談・アドバイス」「22．裁判所における補佐人業務」であった。一方、

負荷量が 0.7～0.8 と比較的大きいものは「６．労働時間・休憩・休日などの就業に関する

法定のことがらについての相談・手続き」「10．従業員の募集、採用、退職など雇用に関す

る相談・アドバイス」「７．作業の体制や方法など、就業に関わる経営課題（法令で直接的

には定められていない人事労務課題）についての相談」「13．賃金制度の設計の相談・アド

バイス」「12．人事制度の設計の相談・アドバイス」「４．就業規則の作成・変更・届出」「20．

労働基準監督署による臨検や行政指導等への事前ないし適時の対応」「14．メンタルヘルス

についての個別的な相談・アドバイス」といった、コンサルタント的な業務が中心であった。

このことから、成分 1は 3号業務的な要素が強いように思われる。 

一方、y軸の「成分 2」については、プラスとマイナス両方の負荷量をもつ項目が存在し

ており、プラスの方向に負荷量が比較的大きい（0.7～0.8）ものは「１．雇用保険・労災保

険の加入・給付の手続き」「２．健康保険・厚生年金保険等の加入・給付の手続き」の 2つ

であり、成分 2の方は 1・2号業務的な要素が強いように思われる。 

以上より、成分 1（3号業務的成分）と成分 2（1・2号業務的成分）の 2軸により社労士

業務全 22項目を分類できそうに思われたが、この成分内容の解釈の妥当性を確かめるため、

本アンケートで同時に尋ねた他の項目「2016年度 1・2号業務割合」および「2016年度 3

号業務割合」と、成分 1 および成分 2 の得点3についてそれぞれ相関係数（Pearson）を求

                                                   
3 主成分分析では各項目の「成分」に対する負荷量を算出した上で、その負荷量をもとに

各ケース（個人）について「成分」に対する得点（成分得点）を算出することができる。

今回の場合、例えばある個人について成分 1の得点が多く、成分 2の得点が少なければ、

その個人は 3号業務を多く行い、1・2号業務は少ないとみることができる。 
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めてみた。「2016年度 1・2号業務割合」と成分 2得点の相関は 0.504と中程度の正の相関

で、成分 2は 1・2号業務的要素を多く含むと解釈できそうである。成分 2と「2016年度

3 号業務割合」は 0.196 とほとんど相関がみられなかった。一方、「2016 年度 3 号業務割

合」と成分 1 の相関は、1.47 とほとんど相関がなく当初の予想とは異なる結果であった。

成分 1と「2016年度 1・2号業務割合」は-0.350と弱い負の相関であった。成分 1は単に

3号業務というよりは「社労士総合力」のようなものを示しているのかもしれない。 

 

 

図 29 社労士業務 22 項目の主成分分析による成分プロット図 

１．雇用保険・労災保険

の加入・給付の手続き
２．健康保険・厚生年金保険等

の加入・給付の手続き

３．各種助成金の支給

申請の手続き

４．就業規則の作成・変更・届出

５．給与計算業務 ６．労働時間・休憩・休

日などの就業に関する

法定のことがらについ

ての相談・手続き

７．作業の体制

や方法など、就

業に関わる経営

課題（法令で直

接的には定めら

れていない人事

労務課題）につ

いての相談

８．年金に関する

相談・アドバイス

９．労働安全・衛

生についての相

談・アドバイス

10．従業員の募集、採用、退職など

雇用に関する相談・アドバイス

11．福利厚生制

度の設計の相談・

アドバイス

12．人事制度の設計

の相談・アドバイス

13．賃金制度

の設計の相

談・アドバイス14．メンタルヘルスについての

個別的な相談・アドバイス

15．一般社員（新人社員含

む）向け教育・研修講師

16．管理者層向け

教育・研修講師

17．メンタルヘルス

教育・研修講師

18．年金について

の教育・研修講師

19．紛争解

決手続代理

業務

20．労働基準監督署による臨検や行

政指導等への事前ないし適時の対応

21．年金事務所による調査へ

の事前ないし適時の対応

22．裁判所における

補佐人業務
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2.7.6. 社労士のタイプ分類と社労士業務 

先に示したクラスター分析による開業社労士のタイプ分類 8つ（2016年度事務所売上高、

2016年度個人収入、年齢、社労士としての業務年数、副業の有無、女性比率の 6変数が基

準）に、勤務社労士と社労士事務所・社労士法人に勤務する社労士を加えると、社労士のタ

イプ分類は全部で 10 つとなる。また、この 10 タイプで今回のアンケート調査の回答者全

員をカバーするものとなる。 

この社労士のタイプ分類（10つ）別に、先に示した社労士業務 22項目の主成分分析で得

られた成分 1（3号業務的成分）と成分 2（1・2号業務的成分）の得点の平均値を算出した

（表 23）。 

 

表 23 社労士タイプ分類別にみた社労士業務成分得点平均値 

社労士タイプ分類 度数 
成分 1（3 号業務的

成分）得点 

成分 2（1・2 号業務

的成分）得点 

発展中 187 -0.08 0.15 

中堅 147 0.33 0.19 

兼業 126 -0.04 0.00 

セカンドライフ 121 -0.64 -0.39 

イケイケ 80 0.64 0.55 

ボス 70 0.33 0.45 

セミリタイア 39 -0.08 -0.51 

ベテラン 30 0.39 -0.27 

勤務社労士 90 -0.40 -0.90 

社労士事務所・社労士法人勤務社労士 49 0.02 0.48 

 

成分 1（3号業務的成分）および成分 2（1・2号業務的成分）の得点は、ともに全体の平

均は 0、標準偏差は 1となっているため、成分得点が 0より大きければ、その成分に関わる

業務を平均よりもよく行っており、反対に 0 より小さくマイナスの得点であれば、平均よ

りも業務を行っている程度が小さいと解釈できる。例えば、成分 1（3号業務的成分）得点

については「イケイケ」が 0.64と最も高く、2番目が「ベテラン」の 0.39、3番目が「中

堅」と「ボス」の 0.33であり、これらのグループは 3号業務的な成分を多くもつ＝3号業

務的な要素が強い仕事を多く行っていると解釈することができる。 

表に示した成分 1（3号業務的成分）および成分 2（1・2号業務的成分）の得点のタイプ

分類別平均値を、2次元にプロットしてみたものが図 30である。第 1象限には「イケイケ」

「ボス」「中堅」と「社労士事務所・社労士法人勤務社労士」が入っているが、この象限は

成分 1、成分 2両方ともがプラスの値であり、1・2号業務と 3号業務の両方を多く（バラ

ンスよく？）行っているグループであると見られる。ただし、「社労士事務所・社労士法人
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勤務社労士」については、成分 1の値が 0に近いことから、3号業務は平均レベルと見るべ

きであろう。成分 1がマイナス、成分 2がプラスの第 2象限には、「発展中」が入っている

が、第 3象限の「兼業」とともに原点に近いことから、全般的に業務量が平均～平均よりも

やや少なめのグループであると見られる。第 3象限には「セカンドライフ」「セミリタイア」

「勤務社労士」があり、社労士としての業務は全体的に平均よりも少ないグループであると

見られる。最後の第 4象限には「ベテラン」が入っており、1・2号業務は平均よりも少な

いが、3号業務は平均よりも多く行っているグループであると見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30 社労士タイプ 10 分類と主成分分析得点（成分 1・成分 2） 
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社会保険労務士の業務展開についてのアンケート調査 

平成３０年２月 「専門士業科研」研究プロジェクト 
研究代表者：福井康太（大阪大学大学院法学研究科教授） 

共同研究者代表：三柴丈典（近畿大学法学部教授） 

 この調査は、国の科学研究費補助金（科研費）挑戦的研究（萌芽）「専門士業の『専門性』

形成のモデル構築：社会保険労務士を手がかりとして」（課題番号 17K18540 以下「専門士

業科研」とする）の一環としておこなわれるものです。この調査で得られた知見を手がか

りに、社会保険労務士の職域の今後ありえる展開や今後の課題を明らかにし、さらには社

会保険労務士の可能な未来像を検討し、議論してゆくことを目的としております。ご多忙

のおり大変恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただいて、ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

＜質問内容についてのご説明＞ 

 この調査では、以下のような内容について質問をいたします。 
（Ａ）あなたご自身の、社会保険労務士としてのお仕事 
（Ｂ）社会保険労務士の今後など 
（Ｃ）あなたご自身 
自由回答意見欄 

＜データの取り扱いについてのご説明＞ 
 ご回答いただいた内容は符号化され、コンピュータによる統計処理を行います。デ

ータは調査目的のためのみに使用し、調査実施者が責任をもって厳重管理いたします。 
 あなたの回答内容を第三者に知られることや、あなたが特定されることは決してあ

りません。 

＜調査方法についてのご説明＞ 
 この調査票は、全国社会保険労務士会連合会のご了解を頂いたうえ、各都道府県社

会保険労務士会がインターネット上に公開している会員リストからランダムに抽出さ

れた名簿をもとに送付しております。 
 こ の 調 査 票 と 同 一 の 内 容 に よ る ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト 調 査

（https://questant.jp/q/sharoshi2018anq）も同時に実施しておりますが、本調査票に

てご回答いただいた場合には、重複回答となりますので、恐れ入りますが上記ウェブ

アンケートへの回答はお控えいただきますようお願い申し上げます。 

＜返送方法＞ 
（１）ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒にてご投函ください。 
（２）ご返送は 平成 30 年 3 月 31 日（土）（当日消印有効）までにお願いしたく存

じます。ご了承ください。 
 この調査に関してご不明な点などございましたら、下記問い合わせ先まで電子メールま

たは FAX にてお問い合わせください。 
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町１番６号 大阪大学大学院法学研究科 

「専門士業科研」研究プロジェクト事務局 
E-mail: ktfukui@law.osaka-u.ac.jp 

FAX：06-6850-5146 TEL：06-6850-5168 
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以下の問いについて、あてはまるものに○またはご記入をお願いいたします。 
 
（Ａ）あなたの、社会保険労務士としてのお仕事についてうかがいます。 
 
Ｑ１ あなたは開業している社会保険労務士ですか、それとも企業や官公庁等、あるいは

社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務されている社会保険労務士ですか。 
１．開業している社会保険労務士 
２．開業している社会保険労務士で、副業もしている 
３．企業や官公庁等に勤務している社会保険労務士 
４．社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務している社会保険労務士 

 
 
上記問Ｑ１で３．に○をおつけになった方は、そのまま問Ｑ８とＱ９にお進みください。 

その他の方は、そのまま問Ｑ２～Ｑ７にお進みください。 
 
 
Ｑ２ 2016 年度にあなたが取り扱った業務のうち、１・２号業務１）、３号業務、紛争解決

手続代理業務、およびその他の業務２）それぞれの売上の割合はどのくらいでしたか。

合計して 100％になるように記入ください３）。 
１）給与計算は関連する業務として１・２号業務に含めます。 
２）「その他の業務」とは、社会保険労務士としての業務以外（例えば、何らかの副業が

ある、行政書士と兼業している場合など）一般を指します。 
３）取り扱いのまったくなかったものには 0 と記入ください。 

１・２号業務 （        ）％ ３号業務 （        ）％ 

紛争解決手続代理業務（        ）％ その他の業務（        ）％ 

 
Ｑ３ あなたの 2016 年度末時点の顧問契約先件数（共同で受けている場合も含む） 
１．なし ２．1 社 ３．2 社以上～5 社未満 
４．5 社以上～10 社未満 ５．10 社以上～20 社未満 ６．20 社以上～30 社未満 
７．30 社以上～50 社未満 ８．50 社以上～100 社未満 ９．100 社以上 

 
Ｑ４ あなたの 2016 年度における顧問契約以外の業務（手続き業務等）の契約件数（共同

で受けた場合も含む） 
１．なし ２．1 件 ３．2 件以上～5 件未満 
４．5 件以上～10 件未満 ５．10 件以上～20 件未満 ６．20 件以上～30 件未満 
７．30 件以上～50 件未満 ８．50 件以上～100 件未満 ９．100 件以上 
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Ｑ５ あなたが 2016 年度に担当した研修講師の回数（共同で担当した場合も含む） 
１．研修は行っていない ２．1 回 ３．2 回以上～5 回未満 
４．5 回以上～10 回未満 ５．10 回以上～20 回未満 ６．20 回以上～30 回未満 
７．30 以上～50 回未満 ８．50 回以上 

 
Ｑ６ 2016 年度のあなたの事務所の売上高（経費控除前の額） 
１．300 万円未満 ２．300 万円以上～500 万円未満 
３．500 万円以上～700 万円未満 ４．700 万円以上～1000 万円未満 
５．1000 万円以上～5000 万円未満 ６．5000 万円以上～1 億円未満 
７．1 億円以上～ 

 
Ｑ７ 2016 年度におけるあなた個人の収入額（課税前のもの） 
１．300 万円未満 ２．300 万円以上～400 万円未満 
３．400 万円以上～500 万円未満 ４．500 万円以上～600 万円未満 
５．600 万円以上～700 万円未満 ６．700 万円以上～800 万円未満 
７．800 万円以上～900 万円未満 ８．900 万円以上～1000 万円未満 
９．1000 万円以上～3000 万円未満 10．3000 万円以上～ 

 
 
以下問Ｑ８とＱ９は、問Ｑ１で「３．企業や官公庁等に勤務している社会保険労務士」と 

回答された方のみにおうかがいします。 
 
Ｑ８ 2016 年度のあなたの勤務先企業（等）における勤務時間のうち、１・２号に相当す

る業務１）、３号に相当する業務、紛争解決手続代理に相当する業務、および（社会保険

労務士としての業務以外の）勤務先の業務２）それぞれにあてた割合はどのくらいでし

たか。合計して 100％になるように記入ください３）。 
１）給与計算は関連する業務として１・２号業務に含めます。 
２）社会保険労務士関連の業務（１・２号業務、３号業務および紛争解決手続代理業務）

以外のもの一般を指します。 
３）まったくなかったものには 0 と記入ください。 

１・２号に相当する業務（        ）％ 

３号に相当する業務（        ）％ 

紛争解決手続代理業務（        ）％ 

（社会保険労務士としての業務以外の）勤務先の業務（        ）％ 

  



63 
 

Ｑ９ 2016 年度におけるあなた個人の収入額（課税前のもの） 
１．300 万円未満 ２．300 万円以上～400 万円未満 
３．400 万円以上～500 万円未満 ４．500 万円以上～600 万円未満 
５．600 万円以上～700 万円未満 ６．700 万円以上～800 万円未満 
７．800 万円以上～900 万円未満 ８．900 万円以上～1000 万円未満 
９．1000 万円以上～3000 万円未満 10．3000 万円以上～ 

 
 

以下問Ｑ10 以降はすべて、全員の方におうかがいします。 
 
Ｑ10 あなたが社会保険労務士を目指そうとした動機・背景などについて、下記１～13 に

ついてあてはまるものを選んで〇をつけてください（いくつでも・複数選択可）。 
１．（受験を決めた当時の）仕事の幅を広げたいから 
２．（受験を決めた当時の）仕事の専門性を深めたいから 
３．昇給・昇格のため 
４．社内（組織内）の異動に有利だと思ったから 
５．会社（組織）から資格取得を勧められたから 
６．資格手当・資格取得支援金が出るから 
７．就職・転職に役立てるため 
８．独立して開業できる資格だから 
９．専門性（資格）を活かした柔軟な働き方ができそうだと思ったから 
10．社会保険労務士の取扱う分野に興味・関心があったから 
11．社会保険労務士の資格を取得して取り組みたい仕事やテーマがあったから 
12．将来性のある資格だと思ったから 
13．その他 
（ ） 

 
 
Ｑ11 現在のあなたの社会保険労務士としての個人収入について、あなたはどのように感

じていますか。あなたの気持ちにいちばん近い選択肢を 1 つ選んで○を記入ください。 

１．少ない ２．どちらかとい

うと少ない 
３．ちょうどいい ４．どちらかとい

うと多い 
５．多い 

 
Ｑ12 現在のあなたの社会保険労務士としてのお仕事について、全体的にどのくらい満足

していますか。あなたの気持ちにいちばん近い選択肢を 1 つ選んで○を記入ください。 

１．不満で

ある 
２．どちらかとい

うと不満で

ある 

３．どちらとも

いえない 
４．どちらかとい

うと満足し

ている 

５．満足して

いる 
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Ｑ13 下記１～22 の業務について、あなた個人が社会保険労務士として取り扱っておられ

るものを「（今のところ）行っていない」～「日常業務である」の選択肢※のうち当て

はまる段階を 1 つ選んで○を記入ください。 
※あなた個人が社会保険労務士として担当されている業務全体の中での比較としてご

解釈ください。   

(

今
の
と
こ
ろ)

行
っ
て
い
な
い 

少
な
い 

ど
ち
ら
か
と

い
う
と
少
な
い 

ど
ち
ら
か
と

い
う
と
多
い 

多
い 

日
常
業
務
で

あ
る 

1 雇用保険・労災保険の加入・給付の手続き 
      

2 健康保険・厚生年金保険等の加入・給付の手続き 
      

3 各種助成金の支給申請の手続き 
      

4 就業規則の作成・変更・届出 
      

5 給与計算業務 
      

6 
労働時間・休憩・休日などの就業に関する法定の

ことがらについての相談・手続き 

      

7 
作業の体制や方法など、就業に関わる経営課題

（法令で直接的には定められていない人事労務

課題）についての相談 

      

8 年金に関する相談・アドバイス 
      

9 労働安全・衛生についての相談・アドバイス 
      

10 
従業員の募集、採用、退職など雇用に関する相

談・アドバイス 

      

11 福利厚生制度の設計の相談・アドバイス       

12 人事制度の設計の相談・アドバイス       

13 賃金制度の設計の相談・アドバイス       

14 
メンタルヘルスについての個別的な相談・アドバ

イス 

      

15 一般社員（新人社員含む）向け教育・研修講師  
     

16 管理者層向け教育・研修講師 
      

17 メンタルヘルス教育・研修講師 
      

18 年金についての教育・研修講師 
      

19 紛争解決手続代理業務 
      

20 
労働基準監督署による臨検や行政指導等への事

前ないし適時の対応 

      

21 
年金事務所による調査への事前ないし適時の対

応 

      

22 裁判所における補佐人業務 
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Ｑ14 Ｑ13 のリストに挙げた業務以外で、ご自身が社会保険労務士としてよく行うものは

ありますか。そうした業務がある場合、簡単にご説明ください。 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ15 社会保険労務士としての業務は、顧問先などの支援先にとって、どのような面で役

立っていると思いますか。下記の１～13 のそれぞれについて、「強くそう思う」から「そ

うは思わない」の選択肢から１つ選んで○を記入してください。 
  全

く
そ
う

思
わ
な
い 

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い 

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い 

そ
う
思
う 

強
く
そ
う

思
う 

1 労働・社会保険に関する企業のコンプライアンス      

2 法定外の労働条件の改善      

3 労働生産性の向上      

4 労働者の職務満足感      

5 企業の業績      

6 従業員の健康の保持増進      

7 経営者の安心      

8 人事労務に関する経営方針の決定      

9 管理者の安心      

10 管理者による部下の使い方の向上      
11 労働に関するトラブルの回避や解消      
12 労使間の信頼関係づくり      
13 人事労務に関する事務的な業務の代替      

Ｑ16 Ｑ15 のリストに挙げたもの以外で、社会保険労務士の業務が支援先に役立っている

と思うものがあれば、簡単にご説明ください。 
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（Ｂ）社会保険労務士の今後などについてうかがいます。 
 
Ｑ17 社会保険労務士の新しい職域についてうかがいます。社会保険労務士の職域で今後

さらに拡大していくと思われる下記１～15 の分野それぞれについて、「拡大するととて

も思う」～「拡大するとは全く思わない」の選択肢から 1 つ選んで○を記入ください。 

  拡
大
す
る
と

は
全
く
思
わ

な
い 

ど
ち
ら
か
と

い
う
と
思
わ

な
い 

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と

い
う
と
思
う 

拡
大
す
る
と

と
て
も
思
う 

1 
海外労働者の受け入れの支援（留学生、移民など

への就労支援、労働条件整備） 
     

2 
高齢社会への対応（高齢者の就労支援のための労

働条件整備、社会保険手続等） 
     

3 医療、介護分野における就労支援、労働条件整備      

4 
AI やロボット導入による労働のあり方の変容に

対応する業務 
     

5 
LGBT など性的マイノリティーの就労支援、労働

条件整備 
     

6 
傷病後の従業員の職場復帰支援、就労支援などの

産業保健関係業務 
     

7 健康経営の支援      

8 職場でのワークライフバランスの実現サポート      

9 女性の活躍推進支援      

10 
働き方の多様化支援（就労支援、労働条件整備、

社会保険対応） 
     

11 人事労務人材育成      

12 労務監査・労働条件審査      

13 アジアで事業を営む企業の社会保険、人事・労務

管理の支援 
     

14 欧米で事業を営む企業の社会保険、人事・労務管

理の支援 
     

15 日本で事業を営む外国企業の社会保険、人事・労

務管理の支援 
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Ｑ18 Ｑ17 のリストに挙げた分野以外で、社会保険労務士の職域で今後さらに拡大してい

くと思われる分野がありますか。そうした分野がある場合、簡単にご説明ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ19 社会保険労務士は職域拡大をすべきだと思いますか。拡大するべきだとすればどの

程度拡大することが望ましいと思いますか。以下 1～5 のうち 1 つ選んで○を記入くだ

さい。 
１．現状のまま他の士業と棲み分けできることが望ましい 
２．現状を少しずつ変えていくのがよい 
３．現状を大きく変えないと社会保険労務士の将来は危うい 
４．今よりも職域を絞り込み、社会保険労務士の特性を発揮しやすくしたほうがよい 
５．その他 （                               ） 

 
 
Ｑ20 もし社会保険労務士の職域拡大を妨げる要因があるとすれば、どのようなものだと

思われますか。次にあげるものそれぞれについて、「妨げる要因になるととても思う」

～「妨げる要因になるとは全く思わない」の選択肢から 1 つ選んで○を記入ください。 
  

妨
げ
る
要
因

に
な
る
と
は
全

く
思
わ
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い

う
と
思
わ
な
い 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い

う
と
思
う 

妨
げ
る
要
因

に
な
る
と
と
て

も
思
う 

1 他士業との関係      
2 社会保険労務士業務に対する認知度      
3 社会保険労務士業務に対する報酬      
4 法的規制      
5 社会保険労務士自身の意識や能力      
6 その他（簡単にご説明ください） 
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Ｑ21 社会保険労務士業にとっての今後の課題として考えられるものについてうかがいま

す。次にあげるものそれぞれについて、「今後の課題であるととても思う」～「今後の

課題であるとは全く思わない」の選択肢から 1 つ選んで○を記入ください。 
  今

後
の
課
題
で

あ
る
と
は
全
く

思
わ
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い

う
と
思
わ
な
い 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い

う
と
思
う 

今
後
の
課
題
で

あ
る
と
と
て
も

思
う 

1 各業務分野の専門性の向上      
2 社会保険労務士の倫理性・品位の向上      
3 社会保険労務士の自治の強化      
4 社会保険労務士の社会的認知の向上      
5 業務に対する個人的な魅力の向上      
6 社会保険労務士業務内外の職務経験      
7 その他（簡単にご説明ください） 

 
 
 
 
 
 

 
 
（Ｃ）最後に、ご自身についておうかがいします。 
 
Ｑ22 あなたの性別  １．男性  ２．女性 

Ｑ23 あなたの年齢  （     ）歳 

Ｑ24 あなたはご結婚されていますか。 
１．現在配偶者がいる  ２．離別  ３．死別  ４．未婚 

Ｑ25 あなたの事務所（勤務先）の所在地（都道府県）  （          ） 

Ｑ26 あなたは特定社会保険労務士ですか。  １．はい  ２．いいえ 

Ｑ27 あなたご自身の社会保険労務士としての業務年数  （     ）年 
上記に関係して特記すべきことがあればお書きください（例：社会保険労務士として

の業務を一時中断していたことがあり、業務年数は○年の空白期間をはさんで通算×

年であるなど） 
（ ） 
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Ｑ28 １から 10 までのことばがあなた自身にどのくらい当てはまるかについて、下の枠内

の１から７までの数字のうちもっとも適切なものをカッコ内に入れてください。文章

全体を総合的に見て、自分にどれだけ当てはまるかを評価してください。 

全く違うと

思う 

おおよそ

違うと思う 

少し違うと

思う 

どちらでも

ない 

少しそう 

思う 

まあまあ 

そう思う 

強くそう 

思う 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
 
私は自分自身のことを…… 

1. （       ）活発で、外向的だと思う 

2. （       ）他人に不満をもち、もめごとを起こしやすいと思う 

3. （       ）しっかりしていて、自分に厳しいと思う 

4. （       ）心配性で、うろたえやすいと思う 

5. （       ）新しいことが好きで、変わった考えをもつと思う 

6. （       ）ひかえめで、おとなしいと思う 

7. （       ）人に気をつかう、やさしい人間だと思う 

8. （       ）だらしなく、うっかりしていると思う 

9. （       ）冷静で、気分が安定していると思う 

10. （       ）発想力に欠けた、平凡な人間だと思う 

 
 

 質問は以上です。 
お忙しいところ、長時間にわたってご協力いただきまして、どうも

ありがとうございました。 
貴重なお時間を拝借いたしましてまことに恐縮です。 
この調査に関して、および社会保険労務士の今後について等、ご意

見、ご感想などございましたら、以下の自由回答欄にご自由にお書

きください。 
 
自由回答欄 
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自由回答欄つづき 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 3 部 

社労士の将来に関する検討会 
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社労士の将来に関する検討会（於大阪府社会保険労務士会） 

2018 年 11 月 20 日 

 

○司会（福井） きょうは先生方、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとう

ございます。自己紹介から始めます。大阪大学大学院法学研究科で法社会学という研

究分野をやっておる福井と申します。労働分野といいますか労働コンプライアンスの

関係の研究は、労働法の水島教授、近畿大学の三柴教授などとともに結構長いことや

ってきております。 

  3年前に全国会で社労士の調査をさせていただきましたが、そのときに専門職として

の社労士をもう少しきちんと、これから進む方向も含めて調査してみたいなと思いま

して、文部科学省、日本学術振興会ですが、科学研究費を申請しておりましたところ、

お金をいただいて調査をさせていただくという貴重な機会をいただきました。 

  ちょうど折しも社労士50周年という記念すべき時期に研究成果を出すことができま

して、月刊社労士に載せていただけるという段取りで進んでおりまして非常に光栄だ

と思っております。 

  今回は、社労士の将来に関する検討会でお集まりいただきまして、特に大阪は、実は

全国ツアーの最初でございまして、あした福岡県、次は東京都会でやりまして、最後

に愛知。最後といいますか、その後も続く予定ではありますが、年内にできるのはそ

こまでという感じでございます。 

  早速、議事の次第に従って簡単な自己紹介、アンケート調査について、これは部分的

な概要でございます。前半はともかくといたしまして、後半でどんな仕事が展開しつ

つあるのか、これから将来どういうふうに、どこに新しい仕事を見出そうとしている

のか、また社労士のタイプと申しますか、いろんなキャリアの形がございます。そう

いうキャリアの形に合わせて社労士がどういう働き方をしているのか、そういうこと

をアンケートでは調査しておりまして、その結果を簡単に概要としてお示ししたもの

が、お配りしている資料です。 

  2時間は長いようですが、実は大変短こうございます。早速、先生方の簡単な自己紹

介と事前配布の調査結果についての感想をいただきたく存じます。 

  録音させていただいております。私が司会しながらメモとるのができないので、そう

いう意味でとらせていただいてまして、議事の概要は後ほどつくらせていただいて、

お送りいたします。録音の関係上、お名前を名乗ってから発言をいただければ幸いで

す。 

  Ａ先生、お願いいたします。 

○Ａ Ａです。 

きょうは、社労士の将来についてということで、今後とも先生の研究が我々の役に

立てていただければいいと思います。よろしくお願いします。 
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  まず今回、何で呼ばれたのかなと言いますと、要は行政機関と社労士との接点をつく

るところが一番の問題でして。実は私、行政書士も持っておるんですけども、特に社

労士として考えることは、行政機関とのつながりが非常に多いです。産業行政機関と

いうことで労働基準局、ハローワーク、年金。これらは全て行政機関との絡み。した

がって、社労士の今後の職域とか業務内容については、やはり行政機関との関係をう

まくやっていかないといけない。 

  最近、特に我々が危惧しとるのは他士業からの業務侵害。弁護士さんも下のほうに戻

ってくる。司法書士さんは、少なくとも労務問題の場でも残業とかそういうとこまで

も行こう。行政書士は、派遣とかそんなとこも行こうと。したがって、我々としては

専有業務を守っていかないといけないですけども、それとともに将来的にどんどん進

めていかないといけないということで、私ども、実は成年後見の委員会も持っていま

す。社労士は成年後見、非常におくれてまして、やはり司法書士さんが一番、弁護士

さんがトップをとっておられる。そういういろんなところの分野も広げていくことに

よって、社労士の将来があるのではないかなと考えます。 

  私はサラリーマンを25年、人事畑をずっとしておりまして、会社をやめたひとつの

動機は労働問題、当初、非常に私がやめるとき多かったので、そういう経験を生かせ

るということでさせていただいた経過がございます。 

  我々の委員会でも若い方もおられます。私はもう年金生活にかかっておりますので、

ひとつ参考にしていただいたらいいと思います。よろしくお願いします。 

○司会（福井） 次はＢ先生お願いします。 

○Ｂ 大阪船場支部のＢと申します。どうぞよろしくお願いします。 

  きょうは社労士の将来に対する検討会という、あまりない斬新な検討会を開いていた

だいて、ありがとうございます。 

今までこういう機会ってなかったと思うし、どちらかというと社労士ってもうかる

んだということってぶっちゃけて考えたことなかったと思います。どちらかというと、

こういうとこを正面から避けていたような気がします。でも今は、例えばＡＩが士業

にとってかわってくる問題もありまして、我々自身も生き残りを考えていかなければ

いけない時期だと思うので、我々自身、何ができるのか、本当に頑張れば絶対にＡＩ

にとってかわられることはないと信じてます。我々自身が1回、根本に立ち返ってやっ

ていきたいと思うので、それを考えるいい機会だと思います。きょうはどうもありが

とうございます。 

○司会（福井） ぜひ、そういう話を聞かせてください。どうもありがとうございます。 

  Ｃ先生、それでは。 

○Ｃ 大阪西支部のＣと申します。よろしくお願いします。 

  私は開業して約18年ですね。このアンケートを見させていただいて、やっぱり気に

なった。顧問先が何社、自分に当てはめて大体自分はどれぐらいかなと見たり、一番
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は収入です。300、400万から500万ぐらいが一番多いですか。 

○司会（福井） これを聞かせていただけたのはすごく画期的なことで、全国会の協力を

いただいて、本当に感謝しております。 

○Ｃ 昔のことを思い出すと、最初開業しまして半年間は、顧問先も何もなくて、最初に

試験実施委員の監督業務を、あれ1万幾らかでしたか、それだけを最初の確定申告の書

類に入れましたのを、今思い出してます。 

  6ページの真ん中ぐらい、開業社労士のほうが勤務社労士よりも平均的に見て、個人

収入が低い傾向にかかわらず、開業社労士のほうが満足度が得られるというのが、社

労士の仕事を選んでるというのが理由なのかなと、それが印象に残っております。 

以上です。 

○司会（福井） Ｄ先生ですね。よろしくお願いいたします。 

○Ｄ Ｄと申します。 

大阪いずみ支部という泉州地区に所属している社労士でして、主に開業社労士で1・

2号業務を中心にやっております。 

  今回、このアンケートを拝見させていただいて、私に当てはめてみますと、ほぼほぼ

中心値ぐらいの値に該当してまして、自分を見つめ直すときに、普通の社労士なんだ

なと思って安心した反面、やっぱりちょっと残念なところもありまして、みんながや

ってることしかやってないのかなと。その辺が、今回このアンケートを見させてもら

って強く感じました。 

  今回、こういう検討会に参加させてもらうことをきっかけに、自分を見つめ直すこと

になるかなと思っております。 

  短いですが、よろしくお願いします。 

○司会（福井） よろしくお願いいたします。Ｅ先生。 

○Ｅ 大阪東支部のＥと申します。よろしくお願いいたします。 

  言おうと思ってたこと、今、Ｄ先生に言われてしまったんですけど、私もアンケート

見まして、確かに自分がどの辺なのか、自分が回答して場合はどうなのかなで全部印

してみたんですけど、大体平均的な社労士だなと。年収を見ても、たくさん稼いでは

る人がいるんだなと、人それぞれだと思います。 

  私が社労士になったきっかけは、以前、亀岡でやってた会社がぽしゃりまして、そこ

から何をしようかと考えて、本屋でたまたま目についたのが社労士の本。こういう資

格があるんだと。そこから始めたものですから、全く何もないところから始めまして、

いきなり開業したわけです。 

最初は、先ほどＣ先生もありましたけど、全くお客さんはなかったんですけど、地

道に営業活動をして、今現在は開業して15年になるんですけど、何とか生活できてる

のかなレベルですが。アンケート見させていただきましたら、ますます業務拡大も必

要ですし、社労士はもっと稼げる職業というか、稼げる仕事でないといけないのかな
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と、これを見て感じた次第です。 

  きょうは、またいろんな業務拡大とかその辺で勉強させていただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

○司会（福井） よろしくお願いします。次はＦ先生。 

○Ｆ Ｆと申します。 

  先ほどお話がありました、ことしは社労士制度50周年で、社会貢献推進委員会では

40周年のときから、社労士を知っていただくことと、社会貢献で、無料相談会を毎年

やっております。それで10年たちました。 

  この10年の間に、社労士制度とか社労士という知名度はかなり上がったんじゃない

かなと思っております。ただ、社労士って知ってますかと言うと、知ってます。国家

資格って知ってますか言うたら、ううん？それは知らんかった。何をしてるのか知っ

てますかと言うたら、それは知らんかった。名前は知ってもらってるんだけれども、

年金の専門家というところは定着したかなと思いますけど、まだまだ本来の業務をわ

かっていただいてないのかなと思っております。 

  社会貢献推進委員会では、社労士の知名度を上げるのは10年でできましたと。今後

は、社労士の専門性を生かして、このまま社会貢献できるものは何かで、無料相談以

外に何かできたらいいかなと考えているところでございます。 

  今回、このアンケート見せていただきまして、満足しているというのが多いのは、そ

のとおりかなと思ってます、自分自身。 

○司会（福井） いろいろお会いしても、皆さん、充実した方が非常に多いと思っていま

す。 

○Ｆ 仕事を原則好きな人がしてるんだろうなと思っておりますので、自分自身も好きな

仕事を、いくら長時間労働でも楽しくできてるので、満足度はあるかなと感じている

ところだったので、皆さんそう思われてる方が多いということで、その辺は、まあま

あそんなものかなと。 

業務の折れ線グラフで、日常どんな業務が多いですかというアンケートでは、若干

の幅はあるにしても、折れ線はほぼこのとおりかなと思っております。 

  きょうはよろしくお願いいたします。 

○司会（福井） こちらこそよろしくお願いいたします。次はＧ先生。 

○Ｇ Ｇです。大阪西支部に所属しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  私は、一応開業社労士という登録をしているんですが、かなりの時間をある企業で勤

務社労士みたいな仕事もしています。長い間、大手企業で人事とかそういった仕事を

しておりまして、今もそういった関係の仕事に携わっております。それを踏まえまし

て、5ページの勤務社労士のほうが開業社労士よりも200万、300万ぐらい年収が高い。

開業しても年齢は高いのに、そんなに稼げてない現状を見まして、なかなか問題があ

るなと思っています。 
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  といいますのは、中小ではそうでもないのかと思いますが、大手とか大手のグループ

会社ですと1号業務、2号業務につきまして、専門の会社に丸投げして、それに伴って

社会保険の手続等も外部委託。外部で全部完結するようなシステムに、ほとんどの会

社がやっています。今後、ますますそういった傾向が強くなる。また、企業も日本だ

けではなく、大連とかそのようにもっと外部委託をして、そこのコストを削減するよ

うになります。 

  ただ、それを見てて思いますのは、結局手でやっていなかったら、そういう大手の大

きな仕事の95％ぐらいは外部委託したとしても、残りの5％の濃い部分が企業に残って、

そこはかなり問題になっています。そこを企業内でやる人がいないというものすごい

現状があって、そこはひょっとしたら社労士が入れる次の分野ではないかなと感じて

いる次第です。 

○司会（福井） アウトソースを、本当にどこの企業でもどんどんやってます。一番人

事・労務はコアになる部分です。全体を見渡すという意味では、総務系の業務の中で

大事な部分のはずですが、そこをアウトソースしてしまうようになっているのは、あ

る意味企業が本当に全体を見渡しているのかどうかという感じがするところです。 

  そこの部分をいかに支えていく、あるいは人材育成ですよね。そういうことを見渡せ

る人材を育てるときに、社労士が内部でもそうだし、外部からどうサポートしていく

かが大事かなと私も思います。どうもありがとうございます。 

  では、Ｈ先生、お願いします。 

○Ｈ 大阪北摂支部のＨと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  私は開業しまして、もう20年ぐらいになります。アンケートでいう兼業の形です。

といいますのは、開業して、すぐに役所で相談員を務めさせていただいてて、相談員

で勤務をしながら、開業社労士としても顧問先さんと仕事させていただいてという形

で、それを変更することなく今まできている状態です。 

  アンケート見させていただいて、収入の面やらこの分析については、日ごろ感じてる

とおりの結果が出てるなと。特に6ページの仕事の満足度が高いところです。開業社労

士でしたら自由度も裁量度も高いですし、勤務と違って定年がありませんので非常に

それが魅力的かなと。自分がやりたいところまで仕事ができるところが魅力かなと感

じました。 

  あと、後半をずっと見てまして、11ページの社労士の職域で、今後さらに拡大して

いくと思われる分野に労働監査、労働条件審査がありまして、それが結構高い比率で

入ってましたので、労働条件審査推進特別部会の一員としては、世間でもそういうふ

うに見られてるんだなと、各自治体での導入がふえてきておりますので、その辺、今

後もふえていくかと思います。 

導入にあたっては、社労士が業務として行う内容でなければならないなと、今、社

会貢献と業務と両方の立ち位置で進んでる形ですけど、社会貢献という部分もあるか



76 

 

もしれないですが、社労士の業務のひとつとして今後進めていけたらいいかなと感じ

ております。 

○司会（福井） どうもありがとうございます。 

○司会（福井） それでは、Ｉ先生。 

○Ｉ 大阪北支部のＩと申します。 

皆さんお話しになられたこととほぼほぼ同じですが、個人的に、開業登録いたしま

して、20年あまりたちました。早かったような気はします。 

  このアンケートの結果を拝見してまして、なるほどなと思うことと、えっと驚くこと

も何点かありまして。顧問先のところで、顧問先軒数の回答の数で最も多かったのが、

顧問先なしという。中央値でいえば10社から20社未満となってますが、顧問先なしの

数が一番多いのがすごく意外で、開業社労士で顧問先なしというのは、スポット業務

でなさってるのかなと。 

○司会（福井） そうですよね。 

○Ｉ 自身のことを振り返ってみると、最近の傾向でいえば、確かに企業様とのおつき合

いはあるんですけれども、就業規則だけお願いしますとか、今回調査で来たので調査

対応だけお願いしますといった御依頼も確かにあります。その中で、顧問先に結びつ

く場合と結びつかない場合という関係も徐々にふえてはきているので、近年登録され

た先生方、社労士さんはなしというところでの活躍になっていくんだろうかと言いな

がら、思いながら、これ拝見しておりました。 

  あと、費用の面というか収入面では、やはり仕事はこんなに忙しいのに、自身のこと

を振り返っても収入は確かに少ないです。時間はこれ以上使えないのではないかと思

うぐらい自身で働いてるというか動いてるはずなのに、なぜ、こんなに事務所にお金

がないんだろうと思うぐらいしか入ってこないのは、ほかの先生もおっしゃってまし

たけど、社労士の認知度が低いことイコール価値ですか、社労士に仕事は依頼はする

けど、その価値を高く見ていただいてないために単価が低いです。ほかの士業の先生

方と比べると顧問料にしても。それは私だけかもしれないですけれども、かなり低い

なと。 

今回の結果から見ても、中央値の20社だったとしても、平均的な金額の500万、700

万を、スポットの部分を何％かのけて割り戻しても、単価的には1社月2万ぐらいにな

るのかなと。勝手な計算ですけどもしてみると、顧問契約してて1カ月2万では、スポ

ットで大きなお仕事をとってくるほうがいいのかなとか、いろいろ収入面で考えさせ

られるところがございました。 

  そうであっても、満足度が高いという結果も出てるのは、なるほどそうだなと。自身

を振り返ってもそうですけれども、業務の内容ももちろんですけれども、先ほどＨ先

生がおっしゃってたように、柔軟な働き方というか自由度、自分で自由に時間が使え

ることは、開業することの大きなメリットというか、自分自身ありがたいと思ってい
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る部分でして、そういったことが開業であればできるので、今回の3番目にそういう意

見が上がってるようでしたので、仕事の満足度の高さの中には、仕事の内容もさるこ

とながら自由度の大きさというか、そういったものも大きく占めてるんだろうなと思

ったのは私の勝手な意見なので、実際どうなのか、そこも踏み込んで、また何かお調

べいただけたりすると、仕事の魅力がまた違うところで見られるのかなと感じました。 

すみません、最後に。私自身は労働条件審査推進特別部会に所属してまして、現在

労働条件審査が促進するように活動を行っているところですので、これは今後のお話

かも知れないですけれども、今、先生がおっしゃってられたように、これからどんど

ん伸びるだろうということを随分期待をしているんですけれども、なかなかまだ社会

貢献という立ち位置で我々も展開している部分が大きかったので、費用をいただける

ような、収入を得られるような仕事にまで発展できるのかどうかが、これからの動き

にかかわってくるなと思って、頑張らねばと思ってるところです。 

  よろしくお願いします。 

○司会（福井） 顧問先がゼロというのはどういうことかなって、もちろんいろいろ考え

られるんですが、一番大きいのは、やはり新人の方が、なかなか最近では顧問をとる

のが難しいのかなという感じはします。 

  労働条件審査も含めて、単価を少しとれるようにしなければいけない。ここで、やは

り他士業との関係はどうしても考えなければいけないところがあります。 

他士業が入ってくるかどうかもひとつの問題ですが、まずは仕事の質で企業さんか

ら高い評価を得る、どこで付加価値をつけるか。労働条件審査は、ある意味売りにな

るところだと思います。上場であれ、あるいは入札であれ、大きな仕事をとってくる

ために必要である。そこに社労士がかかわるということになると、ある程度のお金は

払わないと、と企業さんも思ってくれるところが、きっとあると勝手に思っておりま

す。そこがひとつの切り込みどころというか、そういう感じがします。 

  全員の先生方の自己紹介と、そしてマーケット調査についての感想をいただきました。

今度はテーマを掘り下げる形で、ディスカッションに進んでいきたいと思います。 

  アンケートからは、現状1・2号業務をきちんと、特に顧問先との関係でこなしてい

く、収入として安定する基本になってるかなと思います。 

  ただ、将来的にはそこだけにとどまっていたらやはりまずいというか、だんだんＡＩ

とかＩＴとか、単純な仕事は機械とかアウトソースにとられてしまう部分がどうして

もあります。そこで、ふえてる仕事を実感として、アンケートでもそうですが、先生

方の実感として、こういうところがふえてるとか、これは伸びるんじゃないかとか、

数的にはそうでなくても、非常に将来的に社労士のうねりになりそうな、例えば産業

カウンセラーと合わせてメンヘル対応とか、そういうところでのコンサル業務もある

でしょう。社会貢献的な側面が大きいとは思いますが、注目度は非常に高いと思いま

す。 
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  そういうことも含めて、どなたからでも結構です。こういうものがふえてるんじゃな

いかというコメントというか御意見等いただければと思います。 

○Ｂ 今、ネット社会で、すごい情報化してます。例えば、よくあるのが、今、労使トラ

ブルで、会社を訴えたらお金もらえる、何もせんでもお金もらえるというのが結構広

まっていて、それですぐに労働基準監督署に駆け込んで、場合によってはユニオンに

行ったりして、会社を訴えてお金をとる。もちろん未払い残業という会社内部の問題

はあるんですけど、最近、労働者からこんなの訴えられて、どうしようという相談が

ふえてると思います。 

もちろん、今後の労働環境をよくしていくのも大事ですけど、そのあたり法律的に、

労働基準法という法律、戦後すぐにできた法律で、もちろんその趣旨はいいですけど、

今それが、ちょっとおかしな方向になっているかなというのが実感です。そういうト

ラブルがふえている。 

  逆に言ったら、人と人の問題に関しては、先ほどＡＩとかありましたけど、こういう

とこに関しては、逆にとられることはないかなと。逆に人間と人間の世界なので、こ

こは社労士が頑張るところではないかなと思っております。 

○司会（福井） これは弁護士と話してて聞くわけですが、過払い金バブルが去った後の

次の収入源になるんじゃないかと考えてるみたいなとこがあります。不払いの残業代

とかその辺、要するに裁判やれば勝てるという認識ですから。 

  ただ、そんな過払い金みたいに1枚書類を出せばオーケーという、そんな性質のもの

とは違うはずです。その意味では、やはり交渉事というか、そういう要素が大きくな

りますし、また労使両者の調整という意味では、弁護士は代理人としてやるので、ど

ちらかというと自分がついたほうの、依頼人の利益のためだけに突っ走る。対決にな

ります。社労士の強みは対決じゃなくて、むしろ両者を調整しながら、このあたりで

という落としどころを模索できるところかなと思います。そこは弁護士との違いを強

調すべきだと思います。 

○Ｂ この問題になると、逆に弁護士の出番になってしまったら、会社は勝ち目ないです

し、だからもう訴訟にしないように、もちろんそういう問題が勃発したときに押さえ

込む、そこが社労士の腕の見せどころといいますか。問題にしないようにする、予防

のほうで一番頑張れるところなのかなとは感じます。 

○司会（福井） そのあたりからですか。 

○Ａ 今、残業代の話あったんですけど、会社によっては、年間変形とか有効に使うこと

によって、本来は残業を払わなくてもいいのも残業代計上されてるケースは結構あり

まして。だから、新たな顧問先なんかに行ったときに、まずはそういう年間カレンダ

ーみたいなのを見せてもらったりしながら、ここは残業無駄ですよみたいな指摘はし

たりします。 

  それは、今の質問とは変わるかもしれませんが、顧客満足度を上げるのにかなり大き
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な効果を上げてるのかなと。前の社労士さん、こんなのしてくれなかったけど、年間

変形とか教えてくれたおかげで残業節約できたということは、よく聞いたりします。 

○司会（福井） その辺の知識の普及というか、変な形で誤解してるところが。 

○Ａ そうですね。そういうのはいつまでたっても、さっきのＢさん言いましたけどＡＩ

には無理なことだと思います。その辺は、社労士の分野として、どんどんその技術は

磨いていくべきなのかなと思います。 

○Ａ 今の残業の解消と、また細かい話になるのかもわからないですけど、もともとの給

与形態的に、例えば固定的な残業代を、収入がふえたり減ったりかわいそうやから特

別手当って出してる会社が結構ありまして、実際、意味合い的には残業代とするつも

りで出しているのに、項目が特別手当になってるから残業代にカウントされないケー

スもよくあります。 

  それは、労使との話し合いによって、固定残業代とされたらどうですかみたいな話は

することが多いです。 

○司会（福井） なるほど。そういう費目、誤解とか工夫とか。 

○Ａ そうですね。監督署の調査が入れば、それは残業だとして払ってるのに、残業の原

資となる金額になるので。 

○司会（福井） 逆効果になっちゃうわけですね。企業側もそんな無駄なことをしないで

済むような、ちゃんとした知識が必要ですね。 

○Ａ はい。 

○Ｇ 問題が違うんですが、年金が少なくなったのと男女均等で平均的に収入が下がって

きておりまして、その結果、高齢者が60過ぎても働く、65までは当たり前のように働

いて、70、75まで結局生きるために働く人が非常にふえてきておりまして、その結果

何が起きるかといいますと、労災事故がすごく多くなり、その扱いがふえてます。一

番すごかったのは、通勤の途中、歩いてて腰を痛めて2カ月休んだだとか、仕事場でつ

まづいて捻挫をしたとか、そういった高齢者の労災事故と、それから働かないと食べ

ていけない現状が出てきたことによる問題が、最近多くなってるように感じます。 

○司会（福井） 高齢化は待ったなしですけど、企業として従来型の制度はあっても、多

分制度の対応がついていってないでしょうね。 

これって肉体の面もあるんですけど、心理面とかも、高齢者ってまた複雑ですから、

今以上に労災も単純には行かない時代が来てるのかなとは思います。これは産業医と

の連携とか入ってくると思いますけど。 

○Ｉ 現状どのような仕事がふえているか、自身の事務所での仕事でいえば1・2号業務、

3号業務で、相談業務は完全に多くなってきてます。この先どの関係でも、手続も含め

たお客さんよりは、相談で契約をしてるお客様がふえている。 

 その中での相談の内容が、ハラスメントの関係が入ってきております。セクハラも

いまだになくならずに、ずっとそういう御相談もありますけれども、パワーハラスメ
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ントも、こんなことがパワハラになるんですかと、労働者の人はパワハラだと言って

きたので、驚いてしまってますという御相談も、最近はふえてきていると実感してお

ります。 

 難しいところですが、それでもと、今、先生がおっしゃった労災に、心の問題に発

展するケースも中には出てきておりますので、いろいろなハラスメントによって、い

ろんな方向に行くようになるようですから、やはり社労士だけではなくて、弁護士の

先生が出てこられることも対応としてはありますので、今後、ますますふえてくるの

ではないかなと思われる問題ではあると思います。 

○司会（福井） ハラスメントの数がふえてるのは、恐らくは元からあったものが、社会

的な意識が変わることで表に出てきている。そういう側面が非常に大きいと思います。 

いずれにしても大変この対応は難しいですし、今、Ｉさんおっしゃられたとおりで、

メンタルの問題に発展することが非常に多いテーマですので、それこそ弁護士さんが

出てきて法的に争うことさることながら、医療とか福祉との連携もどう図っていくか

とか、そのあたりが。これを体系的に対応していく専門家を、医療に関しては、それ

はお医者さんしかないですけど、その手前まで社労士がちゃんと見て、それをどこに

持っていくかという判断をする、そこが大事になってるんでしょうね。 

○Ａ 私、25年間人事やってて、今、社労士やってちょっと考えるんですけども、昔に

比べて、今メンタル、精神疾患が非常に多くでてきて、特に私が人事やってたときは、

企業サイドとしてはどういう立場でいたかというと、メンタル、いわゆる精神障害の

方は、復帰はまずほとんど無理だと。過去の経験から。人事としては、一応ある程度

の段階を経て、復帰には持っていくんですが、必ず再発してしまう。また復帰する職

場は非常に神経をとがらせてやっている。 

  これは社労士なので特にそうですけど、顧問先の場合は、最近は社長から同じような

こと言われるんです。やめさせてくれと。その辺のバランスをとりながらやるのが社

労士の役割なので。会社としては一刻もやめさせたいのが本音です。人事担当は恐ら

くそう持っていきたいんですけれども、そうするとトラブルの発言が出てくる。 

  そこで、これも社労士にとって一番いいことは、やっぱり顧問先を持って、常に相談

を、そういう新しい課題に一番最初にタッチをしていく。そうして未然に労働者と社

長との間に立って、とりあえずこれは復帰に向けてやるのが社会情勢ですと社長を説

得するというか、そういう形で人事をやっていくのも、ひとつの仕事ではないかなと

最近は思ってます。 

○Ａ 私の経験からいうと、復帰した人は数少ないです。まず、必ず問題になります。そ

の辺が非常に難しい、どこまで持っていくか。2年、3年我慢できるかというところが。

我々の仕事のひとつであるなという気がします。その中で、数少ない人が復帰してや

っていけるのが一番いいと思います。 

仕事を減らすとか、それをやってあげないといけないです。同じところに戻したら、
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必ず再発する。職場環境を変えるのって、なかなか難しいです。 

○Ｆ 私たちがかかわるところって、やっぱり中小企業が多いです。弁護士さんに行く前

に、未然に防止するのが社労士の役目というのは重々わかってるので、そのようにや

りたいですけれども。そうなると、ことが起こってからの相談だと間に合わないです。

その前から相談してもらわなあかんとなると、もうコミュニケーションとって、連携

とって、どれだけ企業の中に入り込まなあかんのかという問題もあって。そうなると、

何社も抱えてたらできない。 

企業の中に入り込んで、内情がわかればわかるほど未然に防げ、問題点も提起でき

ますが、顧問料的にも時間的にも、そこまで入ってやるのか。そのほうが解決は早い

かもしれないけど、実際、物理的に無理なので、ことが起こってから相談をされるこ

とが多いし、相手が弁護士のところに走っていってから、弁護士からこんなん来たっ

て相談を受けることも多いです。それがちょっと悩みどころです。 

○司会（福井） 実際どこまで入り込むかというのは、企業さん側としてもいろいろ都合

があるので、入ってきてほしくないかもしれないし。入れば入るで、ものすごくやや

こしい問題に入ってしまいます。そういうところに入らないで表面だけで仕事をやっ

てても、あまり仕事として高く評価してもらえないでしょうし。確かにそこは考えど

ころですけど、顧問先の会社さんとの信頼関係ができたら、ある程度以上入っていか

ざるを得ないようなことになっていくでしょうね。 

○Ｆ そうなんです。 

  話が全然違うかもしれないですけれども、顧問弁護士さんだったら月々いくら、何も

なくても払っとけば価値があるという感じなんでしょうけれど。私たちも、先ほどＩ

さんがおっしゃったように相談業務がふえてきてて、相談の顧問料としてもらってる

となると、何もないのはいいことですけれども、何もなくて顧問料もらうのに慣れて

ないんですよね。弁護士さんは慣れてはるから、当たり前って思ってはるんですけど。

その辺もちょっと弱いところかなと思ってます。 

○司会（福井） もらってもいいんでしょうけども。ベースとしては、例えば就業規則と

かをチェックして、それと合わせてアドバイスするとか、何となく少し形のあること

をやってという感じかな。 

  この調査の前に、連合会でさせていただいた調査では、社労士が企業さんとかかわる

ときに、寄り添う姿勢が大事なんだという調査結果が出てきたんです。寄り添う姿勢

は、要はコンサル的な形で、企業さんのかなり近いところに寄り添って、いろんな相

談を受ける、それが大事なんだということかなと思いました。 

  そういう意味では、弁護士さんはもう少し距離があると思います。そのあたりは実感

としていかがでしょう。 

○Ｂ 今の関連して、最近ふえてきた感じで、社長1人の会社とか社員が1人、2人の会社

の顧問が出てきました。さっき、まさしくＦさんの言ったことで、どこまで入ろうか、
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べったり入り込む。最近そこが多分、今後の勝負どころかと思ってまして。今、大体

中小企業の社長にとって、一番の相談相手は税理士さんかもしれないですけど、まず

社長の一番の相談相手、何でも聞いてくださいというとこ、それこそ本当に24時間電

話でも、今はラインだとかいろんなので入ってくるんです。そういう形で常に連絡は

入ってくる状態にして、そういう方向で今後はやっていて。 

  大きい企業だったら嫌がるかもしれませんけど、逆にそういうの嫌がらない小さいと

こ、むしろ個人のところに行って、それこそ寄り添うというか、べったり社長のとこ

に入っていく方向でやっていきたいなと思っています。 

○司会（福井） 営業方法としてはそういうのがいいのかなというか、いろいろ聞くと、

やっぱりそういう方のほうが成功しているような感じがしますね。 

○Ｉ そうなんですね。なるほど、そうだなと思いますけど、やはり1人での時間は限ら

れてるので、先ほどＦさんが言われてたように、入れば入るほど幾らでも話が出てく

るので、私たち、特に女性だからかもしれないですけど、中小企業の社長だとか奥さ

んは、弁護士の先生や税理士の先生に話しするよりも、話がしやすいということで、

給与計算もしてるので税務のこと当然わかるでしょうと思われるのか、税金のことで

も、税理士の先生いらっしゃるんだったら、そちらにお聞きくださいって言うんです

けど、ちょっと聞いていい？という感じで簡単に連絡が入るんです。 

今から弁護士の先生のとこに御相談に行く前に、ちょっとここのところ聞きたいん

ですけどって、本当に何でも広く聞かれてしまって、それは信頼していただいてるか

らお声かけいただけてるんだな、ありがたいなと思う反面、限られた時間で、ここの

お客さんにこれだけしかない顧問料のために時間を費やして、次のしないといけない

仕事が後手後手になっていくことにジレンマを感じているので。 

かつ、先ほどＢさんがおっしゃったように、ラインであるとか電話であるとか携帯

であるとかいろんな連絡の手段がありますので、24時間365日、顧問先が病院であった

り、タクシー会社であったり、相手が24時間365日間なさってるので、当たり前のよう

に連絡つくと、出ると連絡つくなと思われるので、うちは別に大企業でもないですけ

ど、ここは出ないぞって決めて対応していかないと、私自身が潰れてしまうのではな

いですけど。 

○司会（福井） 社労士自身の労働の管理というか自己管理というか大事ですよね。 

○Ｉ そうですね。自身の働き方改革から始めないとと思うくらいの状態になってるので、

少しそこを考えたいなと思ってるところです。 

○Ｆ 寄り添う意味が、どういう形で寄り添うか。 

○Ｈ 仕事としてやってるので、個人としてのプライベートと仕事とはっきりしとかない

と、立ちゆかなくなるんじゃないかなと。仕事で顧問先さんとつながってるというこ

とで。うちの営業時間はこれだけですと、その範囲の中で、中身については会社に寄

り添ってしていかないと、友だち関係ではないので、その辺はきちんと線引いていか
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ないといけないかなとは思います。 

○司会（福井） 専門職だというところは一線を引かないと、個人的にお願いするみたい

なところがふえてしまう。そうすると専門職としての仕事の価値が、やっぱりどこか

で損なわれると思います。だから、距離のとり方というか、それも本当に悩ましいと

ころです。 

  今、現状のどのような仕事がふえてるというので大体30分ぐらい来てますが、次に

進むにあたり、この点で何かつけ加えたい点、ございませんでしょうか。では進ませ

ていただきます。 

  新しい労働問題と言っていますが、何が新しいって、既にメンタル問題が出てきてお

ります。あと、私がずっと気になってるのが外国人の労働問題です。政府が力を入れ

てることもありまして、急速に労働環境が変わって、外国人の労働者がふえて、そう

いう人たちが入り込んできた労働環境はどうなっていくんだろうと、想像するだけで

もものすごく複雑な労働問題が入ってくる。 

例えば技能実習で入ってきてる人たちが、全然最低賃金も払われてないし、残業代

も払ってもらえてないとか、もうめちゃくちゃな話が最近いろいろ報道されてますが、

そういう認識の企業さんって、まだものすごくたくさんあるというか、むしろ安いか

ら採っているというのもあると思うんです。これらもひとつのテーマです。 

  あとは、先ほどＢ先生から言われたようにＡＩです。アウトソースもそうですが、Ａ

Ｉが単純労働でとっていく部分の仕事は、社労士の仕事も食われてるのもあるけど、

多くの事務仕事がＡＩに置きかえられていて、そういう仕事をする人たちの職場が脅

かされている問題もあります。 

  働き方も、今後いろんな対応の働き方を政府が進めている。例えば在宅勤務をふやす

とか。その場合、在宅だと本当に働いているのを、どこできちんと監督するのかとか、

これからの時代、急速にふえるであろう労働問題がたくさんあるなと思いますが、そ

ういう労働問題に社労士はどういうふうに取り組んでいくのか。社労士の役割を次に

意見交換したいと思います。 

○Ｄ 外国人実習生の件ですが、やはり向こうで借金をして、日本に来られてるわけなの

で、かなりハングリーな気持ちで来られてまして、社長が言うには、何時まで働かせ

てほしい言うから働かせてるんやと。実際そんな雰囲気もあるんですけど、ただ残業

100時間を超えるような過剰残業になったりとか、そこはちゃんと最低賃金で、間に組

合を挟んでるので、最低賃金は確保されてて、残業代も払ってるようですけど、それ

だけの過重労働が現場で起きている。そのことが結構問題になったなと。 

両方働きたい、働かせたい。そこでウイン・ウインのような関係になってるので、

それはどういうふうに社労士が関与していくべきなのか。当然残業は押さえてくださ

いという指導はするんですけど、それ以上踏み込めないとこもありまして。そういう

ことはよくあります。 
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○Ｆ 今おっしゃってた、テレビのニュースであるような、あんなことが何で起きるのか

な、技能実習生を受け入れるには組合さんが絶対入ってるはずなので、そこの労働契

約書を見たらきっちりしてるんです、結構。最低賃金には違いないけれども。年間労

働時間も書いてあるし、割り増し賃金の率も書いてあるんです。有給も与えなさいと

なってて、あまり働かせないで残業、36協定守ってくださいとか。36協定まで準備し

てきはる組合さんもいらっしゃる。テレビのニュースがちょっとわからないのと、あ

れってもぐりじゃないのと思ったり。 

  それと100時間とか、ほんまにそうです。国に仕送りしたいからいっぱい働きたいで

すけれど、それも組合さんから、時間外もちゃんと守ってくださいと言われてるので

監督署の調査も入ったりして、その辺は守る方向で、今は社長さんにもわかっていた

だいて、やってるんです。実際、テレビやニュースで言われてること、信じられない

です。 

○Ｄ 今の話ですけど、100時間残業を全然知らなくて、Ｆさんがおっしゃったように監

督署の調査が入って、そこでわかったんです。組合、どういう関与してたんやという

ことですけど、書面でそういう形をつくってるんですけど、実情まで見てない組合が

ちょこちょこあるようで、だから準備は通すためにやるんやけど、あくまでつくった

だけという組合があるように聞きます。 

○Ｆ チェックまでしてないんですね。 

○Ｄ そういうことです。 

○Ｉ 外国人のは、この先もやはりあるんですけど、今、ＤさんとかＦさんがおっしゃる

ように組合、ＪＩＴＣＯから紹介された組合がしっかり入っておられて、書類上は確

かに全部そろっていて、かつその書類の内容で実行しなければ、すぐにその労働者の

人が組合にも言うような形になっているので、事業主さんもそれをしっかり守ってら

っしゃるんです。 

そうなんですけど、守った上で働くのも、これ以上働かせないようにって、建設な

んですけどされているために、やはりたくさん稼ぎたい労働者の人はほかから声がか

かって、要するに行っちゃうんです。しかも不法に多分行ってしまうので、何度も同

じ事業所さんは、逃げられるという言葉よくないですけれど、大変なお金をその組合

に払われて、今から2年働いていただいたら、最低賃金だったとしても最初に投資した

分と合わせて、日本人の高い給料払うぐらいの給与平均して払えていけるなというと

ころを、1年目にもういなくなっちゃう。それがわかって、どこからか引っぱられる状

況になってくる実態もあるんですけど、それはあまり報道されてないように思うんで

す。 

○司会（福井） いや、行方不明になる話はかなり出て、報道されてます。 

○Ｉ そうですけど。必ずと言ってもいいぐらい、最近はベトナム人の方が多いですけれ

ども、ベトナムの方がみんなどこかにいなくなっちゃってることを聞きまして、どう
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すればいいのと言われても、そういう手段が、ここで相談する場所ではないですが。 

○Ｆ そうなんですか。Ｆです。 

行方不明の方いるんですけど、引っぱられてるんですか。 

○Ｉ 必ずそうです。もうもぬけの殻になります。 

○司会（福井） ブローカーの方がいるというのはよく聞きます。あとは、難民ではない

ですけど、難民申請すると半年間在留資格がもらえるとか、そういう技術的なところ

で、要は入れ知恵してる人たち、そういうのも逃亡をふやしてしまう原因になってる

のは間違いないです。 

  警察が取り締まりをどうするかまで社労士はタッチしようがないし、それは社労士の

課題ではないでしょうけど、予防のところでは役割は大きいわけで。逃亡されないで

済むような職場としていかないと。 

○Ｆ でも、法律を守っていなくなられたら。 

○Ｉ そうです。法律は一応守ってるので。 

○Ｆ 守ってるからいなくなられる、ちょっと腑に落ちない。 

○Ｃ 給料が高いようなところから誘われたら、どうしてもそちらに流れてしまう。 

○Ｉ そうですね、少しでも。高く出すところは、もともとの最初のお金を払っていらっ

しゃらないので高く出せるんです。最初に100万、200万という金額を払われるので。 

○Ｃ やっぱり闇の部分をなくしていかんと。 

○Ｉ そうです。 

○Ｄ それは罰則を強化してもらわんと。 

○Ｉ そうですよね。もう少し。 

○Ｄ 違約金、最低でもとっていうのは必要だと思います。法整備って、また別の問題に

なってくるんですけど。 

○Ｆ あまりにもニュースで聞くのがひどいからびっくりするんですけど、そういうのが

たくさんあるということ。 

○Ｉ 事業主ばかりが悪いような報道の仕方ですよね。 

○Ｆ 悪いようにね。 

○司会（福井） ざる法になるのが、むしろ問題でしょうね。罰則もきちんとしないとい

けないし、あとは在留資格のチェックも、今の体制が非常にゆるい感じがします。 

○Ｆ それはゆるいと思います。 

専門って人文国際の業種で入ってきてる人、採用面接に来たけれども、全然違う職

種で応募してきてるので、それはだめですよと言ったんですけど、前はどこで働いて

たかというと普通の販売してたとか。それ違法ですやん。でもうちは法律を守るから、

その仕事では、あなたのこの資格では雇えませんと言います。正しいとこはそう言い

ます。 

でも、その人たちは清掃事業や何やかんやで、どこかで働けてる場があるんです、
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今までその資格でほかの業務してた。そこの取り締まりを強化していただきたい。 

○Ｄ 問題になってるのは、農業とか漁業とかが多いんじゃない。一般のあれでは、まず

町の中では、私もコンビニを見てると、社長も、外人ばかりしか来えへんし、雇わな

しようがないしというのが現状です。特に店員さん。コンビニなんかに来とる人は、

結構優秀です。あれだけの業務をこなすので。それで日本語やるのは。 

○Ｃ 留学生が多いんと違いますか。 

○Ｄ 留学生がね。 

○Ｃ 学生が。 

○Ｃ 学生やったら時間に枠がないから。 

○Ｄ 何かかけもちをものすごいしてるみたいです。 

○Ｆ 28時間、合わせて超えたらあかんけど、2カ所で働いてたらわかりませんもんね。 

○Ｃ そうですね。その範囲を超えて働いてる人が多いみたいですね。 

○Ｆ 人手不足なのか。 

○Ｃ どうしても、企業的には雇わないと回らないのもあって、苦肉の策なのか。 

○Ｄ だけど、現実的に考えて外国から来た人、今、最低賃金以下で働いてるのも、いく

らでも職は何とか。どう考えても。 

○Ｆ 最低賃金が上がってますから。 

○Ｄ あれもちょっとオーバーなところがあると思うんです。不良なところのブローカー

で。 

○司会（福井） 先ほども出たように、農業とか水産とか割と都市部ではないところで、

違法な、あまり遵法意識もないようなところでやってるのが起きてしまう。そこには、

なかなか社労士が入るというのは。 

○Ｄ 入るというのはね。我々が入ってるところは。 

○Ｆ 行政書士。 

○Ｄ もう入管とかな。 

○Ｆ 入管もそうですし。 

○司会（福井） 通関業務は行政書士も入りますから。 

○Ｄ 我々、結婚とか国際結婚とか専門にやってるやつおるけど、本当にわかってるのか

って言うんだけど、いやいや、書類が出てきますから言ってますけど。 

○Ａ 偽装の結婚させたりするのが。 

○Ｆ ありましたね。 

○Ａ ブローカーもあります。戸籍出しとか。 

○司会（福井） これもまた非常に闇が深い問題ではあります。 

  労働だけではなくて、いろんな社会問題に労働問題がつながっていて、結局のところ

移民問題そのものにつながっていくような感じします。この外国人労働の問題は。諸

外国ではずっとそれで悩んでいる。日本はその辺ナイーブな感じが非常にあります。 
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○Ｆ 在宅勤務の話、いろんなところで在宅勤務するし、いろいろな多様な働き方、企業

内で働き方とか実施されてる大企業もあると思いますけど、限られてると思うんです。

職種も限られてるし、私たちがかかわる中小企業で、在宅勤務するようなことって、

そうないです。ですから、いろいろうたわれてますけど、在宅勤務での法整備もせな

あかんし、労働時間の管理もせなあかんというと、いろんなシステム入れないとでき

ないです。お金もかかりますでしょう。中小企業、特に小企業にとってはなかなかで

きない。 

  それができたらいいと思うんです。育児休業の人やら育児から復帰した人とか、子ど

もが熱出して通えないとか、通勤時間がかかるからそれだけで疲れてしまうとか。そ

ういうことにはいいと思いますが、なかなか小規模で無理ではないかなって思ってお

ります。 

○司会（福井） 中小企業でとなると、出てきてもらってやることが大半であって、そう

でないんだったら完全にアウトソースでやってしまう形ですよね。だから在宅勤務、

雇用の形で在宅してもらって、なかなかその辺のニーズがあるのかないのか。 

  そこで使えるものは在宅のコンピューターを使ったツールであるとか、そういうもの

がまずは対象になるのかなと思いますけど、中小企業でなかなか使えない。 

  大企業は割と最近ふえてはきてると思うんです。ただ、ちゃんとした勤務管理ができ

てるかというと怪しいですし、使いこなしてるとは言えないのかなという印象があり

ます。それも過渡期の問題なのか、それともあまりはやらないのか。そのあたりはど

うでしょう。 

○Ｄ 今の話ですけど、フレックスタイム制は昔から、同じではないですけど、就業時間

を選べる制度であります。フレックスタイム制も、私ら社労士を受けた十数年ちょっ

と前ですけど、これからはフレックスタイム制やから、これを勉強するようにと結構

言われたりしてたんですが、実際にはそれほど広がってないと思います。在宅とか管

理されない働き方は、あまり日本人には向かないのかなと個人的には思っております。 

○司会（福井） 人事の評価にもかかわってくると思うんです。熱心に働いてる、頑張り

を評価する。成果ではないと。 

それがなければ、逆に長時間労働が下がっていく部分もあるでしょうけど。普及す

るのかな、新しい働き方。 

○Ｄ なかなか難しいと思う。 

○Ｉ 関東ではテレワークという感じがすごく数がふえてきて、助成金も東京都独自のも

のを出されたりとか一時されてたので、かなりふえてるようには聞いております。や

はり業種によるんだろうなと、先ほどＦさんが言われてたように、中小だからだめ、

大企業だからだめではなく、業種によっては中小零細でもテレワークというか、そう

いうことをむしろ進めたほうが効率もよくやっていけることもあるのかもしれないの

で、そうなってきたときに、我々がどの程度そこでかかわれるのか、今までとだと会
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社に来られる従業員さんに対する管理の方向で、もちろんテレワークはテレワークの

管理の仕方は当然あるんでしょうけど、またそういったことをいろいろ。国も指針で

すか、何か出してますよね。 

○Ｆ テレワークは出してます。 

○司会（福井） 会社さんとしては、見えないものについては何か意識が薄くなっていく

というか、管理の仕方として逆にゆるくなるのはどうしてもあって、その場合に、ち

ゃんと公平な人事評価をどういうふうにするかも出てくるでしょう。だから、成果物

が具体的に出る、例えばシステムエンジニアとか。 

○Ｉ そうですね、業種で。 

○司会（福井） そういうものは、多分評価のしようもあるんでしょうけど、例えば一般

事務をテレワークでやるとなってくると、なかなかその辺は評価しにくくなってくる

かもしれないです。 

○Ｇ テレワークの時間管理でいきますと、先ほど話させていただいたんですけど、高齢

者の仕事が、生活のためにという高齢者がふえてきておりまして、例えば一番、高齢

者が最後のとりでと思われてる清掃の業務等でいきますと、高齢者でもできるんです

が、やはり若い人と比べて能率が落ちるんです。よく時間をかければ、同じところを

きちっと仕事はできるんですが、今の段階でいきますと、時間で労働力を買うという

仕組みしかなくて、例えば極端なこと言えば、人の1.5倍かければ80歳の人でも、お掃

除きれいにできたりするんですけど、時間かかるんです。 

そうなってくると、やっぱり1.5倍かかる人って雇えないという問題が出てきてて、

人手不足。この時間、若い人のスピードで働いて時給1,000円。でも、同じことをやる

のに年とってくると1.5倍とかかかる。でも、できなくはない。でも、そういう人は雇

わない。そうしてくると人手不足も出てきてるので、成果と時間とが加齢とか人によ

って乖離してるところが、ちょっと問題になってきています。 

○司会（福井） 時間をベースにした賃金体系ができている。それがうまく機能しない。

最低賃金の枠があるので、そう簡単に切り下げるわけにもいかない。そこをどうした

らいいんだろう、これもまたすごく難問です。また、そうしないと高齢者を雇えなか

ったら、結局それは全て社会保障になってしまうわけです。 

  外国人を雇うのとどっちがいいですかね。外国人が優秀かな、働いてくれるのかな。 

○Ｄ それは業種によると思いますが、建設業、私もお客さんで足場を組んでる会社があ

るんですけど、そんなに技術力も必要なく、仕事も簡単に覚えられるので外国人実習

生が十分生きるんですが、製造業で工作機械をつくってる会社は、仕事をまともに覚

えるのに2年近くかかる。そしたら期間満了で帰る状態なので、やはりスキルが必要な

い仕事に関しては、働く能力が低い方より外国人のほうがいいでしょうし、スキルが

必要な会社に限っては、やはり熟練の方のがよかったりは。 

○司会（福井） そうですね。業種の違いというか、一旦スキルを身につけた方を、でき
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るだけ長く雇う、それは技術職ではよくあります。 

○Ｄ そうですね。うちの場合、染め物屋さんなんか結構あるんですけど、80歳を超え

てても、ばりばり働かれてる方とか結構いらっしゃいます。 

○Ｄ 高齢者の場合は、技術を皆さんつけてもらうことが必要ではないですかね。若いと

きだけの技術じゃなくて、年とってからの技術。 

○Ｆ 熟練のね。 

○Ｄ そうですね。 

○司会（福井） そうすると、あまり高齢になってから仕事をするんじゃなくて。 

○Ｄ そうですね、ある程度見通しを立てて。高齢化社会があるので、次の、第二の人生

みたいなのを設計を立てないと、だめなとこもあるでしょう。高齢者の方も。 

○司会（福井） そうか、そこにも社労士の役割がもしかしたらあるかもしれないですね。 

○Ｄ そうですね。 

○司会（福井） 働き方プランのアドバイザーはひとつ考えられる。 

○Ｉ キャリアコンサルタントさんとか、そういうことをいろいろ、キャリコンて言われ

ている資格を。 

○司会（福井） 社労士とあわせて持ってる方が多いですね。 

○Ｉ そうですね。社労士さんでも多いので、そういう人たちは、若い間から生涯職業設

計みたいなのを、こういう資格をとって、このあたりでこうしましょうとかというお

話もなさるように、私自身は持っていないのでわからないですけれども、そういうふ

うに聞いてはおります。 

  ですから、社労士も当然そこにかかわる仕事、業務だとは思います。そういうふうに

考えていくと、簡易な作業は外国人だけになるのかなというところも出てくるので、

先ほどＧさんが言われてたように、能力が落ちる、その部分を事業主も工夫をして、

けがをさせない工夫だけじゃなく、力がない人でも、この機械を導入すれば高齢者で

も、若者と同じような力になっていけることを考えていかないと仕方がない時代に入

っていくのかな。それこそＡＩではないですが、何か。 

○司会（福井） 技術がどんどん伸びてますから、サポートグッズというかな。ロボット

みたいなのをくっつけて。 

○Ｉ そうですね、介護でもロボットスーツあります。 

そういう事業主側の努力も必要になってくる。そうでなければ、もう外国人が簡易

な作業してしまうことに淘汰されてしまうような気がします。 

○司会（福井） まだまだ日本にいる労働力を大事にしないと。 

○Ｉ 生涯現役100歳までと言ってるのであれば。 

○司会（福井） 100歳まで働くという、かなりつらい時代になってますけど。 

○Ｉ 安倍首相はそういうことを、100歳構想なんて会議でやってましたよね。 

○司会（福井） 楽しければいいですけど、つらいかもしれないです。 
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○Ｉ そうですね。 

○司会（福井） 新しい労働問題も、外国人の問題、テレワークとか新しい働き方、それ

から高齢社会という3つの大きなテーマを扱いました。 

  あとは病後の復帰支援であるとか、例えばがんサバイバーです。そういう方の復帰の

配慮。社会保障と雇用保険とか、そういう保険とのリンケージも病気の場合に必要に

なってくることですので、社労士の仕事だと思うんです。 

  がんサバイバーとか、そういうテーマとか扱われてる方、いらっしゃいますか。 

○Ｉ 私自身してるわけではないですが、社労士会でがん就労支援という部隊をつくって、

今、実際に活動をしております。部会でしたっけ。 

○Ｆ きょう、来られなかったんですけど、がん就労支援の部会の。 

○Ｉ 部会長さんいらっしゃいますね。 

まさしく先生がおっしゃったような社会復帰も、いろいろ総合的な相談を受けられ

るような、サポートする側に立つのが1つと、もう1つは、がんに罹患された方でも、

また復帰をしてきて、会社もそういう人たちを雇用していける状態をつくれるように、

会社に対してもそういう説明をしていく使命を社労士は持っているんだから、両方に

対して。個人に対しても、企業に対してもサポートできるような体制をつくるという

ことで、今動いてはいます。 

○司会（福井） なるほど。じゃあ、担当の部会長がいるこということですね。 

○Ｉ そうですね。いらっしゃればもう少しは。 

○司会（福井） 次のテーマに進めたいと思います。最後のテーマ、これからの社労士の

進むべき方向性と書きました。何が議論したいかというと、弁護士的な意味での法律

家、法律的な専門職という1つの方向があるかなと思いますが、それとは違う、よりコ

ンサル的なジェネラリストとして寄り添う姿勢で会社の顧問業務をやっていくと、大

きくはそういうふうに分かれそうな気がするんです。 

どっちが、両方と言われるかもしれないですけど、そのあたり、実際にはどういう

ふうに会社の社長さんは、どっちを認めてるのだろうなと、実感としてどっちのほう

がというのをお伺いしたいと思います。最終的に社労士がどういう形で生き残ってい

くか、あとはアピールの仕方として専門家でアピールするのか、それとも相談しやす

いアドバイザーなのか。両方ですけど、そのあたり自分はこういうふうにいろんな仕

事を受けることが多いということがありましたら教えてください。 

○Ｆ 両方だと思います。事業主さんは、法律のこと聞いてんのと違うと言われることが

多いです、相談。法律のことは弁護士に聞いたらわかるとか、本に書いてある。役所

が言うたとおりだというところがあるんですけど、やっぱり法律はこうで、法律の意

味がわからないのもあると思うので、その説明と、それでできる範囲はこれですよと

いうアドバイスはセットになる思います。法律を守れだけだったら、絶対に仕事にな

らないと思います。 
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○司会（福井） なるほど、両方である。その法律をかみ砕いて、わかりやすく伝えてい

く。そういう意味での法律と会社との翻訳者ですか。 

○Ｂ 今後は、個人的には高度なジェネラリストのほうかなという気がしております。一

応法律を知った上で、でも実際、事業主さんが求めてるのはそうではない。法律上の

争いは弁護士の役割なので。法律はもちろん知ってて、今後の法体系は知ってた上で、

その上でどうしていくかという方向になっていくほうが、やっぱり事業主が今度求め

ていくところなのかなという感じです。 

  実際、いろんな問題ありまして、中には、事業主も法律を知ってか知らずか、脱法・

違反になってることありますけど、もちろん違反は違反として認めた上で、その上で

法律の枠内で、事業主さんをよりよい方向に導いていくのが我々の仕事かなと思って

ます。 

  ただ、これやると法律違反ですと、そこだけは絶対とめる最後のとりでにはならない

かんなとは思っています。本当に知らずで法律違反がいっぱいいますので、そこを見

極めてやるところですかね。 

○司会（福井） なるほど、高度ジェネラリストという形。両方だという話ですけど、高

度ジェネラリストに少し傾いてるかなという感じですけど、ほかの先生方はいかがで

すか。Ｈ先生。 

○Ｈ 私も、社労士として高度ジェネラリストということで、この先の方は求めておられ

ると思いますので、そっちを目指すべきかなと思います。法的専門性を目指すと、ま

た大学の先生であるということになるのかなと。個人的にはちょっと思ってたんです

けど。 

○司会（福井） でも、大学は教える立場ですから。実務は資格がなければできないわけ

ですから。 

○Ｈ 高度ジェネラリストといっても、根本には法律の専門家ということが根底にありま

すので、それを踏まえた上で、実際の業務でどう顧問先とかかわっていくかで、高度

ジェネラリストしかないかなというのが、個人的な考えですけど。 

○司会（福井） なるほど、ベースに法律はもちろんあると。ただ、事業主さんとのかか

わり方は、ジェネラリストとして幅広く、いろんな相談に応ずると。 

○Ｈ そうです。会社自体が、幅広く全てのことについて社長が判断していかないといけ

ないわけです。それの相談役、人にかかわる相談役として社労士がいるので、幅広く

ジェネラリストとして、法律を踏まえた上でアドバイスをしていく、それが社労士の

基本ではないかなと思ってるんです。 

○司会（福井） どうもありがとうございます。Ｃ先生。 

○Ｃ 私も事業主さんからの相談、いろんなことを聞かれることが多いです。社労士以外

のことも。私も、わからないことはわからない言いますし、頼りにしてもらえるのは

ありがたいなと思っています。 
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  もう一つ事業主さんと従業員さん、事務の方とかそういう方が、今、携帯電話ありま

すので、直接電話かかってきたりします、両方からかかってくる場合もあります。そ

のとき、どっちにつくというわけではないですけども、その調整がちょっと難しいな

と思ったこともあるんです。 

○司会（福井） 実際、従業員さんと事業主の間に立つような立場が社労士なのかなとは

思いますけど、確かに立場としては苦しいです。どっちに立つか。 

○Ａ 私は皆さんと違うんですけど、ジェネラリスト、私の場合は薄っぺらいジェネラリ

スト、かつ会社の問題解決に対するスペシャリストというスタンスで、大体会社に臨

みます。当然、何でもできるわけじゃないですし、例えば障害年金とかで結構複雑に

なってくるので、多分そこで即答全部できないこともあるので、それは持ち帰ったり、

もしかしたらほかの社労士に振ったり。 

起こった問題を解決する知識は必要だと思うんですけど、全部自分で解決するのは

なかなか難しいので、自分の得意分野に特化して、一番会社が求めてくるのは、その

問題を解決してくれること。それに特化して、それをいかに鮮やかに処理できるか。

そこに力を入れて社労士をやってます。 

○司会（福井） 問題解決のスペシャリストって、いい言葉ですね。法律は、それだけで

は生きてない。それを生かすのは、問題を前にして自分で考えていって、事業主さん

だけではないですけど、会社が求めてるような具体策としてそれを示していくこと。

それを多分、問題解決のスペシャリストとおっしゃっておられるのかなと思います。 

○Ｇ この調査の11ページにあります、今度拡大する業務の2番目の労務監査、労働条件

審査ですけど、行政に私も労働条件審査推進部会ですので、入ることももちろんです

けど、企業は、会計については税理士さんや会計士さんが調査をするんですが、労務

の調査って、いうなればプロがいないんです。社内の調査とかをしたとしても、結局

会計の調査と自分たちが知ってるところだけで、就業規則の不備であるとか、法律が

変わっても就業規則が、大手とかでもあるんですけど変わってないとか、規則同士の

不備であるとか、それに関して起こった問題についての社内監査とかは全く抜けてる

部分です。 

例えば、今コンピューターが入ってますので、監督署の調査等があったとしても、

何人分選んでくださいとか、そういうサンプル調査しか出ないけれども、実際は出て

ないところに問題があったりとかする。内部の人材がいないです。例えば税理士さん

の下だと簿記3級、2級、1級あったり、そして税理士さんがあったり、会計士さんがあ

ったりするんですが、社労士の仕事をしたって、えせ管理者と言えばそうですけど、

その辺のサポートする人がいないために、会社内の労務監査ってむちゃくちゃおくれ

てるし、それに伴って、行政も入ったとしても何を聞かれてるのかわからない。 

とりあえず、つじつまだけ合わせとけばいいという状況が現実にあるので、最終的

には会計士さんみたいな企業の監査をするところまで入れれば、社労士の将来はある
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かなと、ちょっと壮大な計画ですが、非常に思うことが多いので。 

○司会（福井） 特に会計士ですよね。会計監査人という形で、大企業の監査に法的にか

かわるようになった。それで、彼らは一定数絶対に仕事がある状態を確保したわけで

す。これは会計士だけで、弁護士ですらそれはできていないことではある。 

社労士が政治連盟とかを使って、労務監査に社労士が必ず監査の印鑑を押さないと

いけないとか、署名しないといけないとなってくると、劇的に社労士の存在価値は上

がります。ただ、そこへのステップは、そもそも労務監査が必要なんだという必要性

の認識が、企業にまず浸透していかないといけない。 

  どういう戦略があり得るでしょう。どこかでやらないといけないというか、少なくと

も上場の場合のルールに入っているとかが必要になってくると思うんです。 

入札だけではなくて、上場するんだったらそうだし、仮に上場でなくたって、ある

一定規模以上については、労務監査について社労士のチェックがあって、ちゃんと監

査意見みたいなものがついてないといけないんだとしていかなければいけない、将来

的には。労働はそれだけ大事なものだと私も思います。 

○Ｇ 社内で、これもものすごい壮大な話ですけど、衛生管理者50人以上で１人ですけ

ど、そこから先は全く労務監査のストッパーがないです。例えば1,000人に１人の会社

であれば社労士がいるというところでいって、その人も社労士として、それなりの待

遇を受ければ働き方改革とか、そういったところの推進もできるんですけど、現実に

そういうのやってる人は、全くというか体系的に学んでない人がやってて、齟齬を起

こしてるという実態もあるので。そういうことをやってた社労士は、もしリタイヤし

たとしても社労士会に入ってきて、その経験が生かせるだろうし、ああいうふうにな

りたいなということで、社労士になりたい人もふえてくるしとは思うんです。 

  できれば賃金、税金は非常に大きな問題ですけど、働かせたのに賃金を払わないとか、

さっきＤ先生がおっしゃったように、本当は払わなくてもいいところを払ってるのを

総合的にやる人がいなくて、みんなパートパートではやるんですけど、財務部とかは

あるけど、なかなかその辺が問題かなと思ってるところです。 

○司会（福井） 人事は当然あるとしても、監査という観点から人事を見るのはあまり聞

かないです。監査の専門家として専門性を高めていく。これは必要ですけど、どうい

う戦略を練るかですね。 

○Ｉ 私は労働条件審査推進部会に所属してますので、まさしく専門性というか、労務監

査は社労士イコールしなければいけないという使命を、使命をというか、そういうミ

ッションがあって、今活動しているところです。 

まずは、上場企業はちょっと私の認識不足というか知らないところですけど、上場

企業の場合は、必ず労務監査というか労務面もクリアしなければ上場できないと聞い

ていますので、どなたが監査されるかは別として、そういうチェック項目があって、

最低これらが全てそろわないとだめですよというのは、労働面に対してきっちりなさ
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ってると聞くんですけど、それをするのが社労士ですというところまで持っていけれ

ばいいなというのが1つ。 

あともう一つは、自治体で一般競争入札で、自治体が公共事業を民間に委託をする

場合に、今、経営審査、行政書士の先生がされているような経営審査が、経審、経審

と言われるものですが、それを社労士が、経営審査ではないですけど、社労士が労務

監査をしなければ入札できない。あるいは社労士がチェックをした企業がそこに入っ

ていけるようなことを、法律で定めるところまではいかなくても、そういったものを

各自治体だけではなく、国全体で考えていただけるような方向に、最終的には持って

いけると、ひとつの社労士の業務拡大、確定ですよね。現在、社労士も監査であると

か労働審査にかかわることはしているんですが、社労士しかできないとはなっていな

いので、しかできない的なことにしていただけるようなことになれば。 

  少し前、法務省の民間委託の事業で、法務局の窓口業務を入札したければ、社労士会

に依頼をして、社労士さんが労務監査をしたお墨つきをつけて入札をしてくださいと、

国全体がそういうことを言ったために、手を挙げる企業さんは、大手でないと頼むと

10万、20万というお金がかかって、社労士団を組んで、大手の企業をチェックをした

んです。 

そういうことを言っていただいて、当たり前にそれがなってくれば、当然チェック

をするのにお金を払わなければ入れないれけども、それ以前の問題として、日ごろか

らちゃんとしておかなければ、チェックをされたときに問題になるぞと、もう少し社

労士に対する見方ですか、各企業の認識も変わってきて、社労士に対する支払い、一

番最初に申し上げた、ちょっと単価が低いなと感じてる部分が、もう少し底上げされ

てくるんじゃないかなって思ったりするんです。 

○司会（福井） 労務監査が行政等の入札条件とかそういうところで、徐々に、確かに広

がってるだろうとは思います。自治体が中心だとは思いますが。 

  でも、まだまだ社労士がとはなかなかなっていないのが現状だとすると、どういう売

り込み方があるか。 

○Ｆ そうなると、先ほどの法的専門性を高めて。そちらの分野は労働面の専門家の社労

士がチェックしないとだめだよ、会社合併するに当たって、相手の会社の労務監査を

ちゃんと通ってるとこ、通ってないと合併の契約ができないとか、そうなったらいい

ですね。 

○司会（福井） 監査となると、やっぱりかなり細かい法律専門家としての知識が必要に

なってきます。それは監査意見を書くというレベルですから、かなり細かく法的な問

題を指摘して、これではだめだということ、どういう点を改善しなければこれは通ら

ないとか、そういうことが書けなければいけないということですから。 

○Ｉ 労務面だけで言えば、社労士は現状、顧問先に対してもそういうことをしているの

で、今、上場企業の監査をされるのは、監査法人みたいなところには弁護士もいらっ
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しゃるし、公認会計士もいて、社労士もいて、そういう団を組んだ上で、行政が、自

治体が通常の指定管理の中で依頼をしてるのも、そういうコンサル会社であるとか、

あるいは監査会社に依頼してるっておっしゃんです。社労士には依頼をしないけど、

そこに社労士は入ってますよとおっしゃるんです。 

ですから、今、先生がおっしゃったようにかなり高度な、そういった報告書を書か

なければいけないときに、弁護士の先生の意見も一緒に入れなければいけない状態に

なる。広がるとそうなるかもしれないですけど、社労士の専門性として労務の面、あ

るいは社会保険であるとか労働保険の部分は、当然、我々も法律を勉強してるわけで

すから、そこに対する違反、あるいは何か問題があればしっかり指摘をしたりという

意見は書けると思います。 

ですから、それをもう少し違う意味でのスキル、書くほうのスキルであるとかも含

めて法的専門性を高めれば、そちらに特化したい人はそこ、あるいは社労士として顧

問先だけにということであれば、高度ジェネラリストという2つの位置で行かなければ、

業務拡大は難しいのかなという気はするんです。 

○司会（福井） 1人で両方備えるってなかなか難しいですよね。 

○Ｉ 難しいかなと思うんです。 

○司会（福井） その意味では分かれてくるのかなと思います。コンサル会社に入って、

そういう監査に特化したような働き方の専門を高める人もいれば、高度ジェネラリス

トという形で、事業主さんに寄り添うというか課題を解決していくというか、そうい

う専門家になる。1人でできればいいですけど、そこは役割分化していく。会としてそ

こをうまくまとめていければいいのかもしれないですね。 

  あと残り10分ぐらいですが、最後、先生方からざっくりした感想とかをいただいて、

終わりにしたいと思いますが。 

  最終的には、社労士は専門家としての地位をどう高めるかというのが、最後の一番大

事な課題かなと思ってます。初歩的な知識を高めるという監査の専門家という方向と、

それから寄り添う、課題を、問題を解決するスペシャリストという2つのあるべき方向

を示されて。両方できれば一番いいですが、それを1人でやるのは難しいから、いろん

な人がどっちかで深めていって、会全体としては両方から備えて、社会ニーズに応え

てというか、そういう方向になるのかなと。一応そんな展望が見えてきたような気が

いたしますが。 

○Ｂ 今回、アンケートいただいて一番最初に思ったのは、このアンケートの結果で一番

すごいなと思ったのが、開業社労士で顧問先がありません。売上300万未満ですが、ま

だかなりの人数を占めている。これを何とか底上げしたいなと。これが会の仕事なの

か個人の仕事なのかわかりませんけど、社会保険労務士として地位を上げていくため

には、ここが上がっていかないことにはだめだと思うんです。 

もちろん労働条件審査とか、一般的に知らしめていくことも大事ですが、個人個人
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の社労士自身に魅力がある、もちろん本人が満足してたらそれでもいいですけど、最

低限それなりに法律としての専門家としてやっている以上、それなりにお客さんがい

て、それなりの報酬を得る。でなければ自信も持てないと思うし、説得力もないと思

うんです。 

だから個々人がもうちょっと上がっていけるようなことを、会全体で底上げしてい

けるような方向に今後行けたらなと思いました。 

○司会（福井） それとの関連で16ページに、開業社労士のクラスター分析が載ってい

ます。これで300万未満とか300万から500万、300未満、セカンドライフとかセミリタ

イアが多いです。要は、セミリタイアの方は、定年後の仕事として資格をとってやっ

てる方ですし、セカンドライフ、転職してという形で、発展中の方もおられます。 

どちらかというと、これもある種の老後の働き方みたいなところもあり一概には言

えないけど、ちょっと気になることが1つだけあって、そういう方が好意で安く仕事を

やってあげるのがよくあるんです。これが専門家として、専門職の仕事を切り下げて

る部分になります。それはよろしくないと思います。 

主婦の方も、前の分析のときには、ジェンダーでも見たんですが、主婦の方でそう

いうふうに安くやってると思われる人たちが一定数いました。 

○Ｇ 先生のおっしゃるとおりだと思います。14ページにも書いてありましたように、

社会保険労務士の社会的認知度の向上が全てで、企業でもこの認知度が向上してない

ためにという言い方もおかしいですが、社会保険労務士の資格をとったとしても、う

っとうしいやっちゃという形で健保組合とかそういうところに回されてしまって、結

局中枢の部分には残れない。もう一方で、開業したとしても社会保険労務士、何？保

険屋さんというぐらいの扱いを受けてしまう現状があって、1つの仕事として社会的認

知度を上げていって、必要な人材だということを知らしめていくのが重要ではないの

かなと思っております。 

○Ｄ 今の話の続き。私もこの話ししたいなと思って、どこで言うのかタイミングがなか

ったので、今話しさせてもらいます。 

最初に言いましたけど、ニーズとしてまだまだ社労士が役に立てる会社はいっぱい

埋まってると思います。ただ、社労士がということを知らない。何をやってるかもわ

からない。社労士がこれをやることによって、自分が本業に集中できて、どれだけ会

社にメリットがあるのか知らない。こういうことを知らない方が、結構な数いらっし

ゃると思います。 

  例えば年間の変形で残業が節約できるとか。小さい会社になってくるんですけど、ず

っと働いてた奥さんほとんど引退してるのに、給料を普通に払って社会保険に奥さん

も入ってるとか。奥さんは半分引退してるわけなので、給料減らしたら扶養家族に入

れるじゃないですか。細かい話ですけど。こういうことが、すごく喜んでもらえるん

です。 
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  今のこれに関しては年金事務所的にどうなのかわからないですけど、社労士が入るこ

とによって、こんなメリットがあるんですよという具体例を出すことによって、大分

埋まってるニーズが出てくるのかなと思います。 

○司会（福井） こういうメリットがあるとみんな知らない。それは本当に知らないと思

います。だから、そういうところをもっとアピールできれば。 

  あとお一方ぐらい。 

○Ｆ 認知度を上げるとか必要性を上げるとか専門性をクリアする媒体として、広報活動

が必要だと私たちは考えているので、社労士会としても広報にもうちょっとお金をか

けて、やっていけたらいいかなと思ってるんです。媒体大きいですもんね、影響があ

る。 

○司会（福井） 今、弁護士さんも、司法書士もいっぱい広告出してますよね。 

○Ｆ まだまだ。お金がかかるんですけども、ちょっとお金をかけて。 

○司会（福井） 例えばテレビのドラマとかどうですか。 

○Ｆ ドラマね、ちょっとだけありましたけどね。 

○Ｇ すぐ消えましたね。 

○Ｉ でも、ダンダリンは長かった。 

○Ｆ でもまあ、ダンダリンはね。 

○Ｉ いい社労士さん。ブラック社労士じゃなくてよかったですけど。 

○Ｆ あの社労士、すごくもうかってる。 

○Ｉ よかった。もうかってるやつですよね。 

○Ｆ もうかってるドラマ、社労士が。 

○司会（福井） そういうイメージも大事ですから。 

○Ｆ 大事ですね。 

○Ｉ それは、若い方に向けてのアピールで、どんどん若い人が、本当に魅力のある資格

だなって思ってくださることが、将来の社労士が安定していくことというか、光が見

えてくるなと思うので。若い方が、いや、そんな資格あってもなくてもいいよねと思

うような資格でないことを願いたいです。そのためにはイメージ作戦は大事だと思い

ます。 

○司会（福井） 時間になりました。本当に2時間あっという間でしたけれども、貴重な

意見をいただきまして、ありがとうございます。 

あと、ほかの都道府県会でいろいろと意見交換させていただいて、その成果を皆さ

んに還元させていただきます。これで終わりではなくて、また続けてまいりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 
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社労士の将来に関する検討会（於福岡県社会保険労務士会） 

2018年11月21日 

 

○司会（福井） 今日は大阪から来ておりますが、私は福岡市の出身でして、大学院は九

大です。福岡に帰ってくるとほっとするというか、お近くでこういう会をさせていた

だけることは非常に光栄に思っています。 

  皆様、お忙しいところ本当にお時間いただきまして、ありがとうございます。全国会

の協力を得て、アンケートの調査をさせていただきました。5年前にも社労士会の、連

合会のプロジェクトで調査をさせていただいたんですが、さらに社労士の今の業務が

変わりつつあると。大変重要な時期にあるなと気がつきまして、それをさらに深める

ということで、文科省の団体である日本学術振興会に申請しましたところ、企画が通

りました。それで、ことしの春に社労士の業務についてのアンケート調査をさせてい

ただきまして、今はそのフォローアップで、実際に社労士として最前線で働いておら

れる皆様の肌感覚というのか、このアンケートが本当にどこまで正しいのかという意

味でフォローアップをしたいと思いまして、こういう企画をさせていただきました。 

しかも全国でできるだけ、4、5カ所しかできないのですが、なるべく分散してお話

を聞く。東京とか大阪の感覚だけではなく、福岡、愛知、広島、そういうところの肌

感覚がどうなのかをお伺いしたいきたいと思って、企画させていただきました。 

このアンケート調査に関しましては、全国会で月刊社労士の12月号に載せていただ

くことが決まっております。50周年という大変大きな節目のときに、こういう調査研

究をさせていただいたことを皆様に感謝したいです。 

  10人おりまして、1人3分ずつ話しても回すと30分かかってしまいます。てきぱきと

やりたいですし、あと、2時間ほどのお時間をいただければと思っております。最初に

簡単な自己紹介と、アンケートの内容が前提ですが、調査結果についてのざっくりと

した感想を伺いたいと思います。 

事前にお願いさせていただいていたとおり録音させていただいて、これに基づいて

会議録をつくらせていただきます。メモをとりながら司会をするのは能力的に無理で

して、その補助道具というか、一応録音したものを後で聞きながら会議録をつくらせ

ていただくということでございます。御協力をお願いいたします。 

それで、名乗ってから発言を、録音を起こす関係上、お願いします。 

  こちら側から順に簡単な自己紹介と、ざっくりとしたこの調査に関する感想をいただ

ければと思います。 

○Ａ 私は福岡市の中央区に事務所を構えておりまして、開業で、そして大体職員が20

名くらいの事務所になります。Ａと申します。 

  一応、アンケート調査を読ませていただいた中で、基本的にずっと見てて、なるほど

なと、あまり本当かな？というところはありませんでした。収入にしても、この中で
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するとあまりほかの人の収入がよくわかっていない状況なので、これが妥当なのかど

うかよりも、大体世間で言われている数字的なところも出ておりましたし、やりたい

業務とか、特に今後の業務の拡大という中でも、項目内容についてのチョイスも今に

合っている項目だし、それの順番づけもアンケート結果というと、自分としては、自

分の感覚とはほぼ同じような感覚でのアンケート調査だなというところが。 

そのかわり一番最後まで読むと、女性が約3割で、勤続年数は13年とかなると、13年

もなってこれかなというところも。あれが、全体から見るとこれはいいですけど、勤

続年数13年になると、やっぱり売り上げの面も、もうちょっと社労士も頑張らなくて

はいけないなというのが、この意見でした。この程度でよろしいですか。 

○司会（福井） よろしくお願いいたします。 

○Ｂ Ｂと申します。 

博多区で開業しております。今、スタッフは3名おりまして、もともと勤務登録を、

ここで言う企業に勤務してた社労士でして、平成14年に勤務、社労士業務は全くして

なくて、普通の営業職をやっておりました。ただ、名刺に社労士とつけたいがために

登録をしたという。19年に開業登録に変えました。その後は、行政でアルバイトをや

っておりまして、本格的に社労士一本でやり始めたのは、平成24年からになっており

ます。 

  この資料を見させていただいて、福岡県会でもアンケートって毎年とったりしており

まして、それとあまり大きな大差はないという印象です。 

私は女性なので、女性の割合とかその辺は気になって見ておりまして、3割弱なのか

と、もうちょっと多いような感覚はしてたんですけど。 

○司会（福井） 受験している方は非常に多いみたいですね。 

○Ｂ そうですね。ちょっと、やっぱり少ないんだなという感覚です。 

  そして配偶者、女性が、離別が多いとか独身が多いとか、仕事をする上で、両立は大

変なのかなという印象です。 

  以上です。 

○司会（福井） よろしくお願いします。 

○Ｃ Ｃと申します。 

私は福岡市郊外でやっておりまして、平成20年に開業をしまして、最初の3年ぐらい

はかけ持ちというか副業しながら、行政協力をしながら、3年目ぐらいに開業社労士一

本でやっております、やれるようになりました。現在、職員と私の2名体制でやってい

ます。 

  私も拝見して、この結果は、就労者はわかりませんけども、業務とかの割合もこんな

感じなのかなとは思ったんですけども、私は今、支部の役員で勤務社労士さんを相手

にした、勤務社労士さんだけが参加できる研修会みたいなものを、もう3年目になりま

すが、年に3回ぐらいやっておりまして、その中で勤務社労士の方がかかわることがす
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ごく多くて、そこでいろんな希望とか意見とかを聞くような仕事をしておりますので、

きょうはＡ先生からお誘いいただいたのは、多分そちらからの意見もということだと

思いますので、その中で私がいろいろ聞いたりしたことをお伝えできればと。 

この結果も官公庁とか企業に勤務される勤務社労士さんが、この業務の内容とかも

書いてあったんですけど、まさにこのままかなと。このとおり、これに近いものがあ

ると一致したので、その辺のお話もさせていただければなと思います。よろしくお願

いいたします。 

○司会（福井） よろしくお願いします。 

○Ｄ Ｄと申します。 

数年前に法人化しました。その前は、10年間ぐらい社会保険労務士事務所で勤務さ

せていただいたという経緯で独立しています。今は私を入れて職員が5名体制でやって

います。 

  内容として僕も気になったのが、19ページの社労士の年齢が平均55.7歳、意外と高

いんだなという印象、税理士さんとかの話を聞くと、60歳平均年齢を超えてる、ああ、

高いですねなんて言ってたんですけど、社労士も5歳ぐらいしか変わらないのかなとい

う印象がひとつあったのと、あとアンケートの結果を見て、官公庁勤務社労士でした

っけ、何でしたっけ。 

○司会（福井） 企業と官公庁、それを合わせて勤務社労士のカテゴリーにしています。 

○Ｄ （勤務社労士）の方が、収入は少し高目だけども、仕事としてのやりがい的には、

ちょっと開業の社労士さんよりも低目というアンケートがあったのが、社労士になっ

て、開業したいと思われる方が多いのかなと。 

○司会（福井） せっかく資格を取ったからということは大きいと思います。割と会社内

で資格を取る方は中心に近いような業務をされている方が多いので、その意味では安

定収入が勤務社労士としておありかなという感じがあるんです。それで独立されると

きは多分、もしかすると定年かもしれないですし、それである程度年齢が高くなって

という感じかなという気がいたします。 

○Ｄ ありがとうございます。 

  以上です。 

○司会（福井） 次、お願いします。 

○Ｅ Ｅと申します。よろしくお願いします。 

  福岡市で社労士法人の法人社員になります。従業員数は、行政書士もやっているのと、

労働保険事務組合もやっていますので、社労士法人、今、何人在籍か覚えてないです

けど、グループで見ると40人でやっています。 

○司会（福井） かなり大きいですね。 

○Ｅ 自分のところの労務管理が今、大変な状況になってきていますけど。 

  事務所自体は私の父の代からやっているのでかなり古いんですが、事務組合からスタ
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ートして、40年やっている事務所です。事務所の紹介はそんなところです。 

  アンケートの結果を見て思ったのが、22ページとか23ページにあるのが面白いなっ

て、5因子の特性得点って見たんですが、正直言うと、開業の方と企業、官公庁の勤務

社労士、そんなに大きく差ははないのかなとは思ってはいるんですけど、意外と協調

性が高かったところとか、この統計のおもしろいところは、勤務と開業の方で比較し

ながら見ていくと、正直そこまで大きな差はないのかなという印象も少し持ったとこ

ろです。 

  社労士の特性がすごく出てるなと思ったのが、ほかのいわゆる専門の士業だと、どち

らかというと勤勉性であったりとか、神経症傾向とかまた高くなりそうな雰囲気があ

るんですが、社労士の統計を見てると、一般企業で勤めているサラリーマン的な感覚

値であったりとか、そういった結果に近いものを、勤務の方も近いので、そういった

方が多いのかなという印象を少し持ったので。 

この後で出てくる高度ジェネラリストという話ではないですけど、ほかの士業より

開かれた士業なのかなという印象を改めて感じたところです。 

○司会（福井） 専門性を全く閉じてしまっている専門職もありますけれども、そちらよ

りも事業主さん目線で仕事をされてるのかなと。そういう意味では、会社員的な特性

が表に出やすいのがあるかもしれないと思います。 

○Ｆ Ｆと申します。 

西区で開業をしておりまして、社労士事務所で7年程度勤務して、実際に今こちらで

開業して4年になります。今、スタッフが2名と私の3人でやっております。 

  こちらのアンケート結果ですが、私も今、別の部屋でやっている委員会に所属してま

して、そちらがさっきちらっとお話ししてましたけど、関与先アッププロジェクトの

アンケートをさせていただいてて、これも勤続年数が何年とか顧問先が何年と、同じ

ようなアンケート結果をさせていただいているんですが、これとあまり変わらないな

という印象があります。 

それと、このアンケート結果を見てて、自分がどこに当てはまるかなと思いながら

見てたら、大体一番多いところに当てはまっているので、本当に平均的な人間なんだ

なと自分で思ってしまいました。 

  今、Ｅさんもありましたけど、協調性が高いところが、私はちょっと意外だなという

ところもありまして、あまりどの士業もそうだと思うんですけど、あまり組織になじ

まない人がやって、変わった人が多いなというところもあったんです。ただ、その割

には社労士はすごく仲がいいので、やっぱり協調性という部分もあるのかなと、二面

性があるなと思って見ました。 

  以上です。 

○司会（福井） よろしくお願いします。 

○Ｇ Ｇといいます。 
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社労士事務所に2カ所、通算5年半ぐらい勤めた後に、開業登録してます。今、13年

ぐらいです。ほかの方と違いまして、1人でやっております。それと受験学校の講師を

10年ちょっとやってますので、そういう意味では、社労士を目指そうとする人たちに

日々接しておりますので、きょう、その辺からのお話ができればいいかなと思ってま

す。 

  それとアンケートの結果で、まず9割ぐらいが開業とか法人の社員の方で、勤務の方

が大体1割程度の答えだったと思いますので、勤務の方、こういうアンケートとかにも

あまり乗り気ではないとか、そういったところがあるのかなとひとつ感じました。 

  研修の3ページ、研修を行っていないのが4割程度いらっしゃるということで、県会

なり、支部なりで研修はしょっちゅうやってるんですけども、確かに全く受けられて

いない方が一定割合存在するので、そういう人たちの能力担保といいますか、そうい

ったのを、どんなものかなと感じております。 

  4ページの収入です。ある程度収入がある方もたくさんいらっしゃいますけれども、

300万未満も3割ぐらいいらっしゃるので、どうしても開業間もないころとかは少ない

と思いますけど、今の社労士福岡県会で1,000万塾をやっているんですが、個人的には

1,000万塾の前に500万塾とか300万塾とか、そういったものを開いたりするといいのか

なと、これを見ながら思いました。 

  あと一つが8ページで、開業社労士が、収入が勤務社労士とかに比べると若干低い人

もいらっしゃるけど、仕事に対する不満が割と少ないというか、充実があってその分、

収入が仮に少なくなっても満足度が高い。逆に社労士で勤務の人は、収入は高いけれ

どもいろんなストレスがあって、ちょっと不満があるのかなというのがおもしろいな

と。私もそういうふうに日ごろ思ってたところがありますので、そうだなと改めて感

じました。 

  以上です。 

○司会（福井） こちらこそ、よろしくお願いいたします。 

○Ｈ Ｈと申します。 

中央区で開業しております。私も完全に1人でやってます。私の仕事としては社労士

と、あと労働保険事務組合という労働保険の事業主さんを集めた団体をつくって、そ

こから。その仕事の2つが今、メーンになっています。人に金を払いたくないたちだか

ら全部丸もうけをしようと、こういうスタンスでやっている。 

  アンケート結果ですが、ちょうどひとり立ちできるところとひとり立ちできないころ、

境界線の上に僕はちょうど立っているなというイメージで、1人でやっていると、これ

がひとつの限界かなと思います。例えば体調を崩すと、食えなくなる社労士になって

いくのかなと、個人的にはそういう思いをしながら、この分布図を見せていただいて

います。 

  全体としては、自分のいる立場という個人的な感覚でいくと正しいのかなと。自分の
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スタンスというか仕事の内容、収入であるとかお客様の数を見ても、確かにこういう

レベルだろうなとは思いました。 

  あと、後段の分析を見せていただいてて思ったのは、1・2号業務を中心にしたアド

バイス、助言であるとか相談がプロフェッショナル化するのか、総合的な職域として

広げていく、そこの捉え方が、非常に分野が散らかってしまってるので。これからや

らなければならないことの分析があったんですけども、そこら辺が散らかったような

感じもあるのかなと。 

だから、相談アドバイスみたいなワードでくくると、結構広いところをカバーして

いるんじゃないかなというのが、これを読ませていただいた感じです。 

  以上です。 

○司会（福井） どうもありがとうございます。じゃあ、先生。 

○Ｉ Ｉと申します。 

北九州で開業してます。5年ほど前から本格的に開業社労士として始めてます。この

業界というか業種を全くしたことなくて、完全にゼロからスタートで、右も左もわか

らない状態で始めてきました。 

  このアンケートを見せていただいたんですけど、収入とか顧問先の件数とかで、ほぼ

ほぼ中央値の値だったので、やっと何とか中央値まで来れたのかなというのが実感で

す。見ながら、やっとという、ものすごく参考になるアンケートを見せていただいて。 

  業務内容、9ページからの。それもほぼほぼ同じ、一番多いパーセンテージが同じと

いうのがあって、大体平均と同じぐらいの推移をしてるのかなというのが現状だと思

います。 

  以上です。 

○司会（福井） よろしくお願いいたします。 

それでは、Ｊ先生ですね。 

○Ｊ Ｊと申します。 

北九州支部に属してるんですけど、事務所が片田舎にありまして。よく大分県会じ

ゃないかっていじられてるんですけど、それくらい田舎です。 

もともと税理士事務所に8年間勤務して、社労士としてひとり立ちしてやっているの

は4年目になります。現在スタッフ5名で、僕を入れて6名でやっているところです。 

  Ｆさんも言ってたんですけど、アンケートの一番多いところに入っているのかなと。

上を見ると上には上がいるので、負けたくないなと思って今、見てたんです。 

おもしろいなと思ったのが、24ページの社労士事務所としてひとり立ちできる限界

レベルから、社労士事務所として継続的にひとり立ちできるレベルがわかりやすく分

布されているのが、おもしろいなと思って見てました。あまりここら辺って考えずに、

大体800万から1,000万したら正社員1人というイメージでやってたので、具体的にこう

いう形で見るのはおもしろいなと。 
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○司会（福井） きれいに数字が出たのは私どもとしても意外でしたし、本当にひとつの

目安になるなとは思っています。 

○Ｊ という形で見させていただきました。以上でございます。 

○司会（福井） 一回り話を伺いました。どうもありがとうございます。 

では、ディスカッション内容に入っていきたいのですが、現状どのような仕事がふ

えてきたのか。圧倒的に多い仕事は、健康保険とか厚生年金関係の手続き、これは要

するに1・2号業務です。上が1・2号ないしは給与計算ですから、1・2号に関連の業務

という形かなと。 

ただ、1・2号業務をベースにしながら就業規則等のコンサルというか3号業務に仕事

が広がっていると、そういうことをよく伺います。さらに言うと、企業さんからメン

タルヘルスとか社員の対応とか、結構大変ではあるけど非常にふえている仕事をお願

いされることも、3号ではあるかなと思うわけです。 

  今、ふえている仕事、どんな仕事があるのなというか、ここのアンケートにあるよう

な感じで、これがここで抜けてるとか、こういうのがあるよとか、そういうのが伺え

たらと思いますが。あとは労働監査とか労働条件審査ですね、そういうものも注目度

が高い。ただ、見てると、そんなに順位が高くないので、仕事そのものとしては注目

されるけれども、まだそんな上には来ていないという感じかなと思います。 

○Ｉ これは何でこういう項目があげられた。よく漏れなく書いてるなと思って。 

○司会（福井） 随分議論してつくりました。研究グループに社労士、実は教え子が入っ

てまして、彼がかなり苦労していろいろ拾ってくれました。そんな感じです。 

○Ｃ 私が最近やるのは、外国人技能実習生の法的保護に関する講習ですかね。それとか、

監理団体の外部監査の仕事が去年ぐらいから、法改正がありましたので、それと同時

に、まだ1団体ですけども。 

○司会（福井） 一番のタイムリーなところですよね。 

○Ｃ はい。 

○司会（福井） 監理団体とか、野放し状態だったんじゃないですか、つい最近まで。そ

こにきちんと入り込んで、社労士がそれはやるしかないことですし。潜在的にはもの

すごく広いですが、まだ注目度はそんなに高くないかもしれないです。今度法改正で、

さらに外国人労働者がもっと広く入ってくるとなると、そのあたりどうなっていくん

でしょう。登録支援団体とか何か新しいのが出てきてますが、あれ、何でしょう。 

○Ａ 2つありますよね。そうやって直接、自分たちの仕事が多いのは人事部だから、実

際にクライアントに外国人が入ってきて、そこをどうするかは末端の仕事。Ｃさんが

言ったみたいに監理団体に入る人もいるけれども、基本的には自分のクライアントに

外国人が入ってきて、そこでどういう労務管理をするだとか。 

それとか例えば、つい最近やったのが、がん患者と就労支援とか、特別専門性はな

いけど、当たり前に人事が動く中で、社労士がどうかかわっていくかがある。この項
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目で、順番は確かに法律とするとするんだけども、やることは別に少なくても、発生

すれば対応していくような状況も社労士の特性かなというところですね。 

○司会（福井） がんサバイバーの就労支援、実はきのう大阪会でその話ししてて、担当

理事がいるという話です。ものすごく大事なテーマだと思います。その割には放置さ

れている問題ですよね。 

こちらの会でも関心を持って進めておられるということかなと思います。 

○Ｅ この中に入ってないやつで最近多いなと感じてるのは、いわゆるＨＲテックとかク

ラウドソーシングのシステムの導入支援の仕事がふえてきてという話はすごくありま

す。クライアントである企業が給与計算であったりとか勤怠システム、もろもろのＨ

Ｒ前のクラウドソーシングを大分使い始めてきているので、何がいいのかという相談

から、入れたときにどういうふうに設定すればいいのか、どうしても法律が絡んでき

ますので、システム周りの、それはすごくふえているなという印象があります。顧問

の範囲でやってますけど。 

○Ａ どこかに業務改善ってなかったですか。業務改善が入ってるなと思ったんですけど。

業務改善的な何か。ごめんなさい、私もばっと読みながら、今言ったのは業務改善な

どの作業の体制や方法について就業にかかわる経営課題に関する業務も、やっぱり社

労士の業務に入りますもんね。業務改善まで、それで人事かって思うけども、人事部

自体の支援するアドバイスは今入ってきてるから、純粋な社労士でもないので、実際。 

○司会（福井） ここの項目で想定してたのは、人材育成で業務改善をしていくという、

人事とかそういう人たちを教育していく側面を考えてたんですけど、よく考えると、

クラウドソーシングのシーンとか業務改善そのものですよね。とにかく社労士でない

と、多分そういうアドバイスってできないんだと思うんですけど、でも、今度はでき

る社労士がどこまでいるのか、そのシステム設計とかの知識がないとできないですよ

ね。 

○Ｅ クラウドソーシングの場合は、比較的中小企業を中心としてメーンターゲットを絞

っているのが多いので、中小企業でも設定できるように大体つくってあるから、必ず

しもシステムの知識がなくても、我々の支援で普通に設定ができたりするんです。そ

ういうふうに大体クラウドができてるから、そういう意味ではシステム的知識がある

からできるというより、法律的なベースの知識があればつくれる、設計できるという

感覚になってきたのは、やっぱり昔と違うのなのかなという気はします。 

○司会（福井） なるほどね。システムもだんだんとユーザーサイドでカスタマイズが進

んでるということですね。 

○Ｇ 14番はメンタルヘルスの個別的な相談アドバイスがあると思います。もうメンタ

ルヘルスが言われてから結構時間もたってきたかなとは思いますけど、最近、直接仕

事ではないですけども、うちの嫁さんの会社の同僚がうつになったり、先輩がうつの

一歩手前とか、私の大学の友人がことしの夏ぐらいに会社をやめたらしい。それも理
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由がうつになってと、小耳に挟んだとかで、自分のお客さんのところはある程度労務

管理とかして、それは出ないようにしてるんです。 

全然違うところで友人とか知り合いが精神疾患とかになって、そういう話が最近立

て続けにあったので、原因は長時間労働なのかストレスなのかわからないですけども、

そういうのがこれからも出てくるのかなという気がしているんです。 

○司会（福井） これはハラスメント関係とリンクしているようなところがあるのかなと。

パラハラが一旦、件数がふえてるというよりも社会問題としての注目度が上がってき

て、それと関連するメンタルヘルスの問題にも脚光を浴びるようになっている構造が

あって、これまで出てこなかった問題がどんどん表に出て、必ずしも悪いことではな

いでしょうけど、ただ、実際それで就業が続けられない方々が数的にかなりいること

自体、非常に問題だとは思います。 

○Ａ 職場環境という面ですると、今みたいにハラスメント研修とか、そういう研修系も

ふえてきたし、それはあります。職場環境をいかにするか。1・2号業務もするんだけ

ども、そういう職場環境にまつわることは、結構ふえてきているのは確かです。 

○司会（福井） なるほど。まず1・2号業務がないと収入がなかなか安定しないとこの

調査結果にも出てるわけですが、その裾野の部分ではいろんなところに広がっている。

社労士の仕事って何が中心か、労働と保険、その裾野の部分はものすごく広くて、社

労士って何をする人ですか、一言では言えませんと、だんだんなってきているのかな

という感じはします。 

○Ｄ 皆さんと一緒かもしれないですけど、ありきたりかもしれませんが、残業代を請求

された後に、来られるお客さんがふえます。そういうときは、就業規則とか残業代を

どうにかしないといけないと、それでやっと気づいて、社労士さんに頼もうという形

で仕事がふえることが、ここ2年、3年は多いです、一番それが。 

○司会（福井） 仕事がどういうルートから来るかも、大分変わってきてる感じはありま

す。昔だと、とにかく1号・2号とまず顧問先がまとめておけと言って、その関連する

相談を受ける。今でもかなりそういう部分はあるとは思うんですけど、そのルートは

いろんなところから相談を受けて、その範囲も広がっている。そこもまた社労士の仕

事が変わってきてるなという印象を持つところですね。 

○Ｂ 私のほうでふえてるというか、ここに特に載ってない仕事の中で、15ページの9番

に女性の活躍推進って、今後拡大する、どちらかというとそう思うという内容がある

んですけど、これだけで契約をしている企業がありまして、女性の管理職をふやすた

めにどうやっていけばいいのかとか、働く環境をどうしていけばいいのかを、月1回会

議をしていくのに一緒に入ってというのを、もう5、6年ずっとそれをやっていて、初

めは育児休業も一切とったことのない会社が、今は100％とってる。次の段階は、それ

を管理職に上げていくという段階を踏んで、ずっとかかわっている会社はあります。

それは社労士というよりも、コンサルみたいな感じで入ってます。 
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○司会（福井） 熱心な会社さんがふえてるというか、大企業は独自のスキームをつくっ

てやっているのかなと思いますけれど、中小さんでそれを努力するときに、そのサポ

ーターは、やっぱり社労士かなという感じはします。ただ、なかなかそこまで、中小

の現状を考えると広がりにくいこともあるんですよね。 

○Ｂ そうですね。最近契約自体も1号・2号はしなくてもいいので、相談だけで契約し

てくださいというところも結構ふえてまして、一応自分で調べたら、25％はそういう

契約にはなってます。だから、1号・2号は一切かかわってない。 

○司会（福井） なるほど。3号中心でもそうやってコンサル的にやられている人もいる

んですけど、数的にはまだ少ないですよね。 

現状については、そんな感じでもよろしいですか。新しい労働問題、実は現状のと

ころにもいろいろ出てきましたし、ＡＩが入ってきてという話も、これから先、社労

士の仕事もＡＩで変わっていくのがあるんですけれど、職場そのものがＡＩで仕事を

やればいいとか、アウトソースも、またひどいアウトソースがいっぱいあります。日

本国内じゃなくて、海外でやっているところ。あまり感心しないのもあります。あと

はテレワークかな。実際に職場に出てこない形の勤務形態で、これをどういう形で定

着させていく。しかも労働環境の切り下げになっては困るわけで、それを食いとめな

がら、例えば育児中の人とか介護中の人が、仕事をやめないで続けられるようなスキ

ームとしてうまく定着させていく。そういうのがいろいろ新しい仕事としてできてい

るのかなと思います。 

  あとは、先ほど出てきた業務支援もそうですし、外国人は待ったなしの問題だと思い

ますし、こういう問題をどういう形で社労士が企業さんに制度整備のサポートをした

り、あるいはトラブルの間に入って、特定社労士的な形で解決支援をしていくとか、

調べていくと、代理人よりも間に入ることが社労士さん多いのかなという感じはしま

す。そのあたり、もう少しお聞かせいただければと思います。 

○Ｈ 今のお話で、15年以上社労士をやっていると、15年前は社労士で何を会社に提供

できるのというと、紛争にならずに、要は煙が出たら消してしまうという調整役が社

労士なんだといううたい文句ではないけど、そういう言い方をしてたのかなと思いま

す。 

私の感覚では、労働者と使用者とのウエイトの持ち方、どっちに力を入れるという

ことは本当はないんだけれども、私は51対49。わずかに2ポイント違うのは、どっちか

らフィーをもらっているか。そういう感覚じゃないのかなと。あとは法令なり運用の

仕方を正しくやっていくと。そういう立場で我々は仕事をするべきだし、しなければ

いけないんだというところからスタートをしてるのが重要である、やってきたという

ことはあります。 

  今の構図は、労働法をよく知っている労働者と、全く関心のない使用者が土俵に上が

るとどうなっているのか。それが大体もめてるところだろうと思っています。だから、
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そこの関係をどううまくつり合わせるか。もしくは無知な使用者に正しく労働の運用

をアドバイスしていく、または指導していくのがひとつの形ではないのかなと思って

います。 

○司会（福井） 調整役はまさによく聞く話で、社労士はもともとそのつもりでやってて、

特定社労士という制度はできたけれども、一方の代理人になるのは、管轄としてあま

り合わないと言われる方が多いです。紛争を解決といっても、本当にもめてしまった

ら弁護士さんの仕事なのかという割り切りのほうが、また弁護士からも非弁とか言わ

れなくて済むのもあるし、いいのかなと。 

よくわかりませんけれども、社労士として得意なところで仕事をして、会社の労使

双方から感謝されてと、そういうのが一番理想的な形かもしれないとは思います。 

○Ｇ 私もそもそも社労士の役割としては、紛争予防が基本だと思います。紛争になって

しまったら、餅は餅屋で弁護士さんに任せて、特定社労士が始まって、私も特定社労

士ですけども、別に特定社労士で飯を食うとかは全く考えたことなくて、ただ単に自

分のクライアントが、あっせんとか申請されたときに何も対応できない。 

それから特定社労士のときに、割と解雇とか不利益変更とか、いろいろそういうの

を勉強するんです。社労士の受験の段階では、正直そこまで勉強しないです。解雇制

限とか解雇予告とか。どういう場合に、解雇の判例とかもあまり読まずに社労士にな

りますので、そうすると実際実務になって、いろいろ整理解雇だ何だって聞かれたと

きに、全く答えられない社労士が出てくると、それはやっぱりよろしくないので、特

定社労士のときに、初めて憲法とか民法とか民訴とか学習して、解雇とか不利益変更

とかの知識が広まったのがあるので、そのためにはすごい役割としてはあると思うん

です。 

実際特定社労士としてあっせんとかなりをする、それに特化する先生は一部いらっ

しゃると思いますけど、基本は予防が中心かなと思います。 

○Ａ 今、ＡＤＲ、個別の訴訟と、補佐人やったっけ。あそこは業務を広げたんだけども、

中身はまだ入ってない状況。それは今、Ｈ先生が言ったみたいに、自分たちはどうし

ても前段階が勝負なので、そこに来たら、自分たちでする手間を考えたら、そこも弁

護士さんにお願いして、また新たに起こらんように前段階の労務管理に集中したほう

が効率いい。あそこまで全部引きずって、自分で解決するとかしよったら、違うとこ

ろがまたぼんぼん出てくるから、そういう暇はないよな。 

○司会（福井） それに敵対関係に入り込んでしまうと、顧問先を失いかねないというの

が。そういうのがやりにくいところかなという感じはします。 

ただ、Ｇ先生がおっしゃられたように、紛争に本当になったときに、そこから逆算

して、こうならないためにはどうしたらいいのかって考えるきっかけとしては、特定

はいいような気はしますけど。 

○Ｅ 新しい労働問題と社労士の役割でいつも思いますのは、我々っていろんな事例を取
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り扱ってると思うんです。新しい労働問題、例えば社員が性転換しますと言ってきま

した。どう対応すればいいですかとか、若年性認知症になりました。何言ってるかも

すぐ忘れます、どうしたらいいですか。こういった労働問題が、法律とまた違う問題

だと思ってるんですけど、企業さんは初めてそれを対応するとき、我々も初めてのケ

ースは当然あるんですけど、企業さんが我々に求めているのは、そういう事例って今

までありましたかとか、どう解決したらいいですか。よその会社さんはどうしてます

かというのが先に来ると思うんです。法律どうこうという話もありますけど。 

我々は横展開してるじゃないですか。企業にいる人事部は、自社の事例は見てると

思いますので、深掘りする立場で、我々は横展開で広く浅くだとか、縦糸と横糸みた

いですけど、クロスでやるとすごく労務管理全体的にカバーできます。我々は横糸の

役割なのかなって私はいつも思ってるんです。 

そういう意味では、事例をいっぱい拾ったりとか情報収集したりが、我々の次の役

割なのかなと。そういった事例を、今は多分いち社労士ごとが抱えてると思うんです

が、当然守秘義務もあるので、社労士で情報共有はなかなかできないと思いますけど、

そういうことも本当はいいのかなとは思ったりもするときはあります。 

○司会（福井） 横の広がりはすごく大事だと思います。そこは海千山千で何十社、何百

社っていろんな形で見てきた社労士さんがアドバイスできればいいかなと思います。 

いかんせん、それでも新しい問題って、中小企業さんだったらどうしたらいいでし

ょうか、首にと、すぐそういうことを言い出すかもしれないけれども、大事な従業員

だからということで、働き続けられて、会社にとってもちゃんとメリットがあるとい

う支援をしないといけない。確かに法律問題というよりもコンサル的な感じですし、

持ってるリソースを全て使ってという話になるのかなと思います。 

横のつながりといっても、守秘義務もあるしっておっしゃられたし、もうひとつは、

自分たちの企業秘密があるかもしれないので、そう簡単にいろいろと言うのは難しい

のかなという感じもします。 

○Ａ 新しい労働問題って、労働問題、社員間の人間関係とか難しい問題が。 

○Ｂ 特に女性同士のトラブルを相談されるケース。 

○Ａ 法律論かどうかよくわからんけど、おつぼねさんとかね。 

○Ｂ そうそう。 

○司会（福井） しかもはたから、男性社員から見てると、仲よくしてるように見えたり

する。 

○Ｇ そうですね。 

○司会（福井） なかなか難しいですね。 

○Ｇ 難しい。 

○Ｄ でも、横のつながりで言うと、例えばそういった案件が来て、弁護士さんと連携し

て対応できますよとか、行政書士さん連携してできますよというのを、つなげる役目
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もあるかもしれませんね。 

○Ａ コーディネーターですね、それもある。 

○司会（福井） 会社として一番身近な労働を中心とした専門家として、ほかの専門家で

つなげられる人をつなげていくのは弁護士も多いでしょうし、税理士もいるでしょう

し、コーディネーターとして確かに大事な役割を果たせると思います。労働問題は、

会社にとってもちろん経営判断という別のレベルありますけれど、こちらはこちらで

中核の問題ですから。 

横のつながりというときに、事例をたくさん知ってるという意味では横の問題と、

専門家もいろいろ知っているという意味での横のつながりと、これは性格が違うと思

いますし、新しいかどうかはわからないですけど、社労士に期待される役割は、そう

いう意味でも広がってきてる。 

○Ａ あともう1個、連合会でも取り上げてるけども、労働ＣＳＲという観点があって、

コンプライアンスプラスアルファをどうするか、社労士の役割ではないかという動き

もあって、今研究をしているのも。中小企業にと思うかもしれんけど、継続するため

には、そういうところを、社会的責任をどういうふうに伝えていくかが、今はピンと

来んけど、いずれは必ず中小企業にも。 

○司会（福井） それは労働条件審査ともかかわってきますし、入札条件とか、徐々に広

がっているのが1つ。 

あとは大企業の下請をやるときのサプライチェーンに入っている関係で、労働ＣＳ

Ｒに力を入れないわけにはいかない。取引先に要求されたらやらなければいけない。

そういうのも、ちらほら聞くようにはなっています。それもまたどうしたらいいでし

ょうというのを持ち込まれたときに、対応するのが社労士になる。 

○Ｃ お客さんの取引先が、そういったＣＳＲとかコンプライアンスをやっているかどう

かを確認してから取引をする流れも、今、まだ大企業から来てるみたいなので、その

ためにはうち、やらないといけないですという話は、確かにあったような気がします

ね。 

○Ａ オリンピック前とか、スポーツ系のが結構来るから、本当はちゃんと社労士も、実

は知っとかんとというところがあるけど、まだ今はそこまで社労士の研修の中にも入

ってないし、意識づけはしてないから、今度は当たり前になるような社労士対応にし

とかないかんわけ。 

○司会（福井） 法令、コンプライアンスプラスアルファの、そのプラスアルファの部分

は、実現可能性とかいろいろ濃淡をつけてやることになるでしょうし、その辺、だか

らいろんな戦略構築というか、そういうアドバイスが求められてくるんだろうと思い

ます。 

○Ｅ 実際、今でも福岡県の建設業で言うと、福岡県の子育て応援宣言みたいなやつをし

ておくと、経営審査で加点がされたりとか、ほかにくるみんの取得であったり、まさ
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に弊所のことですけど、ふくおか「働き方改革」推進企業認定の取得であったりとか、

いわゆるホワイトの取得支援はふえてる。いっぱい出てきた関係もあると思いますけ

ど、そこはプラスアルファの部分だと思うんです。そういったところの取得支援をし

ながら、実質的にはプラスアルファの部分の応援をしていく形になっていくのかなと

少し感じ。行政もそういったところをとっている分については加点をして、民間の部

分でそういうところを優先的に指名するなど。そういうところになるのかなと。 

○司会（福井） ホワイト企業、意識としてそうなんでしょうね。 

○Ｅ 採用の問題が響いてると思って、どちらかというと入札とか云々よりも、これ取っ

てるとやっぱり違うって聞いたんですとか、昔はくるみんは、言うほど関心なかった

ですけど、最近人が採れないから、少なくともくるみん取りたいですって急に声が上

がってきたりとか、人手不足から認定支援がふえてきたかなという印象です。 

○Ｄ うちは一切ないけどね。 

○司会（福井） そもそも聞いたこともないことだったら、どうしようもないですけど。

まあ、ただひとつのチャンスかもしれないです。今の人材難というか求人難状態は。

ここで外国人労働者でお茶を濁されるのは非常によろしくない感じがします。 

  あと、高齢者の就労支援とか、そのあたりはいかがですか。特に中小企業に関して、

困っちゃうようなところがあるんじゃないかと思うんです。 

○Ｅ 逆じゃないですか。統計を見ても、65歳以上を雇用してるのは中小企業が圧倒的

に多くて、人材不足なんで、定年再雇用してもずっと引き続き70歳、80歳までずっと

いるので。中小企業は割と積極的ではなくて、必然的にそうなったケースが多くて、

大企業のほうがばっさり切っていってる。その印象は逆ですよね。 

○Ｇ Ｅ先生が言う、統計上はそうなってたということですけど、ただ力学的に中小のほ

うはかえがいないから、優秀な人ほど長く、定年なしのつもりでずっと働いてもらっ

て、大企業はほかにもかわれよって。60になったら人件費とかもあると思うんですけ

ど、結構ドライですぱっと切ってる傾向ですね。再雇用とかもあまりしなかったり。 

これから大企業のそういう意識が変わってきて、65、70まで働いてもらうようにな

ればいいでしょうけど、どうしても年金の絡みとかもあるから、いろいろ課題は多い

かなと思います。65歳超えて、70歳まで働いて、じゃあ年金を70まで支給開始年齢を

引き上げてとかですね。 

○Ａ でも、今は社長も本当は雇いたいわけではなくて、人がいないから雇ってるわけ。

これが、また人手が余る時代になったときに通用するかというのはある。 

○Ｆ 今、1社、テレアポがメーンの会社があって、そこは雇っているのは、ほとんど70

何歳とかです。65歳未満が1人、2人しかいなくて、あと10人ぐらいは全部73歳、4歳、

5歳ぐらいの人で。 

○Ｅ 相手も60歳以上の人が多かったりして。 

○Ｆ でも、そっちの年齢が高い人のほうが臨機応変に対応してくれるというか、しゃべ
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りなれてるし、相手も聞いてくれるから、そっちのほうが成績がいいと言っている会

社があるので、そういう働き方も、もしかしたらあるのかもしれないなとは思ってま

す。 

○司会（福井） いや、それは思わぬポイントだというか。 

○Ｆ すごく意外でしたけど。 

○司会（福井） 中小の職人さんがずっと働いているのは、それはイメージとしてよくわ

かるんです。それ以外がどうなのかなとか、あとは大企業も、確かに本音では継続し

たくないのがありありと見える。構造的にそう簡単に、今の労働難というか、ふえな

い、ふえにくい構造ではあると思います。だから、外国人がどれだけ入ってくるかに

よって、その辺が変わってくるのかなと。 

○Ａ でも、社労士から見たときには、60歳以上の方はＨ先生を見てもわかるように、

引退する必要はないわけですよね。 

○Ｇ 社労士はですね。 

○Ａ 社労士にしても、普通に働ける人も、基本的にその意識づけはできると思うんです

けど、今度、横でさっきみたいに見たら、実はここでは確かに要らんだろうなと思う

けど、実はこっちで要るところがある。 

例えば、きのうもちょうどその話があった。エステは50歳定年とかできないでしょ

うかって。気持ちはわかるわけ。でも、そこから先に行って、欲しいところもいっぱ

いある。うまく労働移動ができれば、両方を見てるけど、なかなかできない難しさが

あったり、これはちょっと外れたけど。 

横から見るといろいろ足りないところが見えるのに、こっちに移動させたいけど、

そんな簡単に移動させられんしとか。 

○司会（福井） 需要供給のミスマッチというか、端から見れば確かにあるんでしょうね。

でも、本人の希望もある。 

○Ａ 希望が。 

○Ｇ 農業とか結構高齢者の方が、人手不足もあってでしょうけど、短時間のほぼアルバ

イトみたいな形で、短時間で週何回とか、そういうところで、結構糸島の農家の人、

もう65歳どころか70歳とかで。雇用保険も、この前も入れるようになったので雇用保

険に入ったりして。そこで人が足りないので、一旦定年になった人を、全く違う仕事

だけども、そういう農作業とかやったり、いつでも労働移動がうまくできるといいな

と思うんです。 

○司会（福井） 本人の希望は、要は情報がないことと、あとはロールモデルというか、

それで楽しそうにやってるとか、ちゃんと生活できてるモデルがたくさんあれば移行

はしやすくなっていくと。今のところ、そういうロールモデルがほとんどないという

ことで、みんな二の足を踏む状態かなと思います。これは政策課題でしょうけど、社

労士ができるところからやるとすると、成功している事例をいろんなところで紹介し
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て、要は雇い主さんにそういう関心を持ってもらうということでしょうね。 

○Ｈ 私が今やっているところは竹林、地方に行くと竹林って誰も手入れをしない。 

○Ｇ ほったらかしやね。 

○Ｈ 生えっ放しだから何とかせないかんということで、高齢者の60オーバーの方ばっ

かりを集めて、とにかく切ってきてください。竹って現状ではあまり買い取るところ

が、そもそもないらしい。だけど、それを切って持ってきてくれたら、買って竹材を

加工しますという工場をこっちにつくって、高齢者を雇って運用し出したところがあ

って。 

それはいいことだなと思うんだけど、実際動き出すと、60以上はまあ病気をすると

いうことで、メンタルを外してヘルスのほうで、ヘルスの問題が出てきます。 

○司会（福井） まさに肉体労働そのものですからね。仮にそういうビジネスとして回り

出しても、人が倒れるとか、けがして労災が発生するというのではなかなか。 

○Ｈ 労災ならいいですけど、動脈瘤が破裂した。ええっそれは関係ないでしょうと。 

○Ｇ いずれは年金の金額が高かったというか、もう引退して、年金でも悠々自適で暮ら

せて働かなくてもよかったのが、だんだん年金も下がっていって、年金もらい始めた

けども、これだけかということで、これだけでも年金のみでやっていけんけん、じゃ

あ、アルバイトでもせんとねというのが最近はふえてるような気はします。 

○司会（福井） 年金の支給開始年齢云々でなしに、支給額の問題で、働き続けないとと

いう人は多いです。 

○Ｃ 高齢者雇用だけなのかというのは思いますけども、我々がずっと働けるのは、ある

意味フリーランスで悠々自適にやっていれば働けるから、ずっと働けるのであって、

個人的に70過ぎて雇用されたいかというと、されたくないですもん。フリーランスと

いう働き方の選択肢はもうちょっと、デメリットとリスクはあると思いますけど、フ

リーランスじゃないと、そんなに長く働きたくないんじゃないかと。 

○Ａ フリーランスは守れんやないか。 

○Ｃ だから、デメリットもあるんですけど。 

○Ｇ 働きたくないし、命令もされたくないけども、暮らしていけんけん、何とかアルバ

イトでもというのはあると思います。 

○Ａ 50歳以上は兼業していい。 

○Ｇ 兼業はでもね、別に今、認める方向かなと思いますけど。 

○Ｊ 介護施設に毎日来る80歳の、介護するほうなんですけど、生きがいを求めて来て

るみたいなんで、給料要らないという人もいます。 

あとは、警備業とかでも特開金とか絡められるじゃないですか、60歳以上とかで。

事業主さんって60歳以上で逆年齢制限をかけれるって知らなくて、そこら辺でやって

あげると、60歳以上の人を募集してるから僕たちでも働けるんだといって、実際に働

きたいといって希望が来て、今、雇用が充実してる警備会社もあります。決してそう
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いう話というか、そういう考えを持った人ばかりではないのかな。 

やっぱり働きがいとかを、生きがいとか、そこら辺を求めている人はたくさんいる

んじゃないかなと思います。ただトラックであったりとか、さっき言った林業であっ

たりとか、年齢をある程度行った人が来ると危険というところもあるので、そこら辺

のリスクとのバランスをとりながらという話にはなると思います。 

○司会（福井） 可能な範囲でいろいろスキームを考えるとか、基本的には生きがいを中

心に何か仕事を発掘してというか、つくっていくというか、そんな方向なのかしら。

高齢社会は待ったなしなので、そういうふうに嫌でもなっていく部分はあるとは思う

んです。 

○Ｊ 社労士会でも問題ですよね。この前。 

記念誌かな、20代の社労士をピックアップしようとしたときに、4人しかいなかった。

うそでしょうって、データが間違ってるでしょうと言って、再度調べてもらっても、

やっぱり4人だったと。 

○Ａ 20代4人って。 

○司会（福井） それは県会全体でですか。 

○Ｂ 県会で。 

○Ｇ 1,500人の中で。 

○Ｊ そうなんですよ。 

○Ｂ 勤務も合わせて。 

○Ｊ 合わせて調べてくれと言って、開業だけだろうということで調べても4人。 

○Ｂ 高齢化です、高齢化。 

○Ｊ 高齢化なんです。 

○Ａ だから（社労士の平均年齢が）50何歳というのも分かりますね。 

○Ｇ 55くらい。 

○司会（福井） ある程度円熟した人のほうが、事業主さんの信頼が得やすいのかもしれ

ないです。 

○Ｊ さっき、どこから売り上げ来ますかといったところで、去年多かったのが、今、既

存の社労士さんがいますというところが結構いて、代がわりしたタイミングであった

りもそうですけど、今してくれている社労士さんで動きが遅いとか、1・2号業務しか

やってくれない。だから、プラスアルファを求めてるんだとすごく感じたんですね。

で、やっぱりつき合うんだったら若い人がいい。 

あとは代がわりしたところに関しては、これから10年、20年とつき合っていくとき

に自分と年齢の近い人。会社とともに一緒に寄り添っていける人が欲しい。専門家の

ガイドが欲しいというところで、結構委託外ではないけど、勧誘されて入るというの

は。 

○司会（福井） なるほど。その意味で年齢層は、ある程度多様性がないといけない。 
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○Ｊ 電子申請だけでも結構驚かれたりとか。紙でもらいに来てたんでしょうね、いちい

ち。そういうところもまだある。 

○司会（福井） 古い方がずっとやってると、何も変わらない。 

若い方の受験にかかわってるとＧ先生おっしゃっておられましたけど、今、受験さ

れてる方々の年齢層とか感覚というか。 

○Ｇ 年齢層は30代、40代が多いです。それで勉強して合格して、多分50代ぐらいに開

業とかですね。4、50代ぐらいかなと思うんです。受験生は多分、30代から50代が、私

が教えてる感じだと20代はほとんどいないし、60代はちらほらいらっしゃいますけれ

ども、でも30、40代が多くて、最近の傾向は女性が多いような気がします。 

ことし、この前合格発表があったんですけど、私が教えてた方でも7割から8割ぐら

い女性です。ただ女性が合格して、その後、女性が合格してすぐ社労士になるかとい

うと、勤務になったり、そのまま登録してなかったりが割と多いので、やっぱり開業

となるケースが多くないのですけど、女性の受験生はふえてる感じはします。 

○司会（福井） 女性ニーズあると思うんですけど。 

○Ｇ そうですよね。皆さん、30代、40代、30から50代くらいが割と多いですね。 

○Ａ きょうは女性、若手をそろえてます。 

○Ｂ いや、私そもそも開業なんてするつもりもなかったので。 

○Ｇ そうそう、そういう人が多い。 

○Ｂ 私、20代前半で受験をしたんですけど、全く開業するつもりもなく、大学で法学

部だったので、その延長で、今の会社でおもしろくないなと、時間もあるな。何か資

格を取ろうかなというので、社労士があるんだというので受けた感覚で、別に開業し

たいから受けたというのは全くなかったです。開業したきっかけも、自分が出産をし

て、育児休業をとって会社に復帰をする段階で、この働き方きついなというので開業

登録をして、アルバイト的に行政に行ったという経緯で開業登録をしただけで、開業

して、ばりばりやろうという気も全くなかったのが現状ですね。 

○司会（福井） でも、途中からおもしろくなってきたと。 

○Ｂ そう。必然的にやっていったらお客さんができてきたので、じゃあ、開業しちゃえ

みたいな感じですね。 

○司会（福井） 確かに出産育児がひとつのきっかけというのは、何人かお聞きしてます。

女性にとってはひとつの大きな節目かなとは思います。男性の場合は、どちらかとい

うと退職というふうなところになって、年齢が少し上がるような感じもありますね。

どうしても、そうすると55歳平均。 

○Ｃ それは仕方ないですね。 

○Ａ 今、県会とかを見てたらどんな感じ、そんな感じに見えてる？ 

○Ｂ いや、ふえてきてる。 

○Ｇ 徐々にふえてはおると思いますよ。それでもやっぱり。 
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○Ａ 若い感じはせん。福岡県社労士会では、出てくるのが若いけんか。 

○Ｇ あんた年寄りよ。勤務の人とかまで入れたら、結構ね、女性とか若い人が多い。開

業とか法人の社員だと、やっぱりそんなに女性は。 

○Ａ 70とか80の人もおるけんね。 

○Ｂ いますね。 

○Ａ 平均すれば50やな。 

○司会（福井） それだけ息の長い、働ける仕事は魅力ですから、それ自体は悪くない。 

  では、話をさらに。これからの社労士の進むべき方向性で。法律の専門家という意味

での、ある種、弁護士に近いような専門家としてのイメージというか、そういうのを

高めたいというニーズがいっぱいあるかなと。特に東京の社労士なんか、そういう傾

向があるなという印象があるんです。 

ただ、事業主さんに寄り添ってて、信頼されて仕事をするという意味では、法律を

いっぱい知ってて、これはできませんとか、それだけを言うような人はちょっと敬遠

されちゃいそうな気がする。 

その意味ではコミュニケーションの専門家というか、法律、もちろん専門をベース

にしているけれども、幅広くいろんな話、必ずしも法律にかかわらないようなことも

全部受け入れて相談に乗るような高度ジェネラリスト、2つ目指す方向。こんな割り切

らないし、両方もあると思うんですが、一応私が整理した感じでは、こういう2つの大

きな方向があって、どっちを深めていくのかということが、ひとつの課題かなと思い

ます。 

  例えば労働条件審査とか、あるいは紛争解決特定社労士とか、より弁護士に近いよう

な専門性を高めないといけない仕事も確かにふえてはきているわけです。でも、実際

の大半の仕事は事業主さんに寄り添うという側面なので、ジェネラリスト的な側面が

大きいのかなと。大阪では率直に、ジェネラリストのほうが実感としてはぴったりく

るという話が多かったです。福岡の場合はどうなのかなと。その辺を聞いていきたい

と思います。 

○Ａ 私はでも言うと、難しい、ハイブリッド型なんですよね。 

○Ｂ 格好いい。 

○Ａ 思うのが、労務管理って日々動いてるやん。その場でどんどん判断していって、選

択をしていかなあかんときに、労働判例とかも知りながら法的なところ、一応土台に

持ちながら判断を、チョイスをしていかないと、それは感覚ではできんと思う。でも、

説明のときに法律を持ち出すかといったら、持ち出すときには労務管理に失敗してい

るときで、ほぼ日常的に、母体はあるけど、そんなん法律論が何とかという話はしな

いけど、根底にはちゃんと持っとかないと。何も持ってなければ単なるコンサルタン

トだけなので、社労士の意味って、やっぱり法的な土台があって初めて、でもそこも

ちょっとじゃなくて、弁護士さんに負けんぐらいな、でも使わないだけですと、争い
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には行かないだけですと。自分たちは前段階だからぐらいな、だからハイブリッド型

かな。 

○Ｅ 福岡はハイブリッドと。 

○Ａ そこは大事と思う。みんなが法律を知らないと、そこの労務管理はうまくいかんも

ん。 

○Ｅ それを深めるのは、ジェネラリストって深めるっていうのかなと、そもそも。 

○Ａ おまえのとこみたいに横だけよ。 

○Ｅ やっぱり法律がないとだめなんじゃないですかというのは、すごく思います。コン

サルタントは、誰でもコンサルタントなれるので、既にジェネラルなんで、そう考え

ると深めるべきは法律しかあり得ないんじゃないかなと。高度ジェネラリストを追求

するというのは、何を追求しているのか私はさっぱりわからなくて、それを追求して、

何になるんですかという気もちょっとしないでもない。 

○Ａ 法的専門性というだけでも、何かないかな。 

○Ｅ いや、こうじゃなくて、こうなんですよね。ベースをつくった上でのプラスアルフ

ァだと思っているので、それで言ったら弁護士のほうがよっぽど広いですよね、法律

の範疇では。我々はまだ狭いほうなので。ここがないと、ここもないと思うんです。

ここしかなくなると、本当に誰でも名乗っていい話なので。そこに社労士の未来はな

いんじゃないかなと思うんです。 

○Ｈ イメージは、それこそ障害年金だけで社労士やりますとかの意味かなと思ったんで

す。紛争解決だけで特化してやりますとかという意味ではないですね。 

○司会（福井） 例えば、公認会計士は監査業務で食ってるのと同じように、例えば労務

監査とかで専門家としてやっていくとなると、逆に公認会計士はコンサルできないで

すよね。できないのは、監査をするのは会社から距離をとって、批判的に会社をチェ

ックしてやらないといけないところがあるからだと。そういう方向を、社労士は目指

すことができるのか。それは多分違うなという気がするわけです。 

○Ａ 社労士は結構幅が広いじゃないですか、すごい。そうなると、労務管理をする人は

今の考えでいいと思う。中には本当に障害年金だけとか、幅が広いからこそ特化型と

いう人も十分単独で生きていけるので、なかなか一緒くたに社労士はこうじゃなくて、

社労士も人事部型で企業に入っていくタイプと、本当に何かあったときに社労士から

お願いされる社労士みたいなところも、特化型も生きていけそうな気がして。 

○Ｈ 僕はこの2つを見たときに、仕事の形みたいなのを絵に描いたらどうなるのとイメ

ージしたときに、法的専門性って確かに上にとんがっていったイメージが1つあると思

う。専門化した、狭くとんがってくる。もう1つは、高度のジェネラルとなったら、要

は採用から退職までとか年金までとか、幅広い相談業務も。それを高度にする、持ち

上げるの、底を上げる、それもあるよねと。高度のジェネラルならば、全般的に上げ

ていくイメージ。でも、何でもかんでも得意にならないですよね。広いから。 



119 

 

だからもう、ジェネラルなのはしようがない。しようがないと言うかな、当然いろ

いろやるから。その上にとんがった、私は障害年金しますとか、私は助成金やります

って、こう、立てるんだったら、そういうイメージはあるのかなと。 

○司会（福井） 縦と横のイメージが先ほどありましたけど、横の広さと縦の高さないし

は深さ、これも1つのイメージで。ただ、やはり横の側面があるなということは確かで

す。 

専門性をどこで高くするかというのは、それぞれの得意分野でやるしかないのかも

しれないです。 

○Ｈ それともう1つ、Ａ先生のお話を聞いてて思ったのは、法的専門性は当然必要にな

ってくるだろう。ただ、特定社労士でもそうですけども、あまりそれを振り回すとけ

がする人が多い、周りで。だから、法的な知識や専門性って、真ん中に骨みたいにし

てしっかり持っといて、知識はあるんだぞと。だけど、その周りはぐるっとやわらか

い肉で、ジェネラルの肉みたいなので巻いて、小学生でも中学生でもわかるぐらいの

言葉で法的解釈を説いていくみたいなのが、僕らがお客さんにやるスタンスというか、

取り組み方ではないのかなというのが、この2つの言葉からイメージした。 

○司会（福井） ある種の制度と実際の現場との通訳というか翻訳者というか、それはよ

く聞く表現です。その役割は、コンサルが時々それをやっちゃうんだけど、労働に関

しては社労士がやらないと的確にはいかんのだろうとは私も思います。 

○Ｈ とはいっても、きょう本当にここに出る前に建築業のお客さんから、確定申告って

どうするの。専門じゃないんだけどなと思いながら話を聞いている。 

○Ｇ 聞かれますよね。 

○Ｈ 多分相談しやすいのは社労士だったり、税理士とかですね。いろいろこの人に相談

していろいろ。相談しやすい、割と協調性の話もありましたけども、割とそういうバ

ランスが企業、労使の間に入って、バランスよくやらなくちゃいけないので、割とバ

ランスはとれてる人が多いのかなという印象はあるんです。 

○Ａ でも、昔は税理士さんやったやん。 

○Ｈ そうそう、昔は。最近、社労士がそういう役割も、1つ持ってきてるのかなと思う

んです。 

○Ａ 中に入っていったわけか。昔、税理士さんは、確かに社長さんの財布を握ってるか

ら、常に社長さんと話すから、すぐに相談を受ける。社労士は手続だから、総務の人

と会ってばかりおるから、あまり社長と話す機会がなかったけど、最近、仕事内容が

直に社長と話さないと進まない案件が多くなって、社労士も社長と話すような仕事に、

17年おると、昔は本当総務の方と話せば仕事は一通り終わってたんだけど、今は総務

の人と話してても仕事が終わらないので、全部社長マターになっている。そうすると

社長と話し始めると、分野は経理と人事、総務を持っている社労士のほうが、人事、

総務を持っているので、相談内容は多くはなるかなというのが今のイメージだよね。 
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○司会（福井） 社長さんと直接会うところは、かなり大きなポイントです。税理士と社

労士の関係は、以前は圧倒的にどこでも税理士だったとは思うんですけど、その辺大

分いろんな専門家が地位を上げてきていると。社労士は特に地位がここ10年、20年で

大きく上がったかなとは思います。 

○Ｃ こちらから税理士さんを紹介するって結構ありますもんね。昔はあまりなかったん

ですけど、こちらから、誰かいい税理士さんおらん？いらっしゃるわけですね。いろ

いろ合わないところあるんでしょうけど、うちを信用してくれてるのは結構あります

よね、そういうところですね。 

○司会（福井） 社労士の地位を上げていく、これもひとつの専門性という意味では大事

な課題になってくると思いますが、今おっしゃられたように、社長さんと直接会える

ような形での仕事はひとつありだと思うし、あと社会一般で社労士を全然知らないよ

うな人たちはまだいるかもしれないけれども、その人たちに社労士の役割をもっとア

ピールしていくとか、その辺、非常に重要な課題だろうと思います。 

例えば、弁護士だとドラマとか結構はやってるわけじゃないですか。社労士が出て

くるドラマは「ダンダリン」とかありましたけど、そういうものもいろいろ工夫しな

いといかんし。 

さて、最後にこれだけは言っておきたいという話があったらお伺いして、終わりた

いと思いますが、いかがでしょう。 

○Ｃ せっかくなので、先ほど言った勤務社労士。社労士も開業、今、ほとんど前提とし

て開業社労士の話をしてきたと思うんですけど、世の中には勤務社労士さんという

方々がいらっしゃって、会社でどういう待遇を受けているかとか、いろんな話を情報

交換されているのを耳にするんですが、例えば、手当をもらっているのかどうか、社

労士資格を持っている方が。それから会費がかかるんですけど、会費は会社持ちなの

かどうかとか、実際やっている仕事はどういう仕事をされているのかとか、いろいろ

情報交換をされているんですけど、その中で、やっぱり勤務社労士の認知度はもっと

低いような感じです。会社の中で、あの人、社労士の資格持っとった？ぐらいの感じ

しかない方が結構多いです。 

だから、勤務社労士さんがいるのに、ほかに開業社労士さんと契約している会社も

たくさんありますし、せっかく資格を持っているのに、やっている仕事は全然関係な

い仕事をやっているとか、もちろん手続的なもの。例えば会社の中で評価制度をつく

るとかは全然携われない。携わらない。社長がそういう価値を感じていないという会

社がほとんど。手当さえ出さないとか、登録さえもさせてくれない。資格を持ってい

るけど、登録してなくて勤めている方は結構いらっしゃるんですけど、それは会社が

認めてくれないとか、登録したところで会費を払うだけで、研修も有給休暇を使って

しか行かせてくれない。会費は自分で払ってくれとなると登録するメリットもない。

その辺の広がりも全然ない。 
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だから、もうちょっと連合会が勤務社労士さんもアピールして、こういう資格、勤

務社労士さんは企業でこういうことをするためにある資格ですよと打ち出していけば、

逆に言うと、開業社労士の仕事が減っていく可能性はあるんですけど。そういう方が

逆に頑張り出すと。そちらも意外と皆さん、せっかく取ったのにねという話はよく聞

きますね。 

○司会（福井） 弁護士でも企業内弁護士がいます。2,000人ぐらいです。もとは100人

もいなかったんですけど、2,000人ぐらいいて、仕事がどうなってるかというと、企業

内弁護士は外部の弁護士とのコーディネーターというか、アウトリーチの中心にどう

もいるみたいで、会がありますから。その会でいろんな人と人間関係をつくって、そ

こで横の広がりをつくる。こういうメリットが勤務社労士にも同じようにあると社長

さんが認識してくれさえすれば、大分変わってくるとは思うんです。 

今のような形で、中の仕事だけ総務的にやる形だったらメリットがない話になりそ

うな気がしますけれど、もう少し横のつながりのメリットをアピールする方法があっ

たらなと思います。 

○Ａ それを踏まえると、このアンケートは9割と10％。これも大都市型は、例えば福岡

はそれでも3分の1です。10％というわけじゃなくて、30％は勤務社労士で、60％。都

市が大きいほど、東京とかは半々。 

○司会（福井） 半々ぐらい。大体全体で40％って聞きましたね。 

○Ａ やっぱり大きくなるので、勤務社労士の役割はね。反対に、これが20％ぐらいあ

ったらいい。回答が10％しかなかった。 

○司会（福井） それだけ関心持ってもらえなかったのかなと、ちょっと残念に思います

けれど。 

○Ｇ 私も、まだいいですか。 

○Ａ 長いです。 

○Ｇ ちょっと2つ。1つは今、社労士がやっている業務、いろんな法律、労働法、社会

保険法ありますけれども、全部後追いといいますか、一応連合会で意見の申し出とか

してるんでしょうけども、我々現場でいろいろ「ここおかしいよね」といったものを、

ぜひ政策提言をいろいろやって、そうやってよりよい社会にするように。今、全部法

改正があって、改正があったから、じゃあ、こげんせないかんねという後追いばっか

りなんで、今、こういうのがあるから、こういうふうにしたらどうですかと、どんど

んやっていけるような組織にしてほしいなというのが１つ。 

  それと学校で教えてるのもありまして、社労士試験に合格して社労士になってるんで

すけども、先ほどの法的専門性で、まだまだ勉強不足、社労士試験に合格してるんだ

けども、かといって法律をそんなに知ってるかというと、実際知らない人が本当多い

と思うんです。そういう意味では大学院に行ったりとか、もうちょっと勉強するよう

な、研修をふやしたりとか、そういうのでやっていかないと、いずれほかの士業と比
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べられたときに、社労士ってあまり勉強しとらんよねとなるんじゃないかというのと、

それと同時に職業倫理と。 

社労士試験も、ほかの士業もそうでしょうけど、倫理観とか全然試験では問われて

ないですよね。社労士試験に合格すれば、本当に倫理観が全くないような人でも社労

士になってということができるので、5年に1回、今、倫理研修ってやってますけども、

それだけ受けとったら倫理が育つかって、そんなことないと思うので。各自の倫理観

に任せてるような現状なので、ひょっとしたら不届き者とかもいろいろ出てきたりす

る。そういうのも絶対出てくる、今でもたまにそういうのもあったりするから、その

辺は組織として、会として、個人もそうでしょうけれども、職業倫理を高めるような

ことをやっていかなくちゃいけないのかなと思っております。 

○司会（福井） 貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。本当に勉強に

なりました。 

会議録をまとめさせていただいて、また皆さんにお回しします。いろいろ話が広が

って、どうまとめるかという感じがしてますが、いずれにしても、きょうは本当にあ

りがとうございました。 
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社労士の将来に関する検討会（於東京都社会保険労務士会） 

2018年12月13日 

 

○司会（福井） きょうは先生方、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとう

ございます。自己紹介から始めます。大阪大学大学院法学研究科で法社会学という研

究分野をやっております福井と申します。 

  労働分野といいますか、企業コンプライアンス分野については、以前に科研費をとっ

て企業アンケートなど実施して研究したことがございました。それがひとつ。 

  あと、近畿大学の三柴先生、労働安全衛生法の大家ですが、彼と一緒に社労士会の調

査もさせていただきまして、それをさらに発展させるというか、将来に関するところ

にフォーカスを移した形で、今回、政府の外郭団体である日本学術振興会からお金を

もらいましてアンケート調査をさせていただき、その結果をここで検討させていただ

く次第でございます。 

  最初に簡単な自己紹介と、お配りしていますこちらの調査結果について、一応ざっと

目を通していただいていると伺っておりますので、1人3分程度でお願いします。たく

さんおりますと、1人3分でも8人おりますと30分近くかかってしまいますので、そこは

よろしくお願いします。 

  録音させていただき会議録を作成させていただきます。それは、もちろん皆さんにご

確認いただいた上で報告書に使わせていただきたいのですが、その関係もあってお名

前を名乗ってから御発言をいただきたいと思います。 

  順番は、Ａ先生から順番にお願いいたします。 

○Ａ アンケートを拝見して、最後にクラスター分析があって、気持ち的にはイケイケの

分類がいいかなと思ったんですが、どう見てもやっぱりベテランに入るのかなと思っ

ています。法人事務所の代表をしております。 

  大変興味深くアンケートの内容も拝見をしたんですが、その辺については、また後ほ

どお話がいろいろあるかと思いますが、私の個人的な、あるいは事務所としての将来

とかそんなことを考えると、法人としての視点が個人の事務所とは違ってくるので、

目指すところは少し異なるのかなと考えています。あと、今一番関心があるのは、政

府のいろんな行政改革の中で、規制緩和も含めて独占業務についてである手続業務と

かそういったことの将来性が電子政府との関係でありようが大分変わってくるだろう

ということで、その辺については、大変個人的にも興味を持っているし、東京会の執

行部としても、全ての会員に対してそういった情報提供と早目の取り組みをしていか

ないといけないという情報発信をしています。 

  事務所としても、その辺も含めてビジネスモデルを、これから2、3年の間に大きく

転換をしないといけない時期だろうなとは考えておりまして、具体的な事業計画とか、

その辺を今、事務所のメンバーと相談しながら進めているところです。 
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○司会（福井） 法人の視点はなかなか聞きにくかったので、調査で直接は聞いていない

ですが、ぜひここで言っていただければと思います。どうもありがとうございます。 

○Ａ はい。 

○司会（福井） 続きまして、Ｂ先生。 

○Ｂ よろしくお願いします。 

自分は、今、法人ですが、かつては1人でやっていて、だんだん会社が大きくなって

という状況でございます。 

  一応、本当に簡単に拝見させていただいて、思ったことは、意外に顧問なしの社労士

が多い。びっくりしまして。そっちの話ですけども、私はこの辺、千代田区で開業し

ておりまして、私の周りの千代田区の開業社労士で顧問が、顧問がないと開業しない

ですけども、顧問がいないってまずないです。大体、皆様、事務所を持ってて、従業

員が2、3人以上は必ずいるので、顧問がいないとか顧問先が多い中の10社という統計

が、ちょっとびっくりした感じでございます。 

  自分としましては、今後の話としますと社会保険労務士は、今、働き方改革等々でい

ろんな面で会社から、顧問先から労務管理の面で、今までは社会保険の手続で依頼が

されることが多かったんですが、今、労務管理の面でいろいろと協力してほしいとい

う依頼がふえてきましたので、今後はそういう方向で行ければいいなって思っている

昨今でございます。 

○司会（福井） 顧問がいないというのは、若手の場合にはなかなか顧問が最近つかない

状況だというのもありますし、あとはスポット的な依頼で仕事をやってるのかなと。

でも、どうやってその場合に安定した収入を得るのかが、確かに私も気になるところ

ではございます。 

  どうもありがとうございます。 

○Ｂ いえいえ。 

○司会（福井） Ｃ先生。 

○Ｃ よろしくお願いいたします。 

  こちらのアンケート調査結果と、あと自分たちの事務所の件でお話しさせていただく

と、このアンケートの部分で、今、我が社がかかわっているお客さんは、9ページに書

いてある開業の社労士がやっている手続とか給付が、そういうのが結構まだあるんで

すけど、我々の部会は、今、新しい、未来の社労士の業務ってどんなものがあるのか

ということで、ＩＴ関係とかＡＩなどありまして動いてるんですが、ゆくゆくこれが

なくなったときに、下の9ページの制度的なお話、あとソフト的な、人のメンタルとか

あるんですけど、社内で今話がよく出るのは、結局退職とか、離職票とかこういう手

続でやってるのが見えてきたときに、本質的な部分って何なのかなみたいなことを意

識し始めると、組織の人間関係でもつれるケースがあるので、人事担当者の方々とお

話しすると、この下の、そもそも上司との人間関係じゃなくて、最近は横の同僚とか
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部門間のぎすぎす感、そこから関係が悪化して、メンタルだけではなくてパワハラみ

たいなものだという話になって、将来的にはこういうソフト的なものも社労士として

何かやらないと、いくら働き方改革で制度的な話をしても運用するのは現場なので、

そうするとそういったものに時間を割かないといけなくなると、今こういう手続業務

がだんだんＩＴ化されて、時間はあくかもしれないんですけど、その移行の時期はま

だやっぱり忙しくて、事務所的には結構多忙感ですよね、職員たちが。 

  8時間労働とか7時間労働を、1日もしくは1カ月に30分でも1時間でもあけて、将来に

向けてのビジネスモデルとかキラーコンテンツみたいなものをつくるとか話し合いを

するためには、こちらの部会で今話し合ってるんですけど、業務の効率化みたいなも

のを検討しないといけないということで、今取り組んでいるところです。 

○司会（福井） 貴重な話だと思います。ＡＩが発達してきてなくなる仕事というと、や

はり形式的な、特に書類の作成とかは本当に急速になくなっていくわけですが、他方

でメンタルなこととか、いわゆる感情労働と言われているものは、最後まで残ります

ね。 

  オックスフォードのオズボーンという研究者がやってる研究のリストがありますけれ

ども、あれなんかそうで、まさにメンタルヘルス対応であるとかハラスメント、そこ

をどういうふうに人間として対応していくか、そういうところは、多分ずっと残って

いく仕事で、恐らくそれを社労士として、もっとプロフェッショナルにしていくのは

大事な部分だと思います。 

  Ｄ先生、お願いします。 

○Ｄ よろしくお願いします。 

  現状、僕はまだ1人でやっていますが、新宿支部に所属してて、若い人、開業したて

の方のお話を聞くと、なかなか顧問先がつかない。行政協力に頼って収入を得てる人

も、かなり若手の人には多いです。 

  僕は、特定社労士部会という労働問題を主にやるようなところだと思いますけど、現

状、僕の相談が多いのは、メンタル系とハラスメント系が結構労働問題では多いです。

あとはあっせんです。 

  特定社労士であっせんというのが、初めてできるんですが、なかなか一歩を踏み込め

ない。内容証明だったら、どうしても弁護士さんに行く。私は、けんかの仲裁は嫌だ

なという方も、なかなか踏み込めない方も多いです。 

  僕もあっせんをやったことがあります。労働者側でやったんですが、あっせん委員と

書記の方がいらっしゃって、他にもうお一人いらっしゃったので、労働局の方にお聞

きしたところ、労働者側に社労士がつくのが珍しいので、勉強しに来てるんだよと言

うんです。 

  もっとＩＴとかもいろいろ、スマートＨＲとかすごい便利なツールもありますけど、

やっぱり人と人なので、結局は。ＡＩで片づくものは片づくでいいですけれど、人と
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人の問題なので、1足す1はゼロになる可能性もあるし、100になる可能性もあるので、

そこら辺の調整役ではないですけど、クッション役で、これからの業務をしていけれ

ばいいかなと思います。 

○司会（福井） あっせん代理とかＡＤＲ代理、これは結局当事者の代理人として行動す

ることになって、社労士として間に入るのに、ずっとこれまで予防ということでやっ

てこられてると思いますが、性格がかなり違うところはあります。当惑してるという

話はあちこちで聞くので、その辺を整理して社労士としてできるのはどういうことな

のか、きちんとまとめていく必要があるんだろうと思います。これは私の感想です。 

  Ｅ先生、お願いします。 

○Ｅ よろしくお願いいたします。 

  私は社労士試験に合格して、翌年に社労士事務所に転職した勤務社会保険労務士です。

いまだに勤務のままです。 

産業カウンセラーの養成講座を受けまして、それで試験に合格して、それから産業

カウンセラーの肩書きは持っていますけど、この形でメンタルヘルス系の相談なども

受けたりしております。 

  アンケートの感想ですが、まず企業官公庁と勤務社会保険労務士、勤務社労士はほぼ

ほぼわかるんですけど、そこに社会保険労務士業務に携わっている人と携わっていな

い人が混在していると思うので、千代田区の場合も、社会保険労務士業務に全く関係

ない部門で仕事をしている社労士の人がかなりいますので、その辺の割合がどうなっ

ているのかなと、ちょっと気になりました。 

  あと、Ｂ先生のおっしゃっていた顧問件数の話ですが、顧問先の社員数によってもボ

リュームがかなり違うので。手続業務は中小が多いとは思います。特に東京の場合で

すと大企業が多いので、労務相談関係の顧問契約だけをしている社労士等もいますの

で、人数によって仕事の量というか相談のボリュームはかなり変わってきますので、

そこもアンケートとっていただけると、今後参考にさせていただきやすいのでありが

たいなと思います。 

○司会（福井） 顧問先の規模と、そこでクロス分析をかけるということは、これ、聞い

てないよね。 

○西本 そうですね。企業1個1個の、顧問先企業1個1個の。 

○司会（福井） 数だけ聞いたよね。 

○西本 数だけですね。 

○司会（福井） そこは、今のこの調査では出てこないと思います。あと、勤務社労士の

方々の話は、確かに社労士としての業務をやってるかというとそうではなくて、一般

の会社員としての仕事をやってる。これが非常に多い。そのせいもあるのか満足度は

開業社労士が高くて、勤務のほうは、収入は割と高いけど、そんなに満足度は高くな

いとか、そういう結果が出てきています。そこもまたおもしろいですけど、勤務の
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方々をもう少し活用していただける方法は、やはり考えないといけないところだろう

とは思います。もったいないです。 

  どうもありがとうございます。 

  では、Ｆ先生。 

○Ｆ よろしくお願いいたします。 

  私は、Ｅ先生と同じく勤務社労士です。私の所属する事務所は、開業40年近い所長

がいまして、その所長は行政書士も持っておりますので、行政書士のような仕事も入

社当時はしておりましたし、社労士業務もしておりましたし、保険の代理店のような

業務もやっておりますので、多角的にやっているような事務所でございます。また法

人、別の有限会社もありますので、そちらでコンサルタント業務的なところもやって

おります。 

  私が入った15年ぐらい前と今との違いは、事務所的には社労士業務にぽんと、私が

入ったこともあるとは思いますけど、社労士業務に仕事の内容がシフトしてきた。な

かなか1人でいろんな、ダブルライセンスでやるのはなかなか難しいといって、社労士

業務にシフトしてきたなと感じておりますし、手続的なものは残ってはいますが、パ

ート労働法でいう外部の相談窓口のような仕事も請け負っておりますので、相談だけ

を顧問先様から受けてるなどもございます。 

  そんな中で今感じていることは、今ネットの時代ですので、相談されてる人事担当者

も、パワハラとかを受けた労働者も、ホームページである程度の情報は持った上で相

談に来られている。そういう中で、私たち社労士は、本当に自分たちのレベルを一段

階も二段階も上げていかないと、そういう方たちの相談をお受けしたり、解決策が見

いだせないことと、あと法律家ではありますけれども、現場を解決する能力がないと、

法律だけを説明しているだけでは解決に結びつかないので、日々レベルを上げるのが

仕事みたいな形に、今なっております。 

○司会（福井） どこの企業さんでも、やっぱり電子化というかＡＩ、ネット化でテレワ

ークをするとか、そういうところで新しい働き方とかかわりがあるような、いろんな

制度を導入しようとされている、それを支援することが社労士の課題の1つにもなって

いると思います。 

本当に日進月歩で技術が進む。技術もそうですし、また企業さんの担当の方は、横

のつながりで、これやったらこういう問題が発生したと知ってますので、そういう情

報を集めるのが大変だろうと思います。でも、社労士もまた横のつながりがあるので、

それをうまく使いながら、よそではこうでしたというアドバイスができれば強いだろ

うとは思います。 

  どうもありがとうございます。 

  次、Ｇ先生。 

○Ｇ 私は自宅で、練馬ですが、開業をしておりまして、1人で社労士事務所を運営して
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おります。開業して15年ぐらいはたってますが、その前は全然違う畑にいたので、ほ

かの方のように違うところで社労士業をしてからの開業ではなく、もともとのキャリ

アが少なかったところから開業なので、やっとそろそろ下準備ができたかなぐらいに

自分では思っています。開業の15年ぐらい前から電子化が始まったので、それと一緒

に電子申請のことにかかわってきて、電子申請のことをいろいろ知る機会をいただい

ております。 

  今回、アンケート調査を拝見していて思ったことですが、まず1つ目、アンケートの

全体像、開業社労士が66.9％と約7割になってますが、全国で4万人の社労士がいて、1

万人が東京会。東京会の場合は約5,000人強、5,000人を超える者が勤務ですが、ほか

の3万人いる地方の社労士会では勤務の方が少ない状態があって、ちょっと状況が、私

たち東京会とは違うこと。それから地方の社労士の方々と結構お会いする機会がある

んですが、東京の社労士会、社労士業界、社労士の方々、勤務も含めお話をしている

感覚と地方の社労士の方々の感覚は全然、スピード感も危機感も規模感も全然違うこ

とがあるので、きょうは東京会の社労士が集まってるわけですが、ちょっと感覚が違

うなと思ってるところがあるので、その辺が、このアンケートに答えられるのが、開

業だとは思いますが、アンケートの母体数が開業なので、そこがどうなのかなと思っ

たところです。 

  それから男女比の割合で、女性が23％ちょっとで、勤務も開業もですが。先日、社

労士の国際シンポジウムを拝聴することがあって、そこの中で社労士制度、いろんな

各国にあるものと比べてあったんですが、とてもおもしろかったのが、イタリアの会

長が女性の方で、その方がおっしゃるには、今、イタリアの社労士制度で登録をされ

る方は20代から30代の若い女性が多い。社労士と名乗っている制度の方の女性・男性

はフィフティー・フィフティーの割合であるというお話をされていて、とても興味深

かったです。女性が進出するに値するというか、仕事も家事も全部やりながら進んで

いけて、仕事になる職業だと思っているので女性が多いですというお話だったので、

今後女性が社労士会の中でどうなっていくのかに興味を持ちました。 

  最後、私も似ていると思いますけど、開業として報酬は少ないけれども満足感が高い

という社労士の、資格の社会的価値があるのかな。ありがとうと言ってもらえる、少

ない職業のうちの1つだと思って始めたので、そこのところは、このアンケートからも

同じ感覚なんだなと思って拝見いたしました。 

  以上です。 

○司会（福井） 既に、地方との関係でいうと、大阪で第1回の検討会をやって、福岡で

その後やって、東京は3度目になります。地方との違いは、すごく大きいのは感じてま

して、大阪も比較的大きな街だと思いたいですが、やはり地方都市的な感じがありま

した。福岡は、やはりさらに地方ですが。確かに勤務社労士とかの割合も少ないです

し、男女比も大分違ったりしますし、新しい仕事がどこまであるのか、やはり1・2号
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業務が多いのかなという印象もあったりはします。 

  あと、各国の社労士相当の職種の話。50周年記念に私も出てましたので、あのとき

に結構社労士に近い仕事がいろんな国にあるなと。韓国はもとからあるのは知ってま

すが、インドネシアとか中国もそうですし、あとイタリアとスペインとか、いくつか

そういう国が出てました。それぞれおもしろそうだったんですが、ちょっとそのシン

ポジウムには顔を出す機会がなかったので、今のお話、興味深く伺いました。 

  女性の働きやすい専門職は、本当はもっとそういうふうになっていったらいいんだろ

うと思いますけど、日本だと企業さんとのおつき合いということで、男性の経営者に

は男性とどうしてもなってしまうのかもしれないのかな。そこをどういうふうに、も

っと違ったものにしていくというか、当然女性の目で見たほうがアドバイスしやすい

とか予防しやすい問題、特に女性問題はまさにそうだと思うので、力を入れていく必

要があるんでしょうね。これもコメントです。 

  最後にＨ先生、お願いします。 

○Ｈ 私、千代田区で開業しております。 

20年ほど前に事務所に就職をして、そのままそこの事務所で勤務社労士になって、

そのまま開業を今はしている状況です。 

  アンケートを見させていただいて、確かに一番おもしろいなと思ったのは、開業社労

士が、報酬が低いけどやりがいを感じてる傾向があるということで、支部で社労士と

交流をするときには、そういう形で、確かにもうかってはいないかもしれないけど、

非常にやりがいを感じているという話はよく聞くので、まさにそうなんだろうなとい

う形で、ちょっと読ませてもらいました。 

  仕事の中身については、私の事務所は、アンケートの9ページにあるような内容が非

常にあてはまるぐらい、一番アンケートにぴったりの事務所なのかもしれないです。

手続、1号・2号業務があり、給与計算も受けます。そこで一番手間をかけてやってい

る、そこの中から相談を受けながらという、本当にオーソドックスな形でやってきて

ます。 

  確かに事務所として、そういう形でこれからのことを考えたときに、こういう方向に

しないといけないと思いながら、具体的に実践をしているわけではないでしょうけど、

実際お客さんのニーズが変わってきている問題もありますので、手続に比重が重かっ

たものが、10年前と比べれば、何をやったというわけではないですけど、3号業務の比

重が当然に今多くなってきているところで、こちらの東京会の委員会でも、これから

先のなんてことも勉強させてもらっているので、流れは完全に手続のほう、さっき、

Ｃさんがおっしゃったように手続、そうは言っても非常に今はボリュームが大きいの

で、事務所の職員に一生懸命働いてもらいながらやっているところですが、急にこれ

が変わるとなると、どうしたらいいものかというのは、非常に危機感を持ってやって

はいるかなと。コンサルに比重を置いたとしても、今の職員、みんなコンサル80％の
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仕事ができるかといったら、そういうことはなかなか難しいこともあって、そういう

ことを今考えながらやっているかなというところです。 

○司会（福井） お伺いして、本当にオーソドックスな仕事のあり方かなと。でもそれも、

どんどん変わっていってる中で、その質的な部分は、多分昔とは全然違うということ

だろうと思います。いろいろお話を伺えればと思います。 

  西本さんから何かある。 

○西本 先生がちょっとおっしゃっておられましたが、私は臨床心理士も持っていますけ

ど、国家資格で公認心理士という資格ができまして、先日行われた試験で合格して、

登録しようかなと思っています。産業カウンセラーをお取りになられた先生がいらっ

しゃるということで、何か親近感が。 

  それとは別に、主に心理学のデータ分析でやってきましたので、法学研究科で、全然

畑が違うので勉強させていただきながらですけど、今回の分析をさせていただきまし

た。分析をして、最後、科研の研究の報告書をまとめるにあたり、ちゃんと現場の声

を勉強しなさいということで、今回先生についてまいりました。よろしくお願いいた

します。 

○司会（福井） さて、自己紹介とかそういうところ、ちょうど30分で終わりましたの

で、ディスカッションに入りたいと思います。 

  現状の話はかなり入っていると思いますが、現状と言いましても、特に東京の場合は、

従来型の個人で中小企業の1号・2号業務をやって、その中で少し親しくなれば就業規

則とかのコンサルをするという形は、大分伝統的な形になってきて、新しいタイプも

どんどん出てきていると思います。 

  3号だけで食っていけるかというと、それはまたいろいろ苦しいという話もたくさん

聞きますが、そのあたり。9ページがまず現状、どんな形かという話かと思いますが、

これを中心に、この中で現状として見込みがあるというか、ちょうど働き方改革の話

もありますし、あとはメンタルヘルスの、これは既に10年以上前から社労士会が力を

入れてると思いますが、そのあたりも、やはりありがたくない話かもしれないですが、

ふえている。ハラスメントもふえている。 

  どうしても職場環境、競争も厳しいですし、ぎすぎすしたところがあるのかな。そう

いう問題、そういう仕事がふえてるとか、そういうことを中心にここで議論していき

たいと思います。 

  東京と地方の違いも少し申し上げましたが、やはり地方は大企業の本社はあまりあり

ませんので、特に大きな企業の労務管理関係はそんなにやってはいないです。それよ

りは特に中小で、アウトソースのつもりで社労士に1号・2号業務を頼んでる、あるい

は給与計算とかもやってもらっている感じのところが、福岡は多かったです。大阪も

どうかな、大阪は東京との中間ぐらいの感じになると思いますが。 

  東京ではどうなのか。さらに大企業中心の社労士がふえようとしてるのか、それとも
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二極分化があってなのか。二極分化はどこにもあると思いますけど、そのあたりもち

ょっと伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○Ａ 大企業でいうと、実は大企業の中には労働力の不足という現状もあったりするので、

手続業務を積極的に社労士事務所に出そうという、一部上場の誰でも知ってるような

数万人規模の企業も少なくはないです。 

  手続業務に特化した、大きな法人事務所もあります。大きな法人ですと、そういった

大企業から手続業務を積極的に受託をして、それをアウトソーサーとして、処理をし

ていくというニーズは確かにあります。 

  一方で、これからいろんな行政手続のあり方が、アナログ型行政は、今は本気で何か

変えようとしていますから、誰でもどこでもいつでもできるような手続体系に変わっ

てくると、これまで社労士に、当然のように手続業務を委託をしていた企業が、簡単

にできるのであれば、フィーを払ってまで社労士に業務を委託するかどうかは、ちょ

っと疑問だと思ってます。 

  ただ、先ほどＣ先生もおっしゃったように、手続のバックボーンにはいろんな企業の

課題もあったりするので、我々はそういうところをきちんと対応して取り込めば、そ

ういった小さな規模からの手続業務も途絶えることはないと思います。そういった付

加サービスを提供していけば。 

  やっぱり二極化で、本当に手続に特化しても、そういったことを専門にできる社労士

事務所と、そういったことも含めて、手続は入り口だけれども、アウトプットする部

分が全く異質のものというか、異次元の結果を経営者とか経営層に提供できるような

形であれば、手続業務の将来は、私は明るいとは思っています。 

○司会（福井） 怠業処理は1つの形で、要はスケールメリットでコストを安くしていく

やり方。これは1つのやり方で、それに特化した事務所も、確かに幾つかあるのは聞い

ております。 

  他方で、でも中小みたいなところでもアウトソースするのは、やはり付加的なサービ

スがある部分もあるのかなと。かなり特殊な給与体系をやっているような中小企業も

あるのかなと。 

○Ａ そうですね。 

○司会（福井） そういうのも感じることはあります。 

  ＡＩで仕事がどんどんとられていく、その話は新しい労働問題とも関係ありますが、

それは、東京が、一番スピードが速いこともあるのかなと思いますが、そのあたりい

かがかと。 

○Ｇ 東京会の考えていることが、会員が、開業の者ですが、基本、電子申請を、政府の

方針で2020年1億円以上の資本金を持つような大企業に関しては、基本的な年度的に必

ずやる業務、算定ですとか賞与とか年度更新等、あと雇用保険の取得、社会保険の喪

失、これを電子申請でというようなことになってきてはいるので、会員に向けて基本、
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電子申請に対応できる体制をとるように、会では皆さんにお願い、お願いというかＰ

Ｒをし、その体制ができるように後ろから支えているというか、いろんな方策を打ち

出しているところではあります。 

個人的に電子申請のいろんな現場、電子申請というか行政と社労士会のお話を見た

り聞いたりというところに結構いるので感じているのは、これ、オフレコでいいです

よね。 

  正直言って、もう厚生労働省マターで、社労士会がと言ってる段階ではなくなってき

てると自分では思っています。今の政府の方針としては、厚生労働省にe-Govを使って、

APIを使って、電子申請をしてくださいねということではなくて、政府が経産省とかほ

かの経済団体さんとかで、プッシュ型のマイナポータルを使って取得・喪失は自動的

にできるものを進めようとして、もう設計段階に入っていて、それもどんどん進んで

きている状態があるので、正直言って、e-Govで皆さんやりましょうねと言ったところ

で、その辺は政府のほうでどんどん進んでしまっているものなので、今から追いかけ

ましょうと言ったところで、もう危機的なところではあるという雰囲気では感じては

いるんです。 

ただ、e-Govではなく政府の推奨している経産省マターのマイナポータル等があると

ころの申請が、企業でやりますよという前段階のところで、約7割でしたっけ、全国の

中小企業って。 

○司会（福井） 数自体は9割以上ですね。 

○Ｇ 9割の中小企業さんが、それにインターネットとか電子申請、電子申請というかマ

イナポータルとかのコンピューター世界についていけるかといったらそうではないの

で、それをサポートしつつ、それから法的なものに関して間違いがないかどうかとい

うアドバイスをしていくところでは、社労士が今後どんどん関与するところが、手続

関係ではあるのか、残っているというか逆に広げていく、業務を拡大していくところ

が残っているのかなと思っていて。そのためには、やっぱり今の段階から電子申請に

対応しておく事務所でないと、そういったところはつかんでいけないのではないかな

と思ってます。 

○司会（福井） どこでもそうなんだろうなと強く感じるんですが、おっしゃるとおりで、

中小企業で本当にそれについていけるのか。それをサポートしていける社労士は、ま

だまだ需要があるのかなと。 

  恐らくこれから先、デジタルデバイドではないですけど、そのギャップがものすごく

大きくなっていくと思います。そのあたりのサポートは、社労士が少なくとも当分の

間は、まだ大きな役割を果たすという感じはいたします。 

○Ｇ 私も、実はこの委員会、部会に入って、社労士向けのソフト以外に、今、一般の会

社が打刻システムとか給与システム、本当に前では考えられないようなソフトが出て

いるので、そういう使い勝手も最近試してみたんですが、こんなふうに労働時間を丸
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めていいのかとか、法律とシステムが乖離してるのではないかと思うとこがいっぱい

あったので、そういった点で、向こうはこういうところを求めている。ただ便利だ、

便利なものは使っていただきたいんだけれども、でも、法律が求めているのはここだ

よと説明するのは、社労士の役割かなと思います。 

○司会（福井） 確かに労働時間を丸めてしまうのは、30分は多すぎると。10分ぐらい

の単位でも、やっぱり労働者からするとおもしろくないだろうなと。でも、事務怠業

処理という関係からは仕方がないとか、いろいろ考えないといけないですよね。そこ

のギャップをどう埋めていくか、言葉での説明もそうですが、結局開発していくほう

に働きかけをしていくのも社労士なのかもしれないですね。 

○Ｅ 電子化について、形式的に欄が埋まっていれば申請できるんです。今のe-Govは。

間違っていたり不備があったりすると、行政から問い合わせが来るか戻ってくる形が

あります。そうすると会社さん、当事者さんが嫌になるところがあるので、そういう

面も、嫌だからもう社労士にお願いするというのもありますし、うちの場合ですと、

手続はあまりやっていないほうですが、一部上場の数百人ぐらいの会社ですけれども、

書類はきちんと書けるんですけれど、届けに行って、保険証を即日発行してもらいた

いので、その時間がもったいないのでお願いしますという形で、健保組合に加入して

いる会社さんは、電子化とまた別のルートで仕事が残ってしまって、そっちのほうが

逆に審査とかが厳しいので、主になっていて社労士さんにお願いするのがあるので、

その部分の社労士の手続は残るかなと思っています。 

  だから、地方はどうなんだろうとは。 

○司会（福井） それは本社があるところと中小企業しかないところは、かなり性質は違

うと思います、どうしても。自主研修との関係で、そういう方が社労士としてそうい

うスキルを身につけるのに、どういう工夫があるんですか。 

  スキルというか、ＡＩとかそういうものがどんどん進んでます。今のは単純に正しい

データ入力してないとか不備があってどこか抜けてて、それでとりあえず終了という

のをやると送られてしまうという問題だと思いますが、これも社労士が使いこなせな

いと、やっぱりいけない。それはＦ先生からも出てきてた話ですが、その辺、相当に

研修に力入れないと大変だろうと思いますけど。 

○Ｅ 現状ですと、やってみて、自分が失敗して初めてわかるという感じが実態だと思い

ます。 

  電子申請を始める段階は、東京会としてサポートしていますけど、個々の手続につい

ては各社労士任せです。 

○司会（福井） 場数を踏むしかないと。 

○Ｇ そこのところは、行政でも電子申請、e-Govになって、一般の事業所さんからも送

られてくるもので、返戻になるものが多い。青山さんがおっしゃったとおり、入力す

れば送れるので、そうすると内部処理を見ると返戻になるものが多いので、そこのコ
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ンプライアンスというかチェックは社労士にしてもらったほうがいいですという言い

方をされてますけど、基本そこの送る内容の審査で間違うか間違わないかは、電子か

電子ではないかではなくて、普通の紙の申請とも同じなので、社労士の基本的なスキ

ルがあるかないかだと、一言補足させていただきます。 

○司会（福井） 基本は、社労士としてきちんとスキルがあれば対応できる。確かにＡＩ

はあくまでアシストするためのものではあるので、基本的なスキルというか法律の理

解があるとか、あとはどういう手順でこれをやったらいいとか仕事のフローであると

か、そういうのは社労士としての経験値がものを言うという話ですね。 

○Ｇ 今のは、ＡＩが入っていない段階のe-Govなので、そういうことが起こるというこ

とです。今後、ＡＩとかそういうことが起こってきたら、それも要らなくなってくる

可能性はあります。 

○司会（福井） ＡＩが勝手に情報を拾ってきて、それで入れてしまう時代になると、多

分ほとんどその辺の問題が。もう人間が考えなくてもよくなってくるというのもあり

ますよね。それの逆に怖さもあるわけです。本当にそれが正しいのかどうか、勝手に

拾ってきて、プライバシーがどうなのかとか。 

  でも、政府としてもそれは考えてるはずなので、何らかの対応はしながらやるだろう

し、マイナンバーも、そういう目的で横串を通すために用意してるんでしょうから、

いずれそういうものが広がってくると。何か検討はしているような感じですよね。 

  ＡＩ関係ばかりになるのもあれですけれど、現状の仕事の中で、特に企業さんから相

談を受ける、メンヘルなど非常に大きな問題があると思いますが、社労士として、そ

ういう仕事がふえてきてしまってる部分について、どういうスタンスをとるかを、お

伺いしたいと思います。 

○Ｂ 最近やっぱり多いです。メンタルでという、お客様でも非常に多いです。健康保険

の傷病手当金がもらえますというところで、申請書を見ると精神的なというのがすご

く多いので、どうしてもメンタルで会社に復帰できなくて、休職が終わって退職しま

すというところで必ず、それは解雇なのか本人都合なのかでもめるのが大体です。 

  そういうときに、社会保険労務士としては会社の意向を汲みながらも、本人が一番い

いように退職させたほうがいいんじゃないですかということで、両方の中間を、きれ

い事言えばそうですけど。本音で言うと、会社側の意向に添うようにするんですが、

あまり会社側の意向に添ったら、結局それで後で訴えられたりするのもありますので、

本人の意向も聞きながら、どうしたいのかを聞きながら、やっぱり穏便に退職、じゃ

なくて復帰を考えながら対応しているのが、私はそうですけど、最近そういうのが多

いです。 

  ほかの方々は。Ｃさん、どうです。 

○Ｃ 今、Ｂ先生がおっしゃったようなことになると、結構私も経験をしてますし、あと

メンタルの方々が、経験がもしあって次の会社に入ってきたりとかすると、休職する
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のが当たり前のような形で人事に申し出をしてくるのがあったりすると、そもそも休

職って会社側が発令するんですが、本人がもう、取れるものだと、上司もそういう知

恵がないので受け入れてしまって、休職にどんどん入っていくとか、そういう運用の

部分の御相談も結構ふえてはいます。 

○司会（福井） 復帰を支援しないといけないのと、でも、そう言われても当然の権利だ

と思われてしまっては困るという板挟みみたいなところですね。 

  やめていただくことに関して言うと、もちろん正面からそんなことは言えないわけで、

特に紛争になったときのことを考えると、どういうプロセスを経て最終的な決断に至

ったか、そこが重視されるということが、司法との関係でいうとあるかなと思います。 

  だから復帰のプログラムをきちっとつくって、手を尽くして、それで休職期間満了し

て、とにかく十分に説明もしたし、手順は踏みましたよという形が、やはり大事にな

ってるんだろうとは思います。そこが、社労士の腕の見せどころに、最後はなってい

るんだと。 

○Ａ 休職制度については、先生がおっしゃったように任意の制度ですが、メンタルヘル

スの不調者の休職だけではなくて、やはり育児とか介護で職場を離れる方、これは法

的に保護されてるというか認められてる権利なので保障されるわけですが、一定の規

模がある企業でしたら、休職者、育児休業者の業務を派遣であったりとか、ほかの職

員なりスタッフがカバーすることも可能だったりするわけですが、本当に規模の小さ

な小規模零細ですと、その人がいない間の業務はどうするのか、かわりの職員を入れ

たけれども、戻ってきたときに仕事がないとか、そういうことは当然としてあるので、

そんな相談も多いです。 

○司会（福井） 育休、産休、介護、いずれもそうだし、介護は本当にいつまで続くかわ

からない。育休、産休は当然の権利であるのと、あとは個人差ありますけど、まだ見

込みが立てやすいというか。 

○Ａ そうですね。 

○司会（福井） その意味では、きちんと対応のしようもあるとは思います。でも競争激

しいので、そこに別の人が入ると、確かに戻りにくくなってしまうとか、あとは保育

所の関係で、なかなか保育所があかないです。でも保育所がないとか、これは社労士

には手のほどこしようがないと思いますけど。 

  いろんな休職絡みとか、特に働き方との関係で、きちんと健康な状態で、なおかつ家

族との関係もきちんとできて、それで満足のいく働き方をする。その意味で非常にト

ータルに、俯瞰的にいろんなアドバイスができることが社労士に求められる。 

○Ａ そうですね。そういった仕組みがしっかりとできている、小さな規模の企業だけど

もできていることで、働く人が安心して働けるし、優秀な人材を離れずにしっかりと

パフォーマンスを発揮してもらえる企業になるということなので。そういう制度づく

りとか仕組みづくりの御依頼は、最近は多いです。 
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○司会（福井） 予防ですから、基本そういうところをきちっとしないといけないという

ことですね。 

  現状の話、大分新しい労務問題にも入り始めてるような気がしますが、そちらに移っ

ていっても構わないですか。 

  ＡＩの話は先ほど大分したので、例えばＬＧＢＴの職場での受け入れをどうするかと

か。ＬＧＢＴの問題を考える前に、女性の働き方もまだまだ詰めないといけないとこ

ろがあると思います。あとは病後の復帰支援。最近がんもかなり治る病気になってき

たので、がんサバイバーの方が治療を続けながら職場に復帰する。そういうものある

かなとも思います。 

  あと外国人の問題は、最近マスコミでものすごく注目されて騒がれていますが、これ

はでも、本当に企業さんから言うと、働き手がいないのでは仕事にならないから、何

とかしろと。一番ひどいケースは、実は企業ではなくて農業とか漁業とかそういうと

ころのですけど、それが報道のときには平らにならされて、企業が悪いみたいな話に

なってるのは、ちょっとそれも不公平な感じもしたりはしてるんですけど、そのあた

りが新しい労働問題、そこで社労士がどういう役割を果たすのかという話で、次は議

論したいと思います。 

○Ｂ 最近、何社か来てるのでおもしろい仕事は、会社の中の相談機関をうちで請け負っ

てる。社員の方が何か会社に対して不満があったり、あとハラスメントを受けたとい

うことで、うちにその連絡が入って、それを答えてあげる。基本は、会社にはその報

告はしないですけれども、これは会社の方に言ってあげて、解決しないといけないな

という場合には、会社の方にこういう相談があったので、こうしてくださいと。そう

いうのが、今、ここのとこでぽんぽんと入ってきまして。これからそういう監査役で

あるとか、会社との相談機関を請け負うのが、これから来るのかなって僕は思ってま

す。 

○司会（福井） 労働というときに労働者側の問題と労務との問題、もちろん両方あると

は思いますけど、管理側。相談機関は労働者側の相談で、ハラスメント相談窓口とか

そういうことだと思いますけど、需要はものすごくあります。それをこれまで社内で、

人事とかがやっていて。それで非常に問題があるケースが多かった。 

○Ｂ 人事だとなかなか話しにくい。あの総務部長が言われてたなというのがあるみたい

で。そうすると外部の人に話ししたいというのがあるみたいです。 

○司会（福井） 社労士が適任だと思います。また弁護士に頼むと。 

○Ｂ 何か敷居が高い感じがするって言います。 

○司会（福井） 会社としても弁護士に相談したら、すわ訴訟だと思ってしまうところも

あるから、そっちにあまり持っていきたくないのかな。その意味でも、社労士は適任

かなと思います。 

  監査役的なというか、ゆくゆくは役員、社外役員の中にもっと社労士がいてもいと思



137 

 

いますけど。 

○Ｂ そうですよね。 

○司会（福井） それも、ある意味新しい仕事になっていくんじゃないですかね。労務担

当の社外取締役とか社外監査役って必要だと思います、大きな会社であれば。 

○Ｂ 外部監査人がありまして。あれは海外から、ベトナムとか、を呼んできて外部監査

人を、やっぱり労務の監査をするので。社労士が適任ではないかというので、うちも1

件だけそういうところを確認したので、私も外部監査人でやってますけど。ただ、あ

まり仕事ないです。はっきり言って、印鑑押してオーケーみたいな。何か変わったこ

とありますか、ない、じゃあオーケーですねって。 

○発言者不明 後で大変なことになる。 

○Ｂ そうですよね。 

○司会（福井） 労務監査と、あと労働条件審査とかそちらの仕事も、やっぱりほかの会

では結構力入れてるところがあって、大阪なんかはかなり力入れてました。 

  それが、結局行政との兼ね合いが非常に強いというか、入札制度とかでの労働条件審

査ですとか。労務監査に関して、上場との関係で、割とそういう審査を受けておく必

要があってということのようです。 

  ただ、コンサルがまとめて引き受けたりするので、ちゃんとこれは社労士の職務領域

だと強く主張しないと、なかなかそういうふうになっていかないところがあるみたい

です。 

○Ａ 労務監査とか労働条件審査とは違うかもしれない。でも、多分多くの先生方がやっ

てらっしゃると思いますが、何かトラブルとか困った相談事があって、新規で社労士

を探していて契約をするようなときに、最初に私どもで顧問契約するときには、その

企業の実態をレビューするんです。労務監査ではないかもしれないけれども、法定諸

帳簿であったりとか労働環境だとか労働時間の管理とか賃金の支払いとか、そういっ

たものを全てレビューさせてもらって、それで課題を抽出した上で、こういったこと

をこんな費用と時間をかけてやっていきましょうとさせていただいてるので、それは

恐らく開業の先生方は、多かれ少なかれやってらっしゃるんだと思います。 

○司会（福井） 確かに社労士が入るときにブラック企業の状態で、それを手助けするわ

けにはいかないですね。 

○Ａ はい。 

○司会（福井） かかわる以上は、今ある問題点はすぐにできなくても、絶対にやめても

らわないといけない法令違反は、すぐにやめろって話でしょうし、そうでないものに

ついては少し時間をかけてやると。 

  労務監査ではなくても、社労士が入ってくること自体に意味があると。それは全くそ

のとおり、同感だと思います。 

○Ｆ 外国人の問題ですが、前回、日系ブラジル人の就労支援などをやっていたんですが、
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最近、外国人の社長様で、日本法人なので社長様はいらっしゃらない。担当者は外国

人、働いてる方も外国人という企業様があって。やはり日本の社会保険制度はとても

わかりづらいらしくて、日本人だったらあうんの呼吸で、給料から社会保険料はこう

引くんですよと説明するのを5分でできるものが、外国の方だと30分、1時間かかるよ

うな。背景から御説明することで、外国の方を相手に社労士がお話しする場合には、

やはり、もうよりきめ細かいアドバイスとか、そういったものがすごく必要なんだな

と実感しています。 

○司会（福井） まさに文化も違えば制度も違う。国民皆保険なんてものがないような国

から働きに来てる人たちに、日本の社会保険制度は、とにかく短期間の滞在でも入ら

ないといけないですよとか、きちんとした説明をどうやってするか、確かに制度がな

い人に話をするのは至難の業です。時間かけて話さないといけない。でも、多分お金

になる仕事ではない。 

  かもしれないけど、その需要には応えていかないと、そういう知らないところにつけ

込んでるような業者がたくさんいる。それがまさに技能実習生問題だと思うし、今度、

だから滞在資格がいろいろ広がって。 

  あれもよくわからない話で、入管法の改正だけやってるのに、受け入れの資格がいろ

いろ多様化される。ただし、その後どういう形で実際にそれを受け入れていくのかと

か、受け入れ支援団体は一体どんな連中なのかとか、どうもあまりはっきりしないこ

とが多くて。きのうの報道では、語学基準についてはＮ4程度であればいい。Ｎ4と

我々、留学生いますけど、Ｎ4なんてとてもコミュニケーションできないですけど、本

当のことを言うと。だから平仮名と片仮名が読めて、ちょっとした会話ができる程度

です。 

  本当に大丈夫なのかと、企業さんをサポートする役割として、ここは、社労士の仕事

は嫌でもふえるとは思います。 

  では、どういうサポートができるか。説明ツールの工夫かな、そういうのもあるのか

なと思います。 

○Ｆ ポケトークを用意しています。 

○司会（福井） そういう気持ちだけでも伝わると。ベトナム語とか難しいですよね。そ

ういうところからたくさん受け入れてる。インドネシアは、逆にあまり難しくないで

す。日本語とも似てます。ネパールとかも難しいし。カンボジアだと文字が違うとか。

本当に大丈夫なのか。せいぜい英語ぐらいしか考えてないから、大丈夫なのかと。 

  外国人に関しては、とにかくきめの細かい対応のサポート、あとはそれができる人材

を育てていくためには、恐らく企業の中での研修も、やはり社労士が引き受けていく

という、そんな話になるのかなと思います。 

  これは新しいというわけではないですが、今の絡みで、いろんな労働問題が多様化し

てる中で、それに対応できる社内人材が全然育っていないことがよく聞こえてきます。
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それを誰が育てるかというとき、今のところ担い手がほとんどいない。コンサルがや

ってるようですが、コンサルは会社側の立場からやってるので、本当の意味では人材

教育としては少し問題がある。社労士は、その意味ではそこにかかわっていて、人材

を育てるには適任だと思いますが、そういう方面で社労士を使ってくれる企業さんは、

なかなかまだ出てこないでしょうね。 

○Ｂ 社内のあれですか、社内の人を。 

○司会（福井） そうそう。 

○Ｂ 労働問題に。 

○司会（福井） 労働問題の教育、人材を育成する担い手として社労士が活躍できないか。

実際いろんな研修講師とか社労士は最近してますけれど、もっと一般的なことをして

るような感じです。従来型のそういう研修やるというときに、社会保険とか何とかで、

新人の研修を社労士がやるとか、それはときどき聞きますけど。 

○Ｂ 管理職向けのセミナーはいっぱいやるんですけど、特定にその人を教育するための

何かというの、やってないですね。 

○Ｅ 福井先生がイメージしているレベルの、その下の段階だと思うんですけれど、人事

担当者を対象とした法改正ですとか、労働時間とか判例とかそういう講習はしてます

けれど、育て上げるという視点ではなくて、その瞬間を教える形のものになります。 

○Ｂ そうだね。そういうのはあるね。 

○Ｅ あと1グループだけ社長、役職者、部長以上くらいと、関連会社の上層部を集めた

研修の中で、労働関係のコマという形で呼ばれて。全て所長の話ですけど、講師をや

ったりすることはありますが、管理職研修ぐらいが多いですよね、聞くのは。 

○司会（福井） 管理職研修ももちろん大事だし、とりあえず知りたい情報を提供するみ

たいな形になるんでしょうね。 

○Ａ やっぱりそういうところは、管理職とかそういった方々への教育だったりとか、情

報提供をタイムリーに、顧問契約している労務管理の顧問として契約をしていただい

てるところには提供していって、あとは我々が顧問契約をしているということは、企

業のカウンターパートナーの人が、社内で相談があったことは全部こっちへ聞いてき

て、即時に回答がもらえるのが顧問契約の本質だと思っているので。だから、私たち

が顧問契約することのメリットは、後継者を育成する必要はありませんよと。いつで

も最新の情報をお伝えするし、適切なアドバイスがもらえますよ、しかも長期の契約

をしていれば企業の文化とか仕組みもよく理解をしているので。それは使用者に添っ

たということになるのかもしれないけども、過去のいろいろなトラブルも、担当者が

変わったとしても、我々としてはノウハウとして蓄積があるわけです。だから、安心

して任せてくださいというのが存在価値だと思ってます。 

○司会（福井） 担当者を逆に育ててしまうと、仕事がなくなりそう。それは、多分その

とおりかもしれません。 
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○Ｈ でも、そういうところで、例えば週に1回とか月に1回来てくださいというところ

になると、行くたびに担当者とそれこそ30分、1時間ずっと話をするので、繰り返しこ

ういう問題があります、どうしたらいいでしょうみたいなことをやっていく中で、そ

の方が育ってくれるのであれば、そういう意味ではあるかもしれませんけれど。 

○司会（福井） 育っていってくれれば、この問題は社労士に任せたほうがいいとか、そ

ういうのもちゃんと考えてくれるので、それは人間関係をつくっていく意味でも、育

てていくのには意味があるのかなと思います。 

○Ｈ そうですね。我々の仕事も少し楽になってくるので、そうなると。 

○司会（福井） 新しい仕事と、あと紛争解決業務、Ｄ先生ですが、これも特定もできて、

あっせん代理もあり、補佐人業務も認められ、だいぶ紛争解決業務の中に社労士が入

ってきてると思いますが、そのあたりは。でもその割には仕事、このアンケート結果

から見ても、ほとんどやってないですよね。 

○Ｄ はい。 

○司会（福井） そのあたりはなぜなんでしょう。 

○Ｄ 予防という意味で、顧問先でやってる方のほうが大部分なので、紛争まで行かない

という例もありますし、あとは一歩踏み込めない。先ほど言ったみたいに、一歩踏み

込めない。弁護士さん任せにしちゃう方もいらっしゃいます。中には労働者側専門で

やっている人なんか、ほとんど週に何回も労働局に行ってやっている人もいらっしゃ

いますし、それは本当に各個人の差が激しいと思います。 

○司会（福井） それを専門にされる方がごくわずかしかいないのは、もちろん社労士の、

これまでの予防としての仕事と大分違うのが1つ。あとは、本当に額が大きくなったり

すれば弁護士の所轄になって、120万が上限でしたっけ。 

○Ｄ いや、労働局は上限なし。 

○司会（福井） そうですか。 

○Ｂ 労働問題って結構あるんです、仕事してて。月に何件かうちも処理してますけど、

表に出ないです。顧問料の範囲内でほぼやっちゃうじゃない。相手に話を聞いて、会

社の意向も聞いて、お金いくら払えばとか、どうすればいいのか、大体は解決しちゃ

いますので。それだけでやっていくのは難しいじゃないんですか。顧問の仕事の中で

ほとんどやっちゃうのがあるので。だから、仕事がないわけではないです。労働問題

いっぱいありますから、今。ですから、それは表に出てないんじゃないかなと思う。 

○司会（福井） 弁護士みたいに依頼を受けて、その事件について代理人になってやると

かとは全然違って。 

○Ｂ 違う。 

○司会（福井） 顧問の中で、もう日常の業務の一貫としてそれは、小さな紛争であれば

それで、話し合いで、お金で。実際そういうふうにやってきたからこそ、紛争解決業

務もできるのではないかということで議論はして、導入したんだろうと思いますけど。 
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○Ｂ 通常の業務の中で話しても解決しない場合に、じゃああっせんしましょうかという

話になるんです。その次の段階なので。なかなかあっせんに行く前に、もう解決しち

ゃいますよね。 

○Ｇ 先日、国際シンポジウムに出たときに、おもしろい制度だなと思ったのは、社労士

制度と似たものが、韓国に公認労務士制度があります。新しくできた韓国の制度で、

国選の労務士制度があるそうで、低賃金の方、お金を使って裁判とかにできない方に

関しては、国選弁護士ではなくて社労士がやりますという制度になってるということ

だそうです。 

  向こうの社労士制度は、社会保険とかの加入に関しては手続をやっていなくて、労働

問題に関して特化してる社労士制度ですけど、何となくなんですが、私、韓国ドラマ

とか結構好きなので見るんですが、国民性で割と日本人は法に訴えるところまでは、

なかなかそこまでこじらせてというか出す人たちが、まだ母数として少ないことがあ

ると思います。韓国の場合は、割と労働争議に移っていくことが多いようなので、そ

このほとんどを、その前段階の、法の判定に行く前の前段階でも、やっぱり社労士が

関与して、労組にも介入して解決していく制度で、それだけ成り立っているのがある

とおうかがいしてるんですけど、そもそも日本人がそこまで本当に、話し合いまでで

納得してしまうというか、そこまで荒立てることもないよと思う人が多いのかなと。

ただ、今、ネットとかで情報とることが可能になってきてるので、じゃあやってやろ

うかという人はだんだんいると思いますけど、あまりそこまで闘争的な人がいないの

かなと考えるんです。 

○司会（福井） 韓国は、確かにそれは闘争的だと思うんです。実際、労働争議すごいで

すから。 

○Ｂ そうなんですか。 

○司会（福井） ＩＭＦ危機が1997年にあったときは、本当に労働紛争で企業の取締役

なんかはつるし上げにあって、大変な状態だったり。そういうカルチャーがあると思

います。実際、名誉意識が非常に強い人たちなので、お金でなかなか片がつかないで

す。日本だと名誉毀損訴訟するといったら、何か変わった人が争うんですが、韓国だ

と普通です。そういう背景、文化の違いもあるし、だから向こうの公認労務士と日本

の社労士は、違った仕事にならざるを得ないのかな。 

  もちろん国選があったら、確かにいいのかなと思うのもあります。刑事ではないけど、

労働も、やっぱりそこも権利として保障すべきだということはあるのと、あとはお金

がないからこそ争っているという立場の人たちですから。何らかの補助があってしか

るべきだし、法テラスがあるじゃないかといっても、弁護士には出すかもしらんけど、

司法書士までは出すのかな、余りほかの専門職に出してるのは聞いたことがないです

よね。 

○Ｅ 所長が東京労働局のあっせん委員を10年やってまして、こちらの話、よく聞いて
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はいるんですが、今回のアンケート、9ページ、行っていない、少ないという形の聞き

方なので、ほかの業務に比べれば圧倒的に少ないので、あっせん代理人の業務自体は。

やったとしても2位あたりにつくんだろうなというのが、まずアンケートの性格として

出てくると思います。 

  あと開業社労士の方は、Ｂ先生が言ったように、顧問先であっせんまで行っちゃった

場合には、代理人を受ける方が多いと思います。受けたよというのも聞きますし、あ

っせんルームで会ったよというのも聞きます。 

  労働者側ですが、労働局も東京会も、申請自体が簡単にできるようになっていて、し

かも書き方の指導もされますので、代理人をつけなくてもできちゃうんです。労働局

も東京会うちも無料で申請できるので、わざわざ代理人にお金を何万円も払うの？と

いうところで、つけないという選択もあるので、労働者側の代理人を専門としてやっ

ている方は、ホームページなどでばんばんＰＲして、受け付けているので、専門とし

てできると思いますけど、通常の業務と並行してという形になると、なかなかできな

いのかなと思います。やったことがあるよという形でアンケートをとったらば、やっ

たことがあるかないかということだと、結構広がっているのかな。 

○司会（福井） なるほど。 

○Ｅ だから、補佐人がまだ導入したての、2016、2年ぐらいですので、あまりかなとい

うのは思います。 

○司会（福井） 実際、補佐人ですから、要は本人と一緒に、あとは代理人、弁護士と一

緒に出るかと、そんな話ですよね。弁護士は、あまり社労士と一緒にというのは好ま

ないかもしれないし。私は、関西では割と専門的にやってる社労士さん知ってますけ

れども。そうは言っても、なかなか裾野は広がらないみたいな感じではありますね。 

○Ａ ただ、特定社労士という制度自体は、既に付記してる人が1万人を超えていて、こ

れは特定社労士という付記をしていないと、仮に企業の顧問をしていたときに、Ｂ先

生おっしゃるように社内でいろいろトラブル、相談があるわけです。一緒になって相

談対応をしていても、最後あっせんの場面に行ったときに、ここから先は、俺は付記

持ってないから、特定でないからほかの人に頼む、紹介するよとなってしまうと、そ

れは信頼関係を失ってしまうので。 

○Ｂ そうですね、そうそう。 

○Ａ 開業社労士としては、最後まできちんと面倒見られるよということは絶対必要です。

そうすると全員が付記をつけないと、今の仕組みの中ではいけないだろうと。 

  ただそれは、先ほどからのお話で出てる、やっぱり問題をそこまで深刻なところに行

かない段階でおさめるのが我々の手腕だと思っているし、あっせんまで行ってしまっ

たら、それは逆にいうと指導不足という指摘を受けても、やむを得ないのかなと思っ

てるところはあります。 

○司会（福井） 予防がとにかく社労士の一番の仕事の核ですから、その意味ではあまり
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紛争まで行かないのが、やっぱりプロの仕事と。 

○Ａ それでも、特定でないといかんと。 

○Ｂ それはそうですね。あったほうがいいです。 

○司会（福井） 皆さんというか、こういうところに出てくる方はほぼ特定社労士、付記

してますね。 

  あと、最後のテーマに移ってもよろしいでしょうか。 

○Ａ あと一つだけ追加で。 

  先ほどＧ先生から国際フォーラムのお話があったんですけど、興味深く聞いてたのは、

イタリアだっけ、ルーマニアだっけ、何か労働契約書の認証をするというのが業務と

してあるんです。 

  確かに契約社会なので、雇用契約は恐らく重要視されてるんだと思います。日本だと

口頭でもいいみたいなことになってるんだけども、労働条件としては文書で渡すこと

になる。これからパート労働法とかいろんなものが変わってきて、いろんなものを書

面で通知をしないといけないとなってくると、もしかすると社労士の業務として、そ

の契約書の認証だったりとか、リーガルチェックだったりも、仕事としては重要性が

増すのかな。そうするとボリュームをしてはものすごい数になってくるので、手続よ

りも入り口のところでしっかりと労働条件を確認をしてということは、業務としてあ

るのかなと感じました。 

○司会（福井） 確かに労働契約も契約ですから、きちんと法的に認証しないといけない。

国によっては、本当に公証人みたいな人の認証が常に必要だという国もあるのかなと

思いますが、ルーマニアは、そういう制度になってるとすると、やはり契約を非常に

きっちり見てる、そういう法制度の国だと思いますね。 

○Ａ はい。 

○司会（福井） 日本がそうなるかというと、何かもともと契約社会が成熟してると思え

ない。大企業だけですもんね。そこがまた問題なのかもしれないし、社労士の人の研

修のあり方とか、そもそも試験のあり方も変わってこざるを得ないですね。 

  もっと民事法に比重を置いて、特に契約に関して、規制の部分だけではなくて、契約

の成立から実際に内容をどう詰めていくのかまでやらないといけないというのは、す

ごくある意味、大変負担がふえる感じはします。でもそれは、やらんとしようがない

ような気もするんですけど。 

○Ｅ 一言だけ。ＬＧＢＴの相談がふえています。 

○司会（福井） なるほど。結構、公的機関で割とやってるんですよね。最近うちの大阪

大学でも、実はそういう宣言をして、ルールをつくるという話まで行ってます。大学

でいうと、例えば国際基督教大学は、そういう専用トイレをつくったりとか。 

○Ｅ うちの顧問先も、障害者用のトイレを自由に、誰でもトイレという形で使えるよう

にしたり。 
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○司会（福井） 差し当たりはそれぐらいしかないし、幸か不幸か全員ではないので、そ

の意味でも、何とかなってる部分はあるでしょうけど。ただ、本当にやろうとすると

あれは大変で、名前とか通称名をどうするか。一旦通称名で使えるようにしたときに、

でも元に戻せないとか、公的な書類を出すときにプライバシーをどうするかとか、本

当に議論は尽きないです。 

  ある程度は、政府がつくってくれてるような大きなガイドラインみたいなものは使え

るんでしょうけど、どうでしょう。まだまだ不備ですよね。 

○Ｆ Ｅさん、どんな相談がふえてるのか教えていただける。 

○Ｅ 一番最初は、社内でカミングアウトした人がいたので、規程をつくりました、チェ

ックしてくださいというのが一番最初。うちの事務所にメールが入ってきたので、そ

れで確認していって、どの段階で男性から女性とみなすかとか、小さいところからい

うと配偶者手当をどうするかとか。福利厚生をどのラインまでハードルを下げていく

かのチェックから入って、会社の考え方等を聞いて、あとは会社でまとめ、役員にあ

げますという形で引き取ったのが最初です。 

  あとは採用の段階の話もありますし、今はＬＧＢＴの話がニュースとかでも出てるの

で、うちも対応しないといけないと思うけど、どうも理解してもらえない社員が中に

はいるけど、そういう人たちをどうするか。逆にＬＧＢＴのウエルカム会社としてや

ったとして、その感覚について来れない社員さん、どうしても生理的に受けつけない

とか、そういう方たちへのフォローをどうしたらいいかとか、そういうピンポイント

の相談が多いです。困ったら相談という形で。 

○司会（福井） こればかりは、予防も事が急に進み過ぎてて、採ってしまったら対応せ

ざるを得ない。政府はちゃんとやれと言ってるわけで、やらんわけにいかないし。企

業さんとしても、これはかなり厳しい事態ですね。 

○Ｅ なるべく、みんながぎすぎすしない形に落ちつくところを案内していくというとこ

ろです。 

○司会（福井） 大きな企業は、まだいろいろ部署の工夫とかできるでしょうけど、小さ

いとなかなか。 

○Ｅ 支店なんかは。 

○司会（福井） 大変だと思います。でも、それもある程度仕事の経験値というか、いろ

んな工夫が積み重なっていく中で、そういうのをいろいろ情報を共有し合って、何か

ルールをつくっていくしかないでしょうね。まだケースが少な過ぎますね。 

○Ｅ はい。 

○司会（福井） ちょうど30分前で、社労士の進むべき方向性といくことで、どういう

ことを言おうとしてるかというと、これから先の社労士は、法律家、法的専門性を高

めるというのは法律家を目指すのか、つまり弁護士みたいな方向を目指すのかという

のが1つ。他方で、でもそうは言うけど事業主さんがあっての社労士で、ある種コンサ
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ル的に、高度ジェネラリストと書いたのは、幅広くいろんなことに対応できる。ある

意味、事業主さんに寄り添う専門家というか、そういうものとして生きていく。もち

ろん両方だと思います。 

  福岡の社労士さんが、おもしろい図式的な説明をしてくれたんですけど、ジェネラリ

ストはある程度の幅で広く仕事をやる。専門はとんがってなってるようなもの。高度

ジェネラリストは、この層が少し厚い。そうでないジェネラリストは、もっと薄いか

もしれない。専門家、大体こういうとんがったのが2つぐらいあって、そこを柱にしな

がら、あとはジェネラルなとこでやる。そういう図を使って、示してくれた社労士さ

んがいます。 

  まず、イメージとしてはそんな感じだと思いますけど、他方、どこまで専門性が期待

されてるのか、どれだけ寄り添うことが期待されてるのか、そのあたりはそういうイ

メージだけでは語れないところがあって、どうもいろんな方の話を聞いてると、今の

社労士に期待されてるのは、弁護士でないなという感じはするんです。 

  そのあたりざっくばらんに、うちの顧問先は、特に主要なところはこんな感じという

実感でもいいですけど、教えていただければと思います。 

○Ｈ やっぱり弁護士と同じような仕事をしてほしいとは思われてもいないし、したいと

ももちろん思っていないしというところで、どうしても企業に訪問して仕事をさせて

もらっているので、やっぱり小さいところのトラブルから話を聞いて、さっき言った

ような未然に防ぐ、もしくはトラブルがないところで、今こういうことが問題多いの

で、こういう制度つくっといたほうがいいですよみたいな形で、やっぱり相談を受け

る相談者でしょうか、経営者の相談者という形で価値を認めてもらって、もちろん中

小は1号・2号に関しても、やっぱり手伝っていかないと、補佐していかないといけな

い部分の仕事としては残ると思うので、それは逆に言うと、今は手続やってのコンサ

ルなのが、そういったコンサルあってのそういった周辺みたいな形でやっていければ

なと思ってます。 

○司会（福井） コンサル的なところ、まずはいつでも相談できる、そういうところが大

事でしょうね。弁護士は、今の企業さんの認識からいうと、いつも相談するという相

手ではないですよね。本当に困ったときだけ出てきてくれればいい。だから、顧問に

はしてるけど、普通には余り出てこないほうがいいんだと、そんな認識のような気も

しますけども。 

○Ｈ 正直、労務に関する質問ではない質問まで来ちゃうんです。例えば税理士さんの質

問だとしてもお客さんはわからないので、全部こっちに来てる。そうすると、それは

税理士さんに聞いてくださいよという形で、住み分けの方も一緒に。じゃあ誰に聞く

んだよというぐらいの感覚のつき合いになってくるので、それは弁護士さんです、税

理士さんですという形の筋道を分けてあげるとか、そういうことも出てきてます。と

りあえず、何でも聞いてみたいな感じにはなってるので。 
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○司会（福井） 何でも聞いてもらわないと、付き合いの問題もありますからね。 

○Ａ 全く同感です。 

  うちもスタッフには、まず一番最初に相談してもらう関係をつくりなさいと言ってる

ので、どんなことでもいいから受ける。それをきちんとさばいてあげるのが、やっぱ

り我々の仕事だと思ってます。そういう信頼関係の中で、新しいビジネスとか課題も

見えてきて、人事の提案をしたり、こんなことをしたらという話も初めてできるので。 

  私の思いとしては、やっぱり企業に寄り添ったというか、自分の顧問先が元気になっ

てもらうとか、業績伸ばしてもらうことが何よりもうれしいわけなので。やっぱり現

場を大切にしたいと思っていますから、先生の高度ジェネラリストを完全に目指して

いますね。 

  しかも、うちは法人組織なので、社労士も何人かいますから幅と深み、お前はこれが

得意だから、これもう少し極めなさいということもできるので、幅の中にちょっとと

んがったところもいくつかあるみたいなことが、人が集まってくるとできるのかなと

思ってます。 

○司会（福井） なるほど。法人でやることのメリットが、そういうところにあるんです

かね。 

○Ａ そうですね。 

○司会（福井） ほかの先生方、いかがですか。 

○Ｃ Ａ先生ともかぶるところもあるんですが、社会保険労務士って、やっぱり人の仕事

なので、ここ最近、働き方改革というテーマだと、結構定着させないといけないとか

残業の話とかっていって、企業からは制度の話に発展するわけです。制度の話を逆に、

何か規程とか人事制度とかそういう話とか就業規則となると、先ほど冒頭、言いまし

たけど、回すのは現場で、それを例えば人事の人がしゃべるけど、社労士の人も横に

ついてちょっと補足してくださいという場面も結構あるんです。 

  お話をしたときに聞いてるときの社員の人たち、Ａ先生も言った現場の声は、僕はす

ごく大切だと思ってて、やっぱり現場の人の部分に入っていかないと、結局、私が補

足したときの現場の人の顔を見ると、目を必ず見るんです。しらけてる人が。ちょっ

とこの人は、まず本質的に何か問題があって言いたいだろうなと。 

  Ｂ先生がさっき言った、ホットラインつくってる。それはソフトの話なので、やっぱ

りハードとソフトを両面でやるような、Ａ先生みたいな法人化した場合は、その強み

があるハードの部分ができる人と、ソフトの部分もできるような人が両方いる。ただ

行く先は、信頼をつくるのに社労士って、やっぱり弁護士さんと違って、かなり人を

扱う仕事なので、人の部分に入っていく素質とか、結構難しいとこでもあるんですけ

ど、大切なとこだと思うので。 

  そういうものを極めながら、ハードとソフト両方やっていけるようなことにならない

と、本質的に企業様にとって、一過性で、コンサルでぼんとやったら制度が出るとき
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ってありますけど、ただ長期的に見たら、現場の社員の人たちが自分のことを自分で

解決するような気づきみたいなものが、上司だったり人事の人がコーディネートしな

がら築いてくれてるときってあるじゃないですか。でも、今、多様化してるので、人

事の人たちも、何かそういう立派な人事課の人がいればいいですけど、結構ワンマン

経営の会社の人事担当、見てると、社長が言うからこうなんですとなると、規程の話

をしても、しらっとするようなときがあったときに、やっぱりそういうコーディネー

トとか聞いてあげるような人って、外部のホットラインだとか、そういうことも含め

てソフトの部分を社労士もやっていくようなことも必要ではないかな。そうしないと、

ハードとか働き方改革が本質的には全然動かない。 

  そういうのに気づいてる企業があって、そういうところは、かなりすごく従業員のこ

との話を聞く態勢とか、上司たちの意識が全然違うんです。何か二極化するというか、

中小企業見てても、全然この会社違うなというのと、ここはそもそもこんなところか

ら入らないとだめなんだろうなとか。そのときに我々の資格ではないジャンルがあっ

たときは、僕なんかは、ほかの人たちとか、そういう専門の方々の力も借りないとだ

めなのかなと思うときも結構あって。 

○司会（福井） なるほど。制度面というかハード面に関しては、いろんな人、いろんな

専門家がその得意分野としてやってもらったほうがいい。専門家を使い分けるのもそ

うだし、そこで人間関係でソフトな部分で、今、相手の目を見てという話が出てきた

のはすごく印象に残ってるんですが、やはり直接会わないとわからない部分とか。 

○Ｂ そうですね。 

○司会（福井） そういうまさにソフトでも一番やわらかいところというか、そこを社労

士が入っていくことによって、うまく引き出して、それを他の専門家につなぐときも

あれば経営者、まずもって経営者でしょうね、そこにつないでいって、これはちゃん

とした対応しないとかなり憤懣たまってますよと。 

○Ｂ そうですね。 

○司会（福井） そういうことができるのが大事なことでしょう。その意味で、ジェネラ

リストでしょうけど。特にＣ先生の言葉使えば、ソフトな部分を、できる限りきちん

と拾い上げられるジェネラリスト。 

○Ｃ そうかもしれないですね。 

○Ｂ 専門家で行きたいという方もいらっしゃると思います。きょう集まった、この中は

標準的な社労士だと思いますけど、専門家になりたいって方も絶対いらっしゃると思

います。 

○発言者不明 学術的に。 

○Ｂ そうですね、います。だから何とも言えないですよね。 

○司会（福井） 会の中にいろんな人がいればとは思うんですが、1つ業種、仕事の内容

との絡みで、例えば労働条件審査とか業務監査、労務監査をやる人は、かなり細かく
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法令とか知識面で細かいことやらないといけないですし、また、そこで企業さんも専

門家なんだなと思ってくれるような、例えば論文を書いてるとか、そんなのがないと

いけないのかなと。 

さらに言うと、労働条件審査なんかされる方は、限られた方を会が委嘱してやって

るんだと思いますが、中立性も要求されるんだと思います。公認会計士は、もともと

企業の監査法人として監査報告書に署名をする。だから、企業に対してあまり近づく

ことはできない、コンサルとかできない制約があります。 

悩ましいところですけど、例えば労務監査が公認会計士みたいに法定されれば、確

かに一定の仕事が入ってくる。だけどその結果として、コンサル的に常時企業にかか

わっていくことができなくなる。それは、社労士にとって好ましいことではないだろ

う。 

○Ｂ どうですかね。でも、労働条件審査的なことは、結構仕事でもあります。特に上場

したい会社に依頼を受けて、上場のために労働条件をきちっと、どこがいけないのか、

そこを全部教えてほしいという仕事は結構ありますので、それがそのまま顧問になる

パターンが多いものですから。中立性とかそんな崇高なものではない。普通の社労士

の業務の中でできちゃうような感じ。 

○司会（福井） 会計監査とはちょっと違うかもしれない。 

○Ｂ そうですね。 

○司会（福井） 会計は、いつもちょろまかしてしまおうというのとの戦いですから。労

務は、そういう圧力は多少はあるのかもしれないけど、違うかもしれないですね。 

○Ｂ いけないことはいけないので。違反してるのは違反してるので。ここは違反ですよ

ということは、やぶさかではない。別に簡単なことなので、結構ありますでしょう、

労務ね。 

○Ｇ 行政機関の労働条件審査をしている支部の中の人間として、それぞれ指定管理業者

さんに対して、労働条件審査をしているわけですが、その審査自体は、社労士業務を

開業でして、顧問先を持っていればわかることなので、特に専門性、そこまでの専門

性は求められているとは思っていません。普通にちゃんと自分とこの顧問先を、コン

プライアンスをちゃんとしてやっている人であれば、どこが違反してるかとか、そう

いうところをわかるので、専門性は求められていないと思っていて。 

  確かにコンプライアンスとして、うちの支部では、審査をしたところの顧問先にはな

らない、すぐには絶対ならないでください、利益相反になるから。それと相談業務に

関しても、そのときにはならないでくださいとお願いしてるので、そもそも顧問がい

る、社労士が、相手に顧問がいるんだったら、とても私たちは助かるんですが、いな

いんであれば外部の社労士という職業がそこでわかるはずなので、外部の社労士なり

何なりに相談をしてくださいとお願いをしているので、その辺は、専門性は特に求め

られていないと思っているのと、完璧に分離というわけではなくて、普通の社労士業
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をしていて、調査に入ることにはなっています。 

○司会（福井） なるほど。利益相反が発生することだけ、一定期間顧問にならないとか、

そういう制約を一応課しておけば、あとの点については、通常の社労士の仕事の範囲

の知識とスキルで対応できる。 

○Ｇ ただ、調査先の内容に関しては守秘義務で、行政との縛りがあるのでしゃべらない

ように、データは流出しないようにということでは気は使っていますけれども。 

○Ａ 先ほど福井先生のほうで、公認会計士の監査との関係で、労務監査が法定のものに

なると、社労士としての立場を御心配いただいてたんですが、そもそも私たち社労士

の1条は、事業の健全な発達と労働者の福祉の向上を目的としているので、それに基づ

いて行動している限り、社労士としての立場として労務監査をすることについては、

一切の悩みはないはずです。ですから、どちら寄りということもなくて、公平公正に

仕事をするのが私たちの使命というか目的なので、そこはしっかり仕事を忘れなけれ

ば大丈夫だと思ってます。 

  仮にそれは報酬を使用者から受けていたとしても、常に相談の現場でも、そういう立

場は一応人権、そういうものは貫いてると思います。だから是は是、非は非で、言う

べきことは使用者にも言うし、労働者にももちろん言います。こういうことは、恐ら

くはほとんどの社労士が理解をして行動をしてると思います。 

○司会（福井） 社労士法1条を見る限りは、確かに中立的な立場、中立的な専門家とし

て悪いことは悪いと言い、進めてほしいことはぜひ進めてほしいという専門職なんだ

ろうと。私もいろいろ調べさせていただいて、そう思ってます。 

  公認会計士とはおのずとやっぱり性格が違うのと、監査だけが仕事ではないし、それ

よりは顧問の中で、これはやってはいけないとか、そういうことをきちんとかかわり

の中で直していくほうが、実際、上場する会社は、やっぱり相当しっかりした中で制

度つくらないといけないし、その制度をつくるところで社労士がかかわる、そんなか

かわり方のほうがいいでしょうね。その意味で、公認会計士みたいにしてしまっては、

逆にいかんのかもしれないですね。 

  やっぱり彼らと役割が違うと思うんです。どうしても会計監査、それだけはすごく細

かい点があるし、さらに言うと利害関係も、ステークホルダーが社会全体に広がって

ますから。そこで求められる中立性とか独立性のレベルが違うんだろうとは思います。 

  あと10分ぐらいになりましたが、どういうふうにしましょうか。あと最後に、これ

は言い忘れていたとか、これだけは伝えておきたい、そういうこと。 

○Ｆ 私、実はより高い法的専門性目指したくて。法学部ではないので、いきなり社労士

試験って労働基準法から入るんですけど、それが法律の中でどういう位置づけなのか

とか、そういったことが、初めて特定を受けたときに自分自身で疑問を持って、憲法

とか民法とかちょっとやって、これは法的専門性を目指そうと実は思ったんです。 

  でも、今、東京会だけで社労士110番という制度があるので、そこの相談員とかやっ
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てると、実は健康保険と労災を両方答えられるのは、多分社労士だけです。法テラス

からよく電話が回ってくるんですけど、多分、雇用保険とかいうワードが入ってると、

全て社労士会の110番に回ってくる。 

  あと顧問先様で、多分労働問題を話してるんだけれども、突然、安全衛生法を聞かれ

て、そういえばどこだったっけみたいなことがあったりとかするので、やっぱり高度

のジェネラリストを目指すしかないかなと思って、方針転換。 

○司会（福井） でも、高度の専門性は確かに重要である。それに基づいて、法テラスと

かはこれは社労士の問題だという形で割り振ってくれる。その意味では、やっぱり高

度の専門性の部分はかなり高めておかなければいけない。でもそれだけでいいかとい

うと、横串のほうが重要な部分があって、俯瞰できることが、多分大事でしょうね。

その意味では、社労士は雇用保険と健康保険両方を俯瞰できる。もちろん、ある程度

の高い知識を持ってやって、だから全体を俯瞰しながらこういうアドバイスができる。

そこは、全然ほかの専門家とは違う強みですよね。 

○Ｅ 私も、顧客から求められていることに応えないといけない立場なので、自動的に高

度ジェネラリストコースに行ってしまうのが実態です。 

○Ｂ そうだな。 

○Ｅ 結局人にかかわる仕事なので、生きているうちに、起きること全部が相談内容と見

ていいぐらいの社労士という資格なんです。全部を準備して待っていることはできな

いですが。社員さんが社内で脳内出血で倒れて、救急車で運ばれましたという相談が

あったんです。それについても健康保険の話から、入院して、その後どういう感じに

なるのか、救急病院からリハビリ病院に移ってとか、そういう話から職場復帰の段階

の話まで、そこまでわかっていて説明しないと、会社の人はあたふたあたふたしてま

して。 

会社の方が奥様とお話し合いしてくれてるというワンクッションがついてるので、

逆に冷静に対応できたりとかするので、そういうことも、社労士が結局対応せざるを

得ない分野というか、すべき分野かもしれないです。また全然違って、保育所に入園

させたいので勤務証明書を書いてくださいと言われたんですけど、これどうすればい

いんですかというのが立て続けに来たりとかあって。 

○Ｂ あるね。 

○Ｅ 私、やったことなかったので、ことし初めてそれ書いて、市町村ごとに違うので、

そこを見て、実態聞いて。そんな形でやったりなので、何年やってても、新しい仕事

が毎年入ってきちゃうというのがあって、やっぱりジェネラリストコースなのかなと。 

○司会（福井） よろず屋というか人生、仕事にかかわる形で起こる人生のあらゆる問題

が社労士のところに流れ込んでくる。それを全て受けて立つと。 

○Ｅ あと、被扶養者が守備範囲に入ってくるので、老人のおばあちゃん、おばあちゃん

というか母がとか父がとか認知症でとかなってくると、今度、成年後見の話とかまで
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広がったりまで行くので、仕事以外に。 

○司会（福井） 会としてやってるけど、なかなかその依頼が全然来ないという、そんな

話ですね。成年後見に関しては、やっぱり司法書士がほとんどとってるという感じで

はありますよね。 

○Ｅ 一番最初の相談窓口、成年後見ってこんなんですよというようなところを、紹介ぐ

らいを顧問先で来たら話すぐらいの対応です。 

○Ｄ 僕は成年後見センターに入会させていただいてて、なかなか練馬支部さんはすごい

活発なんです。でも、ほかの支部は全く。活動はしてるんですけれど、なかなか受任

まではという話もあります。 

新宿支部も、ちょっと頑張ろうかと思いまして、社会福祉協議会とかに御挨拶行っ

たんですけど、まあなしのつぶてです。やっぱり三士業、弁護士さん、司法書士さん、

社会福祉士さん、三士業の牙城なので、なかなか挨拶しに行って、どうもどうもみた

いなので終わりですね。 

○司会（福井） なかなか、まだそういうふうに認知されてないところと、意外に成年後

見の利用が、今頭打ち状態です。そんなにふえてないです。 

○Ｂ そうなんですか。 

○司会（福井） ある時期まですごくふえてたんです。それがここ5、6年ぐらい頭打ち

になって。ただ、認知症高齢者はどんどんふえています。認知症高齢者だけで、潜在

数まで言うと5、600万人まで行ってるんじゃないかと言われてます。でも、それに後

見人つけないのはなぜか。そこは親族の問題があるとは思うんです。親族も、生活費

をその親から得ているとか、それが全部だめになっちゃうから。それを避けると。で

も、それが家庭裁判所からすると、一番本当はやってほしくない。親に対する搾取で

す。きちんと専門家が入って、財産を管理してやらないといけないんだろうけど。利

用が伸びないのは、やっぱりその辺に、家族の影が見えるというふうにはなります。 

○Ｇ 練馬支部が、成年後見が進んでいるのは、行政とのつき合いが支部で、割といい関

係で進んでおります。社労士が成年後見をできるというＰＲをずっとしていて、その

ときに結局、区長申し立ての方の成年後見を順にすることが多いので、財産がない方

たちのものなんです。そこに対して、私たち社労士は、お金も若干はいただきますけ

れども、まず後発なので実績をつくっていかなければいけないということで、いろん

なことをスピーディーに動けるところを示してやっているので、リピートで入ってく

るところで、今、練馬支部の受任件数が東京会の中では一番多いというか、東京会ぐ

らいしかない。あと、武蔵野でやっているところなので、商売として成り立っている

ものではなく、今はＰＲ状態という感じでしょうか。 

○司会（福井） なかなか入っていくのは大変ですね。 

○Ｄ 司法書士さんとかのお話も聞くんですけれど、やっぱりメインの収入じゃないよと

いうお話はされてました。 
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○Ｂ そうなんだ。 

○Ｄ 何十件やってる方もいらっしゃるんだけど、それは普通できないよねって言われる

んですよね。 

○司会（福井） それは体がいくつあっても足りないですからね。 

○Ｄ そこは何かおかしいんじゃないかな。おかしいって言ったら悪いですけど、月1回

も行ってない人とかかなりいるんじゃないかなと。 

○司会（福井） 今のところは、本当にプロモーションでしょうけど、でも新しい職域は

大事ですし、特に介護とかの絡みで労働者にかかわってくる問題ですから。今後もそ

の努力はぜひ必要ですし、練馬さんがすごいなと、その努力をほかのところにベンチ

マークとして紹介するとか、そういうこともあっていいのかなとは思います。 

  ちょうど時間になりましたけど、どうしましょう。 

（写真撮影） 

○司会（福井） きょうは本当に貴重なお話を伺いまして、ありがとうございました。 

  きょうの会議録は、きちんとこちらで整理させていただいて、皆さんに回します。皆

さんに回す段階では名前のついたものを回しますが、報告書に書く段階では、名前は

全部匿名で処理させていただきます。 

  どうもありがとうございました。 
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社労士の将来に関する検討会（於愛知県社会保険労務士会） 

2018年12月18日 

 

○司会（福井） 50周年の全国会のパーティーでお会いした方も何人かおられますが、

初めまして、福井と申します。 

  社労士の将来に関する検討会で、今回はお集まりいただきました。アンケート調査

をこれに先立って行わせていただきまして、これは科学研究費補助金をいただいてでき

たんですが、非常に興味深い調査結果も出まして、これを題材にして、先生方と社労士

のこれからの仕事のあり方とか、どういう方向に向かって進んでいけばいいのか、そう

いうことを議論させていただこうと、そういうことでこの会を企画させていただいてお

ります。 

  教え子のＪさんが、この理事会に役員としておられるという極めて恵まれた環境で

ございまして、私は本当にすばらしい教え子を持ったなと思っております。 

  それはともかくとして、ぜひ忌憚のない御意見をいただければと思います。50周年

記念、ちょうどそういう節目の時期でもございますし、こういう議論するには非常にふ

さわしい時期かなと思っておりますので、ぜひとも、きょうよろしくお願いいたします。 

  ぐるっと簡単な自己紹介、事前配付の資料、アンケートをお配りしていると思いま

すので、それについての感想などを聞かせていただければと思います。 

○Ａ 皆さん、はじめましての方、ほとんど存じ上げておりますが、Ｈ先生はあまり、は

じめまして。 

  実は福井先生とは、先日、東京で名刺交換をさせていただいたところでございます。

Ｊさんとあともう1人で、1、2カ月に1度、名古屋地裁で裁判を傍聴した後、裁判所の

西隣にありますＫＫＲというホテルでココアを飲みながら勉強会を3人でやっておりま

す。 

自己紹介ですが、ことしはクラウド対応を含めまして、社労士が今後、比較的早い

時期に絶滅危惧種にならないようにするにはどうしたらいいかを、若い皆さんと一緒

に考えていければと思っております。 

  たまたま、先ほども先生に少し申し上げたんですが、愚息が論文を書いておりまして、

修士学位論文で、社労士事務所の現状、現状に対する問題点、先行研究、研究の方向

性で本研究の位置づけ、大規模事務所に必要と考えられる資格および、それから東京

のＸ事務所、大阪Ｙ事務所、中部事務所のＺ事務所の実例でまとめたものがございま

すので、先生、今後、何かの参考にしていただければ、お読みいただければと思いま

して、きょうは先生に差し上げたいと思って、息子も了解しておりますので、ぜひお

読みいただければと思います。 

  どうぞ、本日はよろしくお願いいたします。 

○司会（福井） Ａ先生、ありがとうございます。 
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  録音の都合がございまして、先ほど言い忘れたんですが、発言に際してはお名前を最

初にお願いいたします。 

○Ｂ 愛知県社会保険労務士会のＢと申します。 

きょうはこんなよいお席に呼んでいただきまして、ありがとうございます。 

  開業してほぼ20年になるという立場におります。 

  今回のアンケートを見せていただいて、ちょっと意外だったのは、意外と年収が少な

い。平均値としての年収が少ないなということと、顧問先の開業件数が思ったより、

イメージとして抱いている件数からいうと少ないのではないかと思っております。業

務の内容につきましては、ほぼほぼこんなものではないのかなと、日々業務やってお

って思っておるところです。 

  そのほか細かいことに関しましては、これからの議論かなと思っております。 

  きょうはよろしくお願いいたします。 

○司会（福井） よろしくお願いいたします。 

○Ｃ こんにちは、Ｃと申します。 

  先生、きょうはありがとうございます。先回東京で名刺交換させていただきまして、

また本日お会いできて大変うれしいです。 

  今回の社労士の将来に関する検討会、このアンケートの中で、やはり私、思いました

のは、社会保険労務士は後発の士業でありまして、他士業と比べると顧問先の数であ

るとか年収で、やはり後発的なところがあるのかな、要は少ないのかなと思いました。

あとは、手続的な業務1号・2号が当然多くて、それを補完することで3号業務があるの

かなという感じです。 

  私もそろそろ60歳ですが、今後、社会保険労務士も事業承継という問題、これ、他

士業もあると思いますが、これも大きな課題であって、それについても、まさに将来

的な展望として、いかに進めていくのかに関心を持っているところであります。 

  きょうはよろしくお願いします。 

○司会（福井） よろしくお願いいたします。 

○Ｄ 豊橋で開業しています、社労士のＤです。 

  先日、大阪でお目にかかりまして、その節はありがとうございました。 

  簡単な感想ですが、昨今3号業務はさかんに言われますので、割合的にもうちょっと

多いのかなという気はしてたんですが、当然ながら1号・2号業務のほうが多い結果で、

個人的には、普段から1・2号業務の重要性をどちらかというと言っているほうなので、

個人的にはそれに沿った、業務割合的にはいい感じなのかなという感想ではあります。 

  きょうはよろしくお願いします。 

○司会（福井） よろしくお願いします。 

○Ｅ 先日、先生にも一緒にお世話になったＥと申します。豊橋で社会保険労務士やって

ます。 
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  この資料を読ませていただいて思ったのが、開業社労士において、今後の課題である

と思うことで、最も多かったのが専門性の向上で、次に多かったのが社会的認知の向

上で、私も個人的には専門性向上させないといけないなと一番思ってまして、そして

会であり支部でありで考えていかないといけないのが、やっぱり知名度の向上で、考

えてるとおりの結果が出てるなと思ってます。 

  きょうはよろしくお願いします。 

○司会（福井） よろしくお願いいたします。 

○Ｆ 3月でしたね、先生のオフィスというか研究室までお邪魔いたしまして、いろいろ

勉強させていただきました。名古屋北支部のＦと申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  この中身については、この間若干、私、ちょっとしゃべり過ぎぐらいしゃべってます

ので、少し重複すると思いますので、カットはさせていただくんですが、特に1・2号

業務の関係ですね。先ほどＡ先生もおっしゃいましたが、これについてはどうなるん

だということについて、皆さん関心はとても高い。特に1・2号業務が独占業務ですの

で、この件に関しては、きちっと中身を精査していかないかんなと。 

  従来の申告制、届出制がメインで、その中で我々はお仕事をさせていただいてる。特

に書類の作成や提出、これは日常業務として行っている。これからの時代、私はこう

見てますが、あと10年以内に1・2号業務的なものはなくなるでしょうという考え方を

持っております。これは、労働保険料にしても社会保険料にしても、いわゆる賦課制

に変わるんだろうな。賦課される。国民健康保険と一緒ですよね。あなた、これだけ

所得があったから、どれだけ払いなさいよと一方的に行政が通知してくる。 

要するにクラウド関連で、事業所の同意を得て、その基本的なデータについて手を

突っ込んで、それをもとにして、いわゆるところの賦課をしてくるということで、事

業主さんのお仕事としては軽減されることになると思いますが、これがやがてなるで

しょう。 

私的に言うと、いわゆるスマートホンと同じぐらいのスピードで変わってくるだろ

うな。10年はもつかなと正直言って思ってるんですが、それにかわるものをつくって

いかないかんというのが、我々のこれからのお仕事。 

  今、本業務改革委員会ではいろいろ議論させていただきまして、Ｊさんを筆頭にして、

いろいろアドバイスをする立場ですので、特に本会に関しては、皆様いろいろ議論は

なさってるとは思いますけれども、やはり先取りする部分については、我々と情報を

共有化して、あるべき姿にシフトする方向でやっていきたいなと思います。詳しくは

また後で話させていただきます。 

  よろしくお願いします。 

○司会（福井） こちらこそ、よろしくお願いいたします。 

○Ｇ 私は、ＤさんとＥさんと同じ三河東支部で開業しておりますＧです。 
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  感想としては、やっぱり僕も顧問先が意外に少ないなということが1つと、あと開業

社労士の平均年収が勤務社労士よりも低いということです。だけど、仕事に対する満

足度は開業が高いというのは、自分がやりたいことをできてるから満足しているのか

なと。だから、収入自体に対して満足しているのかどうか、そこまでちょっとわから

ない。 

○司会（福井） いやいや、そこは違うかな。 

○Ｇ というのと、あとＥさんも言われた認知度の向上。私、親の事務所を継いではいる

んですが、数年前うちの母親が、私はいまだにこの人の、おやじの仕事がよくわから

んと本気で言ってたぐらいですので、衝撃を受けましたけれど、それが多分、世間の

現実なんだろうなと。社労士って何と聞かれたときに、社労士ってこういう仕事だよ

とスパッと答えられるようにしていく上で専門性も高まるでしょうし、日弁連のよう

な、何か事件があるたびに会として、業界として何か意見を発信するとか、そういっ

た世間に対するアピールも必要ではないかと感じました。 

  以上です。 

○司会（福井） よろしくお願いいたします。 

○Ｈ 三河西支部のＨと申します。よろしくお願いします。 

  私、資格自体を取ったのが平成2年ですので長いですけど、開業してまだ10年にもな

っていなくて、しかもこの表を見ると、アンケートに出てくるような状態で、余り稼

いでないですが、たまたま診断士と、私、両方やってますので、半々ぐらいでやって

るんですけども、去年ぐらいから社労士の仕事をちょっと頑張ってふやそうと思って

まして、ちょうどいい機会かなと思いますので、よろしくお願いします。 

○司会（福井） こちらこそ、よろしくお願いいたします。 

  今おみえになられた方が。今、簡単な自己紹介と事前配付アンケートの結果について

の感想を伺っております。よろしくお願いします。 

○Ｉ 名古屋南支部のＩと申します。 

  以前、先生のところに一度お邪魔させていただきました。 

  私は、開業登録から約7年たったところです。私、自分もアンケートに、前回、先生

のとこに訪問した後、出させていただいたんですが、今回、結果を見ながら、自分が

何を書いたか思い出せないようなところもございましたが、私は現在兼業しておりま

して、もともと家業を手伝っておりまして、そちらの仕事を半分しながら、社労士業

務を開業登録でやらせていただいております。 

  アンケートの結果に関しては、大半が、そういう回答が多いのかなと納得できるもの

ではございましたが、やはり売上が一番気になりまして、意外に多い方もたくさんい

らっしゃるんだけれども、300万未満の方がこれだけ占めているのかなというところで、

もう少し全体に引き上げられるような形になっていくといいなと思いました。 

  あと、どの程度皆さんがお話になられたかわからないですけれども、私自身の仕事で、
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どういう内容のものが多いかというところだったんですけれども、自分がすごく思っ

たのは、当初は割と1号・2号よりは、3号業務のほうが多いかなと思ってたんですけれ

ども、最近になりまして、社会保険の未加入問題があって、非常に零細な事業主さん

から、社会保険の適用だとか労働保険の適用だとかの御相談をいただくようになって、

最近のほうが、むしろ1号・2号の手続の業務がふえたような感じがしております。 

  そんなところで、とりあえず感想です。 

○司会（福井） 全員から一通り、まず御挨拶をいただきました。 

  伺った中で、意外に売上がそんなに多くない、300万未満と、年間売上が、そういう

人が多いことについて、衝撃を受けたというコメント。顧問先数もゼロという方が結

構いることもあります。これに関しては、お配りしてる資料の一番最後の16ページ、

クラスター別に開業社労士を分けた分類のグラフがございます。 

これで、まず新人というか発展中の方々がこういうところにいるのは、まあ仕方が

ないなと。あと、セカンドライフとかセミリタイアの方々。この方々が、いろんな意

味で生活のために稼ぐ必要性があまりないかもしれなくて、これもひとつの新しい働

き方だと思いますが、他方で全体として安く友だち価格で何かいろいろ仕事引き受け

てるのではないかとか、そういう気がするようなところがございまして、そこの問題

は、少し東京とかでも議論したところです。 

  社労士の業務に関しても1・2号業務が主であるということは、ずっといまだに大事

なところだと思うわけですが、その部分が政府のやってるe-Govとか、要するにクラウ

ド化ですよね、ああいうところで非常に危機に直面せざるを得なくなっている。これ

をどういうふうに乗り切っていくのかというのが、これは社労士に限らず士業に課さ

れた非常に大きな問題だと思っています。 

  全体についての挨拶、自己紹介は終わったということで、ディスカッションに進んで

いきたいと思います。こちらで、まず最初に現状の確認ですが、現状の話は、今、自

己紹介でかなり出てるとは思います。 

  1・2号業務が相変わらず中心ではありますが、3号業務の中でもよくよく見ていくと、

まずは1・2号業務をベースにしながら、例えば就業規則のコンサル的な形の仕事であ

るとか、そういうところから、だんだん会社の経営のほうに信頼を得て、いろんな仕

事をするようになると、これが1つのパターンだろうとは思います。 

  現状で、そのふえているのは、いい意味でも悪い意味でもふえている仕事はあるかな

と思うわけですが、政府が力を入れてる働き方改革もありますし、もう1つは、働き過

ぎみたいな形で出てきているメンタルヘルス問題への対応、こういう問題も避けては

通れない課題になっているだろうと思います。 

  この表では、大体9ページでしたっけ、グラフがございまして、現状どんな仕事がと

いうと、上のほうに来ているのは雇用保険とか労災保険加入、給付の手続といった1

号・2号の典型的なものになるわけです。ただ、真ん中から下にあるような仕事でも、
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これは経年変化が入っていないので何とも言えないですが、恐らくメンタルヘルスと

かこういうのは、経年変化的に言うと、どんどん上がっていってるものだろうと思い

ます。 

  それから、Ｊさんがいるからというわけではないですが、労働条件審査とかそういう

仕事も重要な仕事として確立されつつある。ただ、そう言いながらも一般的な認識の

ほうは、なかなか広がってるようではないかなというのもあります。 

  このあたり現状の確認から入っていきたいと思いますが、現状としてどんな仕事がふ

えてるかと、将来的にこれがという予想のレベルじゃなくて、現在ふえている仕事、

そちらを伺いたいと思います。 

○Ａ うちの事務所で最近どんな仕事が舞い込んでいるのか、ふえているのかという点で

は、ちょっとまとめましたので申し上げたいと思います。 

  まず、採用の段階からどうしたらいいんだという相談が、このごろは単発、継続、顧

問先を含めまして、非常に真剣にこの相談があるということでございます。面接時に

おける質問の項目の内容だとか、健康の告知に関する問題だとか、適性検査の方法で

す。業者を利用するような、1人何千円とかかかるわけですが、そのようなことを含め

まして、どうしたらいいか、その情報提供を我々が行うわけですが、なぜこんな仕事

がふえてきたかという分析しますと、採用してから就労不適格や、勤務態度不良があ

るんですが、それが明らかになったといたしましても、解雇が非常に困難だ、難しい

という状況がありまして、採用方法の相談が増えていると。 

当事者が在籍しておる間は他者への悪影響、当然ございます。負の連鎖、想像以上

に仕事が遅延するとか、ほかの退職者が出てしまう事態を招くと。思わぬ紛争になっ

たりしますと、就業規則や雇用契約書に対して、事業主から見れば非常に重箱の隅の

ようなことを理由にしながら、それを指摘されて、未払い賃金の請求になったり、あ

るいは内部告発を助長させることになると。 

  そういう点から、採用の時点で、その事業所に適するかどうかは非常に大事だという

ところが事業主も気がついてまいりまして、その辺の困り事を経て、結果的には、私

どもに就業規則だとか雇用契約書の内容についての見直し依頼、そういうものが先ほ

ど言いましたようにふえていると。 

  それから、勤務実態に即した勤務時間の設定です。固定残業を打ち切る会社が結構ご

ざいます。それの固定残業の正しい運用を見直す等の相談がございます。それから、

最近の大幅上昇によりまして、基本給が最賃を下回っているケースも急増しておりま

して、基本給と固定給の振り分けの見直しを迫られる事態にもなっております。 

  それから先生が先ほどおっしゃったうつ病です。うつ病状態による休職者が減ること

はございません。休職期間満了により自然退職が問題なく移行できるために就業規則

の点検、見直しの依頼がコンスタントにあるという状況が、うちの事務所の最近の様

子でございます。 
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  どんな仕事がふえてるかという点につきまして、ある一面を、私どもの事務所の内容

を記述させていただいたわけです。 

○司会（福井） 確かに最初の採用時の問題は、ずっとそれが尾を引くという問題で、も

のすごく今重要なテーマになってると思います。 

○Ｂ やはり近ごろは、俗に言う3号業務、その中でも、特に今働き方改革に関しての御

助言をしている関係もあるかもしれませんが、やはりそちらの関係で長時間残業の削

減で、長時間残業の削減は残業時間減らせばいいよというわけではないものですから、

いかに長時間残業、つまり残業時間を減らすにはどうしたらいいかまで下りたところ

で、根本的な御相談がふえているというのが1つ。 

  もう1つは、非常に労働者の権利意識が強くなってきておりまして、俗に言う個別労

働紛争の手前、まず申し込みがあるというところでの御相談。もう1つは、事前予防と

して申し込みがないようにするような、万全な我が社の労働時間管理の適正化をどう

していったらいいかの御相談がふえてきているかと思っております。 

○司会（福井） 予防で、特に残業とかその辺が、どうしても難しい問題になるのかなと

いうことだなと思います。 

○Ｃ 最近どのような仕事がというところで考えますと、特定個人情報が施行されてから

マイナンバーの管理が各事業所、企業に求められて、その管理をどこで誰がするのか。

なかなか企業の中ではできないので、社会保険労務士さんのほうで管理ができないだ

ろうかという問い合わせが案外あります。 

  それと相まって、例えば企業情報であるとか特定な情報の管理をどうするのか、その

あたりがよく企業では管理できないので、お願いしたいというのが、例えば100人から

200人ぐらいの規模から依頼があって、それをまとめてやっていただきたいという、そ

んなところがあります。ただ、それだけの規模になってきますと、社会保険労務士事

務所の中でどのような管理体制がとられてますか、例えばプライバシーマークをとっ

てらっしゃるかどうかを求められたりということに関する仕事がふえてきているのが

実感であります。 

○司会（福井） マイナンバーの後は、本当に全部事業主に負担が下りてくる形になって、

それを任せられる専門家というと社労士か税理士。そういうあたりで、社労士さんの

仕事がこういう意味でもふえている現状はあるのかなと思います。 

○Ｄ 最近、相談事で多いなと感じてるのは、やっぱりセクハラとかパワハラの関係です。

テレビのワイドショーですとか新聞紙上でも、盛んに騒がれてるのが最近多いので、

個人的には、そんなことでと思うような案件もあるんですけど、女性の職員から、こ

ういうセクハラ受けましたという訴えが意外と会社にあって、その対応を会社から依

頼されることは結構あります。 

  正直、どの程度でおさめるべきだというのが、個人的にもいろいろ悩むところである

んです。ただ、簡単にそんなことでと昨今言えないものですから、なかなかその辺の
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対応は難しいかなと思います。 

  あとはＡ先生も言われましたけども、採用の段階で、なかなかその人物を把握するの

は限界がありますので、入ってしばらくして、やっぱり問題起こす感じの方が多くて、

どちらかというと最近は、やっぱり労働者有利な感じで動いてますので、そこですぐ

にやめていただくこともできないですし、そういった従業員さん、新型うつですか、

うつ病の関係も最近多いですから、その辺の対応を迫られることは多いです。 

○司会（福井） ハラスメント関係もすごくふえてるという印象は、いろんなところで伺

います。 

  あと、本当に新型うつとか、これまでなかったタイプのいろんな病気というかメンタ

ルな問題とか、これも本当にふえてます。それをどうアドバイスしていくかというの

が、社労士に課されている新しい課題でしょうけど。こちらも簡単にはアドバイスし

にくい問題ですね。 

○Ｅ 福井先生とＪ委員長に御質問。これ、ディスカッションということなので、ここか

らはしゃべりたい人が手を挙げて話すとか、そういう感じでいいですか。順番に。 

○司会（福井） いや、本来はそれでいいですが、まあ順に回ってるので、それでやって

るだけです。 

○Ｊ しゃべりたければ、手を挙げていただいてもいいかもしれません。 

○司会（福井） 手を挙げていただいて。 

○Ｅ ここからはそういうふうにするということで。 

○司会（福井） 結構です。 

○Ｅ 先ほどＤ先生がおっしゃったように、やっぱりパワハラですね。パワハラに関する

相談がふえてるような気がします。今限定のネタだと思うんですけど、働き方改革、

これについての関心もある事業主さんが多くて。ただ、これについてはメニューを示

して、まあ何といいますか様子見だなという感じで、詳しくアドバイスはできずには

いるんですけど、最近の質問傾向としてはそんな感じです。 

○司会（福井） パワハラがふえてるんですね。 

○Ｆ 年じゅう、どのような仕事がふえているかということですが、私の狭い仕事の範囲

内でいいますと、今度の働き方改革の関連が出てきてるんでしょうね、昨今。その具

体的な肉づけということで、やはり評価基準をつくってくれと。そして、つくったも

のをどのように運営していったらいい結果が出るということについて、アドバイスを

くれんかというお仕事が若干ふえてきてるかなというのが1つ。 

以前からずっと、私は法律関係は好きな人間ですから、いわゆる法令の解釈適用、

これは基本的な言われるところの法令の定義から趣旨目的、行政解釈、判例、それと

基本的な論点について、どういう解決策を講じたらいいということで、選択肢を示し

ていくと。選ぶのは、もちろん事業主さんが選ぶ話ですから、我々はただ言うだけと

言えば言うだけかもしれません。それについては、的確な判断ができるだけの材料を
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提供することになると思います。 

それとか、いわゆる職務分析です。これ、コンサルの世界に入ると思いますけど、

いわゆるお仕事の中身をきちっと分析して、どなた様にどれだけの内容をどのように

やっていただくのかについて、何らかの解決策をつくってくれんかと。これはとんで

もないぐらい大変な仕事ですが、お仕事としてはとてもおもしろい仕事になります。

これ、若干ふえてるかな。 

  それから、私がよく気がつくのは、健全な労使関係の構築。健全な労使関係、いや、

集団的な労使関係のこと言ってるのではなくて、個別的労使関係の集合体、いわゆる

集団的ニーズの範疇に属さないことに関して、例えば事業主さん、いろいろ協定を結

ばないかんですけれども、その場合、過半数組合員さんとか、過半数の事業所を代表

する方に必要な作業をしてもらわないかんというのがあるんですが、そのプロセスに

ついてどうしたらいいかとか。私もいろいろしくじっておりますので、労働審判でこ

てんぱんにやられたこともありますから、体にしみ込んでおります。 

特に就業規則の周知義務違反とか、36協定についての適正な過半数労働者の選任方

法がとられていないことが、今のところ法律的には当然無効という話になってくるん

ですけども、その中身に入る前にそれでバシンとやられてしまう程度の会社しかやっ

てないところは、私の指導不足もあるんですが、実に痛感しております。これらにつ

いては指導不足。 

  それから、労使関係をつくることに関して、労使協議制をもう少し発展した形にでき

ないのかなと。今度、高プロというのが出ましたが、うちの業界何も反応はしており

ませんよね、確かに。弁護士会さんあたり、私のちょっと知ってる弁護士会の方々は、

かなりそこらあたりは厳しく捉えていらっしゃいます。我々、このままでいいのかな

という部分はもちろんございますが、それは、基本的に健全な労使関係をつくる中に

おいて、ああいう制度について、我々これからきちっと、あれは大企業のためのもの

だと言って、中身についてななめ読みでいいよとかおっしゃる方もいらっしゃいます

けれども、そうじゃなくて、これは波及はするんでしょう、恐らくは。年収条件とか

いろいろ変えれますので、その辺あたり、先を見込んだことをやっていかないといか

ん。 

  逆に健全な労使関係はどうやってつくったらいいのかなということについて、アドバ

イスを求められる仕事がふえてきているなということで、次の第二の問題については、

また後で新しい労働問題ですか、これはまた後で話しさせていただきます。 

  以上でよろしくお願いします。 

○司会（福井） 健全な労使関係は予防保護の根幹です。まさにそこのところで仕事がふ

えているのは、社労士に対する期待がどんどん大きくなっていることかなと1つは思い

ます。 

  あと評価制度は、これは本当に1つの尺度ではなくて、複数の連立方程式みたいな話



162 

 

になるので、ものすごく複雑で難しい課題かなと。でも、こういうのをきちんとやっ

て、初めて社労士の存在意義が上がっていくということですので、これも本格的に取

り組まなければいけない課題なんだろうと思います。 

○Ｉ 先ほど自己紹介のときも言わせていただいたんですが、私はほかの先生方と仕事の

中身が大分違うのかなと、先ほど申し上げましたように、今まで社労士さんとか一度

もおつき合いしたようなことのない、本当にできたばかりと同時に、社会保険の加入

だとかを依頼したいという、本当に1人、2人でやってらっしゃるような事業主さんか

らの社会保険の加入ですとか手続とかを、ここ最近はちょこちょこ頼まれたりする機

会が多くて。でも、そこもさっき言ったような社会保険の未加入問題、実際に建築業

だったりしますと、現場に入れないからということで、そういう理由で私のほうに依

頼が来たんだなと非常に感じております。 

  あともう1つは、積極的に社会保険に加入したい、要するにいい人材を手に入れるた

めには社会保険に加入していることが、求人票に書けることが非常に大事なんだとい

うことで、あえての任意加入だとかの御相談もちらほらあったりしますので、その辺

も世相を反映してるのではないかなと思っております。 

  あと、そういう新規のお客様でないところですと、先ほどから皆さんがおっしゃられ

るようなハラスメントの問題がほぼほぼ起きておりまして、社内的に、社長、事業主

さんがやめさせたくなるような、メンタルやられてる方が退職したと思うと、半年後

にはハラスメントで何か訴えられたみたいなことが起きているなと思います。 

  あとは一般的に、私の場合は、雇用保険に入って日の浅いような方ですと、助成金に

やはり非常に興味のある事業主さんが多くて、キャリアアップですとか両立支援とか

の助成金、何かそんなものがあるとどこかから聞いたんだけれどもという御相談も、

相変わらず多くあります。 

  今の現状は、そんな感じです。 

○司会（福井） ポジティブな意味で、社会保険に加入したいという事業主さん、それを

積極的に進めたい事業主さんがいるということは、ある意味、世相ですけど、これは

いいことというか、やはり雇用の条件整備をきちんとしていって、初めて日本の労働

マーケットが成熟したものになっていく。そういうことで、そういうところをサポー

トしていくことは大事だと思います。 

  あとハラスメント、パワハラ、どうしてこういうタイプの個別労働紛争がここまでふ

えたのか。ふえたというのは、潜在的にあったものが出てきた部分と、やっぱり世相

として何かおかしくなってる部分もあるのか、両方考えないといけないなと思うとこ

ろですね。 

○Ｇ 僕もハラスメントはニーズあって、社内研修でハラスメントはこういうものだよと

周知してほしいだとか、あとは実際に、ハラスメントの加害者たちとか、その方に事

情聴取をするので、一回立ち会ってほしいだとかいうこともありましたので、そうい
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う意識を会社さんが持ってきてるなというのが正直なところです。 

  あと、働く側の皆さんの権利意識が年々強くなってるなと。会社に対して、いいか悪

いかは別にしても、内容が。いろいろと物を言う方がふえてきたのは間違いないとこ

ろです。 

  あと、ここ最近ですと労基署の調査がふえてきてるなと。実際、残業代の遡及の支払

いを試算してるところ2社ありますけど、28年か29年かで、労基署が支払い命令を出し

たサービス残業の額は3.5倍ふえているところからすると、やはり国の方針を見事に反

映してるなというのは、すごく感じます。 

  あと、事業主の方が一番よく言われるのは、どの業界でもそうですけど、人手が足り

ないということです。この後どうしたらいいだろうかという御相談は、よく来てます。

実際に入る、採用する段階に当たっての適性検査であれば、うちもシステムを使って

るので、そういうのも使ってもらったりもするんですが、あとは実際働かれる方の意

識と雇う側の意識が、感覚がちょっとずれてる。 

  どっちがいい悪いではないでしょうけれど、実際、経産省の統計を見ると、新卒で就

職をする学生と親に対してとったアンケートがあって、実際のところ親も学生自身も、

どこを、何を理由にして会社を選びますかといったら、労働時間だとか休日だとか残

業時間だとか、そういうところを一番気にします。親子ともどもそれが第1位。しかも

学生が親の意見を参考にしますかと聞いたら、7割方が参考にする。 

  こういうことからすれば、若い働き手を採用しようと思うんだったら、そこに会社と

して対応してるよと言えないと来ませんよ。こういうことで会社さんに具体的に何や

るか、こういうところで、いろいろ御提案をさせてもらっている感じです。 

  やはり来年以降も、時間管理のところが厳しく言われてくることになるので、そうい

った話も多いですか、有給もいつから取れるのかというのもそうですし。そういった

ところが、私の周りでは多いかなと思います。 

○司会（福井） 御時世だなと思うのは、やはり労基署の検査が厳しくなった。これは決

して悪いことではなくて、そういうきちんとした監督、そして介入があるからこそ、

真剣に襟を正して経営者さんも頑張るようなところあるし、社労士の仕事もその部分、

やっぱり真剣に受けとめてもらえるようになると。そこは大きくプラスになる点だと

思います。 

  労働時間とかについて新規雇用される、特に新卒の意識と事業主さんの意識のギャッ

プ、これはなかなか簡単には埋まりそうな気がしないですが。でも、もうちゃんとし

た人材が欲しいんだったら、そこは学んでいただくしかない。積極的にコンサルなり

アドバイスをすることで、事業主さんの意識を変えていく。そうしないと日本の企業

はもたないところまで追いつめられているかもしれないですよね。 

○Ｈ 私は、今までどちらかというとコンサルを主体としてやってきましたので、このと

ころ社労士業務の中で働き方改革にかかわってきまして、この直近4カ月ぐらい働き方



164 

 

改革で大企業から中小企業、小企業まで10数社を訪問して話を聞いてまして、1つだけ

びっくりしたのは、今まで私が行ってたのは、大体事業再生ですので内容の悪いとこ

ばかり行ってたんです。 

ですから、この働き方改革で内容のいいとこもお邪魔するようになって1つ気がつい

たのは、中小企業も大企業もそうですけども、今、人手不足、人手不足と言ってます

けど、中には、うちは全然人手不足感はない。採用しようと思えば、ハローワークに

出そうが、どこへ出そうがすぐ人が充足できるところが、内容のいいところが、中小

企業でも大企業でも結構ありまして。人手不足は、結局その会社とか経営者のやり方

が悪い部分があるのかなと、ちょっとびっくりしたんです。ですから人手不足は、そ

ういうとこに言わせると、違うような感じだったです。 

ですから、そういうところでは、もっと働き方改革のどの辺を本当に改革しようと

いう部分が、質問としてもかなり違ってました。内容の悪いとこといいところのあれ

が、ちょっとわかったような感じを受けました。 

  それと助成金については、内容の悪いとこもいいとこも話が出ました。私、今まで助

成金は避けてきたものですから。来年から助成金に力入れようかなと思ってます。 

○司会（福井） 今のお話、すごく印象的です。一般的にずっとマスコミが人手不足だ人

手不足だと言い続けてるわけですが、本当にそうなのかというのは、確かに今のお話

を伺う限りでは、そういう一部の事業主さんでは、全然そんな、人手不足はどこの話

だというところもある。 

確かに全体的な数としては売り手市場だと思いますけど、その中でも条件のいいと

ころに殺到する、そういうことはあるんだと思います。 

  でも、それだけではないですよね。やっぱり夢があるというかベンチャーに結構、例

えばうちの学生が行きます。びっくりするんです。親御さんたちは、何でそんなとこ

に行くのと親が言うんです。ところが、ここは夢があるからって行くんです。そうい

う側面が雇用には多分あるんだろうな。もちろんそういう夢があるところは、やっぱ

り条件もしっかりしてたりして、あまり変なところではないですよね。 

  一通りぐるっと回ったけど、Ｊさん、何かないですか。 

○Ｊ 私のほうからはどちらかというと、やはり人手不足です。特に人がもともととれな

いような、給料が安かったようなところが、人手不足で来手がいない。外国人をとり

たいとか、そういう話がふえてはいます。 

  ただ、この手の人手不足だと言っている会社に共通しているのが、もともと長いこと

手を打たない状態で放置し続けていたところです。放置していたところが、要するに

あまり労働条件もよくない、給料も高くない。そこから人が逃げ出すようになって慌

てている、そんな印象が、自分の関与しているところでは、割と目につくなという印

象があります。だから、なかなか手を打つのが難しいということです。 

○司会（福井） 確かにほったらかしでずっと来たところって、今さらという話ですよね。 
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○Ｊ 今さら泣きつかれてもと。 

○司会（福井） 現状について、働き方、御時世的な問題とハラスメント的なもの、そう

いうものが比較的、いろんなところで相談を受ける事案であるということが確認でき

たような気がします。 

  特にハラスメントなんか、ふえたらうれしい仕事では全然ないので、むしろそういう

ものが減って、もっと建設的な、例えば先ほど評価制度の話なんか伺いましたけど、

そういう夢のある方向の話が絶対いいわけですけど、なかなかそっちの仕事にならな

い現実もあるのかなとは思います。 

  二番目の新しい労働問題に行きたいと思います。 

  新しいって、何が新しいのかという話ですが、もちろん新しいテーマはありましてひ

とつには外国人労働者の大量受け入れ、これが入管法の改正も既に通って、確実にそ

ういう問題がこれから押し寄せてくる、目前の問題にそれがなってしまったことが1つ。 

  それから社労士にとってもちろん、クラウディングは全然うれしくない話ですが、テ

レワークみたいに、新しい働き方の導入支援とかそういう仕事も、ＡＩとかインター

ネットの関係ではふえているのかな。そもそもＡＩが入ってくること自体で単純な仕

事がなくなるとか。これに関しては、Ｆ先生がそういう単純な仕事はなくなるんだと

いう話を、おどかすような形でずっとおっしゃっておられますけど、かなりなくなる

と思います。 

  ただ、ゼロにはならないし、他方でふえる仕事もあるだろうなと。コンピューターが

入ってきて単純な作業はなくなるとか言われたのに、今になってみるとなくなるどこ

ろか、何か面倒な仕事がいっぱいふえたではないかと。これと同じようなことが、恐

らくは何らかの形で起こる。そこにどうやって、もちろん事業主体自身がやる問題も

ありますが、社労士がどうかということ。こういう問題ももちろんあります。 

  さらに、いろいろマスコミ的な騒ぎを起こしている問題としては、例えばＬＧＢＴの

方々を、会社の中でどういう形で受け入れていくかという問題などもありますし、そ

れから病後復帰、がんサバイバーとか、がんの治療をしながら職場に行く。昔だった

ら、がんになったら退職して、死を待つばかりという古い時代もあったと思いますが、

今は治るしというか寛解している。仕事ができる状態まではすぐに復帰するんです。

だから、そういう人たちをどうやって仕事を続けられるようにしていくかという問題

もあります。 

  とにかく、これまで実際に水面下に沈んでいたか、ないしは問題にならなかったよう

なテーマが職場でいろいろ発生してきて、それを社労士が支援しなければいけない。

そういうことになっているのが現状かなと思います。 

  これもアンケートでいうと12のほう、海外労働者とかＡＩロボットとか病後復帰と

かそういう問題ありますし、働き方の多様化の支援であるとかそういうのもあります。

こういう仕事に関して、社労士はどういう役割を果たしていけるのか。社労士が先手
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を打って、いろいろコンサル的なアドバイスをしなければいけない分野もあるし、ま

た企業がついていけないところをサポートするという仕事もあるかなと思います。 

  順番にとは申しませんので、手を挙げてお名前を名乗ってから発言いただければ、録

音にはちゃんと残りますので、よろしくお願いいたします。 

○Ｂ 今ふえてきた仕事の中にも若干入ってくるかもしれないですけれども、先ほどから

話題になっております人手不足絡み。つまり、これから先若年労働者、今でも新卒採

用を結構している会社があるんですが、やはり去年より今年のほうが、ちょっと採用

の人数減ったねというとこもあったりして、これから先、御存じのように労働人口の

非常な激減を受けて、現状の労働者がいかに働きやすい職場をつくっていくかを絡め

て、現実に、今までだったら出産して育児が終わったら退職するよねというのが常識

だったような会社が、育児をしながら働き続けるにはどうしたらいいか。ということ

は、もう育児休業を最高2年終わったら必ず職場復帰しないといけない。だけど、職場

復帰したはいいけれど、お熱出たらどうするの、例えば学年が大きくなって、ようや

く手が離れたなと思ったら塾のお迎えどうするの。そういう諸々の事情が入ってくる

わけです。 

  そういうものを勘案しながら、やはりテレワークできる仕事ないの、短時間勤務が絶

対にだめなの、今まで正社員だったけど、限定正社員にするのか、それともパートに

するのか、それともひょっとしたら請負、フリーランスみたいな仕事につくのか。全

てが多様な働き方を考えながら、今、実際にアドバイスしています。やはりそういう

時代かなと考えております。 

○司会（福井） 本当に働き続けてもらうことが企業の事業主さんにとっても大事だし、

労動者にとっても、これまでだったら途中で、子育てで退職してというのが当たり前

であるような時代が、確かに20年ぐらい前まではあった。今は全然そんな状況ではな

くて、やめられたら困る。 

  制度として支援がちゃんとできるところまで持っていかないと、やっぱりだめです。

個人として、たまたま運がよかったから乗り切れたでは、やっぱりよくない。社労士

としては、そういう制度整備の支援、これも大事な仕事になってきますよね。 

○Ａ 社労士の役割で、私どもの事務所のことを少し申し上げることになってしまいます

が、私のおやじ、明治生まれだったわけですが、うちのおやじの代から顧問先につい

て基本理念を持っておりまして、Ａ事務所は、事業所との信頼関係構築をともに考え

実現し、経営者、窓口担当者に安心をお届けしますという前文がありまして、基本理

念を実現するために3つの行動指針を決めております。 

  相手の立場で話を聞いて理解する。相手の歩みに歩調を合わせて寄り添う。相手が最

も苦しいと感じていることに手をさしのべる。社労士とは人の気持ちを探求し続ける

ことが仕事であるとうちのおやじから言われておりまして、それを今、私、息子にこ

のことを踏襲しておるつもりです。 
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  具体的に言いますと、ただ何か示してやる、このとおりにやりなさいとか提示するだ

けではなくて、手を差し伸べると言いましたが、例えば、うちはお医者さんが結構多

いですけども、大から小までありますが、例えばお医者さんが診療終わってから、看

護師の採用をしたいので立ち会ってくださいと。わりかし先生は、そこら辺のことに

ついて疎いわけではないでしょうけど、少し専門を外れてしまうものですから、立ち

会う。そうすると8時過ぎに、そういう時間を設けてくれということが普通に行われま

す。そういうときに、看護師さんとの採用に立ち会うとか。 

  退職のときに、少しこの人ともめているんだという状況のときには、退職の段階にお

いても立ち会ってくれと。そういうことで立ち会うケースが非常に多いですから、う

ちの息子は帰ってくるのが大体10時過ぎです。毎日そういう状況が続いておりまして、

日中、その分少しは事務所におって事務所のことを全部やっておりますが、そういう

ことで、全部相手の言うようにできるだけ合わせることを長年やっておりますけども、

普通になっちゃっています、それが。それで顧問先も信頼関係で、ついてきてくれる。 

今の29年ごろからお邪魔してるところは、先日、残業時間がどうしても減らせない

部分があると。それはよくよく聞いてみると、社長の運転手さんです。うちの事業所

と一緒に大きくなってきたところですが、社長が運転手を抱えておるわけですが、運

転専門です。そうすると、よく接待があります。ゴルフがあります。そういうところ

ですので、3時間、4時間待ち時間といいますか、それが当たり前なんです。そういう

ことを含めて、残業時間でずっとやってると大変な数字になる。それは表面に出てく

るとまずいと会社も思ったんでしょう。どうしたらいいだろうと。 

  そこで、日記をつけさせなさいと。きちんと日報をつけさせなさいと。そこで実際に

働いてる時間はあなたこうでしょうと、こうこうでしょうと。そうすると、もう1人雇

うよりも、そのままの状態が会社としてもいいとか、そういう勤務規程も出てくると

いう中で、今までどおり、その人の数字を言いますと、その運転手さん、70万円もら

うんですが、70万円は今までどおり払うので、きちんと日報をつけてくださいと。そ

のかわり、実際あなたの労働時間はこれだけですよと。断続労働的に許可をもらうよ

うな手続まではやりませんけども、実際こうなんだからと説得してください。必ず、

それではわかりました、日報つけさせますということで安心してお帰りになった。 

  そういう相談、具体的な相談ですね。そういうものも具体の指導でございます。 

○司会（福井） 働き方といっても、いろんな仕事の性質に応じた働き方を考えざるを得

ない。そこに知恵がないか、いろんな知恵を出して対応していく。寄り添う姿勢は、

やっぱりそういう部分なんでしょう。寄り添うのは、このアンケートでも非常に重要

なキーワードの1つになっていくかと思います。コンサルタント的に事業主さんに寄り

添う立場なのか、後で社労士の進むべき道で、法律の専門家であるべきなのか、事業

主さんに寄り添う専門家としての高度ジェネラリスト。どっちもですけど、どっちが

大事なのかなと、そこはあります。多分、寄り添わなかったら、そもそも誰も仕事を
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持ってきてくれないと思いますので、寄り添う専門家が大事なのかなとは私も思いま

す。 

○Ｃ 先ほど新しい労働問題で真っ先に福井先生から出たのが、外国人労働問題。今回、

政府が外国人の労働問題で単純労働者がふえるところで期待を持ったんですが、どう

も1つ気になるのが、現状の日本の国力でしたら、外国人は単純労働であっても日本に

来てくれるんですが、果たして10年後、20年後、外国人が日本を労働の場として選ん

でくれるのかどうか。そういうところが大変危惧するところです。 

  少子高齢化の中で労働者が足りないのはわかりますけど、例えば、経済大国でアメリ

カ1位、中国2位。中国の沿岸の上海とか行きますと働くとこがいっぱいあって、中国

人の若者がそこで当然のように働いている。そんな中国人は、当然日本は選ばないで

すよね。東南アジアの国々もそうなったときに、日本へ来るかといったら、それは心

配です。 

  そんなところをまず固めながら、日本に来てもらうためにどうしたらいいのか。そう

すると、まさにここが働き方改革での法案の趣旨でありまして、例えば年次有給休暇

の消化率を上げて、諸外国と同等とするとか、これ、当然の話ですね。 

  それで、社労士の役割であります。社会保険労務士として法令遵守を言うのは当然の

役割でして、我々はそれを超越して、今まさにあります社会的責任の社会的ＣＳＲ。

そこまでも企業に求めるような指導ができなければ、そもそも社労士制度もなくなる

だろうし、日本国自体がなくなってしまうのではないかという壮大なところが問題で

あろうかと思います。 

○司会（福井） ＣＳＲという側面から労働問題を考えないといけない、全くそのとおり

だと思います。10年後に外国人、単純労働、今のように安くというコンセプトだけで

人が来るのか。それは正直なところ、そうはならない。下手をするとマレーシアとか

そっちのほうが仕事があるとかなりかねない状態です。 

  やはりそうならないためには何したらいいかというと、やっぱり労働条件がきちんと

してて、先進国らしい働き方ができるのが1つ鍵になるだろう。その意味では、やはり

雇う者も、ただ安いからという考え方で雇うんじゃなくて、きちんとしたルールのも

とに雇うことを考えなければいけない。 

  日本の国力はこれから急成長するとも思えないので、やろうとするならば、やはりき

ちんとしたルールのもとに安心して働ける、少なくとも治安が日本はいいので、そこ

だけはプラスポイントなので。あとはきちんとしたルールで、だまされたりしないと

いう意味で信頼できる職場であれば、10年後まだ来てくれるのではないかなと、そう

いう期待はします。今の状態で雇ってたら、ちょっとまずいのではないかと私も思い

ます。 

○Ｈ 外国人労働者の問題で、私が今かかわっているところで、いいとこと悪いところと

2社あります。いいほうでいきますと、中小企業ですので17、8人の会社ですけれども、
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中国人が6人とベトナム人が4人の10人ぐらいで、工場の主力は外国人です。けども、

今の新しい機械を使わせると日本人よりもはるかに優秀です。そこの会社は、社長が

非常に外国人労働者に期待してるというか、面倒見もいいし、待遇ももちろんいいで

す。日本人とほとんど変わらない待遇してるので、家族が来て、家を買って住むとか、

その土地探しも社長が面倒見るということまでやってるので、やめるとかないし、休

めと言ってもなかなか休まない。非常にその外国人によって工場が動いているところ

があって、そういうとこは、来た人は帰っていかないものですから、そういう面では

いいなというところが1つです。 

  もう1つのところは、安い労働力という考え方で入れてます。今まででも中国人の人、

カンボジアです、今。クメール語をしゃべるんですかね。この夏ぐらいから扱い方を

変えるべきだと私もさんざん言ってたんですけども、先月1人、実習生が行方不明にな

りまして、立て続けに、今月の始めにまた1人女の子が、実習生が消えた。ほんの先週

あったのが、1人が、うつ病だと思いますけど、私らに話しさせてくれないのでわから

ないですけども、やっぱり帰国せざるを得ない。 

安い労働力という見方でやると、そういう経営者もそういうふうにしか見てない。

ですから、大事にするという感覚がないと、どうしても人間ですのでうまく行かない

のかなと。今、その後処理でちょっと頭が痛いですけど。そんな状況です。 

○司会（福井） よくやってるところと全然だめなところと2つ例を示していただきまし

て、人間としてどれだけきちんと扱うのかというのが、それは国籍云々に関係なく大

事ですし、そこは気持ちの問題もさることながら、やはり社労士としてかかわれるの

はルールの問題だと思いますので、ルールをきちんとつくって、それを守ってもらう。

そこに行くところまで行かないうちに、もうどんどんやめ始めちゃってるような感じ

です。それだと会社としても、ちょっともたないかもしれないです。非常に大変な状

況だとは思います。 

  今、外国人労働者問題が中心でいろいろ話が出てますが、テレワークとかそちらはい

かがですか。政府はかなり力入れてるようですが、やっぱり不安がいっぱいあります。

実際に会社に出ていかないで、勤務管理どうするのだとか。実際にコミュニケーショ

ンが希薄になるのではないかとか、そういう現実問題もあります。そのあたりはいか

がですか。東京では、結構これが話題になってました。 

○Ｂ 今1件、テレワークで働いていけないか、ということを考えてる会社があるんです

が、ただ、実際、中小企業の場合は特にそうかと思うんですが、システムとかをきち

っと入れ込めるようなことがないですから、労働時間管理が非常に難しい。そのほか

の周辺事情からいって、今テレワークを考えるんだったら、今の状況では請負制的な、

成果給的なもので考えたらいかがかなと考えております。 

  通常の労働で、労働者としての扱い、つまり時間管理をして給料を払ってく形式でや

ろうと思うと、すべからく時間管理の問題が非常に難しくて、なおかつ労働時間なの
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か、それから休憩時間なのか、ここら辺の曖昧さも残ります。管理を全てできるかと

いったら、ほぼほぼ無理じゃないかと。今の状況では。 

  というところで、今のところテレワークを考えるんだったら、やはり成果給的なもの

で考えていったらどうかなとは考えてやってます。 

○司会（福井） 時間として、働いてるのか働いてないのか難しい。評価のしようがない

のはやっぱりありますから、成果給的、請負的なものにならざるを得ない。他方で、

特に介護と子育ての時期、どちらも女性がターゲットになることが多い。その意味で、

キャリアのマイナスにならないようにと考えると請負的な形というと雇用形態が変わ

るので、1回やめる形になります。そこがちょっと気になるところではあります。 

○Ｂ そういう意味で、先生おっしゃるとおりで、労働者としての働きを続けながら、随

分昔に、3、4年前にそういうことで文章を書いたこともあるんですが、介護とか育児

のとき、やはり在宅勤務が一番やりやすいです。 

  それと障害者の方。つまり重度の障害者の方ですと、会社でハード的なところを全部

整えることは非常に無理なことになるし、また例えば、精神のほうで外に出ていくに

は非常にストレスがあるという方だと、やはり在宅がいいかなと。障害者と育児と介

護は、やはり在宅勤務かなとはずっと考えてるんです。やはり時間管理と評価の問題

で行き詰まって、それからちょっと進めないかなとは、まだ現在そういう感じです。 

  もう少しいいハードウエアというのかソフト的なものが開発されると、そういうもの

を使いながらやっていけるのかなとは考えてるんですが、例えば入力作業だけでとか

いろんなことを考えてはみるんですが、やはりぴったり来ないなという段階です。ち

ょっと研究中みたいな。 

○司会（福井） そういう形で、少しでも続けられること自体が大事だというのは、確か

にあると思います。早くそういうシステムができるといいですけど。例えばiPhone、

スマホのアプリがもっと発達してくれば、そういうもので時間管理はもっと的確にで

きる。例えば衛星で大体どこにいるかはまず確認できる。どこで何時間それをやって

るかまでは、このスマホで確認できるわけです。だから、あと一歩かなという感じは

あります。 

  テレワークの話と、あとＬＧＢＴとか女性の働き方も今出てきましたけど、まだまだ

全然追いついていない現実があるかなとは思いますが、そういう支援とか、そのあた

りでの社労士の課題はいかがでしょうか。 

○Ｃ テレワークで、どうしてもこれは社労士として見逃せないところですが、テレワー

ク、在宅勤務、例えば自宅に、事業所として、そこで働きますといったときにけがを

した。労災保険の適用です。自宅の何か一室を事業所としたときに、それ以外の場所

は事業所なのか。自宅で仕事が終わりました、明確に時間管理をしてないときに、例

えば階段からこけましたといったときに、これが業務上なのかどうかは、実をいうと

労災保険法上で全く整理されていないところです。 
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  テレワーク、今後、人の流れがふえてく中で、法整備を急がないと、これは大変なこ

とになる。そこの法整備を急いだ上で、我々が社労士として労災の請求をするときに、

我々もそのあたりを、理論づけをしないといけないという大きな問題がありますので、

社労士として大きな課題だと思います。 

○司会（福井） 技術の問題と法整備の問題と、やはり両方がリンクしてます。これに関

して。法整備が全然ない現状は、それは一刻も早く手を打たないといけない。その一

方で、それを管理するための何らかの技術的な方法が、どこを事業所とするかに関し

ても、特定の部屋しかできないというのは、やっぱり今のアプリとかそういうものの

限界を示しているわけで、まだ技術的な方法と法整備と、両方を考えざるを得ない。 

  社労士の仕事も、その意味では技術の発展を見ながらいろんな提言をしていくことに

なっていくのかなとは思います。 

  次の話題に進みましょうか。 

  これからの社労士の進むべき方向性という一番大きなテーマを最後まで残しました。

これは、社労士がこれからどういう専門職になっていくのかという問題で、1つの道と

しては、弁護士に近いようなある意味、法律の専門家であって、労働法にかかわる問

題であれば、特に法律問題は、これは全て社労士が相談を受ければ全部答えられると

いうような、法律的な専門性を目指すのが1つの方向だと思います。 

  他方で、先ほど寄り添う、事業主さんに寄り添う専門家という話をしました。これは

ある種、幅広いジェネラリストとして、事業主さんがこれどうしたらいいんだろうね

といったことについて、どんなことでも一応受けとめて、もちろん知らないことを知

ったかぶりするわけではないですが、受けとめた上できちんと考えて回答する、答え

を出す。 

  そういう専門家の2つの道があるのかなと思います。どちらがということについては、

どちらもという回答しか多分来ないと思いますが、濃淡はあると思います。濃淡をつ

けるときに、どっちのほうが大事なのか。そういうことが、最後の議論のテーマにな

るかと思っています。 

  ちなみにジェネラリストとスペシャリスト、イメージとして言いますと、ジェネラリ

ストは幅広く、ある種、厚みを持った専門の知識の範囲で広くカバーする。こういう

ものをジェネラリストというのかなと。高度ジェネラリストは、その帯が少し分厚い

わけです。専門家というととんがって、ある部分がものすごく知識が高いわけです。

それが幾つかあるのが、恐らくは法律的な高度専門職のイメージだと思います。 

  両方組み合わせると思いますが、ベースにある帯の部分が大事なのか、とんがった部

分が大事なのか。これを皆さんに意見交換したいなと思います。キャリアの長い方が

いっぱいおられるので、その辺のお話は伺いやすいかなと思います。 

○Ｂ 私ばかりしゃべっとっちゃあかんかなと思いながら、手が挙がらなかったのですみ

ません。 
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  やはり我々最初、初めの一歩は法律家ということだと思います。法律家だけに徹すれ

ば、実際に社労士は要らないと思います。というのは各専門の行政がありまして、法

律の施行に関しては、そこが一手にやってますので、それでいいのかな。ただ、我々

社労士の存在価値は、やはり事業主さんと行政の間に立って、先ほどもありましたよ

うに法律を守れない企業がこれから先生き残っていけない時代になるかと思いますの

で、いかに今現在、法律が守れない状態になっている事業所を法律を守れる状態にし

てくのが、我々社労士の生きるべき道かなと考えてます。 

  もう1つは、やはり経営者に対してのよりよい友。つまりよりよい助言者として、そ

の会社の発展に寄与していく。先ほどＡ先生もおっしゃったように、うちの事務所と

一緒に伸びてきた事業所というお言葉がありましたけども、本当に社労士の醍醐味だ

と思います。 

  ですから、我々社労士は、やはり法律が今の段階では守れていないけれども、守れる

ようにするにはどうしたらいいかを、一緒になってこつこつ努力をしていくところが、

まず社労士の一歩目の仕事かなと私は考えています。 

○司会（福井） 法律を守れるようにする、条件整備ですよね。その意味で寄り添ってい

く形になるのかしらと思いますが。奥が深いですね。 

○Ｄ これは大阪にお邪魔したときに、僕言ったかもしれませんけど、最近僕、勝手に妄

想してることがありまして、将来的には社労士会も法曹界と同じような形になってい

くのではないかと思ってまして。要は司法試験通った人が弁護士になる、裁判官にな

る、検察官になるという形で、社労士試験を通った人が、当然今までのように社労士

になる人もいれば、年金のスペシャリストとして年金組合、監督官として監督署に入

るというスタイルを最近妄想してるんです。 

もし、そういうふうになっていけば、いわゆる行政側に仕事を求める人は、ある意

味スペシャリストに行き、今までどおり、これは当然ですが、事業主に寄り添ってい

く形の社労士もいるスタイルを勝手に最近妄想してるんですけれども、その辺は先生、

どうですか。 

○司会（福井） 寄り添うのはベースで基本だと思いますけれど、その専門家、特に弁護

士のような形に、資格を基本にして、いろんなとこに展開していく。多分、そういう

法律の専門知識も、これから先、どんどん求められるので、資格試験をベースにして、

法律の知識を深めていくニーズは、もちろんどんどんあがっていくと思います。それ

をベースにしながら、それは労働基準監督官とか社労士でも、例えば労働条件審査と

かそっちをやるようなタイプの人とか、機能分化していくところはあるのかなと思い

ます。 

  実は私も考えてたところがありまして、何かというと、例えば労働条件審査もそうで

すし、労務監査、そういう仕事は企業となあなあになってしまったら、なかなかでき

ない仕事だと。ある種、だから公認会計士の会計監査と同じような企業と距離をとら
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ないとできないようになる、独立性が必要になっていくのではないかと少し考えたり

していることがあって。でも、それだと社労士として仕事のかなり大きな部分を失う。 

  専門性を高めて、独立性を高めて、ある種、法律家として監査とか労働条件審査をす

る、そういう仕事がふえることが、社労士にとってプラスなのかマイナスなのか、そ

れは彼が労働条件審査をずっとやっているので、彼と議論したりしたことがあるんで

す。そのあたり、まずはＪさんに聞こうか。 

○Ｊ いきなり振られたんですが。 

  実際にアンケート調査の結果を見ても、社労士の主たる収入源は、基本的に1号・2

号業務です。言ってみれば企業となあなあにならないために、この部分を外して業務

が現状でできるかというと、非常に厳しいことは間違いないと思います。そのあたり

逆に審査を行う場合、どうやってその社労士が食っていくか、生きていくかは、現状

ではなかなか見えてこない。生きる道が見えてこないのが実情かなと思っています。 

○司会（福井） 今のところ食うためにと考えると、ちょっとなかなか。 

○Ｊ 踏み出せない。 

○司会（福井） 会としてそういう専門分野を持った人を育てていくのは、これは大事な

ことだと思うけど、ひとりの社労士としてどうやっていくかというと、やっぱりなか

なか踏み出せないところがあるということでしょうね。 

  専門性を高めるときのイメージが、だから公認会計士や弁護士のような方向は何かち

ょっと違う気もする部分はあって、特に独立性とか中立性、中立性はもともと実際に

企業、会社、事業主さんと労働者の間の真ん中に立つような立場でずっと予防法務を

やってきてるので、中立性のほうはいいでしょうけど、独立性はなかなか社労士のな

じんでいる領域ではないのかもしれないですね。 

  そんな抽象的なことを言わなくても、実際に労務監査的な仕事はやってるよという意

見も、ほかの会での意見交換会でもありました。あまりそこを杓子定規に捉えてはい

けないのかもしれないですが、でも難しいところですね。本当にきちんとした外に、

第三者に対して見せて大丈夫な中立的評価というときに、会社の顧問がやったので大

丈夫かと言われると、ちょっとそこは心もとないですよね。 

○Ａ 労務監査のことでいいですか。今、労務監査という経営監査といいますか、その話

が先生から、単語が出ましたので、実は全国規模の会社で、名前は言えませんが、ず

っと5年ぐらいやってますか、必ず2カ月に1遍うちの職員と2人ぐらい連れて、その会

社へお邪魔して1日がかりです。ずっと内容を見させていただいて、最終的に1日がか

りですから、1週間ぐらいかけて、その内容をまとめて報告する。そうすると、それに

対して、いろいろそれではこうします、ああします、こういうことができました、あ

あいうことができました。したがって、うちはこういう効果が出ましたので、先生に

これだけの報酬を払います。向こうが決めてくるんですが。そういう形でもう3、4年

やってる会社がございます。 
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  ですから、労務監査をもっと我々の仕事に、普通にこれがなっていけばいいかなとい

う思いがありまして。今、とりあえずＪ先生も一緒にやっておるんですが、いわゆる

市町を回りまして、公契約条例の中で労務監査をさせていただきたい。そこで働く従

業員の方々がどういう待遇で働いているかを、相当いいものの資料をお見せして、Ｐ

Ｒして、あ、いいねと。それではうちの入札業者に出してくれと。 

京都は、この労務監査で指摘されたことを完全にしないと入札に参加できないぐら

いのことを役所はやっている、既に。愛知は岡崎だけがこれを市長が了解しまして、

もう4、5年やっております。多分1年に2、3社あればいいところと、岡崎にしても。こ

れを少しでもほかの市町にやっていただきたいということで、いろんなルートを通じ

て、私は言う立場でもありますのでやっておりますが、現実にそれが、東京あたりは

もう少し多いでしょうか。 

○司会（福井） はい。 

○Ａ 実は、東京の先生から、あんたのとこ指名するのでやってくれないかというのが、

本当のところです。ありがたくやらせていただいておるということですので、一般の

ほかの先生方も、それが仕事になっていくといいなという気持ちはいつも持っており

ますので、引き続き、私も若い先生方のために頑張りたいと思っております。 

○司会（福井） 入札の条件にというのは、ふえてきてるなという印象は持ちます。彼も、

それは一生懸命進めているところだと思います。あとは上場との関係ですよね。上場

する場合に、一部上場であれば労働条件審査、何らかの形でしないといけない。 

  ただ、これが社労士でなくてコンサル会社がどうもやっている。そこを、ちゃんと社

労士という専門家がやるんだとしていかないとまずい。コンサルも、その中に社労士

がメンバーに入ってたりするんですけど、チームに入れてる社労士がどういう程度の

専門家なのか、それは何とも言えないです。もちろんだめなというわけではもちろん

なくて、それなりにキャリアのある立派な人だろうとは思いますけど、独立性の問題

がどうしても気になるんです、そこについては。 

  事業主寄りで、そういう監査報告みたいなのを書いてるのではないかなという疑いが

なかなか拭えない。疑いですから、本当はそうではないかも知れない。でも、やはり

形の上でちゃんと独立性を担保してれば、その疑いは払拭できます。だから、制度と

してそこは独立したものに、独立した社労士、利害関係のない社労士にそこは監査し

てもらう。そういう制度に何とかしていかないといけないのではないかなと思います。

それは私の願望ですけど。 

○Ａ そこは人材派遣会社です。そういうこと。 

○司会（福井） ほかの方、いかがですか。労働条件審査のところにばかり行ってる感じ

もありますけれども、法律性を高める、法律的な専門性を。 

○Ｆ 途中中座で話を聞いてなくて、かみ合わない部分があるかなとは思いますが、今、

これからの社労士の進むべき方向性で、ちょっとだけ気になる、このべきというやつ
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が気になるんですが、私的に。 

○司会（福井） なるほど。 

○Ｆ いわゆるべき論は法律論につながるので。いわゆるべきと御指定があるもので、そ

の範疇で考えるならば、より高い法的専門性を目指すのか、ジェネラリストを目指す

のかで、二択みたいな書き方していらっしゃいますけども、当然どちらも重要な話で

す。 

○司会（福井） そういう回答が出ることは、もう予想して書いてます。 

○Ｆ 要するに私たちの仕事的に言えば、法的専門性は業務の基礎です。要するに業務の

基礎をきちっと固めた上で、発展的分野へどうしていくかとうい部分があるんですが、

例えば私、一部ちょっと試行してることがあるのは、とある、ジャスダックに上場し

とる会社ですけども、私、関与させていただいているんですけど、これに関して、例

えば労働基準法第15条に、労働条件を通知しなさいということで、通知すべき項目は

これとこれです。そのうち賃金等、解雇等々については、これは文書できちっと明記

しなさいとなっているはずですけども、意外ときちっとやってない企業さんが多いと

いうことは、労働基準法15条についての理解が、まだ完全にされてないなと僕的には

思います。その内容をきちっと説明してさしあげるのが、まず第一点。 

  続いて、労働者が来て具体的に採用するときとか職場を転換するときに、労働条件の

明示、周知の業務アドバイスまたは代行する部分について、我々はきちっと進出すべ

きではないのかなと。これは結構いいお仕事で、私は随分感謝していただいておりま

すけれども、お仕事としては常に出てくる話ですから。 

もう一点は、やめる、できるだけ今やめてほしくないのは当たり前のことです。や

める理由を何とかお聞きしたい。いわゆる本音の話。ここについてアンケートをとる

ようにしています。別にいろいろな心証をお持ちの中で、おもしろくないとか、いろ

いろあるでしょう。ですが、これからの事業の発展のためには、いわゆる出口の部分

をきちっと押さえていかないと、これはいつまでたっても慢性人手不足になりますか

ら。ここら辺の押さえ方について、アドバイスをさせていただきたいということで、

分析をさせていただいて、それについてこういう方法があるのではないのか提案をさ

せていただく。 

  これは一様ではございませんので、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、いろいろとございます。それ

ももちろん提案するのは私たちのお仕事ですから、それをどのようにして解釈なさっ

て、それを現実の中の労務政策の中に生かされるかということは、事業経営者の才覚

の話ですから。事業者教育ももちろん必要ですし、労働者教育も必要だということで、

我々の出ていく場はとてもとても広いと私は思っております。 

  ほかにちょっと言いたいこともありますけど、このぐらいにしておきます。 

○司会（福井） どういうアドバイスを事業主さんにしていくかというときに、やめる理

由もいろいろあって、それを提言、ちゃんと調べて事業計画に反映させていく。もち
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ろん労働条件もきちんと明示して、最初から納得いただいて就職して、仕事について

もらうし、やめるときもそれを前提にして、どうしてもだめならやめていくとか、そ

ういうところをきちんとルール化していく、それをアドバイスすることが大事だと。

そういう意味での法的専門性とジェネラリストと両方兼ね備えた専門家、そこは全く

そうなんだろうと思います。 

  先ほどイメージとしてジェネラリストの知識は、幅広く帯広に広い分野に広がってい

る。専門家はとんがっている、ある部分だけ突出している、そういうイメージを言い

ました。恐らく突出だけでは多分だめなんですね。突出してある部分だけ、例えば労

働保険だけ異様に強いという社労士さん、おられると思いますが、それで事業主さん

が満足するかというと、ちょっと違うような気もしますよね。 

  ただ、もちろんそういう人の仕事の場がないわけではなくて、行政協力とかそういう

ところでは、仕事の場はもちろんあるとは思います。やっぱり帯状に広がっている部

分の知識をどれだけ広げて分厚くしていくか、さらにはその中である程度高いところ

をどこにつくっていくのか、社労士自身が自分で専門を構築していくときのプラン、

心がけ、そういうものがあるのかなという感じはします。 

  何でもできれば一番いいですけど、そうは行かないですから。人間ですから。 

○Ｆ 最近、職場の会議とかに呼ばれて、横にちょっとおってということがあるんですけ

ども、その中で、会議とか現場における1つのミーティング的なことにも、できるだけ

出かけるようにしてるんです。そういう場において声を出さない、あるいは声を上げ

ない労働者が激増しとるように思います。 

職場の雰囲気、つまりは労働環境自体がそういう空気になじんでしまっとるのかな

ということで、我々もとても悩むところですが、とにかく一応日本語で言ってくれと、

言ってもらえば、いろんなことについて我々はアドバイスできるのに、何もおっしゃ

らない。10人、15人おっても何もしゃべらない。言ったら、何か自分に災いがという

雰囲気がとてもとても多いというところで、我々は問題提起能力とその具体的、何か

きっかけのものが出てきたならば、問題解決能力を日ごろから培養していかないと、

これは仕事にならんなと思います。 

  それから、かような思考をする労働者の人間関係の構築の困難性が顕著にあらわれて

いるのが、現実の職場だと僕は思います。そこで人間関係の管理手法のビジネス化は、

我々のお仕事の中においても、とてもこれから伸びてく仕事になるんだろうなと。個

人の資質がかなり問われますので、その場合は。我々、相当勉強しないといかんのは

当然のことでありまして、いわゆる3号業務的な、法令的には3号業務に当たるんでし

ょうが、その部分をとてもとても広い野原になってますので、そこのとこをもう少し

開発して、我々の業務化するのが、これからの社労士にとって、とても必要なことで

はないのかなと私は考えます。 

  とりあえず、それでよろしくお願いします。 
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○司会（福井） 全くそう思います。最近の学生と接していても、学生は自分の意見は持

ってないです。答えを先に求めて、自分で考えようとはなかなかしない。この人たち

が会社に入って、新しい問題に取り組んで何かの答えを出す、本当に大丈夫なんだろ

うかと。そういうことは心配になることはあります。阪大ですらそうです。 

  そういう人たちを、自分で物を考えて判断できるように方向づけていかないといけな

い。事業主さんとか、私は事業主の人とかかわることはあまりないですが、やっぱり

学生自身がどういう方向に、自分で考えるようにするにはどうしたらいいか、多分同

じようなことを事業主さんたちは、従業員が自分でいろんな問題について気がついて、

自分で対応できる、そうしていくにはどうしたらいいのか。何かそこの部分がすぽん

と抜けてるのが、最近の傾向としては確かにあります。 

変なこと言う、文句ばかり言う人がふえても困るけど、自分で判断して、きちんと

問題に取り組むという基本がだんだんなくなってきてるというのは、危惧することで

す。何でこうなってるのか僕もよくわかりません。Ｆ先生のおっしゃるとおりの問題

があるかなと私も思います。 

  あと15分ぐらいですが。 

○Ｂ 先ほどの労働条件審査にかかることですけど、よろしいでしょうか。先ほど先生の

おっしゃっていた独立性の問題が、やっぱり問題になってくるのかなと。連合会に進

言しても、連合会がなかなかバックアップしてくれない。労働条件審査を社労士の専

任業務にしてほしい、法律的に。 

というのは、当然、1・2号業務は御存じのようにデジタルガバメント、内閣府と経

済産業省の考えてるあの関係から言うと、当然、専有業務ではなくなるのは、我々社

労士のみならず各士業全てそうだと思います。ですから、そこら辺、1・2号業務との

バーター取引ではないですけれど、やっぱり専任業務として労働条件審査はしてほし

い。 

  そうであれば、法律に決められていることで粛々とやっていかないといけなくなりま

すので、独立性も、ある程度は担保ができるのではないかなと考えます。ですから、

当然政府の考えでは、2021年4月にはクラウド上にデータを上げて、届け出業務なくす

のが考えの基本ですので、それとバーターしてよということが来ています。 

○司会（福井） そうですね。労働条件審査を専任業務にするのは、今後の長期的な、長

期でもないけども、これからの社労士のあり方として、そこは譲れないところだろう

とは思います。e-Govは、あそこまで整備されて、いつでも電子申請とかそういうのは、

個人が自分でやる。それが原則だとなってる。 

今のところは十分に使いこなせる人がいないので、そこをサポートする形で、まだ

しばらくは各士業の仕事があるのかなという部分もあるんです。でも早晩、それが定

着して使いやすくなっていく。特に大企業は専任の職員雇ってやるようになるわけだ

から、とにかく社労士の仕事、特に1号・2号業務は風前の灯火の部分が、やっぱりあ
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るだろうなと思います。 

  専門性を高めて仕事をするとなると、そこは労働条件審査あるいは労務監査、そうい

う部分で労働法の専門家を全面に出していく必要あると思います。そのために独立性

の部分があるとすれば、それは内部での人の認定資格をきちんと整備して、ちゃんと

その条件を満たしている人が労働条件審査をするとか。外から見て独立してるし、中

立で公平な立場だと言える、外から見てというところがポイントだと思います。 

  あと10分ですが、どうしましょう。最後なので一言ずつぐらい感想をいただければ

と思いますが。今度は、Ｈ先生からぐるっと、本当に一言で結構でございます。 

○Ｈ 今の話の中でもあったように、私としてはスペシャリストを目指して今まで来たも

んで、そのままで行こうかなと考えてます。 

○司会（福井） では、Ｇ先生。 

○Ｇ 僕としては、当然その法律はベースにあるんですけれど、恐らく基本的に経営者と、

会社と契約して報酬いただく以上は、経営者にとって必要な存在でなければならない

と僕は思っているんです。そういう中で、1号・2号がなくなってきたという話も当然

ありますので、どうしていくのがいいのかなと思って。まず、そもそも何でその会社

経営してるのですかというところからサポートできるというのかな。そういうところ

からかかわっていかないと、どういう改善したいのかとか、何でこの会社経営してる

のかがわからないと。当然、教科書なんかつくりようがない話です。 

  そういうところから、もっと経営の根幹を社労士業界として理解していく、学ぶ必要

があるのではないかと考えてます。 

○司会（福井） 経営って何だろうってものすごい深い問いだし、そこがコンサルとして

は一番大事なところで、専門職として寄り添うのは、それができないと無理だろうと。 

  では、Ｉ先生。 

○Ｉ きょうもまたこの会に参加させていただいて、非常に勉強になりました。私はあま

り高度なことが言えなくて、皆さんのお話に聞き入るばかりですけれども、1つ私は、

年金事務所での業務もやっておりまして、きょうの話題の中に、社会保険のそういう

業務に携わっていらっしゃる、年金、特に特化されている先生方とかもいらっしゃる

んですけど、その辺の方向性という話がちょっと出なかったので、そのあたりは将来

どうなっていくのかなというお話をちょっと聞きたかったように思いました。 

司会（福井） 超高齢社会の中で、これから先年金の問題は、もちろんものすごく重要な

テーマになってくるし、財源が少ないのは政策課題かもしれないけど、そちらではな

くて、実際に給付を受ける側の立場からいろんなアドバイスができるのは、政策以前

の問題として絶対必要なことで、やってる人がなかなか少ないような気がするのは、

ちょっと問題かなと。 

  社労士の中でも行政協力でやってる方々って、ちょっと大変な立場なのかなと思うし、

忙しさの中であまり、手抜きとは言わないけども、あまり手が回ってないところもあ
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るような気もしますし。 

○Ｉ ときどき思いますけど、算定基礎ですとかの質問の窓口に、社労士の、法人ではな

いコンサルタントのような会社の方とかが全国的に請け負われていたりすると、そう

いう意味では、もう少し社会保険に目を向けて、もっともっとスキルを上げることに

よって、そこの領域をコンサルタントに渡さずに、社労士としてもっと請け負えるよ

うにすれば、業務自体がもっともっと広がるのではないかなと感じております。 

○司会（福井） なるほど。ありがとうございます。 

  では、Ｆ先生。 

○Ｆ きょうはいろいろ御意見いただきまして、私もとても参考になりました。 

  別に異議を申し立てるつもりはないですが、僕、このお仕事を始めて40年近くにな

るんですが、僕の頭の中で常に何を考えてるかと言ったら、確かに報酬をいただいて

おります。有料で、私の生活を支えてくれてる、当然ございますが、いつも私、申し

上げるのは、我々は企業さん、つまりそれは個人企業であり、あるいは法人さんと契

約をしております。ですから、口はばったい言い方かもしれませんが、経営者とは契

約してるつもりはありません。企業と契約という立場をとっておりますので、ですか

ら、その中でこの企業さんが健全に伸びていってもらうにはどうしたらいいのかな、

いつもそのことを考えます。 

  そのもとにおられる経営者の方、それから働く人たちの幸福って、この会社において

何が求められてるのか。だったら、やれる範囲内でそれに貢献しようじゃないかと。

法律では福利を増進なんてことも書いてあったはずですけども、そのバランス感覚、

企業の健全な発展と働く人たちの幸福を同時並行的に追求していくスタンスでやる。

ですから片方にくみすることは私はしません。その辺、バランス感覚だと私は思いま

す。片方に偏ってしまったら、我々のお仕事はかなりの部分でなくなっちゃうと思い

ます。 

  そこで、我々がバランス感覚を持った、法律家的な思考をいつも持ちながら、常に応

用発展の部分について妥当な解決策を提示して、皆さんに納得していただく。最終的

には合意と納得です。強行突破は、どこかの政党みたいに強行採決はしませんので、

一切。最後まで合意を図るというやり方で、多少時間はかかりますけれども、それを

根気よくやるのが、我々それ見つけて指導していくのがお仕事だと思っています。そ

ういう方向性でこれからも行きたいなと思っております。 

○司会（福井） Ｅ先生、時間的にかなりせってきました。 

○Ｅ たくさんしゃべりたいと思ったんですけど、すみません。 

  ジェネラリストという話になってくると思いますけど、最近すごく切ないことですけ

ど、以前にもまして訴訟だとか訴訟的なリスクがふえてきていると思います。そこへ

いくと我々社労士も、今後もっともっと民法ですとか訴訟法ですとか憲法ですとか、

この辺はもっともっと勉強しないといけないなと思ってます。 
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  Ａ先生がリーダーで進めていただいてる社労士の試験科目の改革ですか、そこに今法

律を入れようということをやっていただいてるんですけど、これは極めて現実的な問

題だと思うし、そうなるようにぜひなってほしいと思います。 

  きょうはどうもありがとうございました。 

○司会（福井） 民法は本当に全ての根幹かなと思いますし、契約も相当深くやらないと、

これから先難しい時代かなという感じです。 

  では、Ｄ先生。 

○Ｄ 先ほど来から、1号・2号業務はなくなっていくんだろうとか、あまりよろしくな

いイメージで語られてるかとは思いますが、僕はそもそも古いタイプの社労士なので、

もともと1・2号業務中心でやってましたし、今後もその辺を主体にやっていこうかな

というのは、今までと変わらないですけども。もともと社労士は中小零細を相手にす

るのが基本ですので、町の電気屋さんではないですけど、ふだん一緒に工場に入って、

仕事してる社長さんとか奥さんに寄り添うようなタイプで行きたいなと個人的には思

ってます。 

  そうすると、例えば資格者としてのメンツとか権威とかを低くしてるような、おとし

めてるような感じで捉えられる方もいるのかもしれませんけれども、そうではなくて、

要は町のごくごく一般の方に寄り添うタイプの社労士を目指したいなというのは、個

人的に思いました。 

○司会（福井） 実際に中小企業がほとんどの企業ですから、そうだと思います。 

  では、Ｃ先生。 

○Ｃ 先ほどから労働条件審査、これは社会保険労務士の独占業務としていきたいなと思

っております。例えば、経営事項審査が世の中にはありまして、企業の経営状況を点

数化をして、入札をするときに、その点数によって入札をしやすいようにするという

のがあります。 

  これはあくまでも発想の転換になりますが、労働条件審査につきましても、当然点数

化することができるわけでありまして、例えば労働条件審査の点数がいい優良企業に

つきましては36協定の期間、1年間を2年間にすることをやってもいいのかなと考えて

おります。 

○司会（福井） では、Ｂ先生。 

○Ｂ 「企業と社員を笑顔で結ぶ」、それが社労士、やっぱり社会保険労務士は企業の発

展があり、よい職場づくりを通して従業員の幸せな生活があるのが、もともとの社労

士の立場かなとは考えておりまして、それに対応するところで、先生がさっきおっし

ゃってたスペシャリスト、ジェネラリストの真ん中だという意見が出てくるのは承知

だよって先生がおっしゃってましたけど、まさにそのとおりです。そのどちらの偏っ

てもいけないのかなというふうでやっていかないといけないかなと現状は思っており

ます。 
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  将来は、やはり社会保険労務士の仕事は激減してくるというところで、それに対応し

てくような柔軟な乗り切り方をしていけばいいのかなと将来的には考えております。 

  以上です。 

○司会（福井） 最後に、ではＪさん。 

○Ｊ 社会保険労務士について、1つの論点の中でもいろいろな意見が出てくることは、

それだけ社会保険労務士という仕事自体が極めて多様である。それを構成する人間も

多様だということは間違いないことだと思います。 

  ある意味では、今までの業務をどうやって確保していくか、あるいは新しい業務をど

うやってつくっていくか。いずれにせよ多様性の部分はかなり大きな力として、多分

着目できることがあると思いますので、特にそのあたりは、私も個人的にまだいろい

ろと調べておりますので、またそれを生かせる方法がないかどうか研究していきたい

と思います。 

○司会（福井） きょうは本当に貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございまし

た。本当に先生方も多様な意見を受けて、またその社労士の仕事、すごく奥が深いな

と実感するところで、これもまた研究成果としてまとめていかなければいけないので、

課題を与えられたなと思っているところです。 

  一応、今、録音させていただいてますが、これをある程度編集した形で、今回名前は

全部確認してますので、まずは皆さんに編集したものをお見せして、最終的に報告書

に載せさせていただくんですが、載せるときには名前は匿名処理をして載せさせてい

ただく形で、この成果、ここでの議論もちゃんとした形にしていきたいと思っており

ます。その辺についても御了承いただければと思います。 

  それだけ言って、とりあえずきょうは本当に感謝ばかりですが、今後ともまた続けて、

いろいろ議論の機会を持たせていただければと思ってます。社労士の研究をこれで終

わりにするつもりは全くございませんので、社労士という専門家がこれからどう発展

していくのかすごく関心を持ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
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【おわりに】 
 
冒頭でも述べたとおり、本研究では、弁護士以外専門士業の「専門性」について、社労士

を主対象として明らかにしようと試み、社労士が新たに開拓してきた、人事労務コンサルテ

ィング、メンタルヘルス対策等の産業保健関連業務、労働条件審査業務といった新しい業務

領域について基礎的データを収集し、その分析に基づいて社労士の「専門性」形成の現状と

動向を明らかにしようと試みてきた。また、これに対応して変わりつつある社労士の職業倫

理についても検討し、社労士の「専門性」の意義について考察してきた。 
本文を読んでいただければわかる通り、アンケート調査と「社労士の将来に関する検討会」

での議論を通じて、社労士が単に手続業務に留まることのない、多様な業務領域を開拓して

おり、その「専門性」は高度であるとともに、他の専門職が行うことのない独自のものであ

ることが明らかになったと思われる。 
興味深かったのは、アンケート調査で解明された、社労士のタイプと収入等との相関関係

である。様々な業務をバランスよく行い、数年続けて安定した売り上げを実現できる社労士

は自立した専門職として生き残ることができる一方、それ以外は他資格や他業務からの収

入で生活を維持しているという実態は、社労士の専門職としての生き残りがいかに困難か

を物語っている。「検討会」の議論で明らかになった様々な新しい業務も、社労士のサービ

スマーケットが飽和状態に近く、新規参入が困難であるがゆえの新規市場開拓という傾向

が窺われた。 
社労士が「経営者に寄り添うアドバイザー」を目指すべきか、「独立した専門職」を目指

すべきかについても、容易には決しがたい課題であることが明らかとなった。社労士が、一

般の人々から広く認知されていくためには、さらに「専門性」を高め、専門家として独立性

を高めていく必要があるが、サービスマーケットでの生き残りが非常に困難な現状のもと

では、「経営者に耳あたりのよいアドバイスをする」、職業倫理的に問題のある社労士がなく

ならないであろうことも十分に理解できる。 
 本研究は、2 年間という短期間に、社労士に対するアンケート調査と、それについての社

労士の意見を収集するという「詰め込みすぎ」な課題を行うこととなり、反省点はいくつも

残されている。 
まず、「検討会」の実施地域が比較的に大都市部を含む地域に偏ってしまい、それ以外の

地域の議論を拾い上げることができなかった。社労士人口の少ない地域の聞き取り調査を

行えば、「検討会」で得られた様々な業務展開についての議論とは全く異なる議論があった

可能性は高い。また、職業倫理についての議論も十分にすることはできなかった。一番大き

な問題は、弁護士を含む他士業の意見を聞く時間を持つことができなかったことである。現

時点では、専門士業の「専門性」全体についての見取り図は作ることができない。これらの

課題については、研究グループのメンバーでさらに時間をかけて答えを見出していきたい。 
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